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Executive Summary 
  

ははじじめめにに  

（（１１））新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの問問題題のの特特徴徴  

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)については、2020 年に世界に爆発的な感染が広

がり、社会に甚大な影響をもたらしている。その特徴として、世界で同時に大流行している

こと、突発的に発生したこと及び影響が長期化していること、更には通常は数年間かけて起

きる人々の行動様式や価値観の変化を短期間で強制的に引き起こしたこと、そして影響が

一様ではなく、特に社会的弱者に一層の甚大な影響が生じていることが挙げられる。 

 

（（２２））新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症とと CCSSRR  

COVID-19 は企業活動の前提となる社会・経済システムそのものを大きく揺るがし、企

業は、CSR 諸課題についても様々な対応を迫られ、企業とステークホルダーの関係の見直

しや、社会と企業の持続可能性のあり方を根本から問い直すことが求められることになっ

た。 

社会と企業の持続可能性にもたらした影響については、以下の 3 つに大きく分けること

ができると考えられる。 

 影影響響①①：：パパンンデデミミッッククにによよるる直直接接的的影影響響  

・人の移動が止まったことにより、全世界で、従業員、顧客、サプライチェーン、投資

家、地域社会とあらゆるステ―クホルダーに影響が生じた。突発的に生じたそうした

影響に対して、企業はステークホルダーの状態を適切に把握し、迅速に判断して対応

することが求められた。 

 影影響響②②：：社社会会のの中中期期的的変変化化のの加加速速  

・COVID-19 が引き起こす変化は一時的なものではない。例えば、近年の潮流である

デジタル化が一度進展すれば、今後はすべてが元に戻ることはないとみられる。この

結果、以前の作業を担っていた人材の一部は不要になり、雇用の消失につながってい

く可能性がある。 

 影影響響③③：：企企業業のの常常態態行行動動（（BBAAUU：：BBuussiinneessss  aass  UUssuuaall））がが通通用用ししなないい世世界界へへのの突突入入  

・COVID-19 は人々の行動様式や価値観に大きな変化を引き起こし、従来の当たり前

が通用しない社会を瞬く間に作り出した。BAU が通用しない新しい世界の出現を、

企業はバックキャスティングの思考に基づき事業機会として捉えて対応していくこ

とが求められる。そして同様に大きなインパクトを社会にもたらす事象は、COVID-
19 とはまた異なるパンデミックや気候変動、大地震など、今後も発生することが十

分に想定されるものである。 
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図 1︓COVID-19 が社会と企業の持続可能性にもたらした影響 

 

 

（（３３））調調査査目目的的  

 本調査は、影響①「パンデミックによる直接的な影響」に関して、COVID-19 がもたらし

たパンデミックによる CSR 諸課題への直接的な影響と企業の対応につき、整理を行うこと

を目的としている。さらに影響②「社会の中期的変化の加速」と影響③「常態行動(BAU：

Business as Usual)が通用しない世界への突入」に関しても、企業が持続可能な価値創造を

実現し、経営のレジリエンスを高める上で必要なことへの示唆を得ることを目指している。 

 調査の主な方法としては、CSR や ESG に取り組む先進的な日本企業を対象に、インタビ

ュー調査を実施する。COVID-19 への影響と対応は、因果関係や時系列が複雑であり、また

現在進行形で進んでいるものでもあることから、企業へのインタビューによってより適切

な理解と考察を得ることが期待される。また必要に応じて開示情報も参照するものとする。 

 

第第１１章章．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるる企企業業へへのの影影響響  

（（１１））ココロロナナ禍禍にによよるる産産業業へへのの影影響響  

 COVID-19 による産業への影響には、業種・業態によって大きな差がある点に特徴

がある。 
 人の移動が止まったことにより、宿泊業、飲食業、エンターテイメント産業、旅客交

通関連の業界などは、特に深刻な打撃を受けている。 
 宿泊業、飲食業のように元々パートタイム労働者やアルバイトの割合が高い業界で

は、非正規雇用の労働者に影響のしわ寄せが行っている状況がある。 
 一方、情報サービス業、関連機器産業、デジタルコンテンツ産業などでは、デジタル

社会と企業の持続可能性

はじめに ②新型コロナウイルス感染症とCSR 

新型
コロナウイルス

感染症

突発的
世界同時 格差の可視化

影響① パンデミックによる
直接的影響

影響② 社会の中期的変化
の加速

影響③ 「常態⾏動（Business 
as Usual）」が通用し

ない世界への突入
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トランスフォーメーションや巣ごもり需要により市場が拡大している業種もある。 
（（２２））企企業業活活動動ののあありり方方のの変変化化  

 COVID-19 は社会・経済の非対面化・非接触化をもたらし、業務のリモート化やオン

ライン化、デジタル化や省人化を加速させた。 
 人や物の接触を最小限とするため、流通・販売業においては、e コマースやテイクア

ウトへの対応、キャッシュレス決済が広がる他、ロボットを通じた間接的なサービス

提供といった対応も進んでいる。また、製造業においては、AI やロボットの導入と

いったデジタル化・省人化が一層加速している。 
 COVID-19 の世界的な広がりにより、サプライチェーンの寸断が発生し、企業は対

応を迫られた。また、需要の急減・急増や見通しの不透明さにより、事業継続、雇用

体制への影響が生じた。 
 また、企業における社会課題への対応が財務に与えるインパクトの大きさが可視化

されたところ、経営者にとってもその重要性の認識を新たにする機会となったと言

える。 
  

  

第第２２章章．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症がが社社会会ととスステテーーククホホルルダダーーにに与与ええたた影影響響  

（（１１））メメガガトトレレンンドドへへのの影影響響  

 「世界経済フォーラム」によるグローバルリスクに関する 2021 年 1 月の報告書で

は、今後の 10 年間で発生する可能性が高いリスクと影響の大きいリスクのランキン

グにおいて、感染症が前者では 4 位に、後者では 1 位にランクインした。感染症以

外の項目については、極端な気象変動、気候変動対策の失敗など、環境課題がランキ

ング上位のリスクの半数を占めている。 
 「持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）」の報告書では、COVID-19 が

メガトレンドにもたらした影響として、社会の中の格差の拡大、ナショナリズムの強

さと多国間協調の脆弱さ、デジタル化が加速する中でのサイバー攻撃リスクへの脆

弱化や監視社会化の高まり、また感染リスクの拡大に伴う都市への人口集中の鈍化

といった傾向などがあげられている。 
（（２２））SSDDGGss へへのの影影響響  

 国連の「SDGs レポート 2020」によると、COVID-19 は SDGs のゴールの多く、例

えば貧困、健康・福祉、教育などに関し、それらの達成に悪影響を及ぼしており、前

進していた目標も大きな後退が懸念されている。  

（（３３））人人権権・・労労働働へへのの影影響響  

 ILO（国際労働機関）は、「職場における安全を確保するためのガイダンス」を発表

し、企業に対応を呼びかけている。 
 「ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク」の報告書では、日本企業においても責任
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ある企業として行動を取ることを求め、以下を指摘している。    
 自社のサプライチェーンにおける労働者への影響評価及びその開示 
 移民労働者など社会的に脆弱な立場に置かれている者に対する特別の考慮 
 サプライヤーや労働者とのコミュニケーションを可能な限り図ることによる影

響緩和のための方策の模索 
 労働者の救済アクセスを確保するための苦情処理メカニズムの強化 

（（４４））環環境境へへのの影影響響  

 喫緊の課題である気候変動の問題については、パリ協定が目指す 1.5 度目標達成に向

けて世界全体で大幅な温室効果ガスの排出削減が求められる中、経済活動の低下に

より 2020 年の CO2 排出量は前年比 7%減少する見込みであるが、感染の終息に伴

いリバウンドする見通しであることから、地球温暖化を防ぐためにはこれまで以上

に対策を強化することが必要である。 
 経済復興と脱炭素社会への移行の両立を目指すグリーン・リカバリーの動きが、欧州

を中心に拡大している。また、脱炭素の実現に向けた各国のカーボンニュートラルに

向けた競争は激化している。企業の間でも、脱炭素に向けた目標設定（SBT、RE100）
が国際的に拡大している。 

 資源の利用については、プラスチック包装材や廃棄物が増加しているところ、欧州で

は、サーキュラーエコノミーに関する政策が打ち出されている。日本においても、投

資家・経営者向けの情報開示ガイダンスが公表された。 
 生物多様性に関しては、生物多様性条約事務局は、「地球規模生物多様性概況第 5 版

（GBO5）」の中で、人、生物、自然環境を一体のものとして維持するワンヘルスと

いう考え方を位置づけている。 
（（５５））投投資資家家へへのの影影響響  

 議決権行使助言会社である ISS の ISS ESG 部門の調査では、COVID-19 を経て、約

6 割の投資家において ESG の S（社会）の重要性が増加したと回答し、また、約 6
割の投資家は ESG に関する予算を増やしたと回答している。 

 COVID-19 の感染拡大第１波の期間中において、株式市場全体が下落する中、ESG
パフォーマンスが良い企業の株価下落幅が少ないという複数の調査結果が出ている。 

 また、コロナ禍において債券間のスプレッド（利回りの格差）が大きく拡大する中、

グリーンボンドは格付けによらずボラティリティ（価格変動の度合い）が低くなる傾

向もみられた。 
 ブラックロックの CEO による投資先へのメッセージ(2021 年)では、昨年より明確に

気候変動に関するリスクについて警鐘を鳴らすとともに、人種間の不平等の是正に

ついても言及している。 
（（６６））生生活活者者へへのの影影響響  

 世界中の多くの人々は、COVID-19 による危機を経験し、より健康的で、環境に優し

iv



 
 

く、そして他人に親切にするために、自分自身の行動を変化させることに前向きにな

っている。こうした傾向は、Z 世代、ミレニアル世代のような若い世代において、よ

り顕著にみられている。  

 国内の生活者に対する調査においても、社会課題を自分ごととして考え、また、持続

可能性の観点を重視する傾向が高まっている。  

  

  

第第３３章章．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるる企企業業へへのの直直接接的的なな影影響響とと対対応応  

COVID-19 がもたらしたパンデミックによる CSR 諸課題への直接的な影響と企業の

対応を把握するため、企業へのインタビュー調査を実施した。対象企業は、CSR や ESG
に先進的に取り組んでいる大企業 16 社である。また、特徴的な取組を行っている海外企

業 4 社についても、文献調査を実施した。 

以下、（１）CSR 諸課題への影響と対応、（２）経営・事業への影響と対応、（３）パー

トナーシップへの影響と対応、という 3 つの観点から、調査結果を整理するとともに、

（４）にこれらにより今後の企業の在り方として示唆される事項をまとめている。 

  

（（１１））CCSSRR 諸諸課課題題へへのの影影響響とと対対応応  

  ①①  働働きき方方  

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業は従来から取り組んできた働き方改

革について一層の対応を迫られることとなった。 
 多くの企業で共通して、トップからのメッセージ発信が行われ、その中で従業員が安

全・安心して働ける環境をつくることが第一であるとしていた。 
 職場では、基本的な衛生管理対応や密を回避するための施策が行われるとともに、マ

ニュアルを整備してグループ全体・グローバル全体に展開するといった事例がみら

れた。 
 リモートワークの導入については、従来から働き方改革の一環として制度や環境に

取り組んできた企業においては、移行も比較的スムーズに行われた。導入が困難なケ

ースについては、業務時間を最小限とする取組や、出社せざるを得ない者にメッセー

ジ発信を行う例も見られた。 
 リモートワークの効果としては、会議や移動に費やす時間が削減されたことで生産

性が向上したり、現場と経営層のコミュニケーションがオンラインでスムーズにな

ったりしたというメリットが聞かれた。 
 他方、職場・チーム内でのコミュニケーションが難しくなったこと、ネットワークの

システムが十分に整っていなかったこと、自宅では十分な仕事スペースを確保でき

ない等の課題があるとの話もあった。このため、従業員に対して定期的に調査を行い、

課題の早期発掘と対応に取り組む例もあった。 
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 更に、コロナ禍を機に、働き方とビジネスモデルの移行に適応して生産性を高めるべ

く、アウトプット重視の働き方、場所や時間に捉われない働き方、ミッションや使命

に基づく働き方、ジョブ型人事制度などの積極活用などに取り組む企業も見られた。 
②②  人人権権・・ササププラライイチチェェーーンン  

 サプライチェーンの断絶による供給危機に対しては、調達先企業の複線化や生産拠

点の分散化、在庫の積み増しといった対応が見られた。また、過去の類似の経験を踏

まえた備えにより、コロナ禍での対応もスムーズに進んだという例が見られた。 
 サプライヤー監査に関しては、現場の目視を支援する IT 機器の導入や人工衛星デー

タの活用など、遠隔での監査実施を模索する例が見られた。また、従来から CSR 調

達や人権デューディリジェンス、苦情処理メカニズムの構築に取り組んできたこと

が、非常時において、ガバナンス機能の強化やサプライチェーンに関する情報収集・

コミュニケーションなどに関して、有効に作用することが期待されるという声も聞

かれた。 
 需要の急減・蒸発に伴い影響を受けているサプライヤーの事業活動の維持継続のた

め、生産情報を密に共有するほか、支払いの減免・延期、資金調達の支援や自社アセ

ットの無償提供が行われた事例も多く見られた。また、自社にとっても新たな事業機

会の創出につなげるという観点も踏まえ、業界の中長期的な変化を見据えた上で、サ

プライチェーンに関わる人々の新たな能力開発や雇用創出といったエンパワメント

に取り組む例もあった。 
③③  環環境境  

 すべての調査対象企業において、コロナ禍においても環境への対応の手綱を緩めず、

引き続き取り組みを進めていく様子が確認された。コロナ禍による環境負荷の一時的

な削減の効果を継続的な削減につなげていくために、有効な施策の継続や削減効果の

検証、テクノロジーを活かしたポジティブなインパクトの創出に取り組んでいる企業

も見られた。 
 欧州で進むグリーン・リカバリーのうねりが、サプライチェーンを介して日本企業に

も及び始めており、企業競争力に直結するようになっているとして、対応が遅れて出

遅れてしまうことを懸念するとの声も聞かれた。 
 海外企業では、サステナビリティに取り組む上での新たなテーマとしての「リジェネ

レイティブ（再生・修復）」が注目され、長期のコミットメントを発表する動きが出

てきている。 
④④  ココミミュュニニテティィ・・社社会会貢貢献献  

 コロナ禍の中で不足する衛生関連物資に関して、関連企業が生産体制を大幅に増強

するとともに、本業以外の企業でも自社の工場やサプライチェーンを転用して製造

を行う例がみられた。また、社会の様々なニーズに対して、本業を通じた自社の製品・

サービスの提供による社会貢献の活動を行うことや、自社の有形・無形の資産を提供
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することで支援を行うことなどの積極的な対応を行っている例が多く見られた。 
 従来から取り組んできた社会貢献活動については、活動規模を見直して感染予防対

策を施しながら実施したり、オンラインへの移行により参加者数の拡大が実現した

りするなど、制約がある中でも工夫を重ねて活動を継続している事例が見られた。 
 COVID-19 に加え、同時期に発生した Black Lives Matter 運動により、社会に存在

する格差や構造的な差別の存在が可視化され、公正な社会を求める機運が世界的に

高まっていることに対し、企業としての姿勢を明らかにして新たな支援プログラム

を開始した例もあった。 
⑤⑤  そそのの他他のの課課題題  

 デジタル化に対応したビジネスモデルの構築を進める中で、デジタル格差の発生の

可能性にも着目し、一部の人々が取り残されることがないよう支援する例があった。

また、デジタル化の中でプライバシー保護を確保するため、従来の取り組みを維持・

継続するとの方針や、更には AI 倫理対策にも取り組んでいくとの声が聞かれた。 
  

  

（（２２））経経営営・・事事業業へへのの影影響響とと対対応応  

①①  経経営営・・事事業業方方針針全全般般  

 企業経営への影響の程度は企業の事業分野によって様々であるが、ほとんどの企業

において、社会課題及びそれに伴う社会変化が財務面に大きな影響を及ぼしている。 
 コロナ禍を機に、長期経営方針やコミットメントの中核にサステナビリティを据え

た新たな中長期の経営計画を打ち出す動きがみられた。また、コロナ禍による社会変

化を追い風として、従来からのサステナビリティの取り組みを強化・加速する動きも

見られた。 
 一部の業界では、コロナ禍が長期化・常態化する中で厳しい状況に置かれている。そ

うした中でも、復興フェーズを見据えてあらゆる手段で雇用確保に取り組む事例や、

サステナビリティに関する中長期のコミットメントを、中長期的な観点でその重要

性が一層高まることを想定して、新たに打ち出す事例も見られた。 
 コロナ禍の中で、自社の事業の社会的な価値を再認識できたという評価や、自社の存

在意義（パーパス）に関するこれまでの議論や社内浸透が、今回の迅速な経営判断や

従業員の自主的な行動につながったとの評価など、緊急事態下におけるパーパスの

重要性に言及する声も複数聞かれた。 
②②  BBCCPP・・リリススククママネネジジメメンントト  

 今回のパンデミックは、規模、急速な広がり、社会に及ぼす影響の程度という観点で、

想定の上をいくものであったという声が殆どであった。しかし、多くの調査対象企業

では、従来から BCP・リスクマネジメントに取り組んできたことで、対策チームの

起動など一早くトップレベルで対応が進められ、比較的スムーズな対処ができたと

vii



 
 

いう評価が多く聞かれた。 
 COVID-19 の特徴である世界での同時発生という側面に対しては、グローバルでの

危機管理体制として、必要な情報は共有しつつも、対応は現地に判断を委ねるケース

が多く見られた。また、影響の長期化の側面に対しては、継続的にシナリオプランニ

ングミーティングを開催して認識の共有と追加施策の検討、戦略の見直しを行って

いるという事例が見られた。 
 より戦略的なリスクへの対応としては、全社として発生するリスクを統合的・包括

的・戦略的に把握し、適切な対応を取ることで価値の最大化につなげていく全社的リ

スクマネジメント（ERM）のアプローチの重要性に対する認識を新たにしたという

声もあった。 
③③  情情報報開開示示・・スステテーーククホホルルダダーーととののココミミュュニニケケーーシショョンン  

 ステークホルダーのニーズに応えた丁寧な情報開示やコミュニケーションとして、

トップによる従業員への直接のメッセージ発信、社内での経営層と従業員のオンラ

イン・ミーティングの実施、社外へのオウンドメディアを活用した情報提供などに取

り組む例が見られた。また、投資家への対応は、オンラインで行われるようになって

おり、その中では ESG に関する議論が増加しているという声が多く聞かれた。 
 コロナ禍において変化する社会の状況とステークホルダーのニーズを把握すべく、

更に積極的にステークホルダーとの対話に取り組む例も見られた。 
  

（（３３））パパーートトナナーーシシッッププへへのの影影響響とと対対応応  

 プラスチック廃棄物問題を背景とした資源循環システム構築や、大規模災害に備え

た物資運搬や災害対応に係る訓練や啓発活動といった分野で、競合他社と協力して

共同で社会課題に取り組む例が見られた。 
 その他にも、業界全体としてサプライヤーを下支えするために支援を行う例や、外国

人労働者の問題に取り組むプラットフォームを設立したり、サーキュラーエコノミ

ーを推進するイニシアチブに参加したりするなど、セクターを越えた連携・協働の例

が見られた。 
  

（（４４））新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症にによよるる企企業業へへのの直直接接的的なな影影響響とと対対応応かかららのの示示唆唆  

（１）～（３）で整理した COVID-19 による企業への直接的な影響と対応の状況に基

づき、今後の方向性として示唆される事項をまとめると、以下の４点が挙げられる。 

①①  迅迅速速なな危危機機管管理理体体制制のの構構築築  

 BCP を整えていくことが何よりも重要であり、発生した危機が想定の上を行くもの

であっても、緊急時の初動態勢が整備されているかどうかで以降の対応スピードは

大きく異なってくる。また、想定外の状況に対しては、事前の計画よりも「観察

(Observe)」と「状況判断(Orient)」を重視して「意思決定(Decide)」、「行動(Act)」を
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行う OODA ループ の考え方を取り入れていくことも有効である。 
 働き方改革や CSR 調達、更には人権デューディリジェンスや苦情処理メカニズムの

構築に取り組んでおくことは、今回のような危機下におけるスムーズな対応に寄与

すると言える。 
 今後はさらに、複数のリスクを比較してコントロールの優先順位をつけ、連携して取

り組むことで効果的・効率的な対応を行うという、全社的リスクマネジメント（ERM）

のアプローチが重要になってくる。 
②②  スステテーーククホホルルダダーーニニーーズズのの把把握握とと対対応応  

 ステークホルダーと信頼関係を構築できているかが、非常時における企業の意思決

定と対応の質を大きく左右する。 
 この観点から、ステークホルダーの期待を適切に捉え、経営にフィードバックし、意

思決定に反映して施策に落とし込む体制を構築するという、CSR の基本的要素を普

段から実践することが、非常に重要である。 
③③  経経営営とと現現場場ととののココミミュュニニケケーーシショョンン、、社社内内外外へへのの丁丁寧寧なな情情報報開開示示  

 特に危機下においては、経営層が自ら社内外への発信や透明性の高いコミュニケー

ションにタイムリーに取り組むことで、ステークホルダーの信頼獲得につながって

いく。  

 さらに経営層においては、ステークホルダーとの積極的な対話を通じて、利害関係が

異なるステークホルダー間の期待の調整を行なっていくことも重要である。  

④④  メメガガトトレレンンドドをを踏踏ままええたた EESSGG 課課題題のの経経営営へへのの統統合合  

 社会の中期的変化への対応を加速するには、メガトレンドを踏まえて ESG 課題を特

定し、経営の中長期の方針やコミットメントに反映させていくことが重要である。  

 具体的には、ありたい姿と長期的な社会の要請から紐解くバックキャスティングの

発想を起点に、トップが本腰を入れて動き出すことで、従業員の受け止め方が変わり、

社内の変革も加速していくと考えられる。  

 中期的変化への対応については、しっかりと時間をかけて準備し、体制を整え、文化

と風土を構築していくことが必要となる。そうした対応を普段から進めておくこと

で、結果的に突発的に生じる影響への対応力も上がっていくと考えられる。 

  

  

第第４４章章．．新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症発発生生をを契契機機ととししたたここれれかかららのの CCSSRR ののあありり方方  

 今後もまた、COVID-19 と同様に社会と企業の持続可能性を揺るがすような事象(例
えば大地震や気候変動)が発生することは十分に想定される。このような危機とその

影響に対応していく上では、現在の社会や経済のあり方を抜本的に変えていく必要

があり、企業にはその変革を主導していくことが、持続的な価値創造の観点からも、

経営のレジリエンス向上の観点からも期待されている。 
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 今般の企業インタビューを通じて、従来から CSR や ESG に先進的に取り組み、ス

テークホルダーと安定した強固な関係性を構築してきた企業においては、COVID-19
による直接的な影響に対して、柔軟かつ迅速な対応が行われ、危機への高い対応力を

持つことを確認することができた。 
 また、経営が厳しい状況においても従業員との長期的な関係性を前提に雇用を維持

し、復興フェーズを見据えて従業員の能力開発に果敢に投資する例や、サプライヤー

との共存共栄の精神の下、業界全体として中小企業を支える協働行動を行う例など

も確認できた。こうした特徴はいずれも日本企業の強みとも言える部分である。 
 一方で今後同様の危機が生じた際に企業が直面すると思われる課題として、以下の 3

点が挙げられる。 
１）これまでの CSR の枠組みやステークホルダーとの関係性を越えた更なる対応

の必要性があるという課題 
２）ESG 課題を経営に統合していく上で、財務と非財務の側面をどうバランスさせ 

て経営の舵取りを行っていくか、非財務の側面をどのように定量化して評価し

経営のプロセスに組み込んでいくかという課題 
３）未曽有の危機に対応して経営や事業のあり方を変革していく上での、スピード

感と協調行動が必ずしも充分ではなかったという課題 
 COVID-19 への対応を試金石として、従来の考え方から脱却して CSR と経営のあり

方をアップデートし、さらには企業のあり方そのものを再構築していくことが必要

である。具体的には以下の 3 点に取り組んでいくことが期待される。 
 
図２︓今後想定される新たな危機に対し持続可能な価値創造と経営のレジリエンス向上に必要なこと 

  

第４章． 新型コロナウイルス感染症発生を契機としたこれからのCSRのあり方

新型
コロナウイルス

感染症

影響① パンデミックによる
直接的影響

影響② 社会の中期的変化
の加速

影響③

（１）ステークホルダーとの
関係性の抜本的な⾒直し

（２）「存在意義（パーパ
ス）の明確化」と「マテリア
リティの不断の⾒直し、経営
戦略・ガバナンスへの組み込
み」

（３）コレクティブ・アク
ションの推進と官⺠連携によ
るインフラ構築

持続可能な価値創造と経営
のレジリエンス向上

社会と企業の持続可能性
新たな危機

企業の対応

「常態⾏動（Business 
as Usual）」が通用し

ない世界への突入
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（（１１））スステテーーククホホルルダダーーととのの関関係係性性のの抜抜本本的的なな見見直直しし  

取り組みを進める上で、企業はステークホルダーと対話し、社内の関連部門を巻き込んで

変革を進めていく必要がある。そのために CSR の担当部門は、社外のステークホルダーと

関係する社内の主管部門を支援し、経営に適宜フィードバックを行うことで持続可能性に

ついての全体の最適化に向けた部門間連携を推し進めていくことが期待される。 
①①  従従業業員員  

 企業と従業員の関係性を巡っては、デジタル化が進むことによる物理的な関係性の

希薄化やワークライフバランスの重視、多様な働き方や副業の広がり、労働市場の流

動化など、様々な変化が起きている。  

 企業は雇用の維持や社会の安定といった観点とのバランスも踏まえつつ、従業員と

の関係性や労働市場の変化に対応した最適な人事のあり方に向けて変革を進めてい

くことが求められる。  

②②  顧顧客客  

 企業がサステナビリティ意識とデジタルリテラシーの高い顧客の期待に応えていく

ことは、サステナビリティとデジタルの潮流に対応して経営と事業の変革を進めて

いく方向性とも合致するものである。 
 また同時に、デジタル化の波から取り残されてしまう可能性のある人々に対しても

取り組んでいくことが重要となる。 
③③  ササププラライイチチェェーーンン  

 サプライチェーン上で脆弱な立場にあるパートナーやその関連労働者を支援するこ

とは、ビジネスと人権の観点から重要である。  

 さらに、サプライヤーの変革を積極的に支援していくことで、新たなビジネスパート

ナーの創出や新たなビジネスのエコシステムを形成することにもつながっていくと

考えられる。  

④④  地地域域・・ココミミュュニニテティィ  

 地域社会及び地域の中の社会的弱者が大きな影響を受けている状態に対し、企業が

自らの存在意義（パーパス）や価値観に基づき、どのような立場を表明するのか、戦

略的にどのような対応をしていくか、が問われている。  

 COVID-19 を経て大都市への集中から地方への分散の流れも起きている中、地方創

生に対して積極的に役割を果たしていくことも重要である。  

⑤⑤  将将来来世世代代とと環環境境  

 将来世代に対する責任を認識し、それを重要なステークホルダーとして捉え、地球環

境の保全に一層取り組んでいく必要がある。  

 特に気候変動については、取り組みが世界で加速している中で、日本企業も競争上の

必要条件として捉え、事業機会として積極的に取り組んでいくことが求められる。  
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⑥⑥  投投資資家家  

 企業（非投資家）においては、非財務の観点を統合した情報開示に積極的に取り組み、

特に先進的にESG投資やインパクト投資に取り組む投資家や株主と対話を重ねるこ

とで、新たな価値創造とステークホルダーとの利益配分のあり方を共に模索してい

くことが重要な課題である。  

 投資家の側においても、社会と企業の持続可能性を高め、長期的な価値創造を実現す

るために、新たな投資方針を構築し、企業と対話を重ねていくことが期待される。  

  

（（２２））「「存存在在意意義義  （（パパーーパパスス））のの明明確確化化」」とと「「ママテテリリアアリリテティィのの不不断断のの見見直直しし、、経経営営戦戦略略・・..

ガガババナナンンススへへのの組組みみ込込みみ」」  

 財務と非財務の側面を統合した経営を目指す上でまず重要なことは、ステークホル

ダーが抱える社会課題の解決と自らの価値観を存在意義（パーパス）として明確化し、

パーパスをすべての起点とする存在意義追求型（パーパスドリブン）経営を実現させ

ることである。 

 企業がパーパスを策定する過程において、経営層で徹底して議論し、従業員が共感す

ることで、社会と自社の共通価値の創造につながる自律的な動きが生まれるような、

変化に強い組織が形成されると考えられる。  

 経営のマテリアリティを固定的なものとせず、長期的な社会の要請と短期的な社会

の変化を敏感に把握して、適時見直しを行なっていくことが重要である。 
 さらにマテリアリティをガバナンスに組み込んでいく上で、特定したマテリアリテ

ィを KPI に落とし込み、経営の評価と報酬体系に組み込んでいくことが必要となる。

また既に特定したマテリアリティに対しては、単なる考慮要素として捉えるのでは

なく、ビジネスモデルを変革して事業戦略に落とし込み、ステークホルダーと協業し、

社会の認識を高めることに取り組むといった、アクティブにコントロールして事業

機会へとつなげていく発想が必要である。 
 

（（３３））ココレレククテティィブブ・・アアククシショョンンのの推推進進とと官官民民連連携携にによよるるイインンフフララ構構築築  

 社会と企業の持続可能性を脅かすような課題に対しては、社会状況の変化の方向性

を不断に探索しながら、スピード感をもって対応に取り組むことが必要である。 
 課題解決に向けたインパクトを発揮していく上では、同業種内や異業種間での連携

や、さらには政府や NGO とのセクターの垣根を越えた協業といったコレクティブ・

アクションが不可欠となる。また適切な競争と協働のためのインフラを官民一体と

なって構築していくことも必要である。 
 ステークホルダーの多様性や関係性のあり方、マテリアリティとなる社会課題の対

象範囲、また前提とする時間軸を、狭く固定的に捉えるのではなく、広く大きく、そ

して長期に捉えることで、従来では実現が叶わなかった新たな連携や協働につなが
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っていくことが期待される。 
 また国内だけで完結しない課題に関しては、その解決のための国際的枠組みを形成

し、また充実させていくため、日本政府においては、また企業・関連団体においても、

国際的なルール・メイキングに積極的に参画し、貢献していくことが強く期待される

ところである。 
 

以上 
【【資資  料料】】  

  

（（１１））  イインンタタビビュューー企企業業  （（五五十十音音順順））  

① 味の素株式会社 
② ANA ホールディングス株式会社 
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はじめに 
 

（１）新型コロナウイルス感染症の問題の特徴 

新型コロナウイルス感染症（各章初出以降は COVID-19）は、2019 年末に中国で最初の発生が
確認された後、世界に爆発的な感染が広まって社会・経済に甚大な影響をもたらしたところであり、
2021 年 3 月末現在、依然十分に収束する気配は見えない。世界保健機関（WHO）は 2009 年に大
流行した新型インフルエンザ以来 11 年ぶりに、COVID-19 を「パンデミック（世界的な大流行）」
と認定している。 

COVID-19 の流行を社会への影響の観点から考えると、いくつかの特徴が挙げられる。一つに
は、パンデミックの名の通り、感染の広がりには地域差が見られるものの世界で同時に大流行し、
発生による影響も同時に生じている点である。この点は、例えば地震のように、局所的に発生し、
影響も局所的に生じる出来事とは大きく異なる点である。 

また、気候変動のように徐々に進行し、その影響も徐々に表れる課題とは異なり、突発的に発生
し、影響への対応も緊急で迫られ、さらにその影響が⻑期化する点にも特徴がある。影響の緩和と
適応に向けて十分に備える時間がかけられない中で、迅速な決断と対応が求められるところである。 

更に何より大きいのは、COVID-19 は人々の行動様式や価値観に対し、世界中で急速に、大きな
変化をもたらしたことである。感染拡大の抑制のために一部地域ではロックダウン（強制的な都市
封鎖）の措置が導入されが、強制的か自主的かに関わらず、感染を抑止するため、人々は他人との
接触を避け、自宅に止まって過ごすことが多くなった。そして日常生活において他人と接触する際
には身体的距離を十分に確保することが求められるようになった。リモート社会、非接触型の社会
の到来である。人や物の移動が止まったことにより、あらゆる領域において、デジタルへのシフト
が急速に進んでいる。また人々は心身の健康の重要性に対する認識や、家族や親しい友人、コミュ
ニティとのつながりの大切さに対する認識を新たにし、環境や社会の持続可能性に対する認識もコ
ロナ禍を経てより身近なものとなっている。こうした行動様式や価値観の変化は、さらに２次的、
３次的な変化を社会にもたらしていき、そして一度起きた変化に普遍的な意義が認識された場合は、
元に戻ることなく、常態化して新しい日常として定着していくとみられる。 

こうした社会の加速度的な変化は、通常は数年かけて現れるものであるが、COVID-19 に関して
は、発生から数ヶ月の期間において、短期間で強制的に引き起こされた。それにより人々の暮らし
も、企業経営のあり方も、大きな変化を余儀なくされている。 

さらにもう１つの特徴として挙げられることは、COVID-19 による影響の現れ方は一様ではな
く、特に社会的弱者に一層甚大な影響が生じているという点である。例えば米国での調査1では、
COVID-19 で入院する割合は、非中南米系白人に対して、非中南米系の米国先住⺠、アラスカ先住
⺠、⿊人では約 5 倍に上り、中南米系の人たちでは約 4 倍に達している。また密集した場所で生活

 
1 https://www.dhbr.net/articles/-/7055 

 
 

や労働を余儀なくされている人たちは高い感染リスクにさらされている。コロナ禍による需要の変
動はサプライチェーンの上流でも大きな影響をもたらしており、社会保障が脆弱な新興国では、労
働者は政府や企業の保護を十分に受けることができず、より深刻な影響を被っている。 

国内の状況について詳細をみると、従来から家事育児介護といったケア労働を多く担っている女
性においては、在宅時間の増加や外部サービスの一時的な停止・縮小に伴い負担がさらに重たくの
しかかっているほか、DV の増加も各地で報告されている。医療や小売、輸送などのエッセンシャ
ルワーカーに関しては、在宅で時間を過ごす体制に多くの人が移行した一方で、自宅外に働きに出
ざるを得ない状況にある。一人親家庭では、非正規雇用の労働者の割合が高くて収入が少ないケー
スが多く、暮らし向きが苦しいために、必要とする食料が買えない状況に直面する割合が高い2。国
内の自殺率は女性や子ども・若者で増加しているという実態もある。 

賃金の状況については、国内におけるコロナ禍前後での賃金水準の高さと減少率の関係を見ると、
一般（フルタイム）労働者・パートタイム労働者共に、賃金水準が元々低い業種において、賃金の
減少幅はより大きくなっている。また、在宅勤務などの恩恵を受けているのは元々所得水準の高い
労働者に限られている3。 

他方、国内の外国人労働者に対しても、COVID-19 は大きな影響を与えている。宿泊業や飲食サ
ービス業など COVID-19 で大きな影響を受けた産業では、近年、外国人労働者への依存度が増大
しているためである。また、中小企業では外国人労働者が働いているケースが多いが、中小企業は
一般的に危機への耐性が脆弱な部分があり、ひいてはそこで就業する外国人労働者は相対的に影響
を受けやすい状況にある4。 
 
以上のような COVID-19 による社会への影響は、現在進行形で進んでおり、収束するまでにさ

らにその影響は拡大していくことが想定される。一方で、COVID-19 が大きな負の影響を社会に及
ぼしていることは事実である反面、デジタル化など社会の変化が加速することによる新たな可能性
や、このような危機的状況に陥ったからこそ新たに生まれるものがあるといったポジティブな側面
があることも事実である。そして当然のことながら、企業も COVID-19 により大きな影響を受け
ているところである。 
 

（２）新型コロナウイルス感染症と CSR 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックは、企業活動の前提となる社会・経済システムそ
のものを大きく揺るがした。業種、業態によってその程度は大きく異なっているが、総じて企業活
動には大きな影響が生じており、需要の消失、操業停止、サプライチェーンの見直しといった事業
活動への直接的な影響が、広範に発生した。このことに加え、企業は CSR 諸課題についても、

 
2 https://www.jil.go.jp/press/documents/20201210.pdf 
3 https://www.smtri.jp/report_column/report/pdf/report_20201223.pdf 
4 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64709?pno=1&site=nli 
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2 https://www.jil.go.jp/press/documents/20201210.pdf 
3 https://www.smtri.jp/report_column/report/pdf/report_20201223.pdf 
4 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=64709?pno=1&site=nli 

7



 
 

COVID-19 の影響が多岐に亘って生じる中で、様々な対応を迫られた。 
CSR 諸課題の議論としては、2011 年に欧州委員会が、CSR を「企業の社会への影響に対する責

任」と定義5したように、企業がバリューチェーンにおいて社会に及ぼす負の影響を統制すること
が大きな論点として議論された。そしてその後、社会課題が企業のオペレーションや競争力に及ぼ
す影響についても議論が高まり、CSR を経営や事業に取り込んでいくことを重視するという ESG
投資の潮流が広がっていった。また近年では、株主だけでなくその他のステークホルダーへの利益
配分も同様に重視する動きへの注目が高まっている。2019 年には、これまで株主第一主義を推し
進めてきた米国のビジネス・ラウンドテーブルが、株主至上主義から脱却し、顧客、従業員、サプ
ライヤー、地域社会、株主の多様なステークホルダーを重視する方針を打ち出した6。またその後、
2020 年 1 月には、世界経済フォーラムにおいて、社会のゴールは人々と地球のウェルビーイング
を高めることであり、すべてのステークホルダーを平等に重視し、企業は⻑期の価値創造と ESG
への対応を行うことが期待されるとする「ステークホルダー資本主義」が、主要テーマに掲げられ
ている7。 

このように、これまで企業は、CSR の実践を通じて、ステークホルダーとの安定的な関係を構築
し、社会と企業の持続可能性を高めることに取り組んできた。この状況の中で、2020 年初めより
発生した COVID-19 は、甚大でかつ急激な社会的影響をもたらし、社会と企業の持続可能性は危
機的な状況に陥ることとなった。こうした COVID-19 による危機に対し、企業においては、各国
政府や国際機関による移動・行動規制やワクチンや治療薬の開発・供給などの公衆衛生に係る国際
公共財の供給対策と協調しながら、対応していくことが求められた。しかし COVID-19 の影響は
歴史に残る規模のものであり、企業は、一般的な対応にとどまらず、さらに、企業とステークホル
ダーの関係の見直しや、社会と企業の持続可能性のあり方を根本から問い直すことが求められるこ
とになった。 

COVID-19 が社会と企業の持続可能性にもたらした影響は、大きく 3 つに分けることができる。
まず 1 つ目は、パンデミックが及ぼした直接的な影響である。人の移動が止まったことにより、全
世界で、従業員、顧客、サプライチェーン、投資家、地域社会とあらゆるステ―クホルダーに影響
が生じた。突発的に生じたそうした影響に対して、企業はステークホルダーの状態を適切に把握し、
迅速に判断して対応することが求められた。 

２点目は、すでに起こりつつあった社会の中期的変化の加速である。COVID-19 が引き起こす変
化は一時的なものではない。例えば近年の潮流であるデジタル化が一度進んでしまえば、今後はす
べてが元に戻ることはなく、以前の作業を担っていた人材の一部は不要になり雇用の消失につなが

 
5https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0681_/com_com(2011)0
681_en.pdf  
6 https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-
an-economy-that-serves-all-americans 
7 https://www.weforum.org/agenda/2021/01/what-is-the-difference-between-stakeholder-capitalism-shareholder-
capitalism-and-state-capitalism-davos-agenda-2021/ 

 
 

っていく可能性がある。 
そして最後が、これまで当たり前としてきた企業の常態行動（BAU：Business as Usual）が通用

しなくなる世界への突入である。COVID-19 は行動様式や価値観に大きな変化を引き起こし、従来
の当たり前が通用しない社会を瞬く間に作り出した。BAU が通用しない新しい世界の出現を、企
業はバックキャスティングの思考に基づき事業機会として捉えて対応していくことが求められる。
そして同様に大きなインパクトを社会にもたらす事象は、COVID-19 とはまた異なるパンデミッ
クや気候変動、大地震など、今後も発生することが十分に想定されるものである。 

このような新型コロナウイルス感染症が社会と企業の持続可能性にもたらした影響は、以下の図
1 のように整理することができる。 
 
図 1︓COVID-19 が社会と企業の持続可能性にもたらした影響 

  

 

（３）調査目的 

 以上の認識を前提に、本年度の調査研究においては主に、「パンデミックによる直接的な影響」
である影響①を対象に、COVID-19 がもたらしたパンデミックによる CSR 諸課題への直接的な影
響と企業の対応を整理する。企業の対応としては、これまで CSR を通じて取り組んできたことが
事前の備えとして活きたケースもあれば、これまで取り組めなかったことを新たにスタートするこ
とができたケースや、全く新しく生じた課題に関して新たな対応を迫られたケースもあることが想
定される。さらに影響②（「社会の中期的変化の加速」）と影響③（「常態行動(BAU：Business as 
Usual)が通用しない世界への突入」）に対しても、これまでの当たり前が通用しない社会を企業が
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生き抜き、持続可能な価値創造を実現するために、経営のレジリエンスを高める上で必要なことへ
の示唆を得ることを目指している。 
 調査の主な方法としては、CSR や ESG に取り組む先進的な日本企業を対象に、インタビュー調
査を実施する。COVID-19 への影響と対応は、因果関係や時系列が複雑であり、また現在進行形で
進んでいるものでもあることから、企業へのインタビューによってより適切な理解と考察を得るこ
とが期待される。また必要に応じて開示情報も参照するものとする。 
 
 本調査研究報告書は、CSR に取り組む国内企業に加え、国際競争力を高めていきたい企業や広く
サプライチェーンに CSR を浸透させていきたい企業の活用を意図している。またメインの読者対
象としてはいわゆる CSR の担当部門を想定しているが、経営陣や CSR の担当部門と連携が必要な
経営企画、環境、IR、総務・人事、調達等の部門にも推奨する。 
 

なお本調査研究報告書執筆時点においても、COVID-19 の影響は現在進行形で続いているもの
であり、本テーマについては継続して動向を注視し、今後も議論を重ねていくことが期待される。 
  

 
 

第１章．新型コロナウイルス感染症による企業への影響 

 

（１）コロナ禍による産業への影響 

新型コロナウイルス感染症による日本経済への影響について、一般社団法人日本経済団体連合会
がまとめた調査8を元に概観する。 

この調査は、感染拡大の第一波に伴う緊急事態宣言の発令期間中である 2020 年 4-6 月に実施さ
れたものであるが、この期間の実質 GDP は、前期比年率換算で 29.2%減と大きな落ち込みとなっ
た。消費活動では、家計消費全体の約 6 割を占めるサービス消費において、特に激しい落ち込みが
みられた。その後、消費は緩やかな回復傾向を描いていたが、2021 年 3 月末時点では、2020 年年
末から 2021 年年始にかけての感染再拡大による影響が懸念されている。一方、生産と輸出は比較
的早く回復してきている。リーマンショック時と比べると、GDP・消費がより大きく落ち込み、生
産・輸出では落ち込み幅も回復も早い点が特徴と言える。また、設備投資全体は前年度比でマイナ
スとなっているものの、ソフトウェア投資はプラスとなっている。完全失業率の年間平均は、リー
マンショック以来 11 年ぶりに上昇に転じた。 

業種別の影響について見てみると、人の移動が止まったことで宿泊業は特に深刻な影響を受けて
いる。飲食業も影響は大きく、テイクアウトの多いファーストフードの落ち込みは軽微な反面、居
酒屋やパブレストランは大幅なマイナスとなっている。またエンターテイメント業界も前年度過去
最高を記録していた音楽コンサートやステージでのパフォーマンスイベントは 8 割減となった。飲
食やイベントの自粛は、大幅な関連市場の減少につながった。鉄道やバス、タクシーの業界では大
幅なマイナス影響が生じており、特に旅客空運の国際線については依然回復の兆しが見られない状
況である。 

一方で、コロナ禍に伴う社会の構造変化による好影響を受けている業種もある。情報サービス業
はデジタルトランスフォーメーションにより関連市場が特に拡大しており、半導体や電子部品関連
もハード機器の市場が広がっている。非対面・非接触の広がりにより EC 市場は拡大を続けており、
巣ごもり消費によりデジタルコンテンツ市場は世界的に拡大を続けている。 

COVID-19 による産業への影響は、業種・業態によって大きな差がある点に特徴がある。また大
きな打撃を被っている飲食業や宿泊業は元々パートやアルバイトの割合が高いこともあり、非正規
雇用の労働者に影響のしわ寄せがいっている状況が見られる。こうした影響の偏りも踏まえて、企
業や政府は対応を行っていく必要がある。 
 
 

 
8 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/126_gaiyo.pdf 
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8 https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/126_gaiyo.pdf 
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（２）企業活動のあり方の変化 

 新型コロナウイルス感染症は社会・経済の非対面・非接触をもたらし、あらゆる側面においてデ
ジタルトランスフォーメーションを加速させている。働き方においては感染拡大第１波の緊急事態
宣言下で在宅勤務が急速に広がり、業務のリモート化・オンライン化が進んでいる。小売や流通、
販売においては、人や物の接触を最小限とするため、e コマースやテイクアウトへの対応、キャッ
シュレス決済が広がる他、ロボットを通じた間接的なサービス提供といった対応も進んでいる。製
造業においては、AI やロボットの導入といったデジタル化・省人化が一層加速している。また
COVID-19 の世界的な広がりは、サプライチェーンの寸断を企業にもたらした。中国を起点に各国
で都市封鎖が行われたことで生産と物流が一時的にストップする事態となり、企業が対応を迫られ
る状況が発生した。また需要の急減や不透明な見通しにより事業継続や雇用維持に大きな影響が生
じる企業がある一方、一部の製品・サービスについては需要が急増し、急な増産体制の構築や人員
の補強といった対応が必要となった企業もあった。 
 COVID-19 は従来の企業活動のあり方を一変させた。また社会課題が財務に与えるインパクト
の大きさを可視化し、経営者にとっても認識を新たにする機会となったと言える。 

 

 

 

  

 
 

第２章．新型コロナウイルス感染症が社会とステークホルダーに与えた影響 

 

（１）メガトレンドへの影響 

世界経済フォーラムが 2021 年 1 月に発表した最新の報告書9によると、今後 10 年間で発生する
可能性が高いグローバルリスクの 4 位に感染症がランクインし、今後 10 年間で最も影響の大きい
リスクでは 1 位となっている。しかし感染症以外の項目では極端な気象現象、気候変動対策の失
敗、人為的な環境損害、生物多様性の喪失などの環境課題が上位の半数を占める結果となっており、
COVID-19 の影響を受けてもなお、環境課題へのリスクに対する認識が高いことが伺える。（図２） 
 
図 2︓今後 10 年で発生する可能性が高いリスクと影響の大きいリスク 

  
http://reports.weforum.org/global-risks-report-2021/ 
出所：WEF “The Global Risks Report 2021” 
 

  

 
9 https://reports.weforum.org/global-risks-report-2021/ 
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9 https://reports.weforum.org/global-risks-report-2021/ 
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持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）が発表した COVID-19 が今後の世界に及ぼ
す影響についてまとめた報告書10では、以下の点が示されている。 

 
 はじめに、パンデミックの影響は人々に均一に影響を及ぼしているのではなく、その度合い

は富裕層、労働者層、貧困層など、置かれている経済状況により異なっており、質の高い医
療にアクセスできるのは資金的に余裕のある富裕層に限られるなど、格差が社会全体の脆弱
性を高める結果となっている。労働者層のなかでも、契約社員、フリーランサー、ギグワー
カーなど、不安定な雇用形態で働く労働者は、有給病欠や医療保険などの手当てを利用でき
ない人も多く、パンデミックの影響を大きく受けており、今後もこうした格差は広がってい
くことが想定される。 

 また、COVID-19 の危機を受け、多くの国は国境を封鎖し、医療用品や重要物資の輸出を禁
止するなど、ナショナリズムの強さと多国間協調の脆弱さが浮き彫りになった。そうした影
響から、企業においては生産拠点の国内回帰を進める動きが加速化するとともに、サプライ
チェーンのレジリエンス向上に向けた対応が進むことが想定される。製造業においてはサプ
ライチェーンのデジタル化、3D 設計・プリンティングなど、多くの分野においてデジタル
化が加速している。企業におけるデジタル化はサイバー攻撃などのリスクへの脆弱性を高め
てしまう可能性もある。 

 COVID-19 が社会に与えたもう一つの影響として、パンデミックの広がりを抑える必要性
から、多くの国において、データ化や監視社会化が急速に進んでいることが挙げられる。今
回の感染の広がりがある程度終息した後も、世界中で、次のパンデミックに備え、こうした
動きを継続させることが想定される。接触確認についても同様に継続される可能性が高く、
こうした動きはデータ倫理やプライバシーの侵害につながる恐れがあるものの、少なくとも
短期的には、より大きな安全性の確保を優先する人が多数派になる可能性が高い。 

 さらにリモートワークを始めとする、e コマース、遠隔授業、遠隔治療などのデジタル化の
加速に伴い、人口密度が高く、感染リスクが高い都市を離れようとする人が増え、都市への
人口集中の勢いが鈍化する可能性がある。ただし、そうしたサービスの恩恵は年齢層や所得
レベルにより享受できる度合いに差があり、こうした格差はますます拡大していくことが懸
念される。 

 パラダイムの転換、価値観、考え方、政治、政策、科学技術、ビジネスモデルなどにおいて、
従来は移行に時間が必要だったものが、危機下においては広範かつ迅速に変化しつつある。
人々の一時的な行動変化が続くことにより、観光、旅行、外食、対面販売などの様々なあり
方に変化が起きていくことが想定される。 

  

 
10 https://docs.wbcsd.org/2020/05/WBCSD_V2050IB_COVID19.pdf 

 
 

（２）SDGs への影響 

国連の報告書（SDGｓレポート 2020）11によると、新型コロナウイルス感染症は SDGs の様々
なゴールの達成にも悪影響を及ぼしており、前進していた目標も大きな後退が懸念されている。ゴ
ール１「貧困をなくそう」では、これまで減少を続けていた世界の貧困は初めて増加に転じ、新た
に約 7,100 万人が「極度の貧困」へと追いやられる可能性が指摘されている。またゴール 3「すべ
ての人に健康と福祉を」では、およそ 70 カ国で子どもの予防接種プログラムが中断するなど、医
療の混乱により数十年間の進歩が逆戻りする恐れがある。また、ゴール 4「質の高い教育をみんな
に」についても、休校により約 90%の児童・生徒は学校に通えず、少なくとも 5 億人の児童・生徒
はオンライン学習を受けられていないなど大きな影響が生じている。ゴール５「ジェンダー平等を
実現しよう」では、ロックダウンによる収入の減少、社会からの隔絶、過密した生活環境、そして
ストレスや不安等が高まる中女性や子どもに対する暴力のリスクが増大している他、在宅時間の増
加に伴う女性への家事負担の一層の増加、さらには COVID-19 への対策の最前線に立つ医療従事
者とソーシャルワーカーの約 70%が女性であるなど、COVID-19 による影響が女性に大きく偏っ
ている。ゴール 6 の「安全な水とトイレを世界中に」では、公衆衛生の改善が主たる狙いとされて
いるが、それが十分に実現されないまま COVID-19 に直面した。その結果、COVID-19 への感染
予防対策として効果的な手段である手洗いをするための基本的な設備が自宅にない約 30 億人の
人々が感染の危機にさらされている。またゴール 8「働きがいも経済成⻑も」では、世界経済の景
気減速に伴い、日雇い労働者や家事労働者といったインフォーマル経済で働く約 16 億人の労働者
が生計のための手段を失う懸念がある。さらにゴール 10「人や国の不平等をなくそう」では、高齢
者や子ども、障がい者、先住⺠、移⺠、難⺠などの脆弱な立場に置かれた人々が最も打撃を受けて
いる状況がある。 

以上のように COVID-19 は多種多様な影響を及ぼしており、互いに連鎖的な反応を引き起こす
可能性があり、その影響も⻑期化することが懸念されている。UNDP（国連開発計画）の報告書で
は、世界の教育、健康、生活水準を総合した尺度である人間開発指数（HDR :Human Development 
Index）が、今年、測定を開始した 1990 年以来、初めて減少する可能性があるとしている12。 
 
  

 
11 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 
12 http://hdr.undp.org/en/hdp-covid 
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人々が感染の危機にさらされている。またゴール 8「働きがいも経済成⻑も」では、世界経済の景
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が生計のための手段を失う懸念がある。さらにゴール 10「人や国の不平等をなくそう」では、高齢
者や子ども、障がい者、先住⺠、移⺠、難⺠などの脆弱な立場に置かれた人々が最も打撃を受けて
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可能性があり、その影響も⻑期化することが懸念されている。UNDP（国連開発計画）の報告書で
は、世界の教育、健康、生活水準を総合した尺度である人間開発指数（HDR :Human Development 
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11 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/ 
12 http://hdr.undp.org/en/hdp-covid 
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（３）人権・労働への影響 

COVID-19 が国内外の企業活動に多大な影響を及ぼしていることを受け、企業活動に関わる
人々の人権にも深刻な影響が広がっている。ILO の COVID-19 レポート第７版（2021 年 1 月）
によれば、2020 年には、2019 年第４四半期と比べ、世界の労働時間の 8.8％が失われており、こ
れは 2.55 億人分のフルタイム労働に相当する量である13。こうした状況において、政府による雇
用維持のための様々な施策が講じられると共に、企業に対しても労働者の人権を守るための責任
ある対応が求められている。ILO(国際労働機関)では職場における安全を確保するためのガイダ
ンス14を発表し、企業に対応を呼びかけている。また「ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク」
は、COVID-19 に伴うビジネスと人権に関する対応の留意点に関する報告書15をまとめ、企業に
対し責任ある対応を求めている。以下では、この報告書のポイントについて概観する。 

 
 

13 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf 
14 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
act_emp/documents/publication/wcms_744033.pdf 
15 https://www.bhrlawyers.org/covid19 

 
 

 COVID-19 の影響は特に、サプライチェーンの上流に位置する労働者や移⺠労働者、さら
に非正規雇用の労働者など、不安定な雇用形態における労働者への影響が、相対的に大き
くなっている。こうした状況を鑑み、日本企業においても、国内外のサプライヤーや、そ
の労働者への影響を緩和し、責任ある企業として行動を取ることが求められている。 

 企業が優先的に進めるべきこととして、自社のサプライチェーンにおける労働者への影響
評価及びその開示が挙げられる。その際、自社のサプライヤーが所在する国・地域の政府
が、どのような労働者保護措置をとっているのか併せて確認することも重要である。 

 また、移⺠労働者など社会的に脆弱な立場に置かれている人々は特に COVID-19 の感染
拡大により深刻な影響を受ける危険性が高いことから、そうした立場のステークホルダー
への影響を特に考慮することが必要である。 

 さらに、納期遅れの対応、適切なコスト負担、迅速な支払いの実施、発注の取消・変更へ
の対応などの取り組みを行う際は、一方的に進めるのではなく、サプライヤーや労働者と
可能な限りコミュニケーションを図りながら影響緩和のための方法を模索することが重
要である。 

 複雑なサプライチェーン構造において企業が一方的に問題を把握しようとしても見落と
す可能性も高いことから、労働者などのステークホルダーからの問題提起・苦情に適切に
対応することも不可欠である。 

 
企業においては、政府による雇用調整助成金等の雇用対策措置を活用して雇用の維持を図ると

ともに、同報告書でも指摘されているように、自社及び国内外のサプライヤーにおける労働者へ
の影響を把握し、苦情処理メカニズムを強化することなどにより、労働者に救済へのアクセスを
確保することが期待される。 

 

（４）環境への影響 

喫緊の課題である気候変動の問題については、パリ協定が目指す 1.5 度目標達成に向けて世界全
体で大幅な温室効果ガスの排出削減が求められる中、2020 年の世界の化石燃料消費による CO2 排
出量は前年比 7%減少する見込み16であり、新型コロナウイルス感染症の流行が影響したと考えら
れる。排出量の減少率が最も高かったのは米国の前年比 12%減で、欧州連合（EU）が同 11%減で
続く。一方、政府が経済回復を強く推進する中国の排出量は、同 1.7％減にとどまるとみられる。
業界別に見ると、運輸業が排出減の大部分を占めており、12 月までの排出量は道路部門で前年比
10%減、航空部門で同 40%減となっている。しかしながら、こうした影響は一時的であることが想
定され、COVID-19 の感染が終息するにつれリバウンドする見通しであることから、脱炭素に向け

 
16 http://www.nies.go.jp/whatsnew/20201211/20201211.html 
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た流れが世界的に加速している。 
COVID-19 による景気後退への経済復興と脱炭素社会への移行の両立を目指すグリーン・リカ

バリーの動きが欧州を中心に拡大している。EU では約 1 兆 8 千億ユーロをグリーン・デジタル分
野に投資し、英国では再生エネルギーや水素の分野で 25 万人分の雇用創出を目指している。フラ
ンスでは、COVID-19 の影響を受けた国内航空業界に対し、国内短距離便の廃止など環境への取り
組みを条件に約 70 億ユーロの緊急援助を行った。さらにカナダでは化石燃料産業の脱炭素化に向
けた経済支援を、米国では新政権発足後、2 兆ドルの脱炭素への投資を実施している。 

各国のカーボンニュートラルに向けた競争は激化しており、CO2 排出量が国別で最多の中国は、
2020 年 9 月、2060 年までの CO2 排出実質ゼロを宣言し、GDP 当たりの CO2 排出量を 2030 年
までに 2005 年比で 65%以上削減すると表明し、削減目標を引き上げた。2020 年 10 月には日本と
韓国が 2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを表明し、日本においては「経済と環境の好循環」
につなげるための産業政策として 2020 年 12 月に「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成⻑戦略」も公表された。また、米国では、旧政権下ではパリ協定から離脱していたが、新政権発
足後、パリ協定への復帰を表明し、2050 年までに排出実質ゼロを表明し、石油業界への新たな規
制を発表するなど脱炭素に向けた取り組みを加速させている。対策を主導する EU は 2019 年に、
2050 年までに域内の排出実質ゼロを目指すといち早く決定している。こうした政策目標の実現に
向け、水素や CCUS（二酸化炭素回収、利用、貯留）といった特定の分野における技術開発の国際
競争が激化していく見込みであり、企業の間でも脱炭素に向けた目標設定（SBT、RE100）が国際
的に拡大している。 

資源の利用については、e コマースの増大や衛生対応に伴うプラスチック包装材や廃棄物が増加
している。国内においては 2020 年 7 月にレジ袋の有料化がスタートしたものの、巣篭もり需要に
よる食品の容器包装の増加や、断捨離に伴うゴミの増加により、プラスチックゴミは直近 10 年間
で最多となる見込みである17。国際的な需要減に伴う石油価格の下落により、リサイクル材と比べ
てバージン材の価格が大幅に下落していることも、プラスチックのリサイクルに大きな影響を及ぼ
している。 

グリーン・リカバリーのもう一つの柱であるサーキュラーエコノミーについては、COVID-19 の
以前から欧州では関連する政策が次々と打ち出されている。例えばフランスでは食品や衣類の廃棄
を規制する法律が整備された。また欧州委員会は、2030 年までに EU 域内で使用されるプラスチ
ック包装をすべて再利用可能なものへと変換することを目指しており、企業も次々に実現に向けた
目標を打ち出しているところである。自然界から資源を採取して製品を生産・消費し、廃棄すると
いう直線的にモノが流れる経済、すなわち、従来のリニアエコノミーから、資源を循環させる経済
に転換していく流れは、COVID-19 を機に一層加速する様相を呈している。 

日本国内においても、サーキュラーエコノミーに特化した投資を呼び込むため、企業の経営理念
や価値観およびビジネスモデルそのものにおいて、中⻑期的な視点での循環型の概念が組み込まれ

 
17 https://www.jcpra.or.jp/municipality/municipality_data/tabid/399/index.php 

 
 

ているかどうかを示す投資家・経営者向け情報開示のガイダンス18が 2021 年 1 月に公開された。
さらに、2021 年 3 月には、環境省、経団連、世界経済フォーラム（WEF）が「サーキュラーエコ
ノミー・パートナーシップ」を締結したことを受け、官⺠連携による取り組みが加速することが想
定される。 

生物多様性については、生物多様性条約事務局は、動物由来の感染症は大規模な開発による森林
破壊が引き金になっているという考え方から、2020 年 9 月に発表された報告書「地球規模生物多
様性概況第 5 版（GBO5）19」の中で、人、生物、自然環境の健全性を一体のものとして維持する
「ワンヘルス」という考え方を重要なテーマのひとつとして位置づけている。2020 年 10 月には、
IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム）が報告書20を
発表し、パンデミックの根本原因は土地利用の変化や農業の拡大と集約化、野生生物の取引と消費
などであることや、170 万種の未知のウイルスが哺乳類や鳥類に寄生し、うち最大 85 万種が人間
に感染する可能性があることから、次のパンデミックの予防には「ワンヘルス」の実現が急務であ
ると指摘している。 
 

（５）投資家への影響 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックに関しては、ESG 投資への影響も見られる。
COVID-19 が社会と金融システムに及ぼす影響の甚大さを踏まえ、251 の⻑期機関投資家が署名し
た「コロナウイルス対応についての投資家共同声明」21においては、⻑期的な観点で人材に対して
投資を行い、できる限り雇用を維持し、サプライヤーへの迅速な支払を行うことなどを企業に要請
している。なお、この声明への参加機関の総運用資産額は約 6.4 兆ドルにのぼっている。 

議決権行使助言会社である ISS の ISS ESG 部門の調査22によれば、約 6 割の投資家がコロナ禍を
経て、ESG の S（社会）の重要性が増加したと回答した。その他にも、約 8 割の投資家は G（ガ
バナンス）の要素が引き続き最重要課題であるとし、ESG 全体への関心の高まりから、約 6 割の
投資家が、COVID-19 を機に ESG に特化した予算を増やしたと回答している。さらに 4 割以上の
投資家は今後 ESG 評価において、労働安全や従業員の処遇、ダイバーシティ＆インクルージョン、
サプライチェーンの労働変化など企業の社会面における比重が高まると予測している。 

COVID-19 以前は、ESG 経営が株価上昇に直接つながるか、⻑期の投資が ESG の観点でリター
ンを向上させるかという点については、S&P500 種指数（S&P 500）などでセクターごとに分析を

 
18 https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210119001/20210119001-2.pdf 
19 https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf 
20 https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf  
21 https://www.domini.com/uploads/files/INVESTOR-STATEMENT-ON-CORONAVIRUS-RESPONSE-
04.02.2020.pdf 
22 https://www.issgovernance.com/library/survey-analysis-esg-investing-pre-and-post-pandemic/ 

18



 
 

た流れが世界的に加速している。 
COVID-19 による景気後退への経済復興と脱炭素社会への移行の両立を目指すグリーン・リカ

バリーの動きが欧州を中心に拡大している。EU では約 1 兆 8 千億ユーロをグリーン・デジタル分
野に投資し、英国では再生エネルギーや水素の分野で 25 万人分の雇用創出を目指している。フラ
ンスでは、COVID-19 の影響を受けた国内航空業界に対し、国内短距離便の廃止など環境への取り
組みを条件に約 70 億ユーロの緊急援助を行った。さらにカナダでは化石燃料産業の脱炭素化に向
けた経済支援を、米国では新政権発足後、2 兆ドルの脱炭素への投資を実施している。 

各国のカーボンニュートラルに向けた競争は激化しており、CO2 排出量が国別で最多の中国は、
2020 年 9 月、2060 年までの CO2 排出実質ゼロを宣言し、GDP 当たりの CO2 排出量を 2030 年
までに 2005 年比で 65%以上削減すると表明し、削減目標を引き上げた。2020 年 10 月には日本と
韓国が 2050 年までに温室効果ガス排出実質ゼロを表明し、日本においては「経済と環境の好循環」
につなげるための産業政策として 2020 年 12 月に「2050 年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成⻑戦略」も公表された。また、米国では、旧政権下ではパリ協定から離脱していたが、新政権発
足後、パリ協定への復帰を表明し、2050 年までに排出実質ゼロを表明し、石油業界への新たな規
制を発表するなど脱炭素に向けた取り組みを加速させている。対策を主導する EU は 2019 年に、
2050 年までに域内の排出実質ゼロを目指すといち早く決定している。こうした政策目標の実現に
向け、水素や CCUS（二酸化炭素回収、利用、貯留）といった特定の分野における技術開発の国際
競争が激化していく見込みであり、企業の間でも脱炭素に向けた目標設定（SBT、RE100）が国際
的に拡大している。 

資源の利用については、e コマースの増大や衛生対応に伴うプラスチック包装材や廃棄物が増加
している。国内においては 2020 年 7 月にレジ袋の有料化がスタートしたものの、巣篭もり需要に
よる食品の容器包装の増加や、断捨離に伴うゴミの増加により、プラスチックゴミは直近 10 年間
で最多となる見込みである17。国際的な需要減に伴う石油価格の下落により、リサイクル材と比べ
てバージン材の価格が大幅に下落していることも、プラスチックのリサイクルに大きな影響を及ぼ
している。 

グリーン・リカバリーのもう一つの柱であるサーキュラーエコノミーについては、COVID-19 の
以前から欧州では関連する政策が次々と打ち出されている。例えばフランスでは食品や衣類の廃棄
を規制する法律が整備された。また欧州委員会は、2030 年までに EU 域内で使用されるプラスチ
ック包装をすべて再利用可能なものへと変換することを目指しており、企業も次々に実現に向けた
目標を打ち出しているところである。自然界から資源を採取して製品を生産・消費し、廃棄すると
いう直線的にモノが流れる経済、すなわち、従来のリニアエコノミーから、資源を循環させる経済
に転換していく流れは、COVID-19 を機に一層加速する様相を呈している。 
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17 https://www.jcpra.or.jp/municipality/municipality_data/tabid/399/index.php 

 
 

ているかどうかを示す投資家・経営者向け情報開示のガイダンス18が 2021 年 1 月に公開された。
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（５）投資家への影響 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミックに関しては、ESG 投資への影響も見られる。
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経て、ESG の S（社会）の重要性が増加したと回答した。その他にも、約 8 割の投資家は G（ガ
バナンス）の要素が引き続き最重要課題であるとし、ESG 全体への関心の高まりから、約 6 割の
投資家が、COVID-19 を機に ESG に特化した予算を増やしたと回答している。さらに 4 割以上の
投資家は今後 ESG 評価において、労働安全や従業員の処遇、ダイバーシティ＆インクルージョン、
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COVID-19 以前は、ESG 経営が株価上昇に直接つながるか、⻑期の投資が ESG の観点でリター
ンを向上させるかという点については、S&P500 種指数（S&P 500）などでセクターごとに分析を

 
18 https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210119001/20210119001-2.pdf 
19 https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf 
20 https://ipbes.net/sites/default/files/2020-
10/IPBES%20Pandemics%20Workshop%20Report%20Executive%20Summary%20Final.pdf  
21 https://www.domini.com/uploads/files/INVESTOR-STATEMENT-ON-CORONAVIRUS-RESPONSE-
04.02.2020.pdf 
22 https://www.issgovernance.com/library/survey-analysis-esg-investing-pre-and-post-pandemic/ 
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してみても、差はそれほどないのが実態であった。しかし、COVID-19 の感染拡大第１波の期間中
においては、株式市場全体が下落する中、ESG のパフォーマンスが良い企業の下落幅が少ないとい
う複数の調査結果も出ている23。またコロナ禍という企業にとっても厳しい状況下における、従業
員やサプライチェーン、必要な製品・サービスを供給するためのオペレーションの見直しといった
ステークホルダーとの関係性構築への投資が、市場の好感につながったことも確認されている24。
さらに、コロナ禍において債券間のスプレッド（利回りの格差）が大きく拡大する中、グリーンボ
ンドは格付けによらずボラティリティ（価格変動の度合い）が低くなる傾向が見られた。ESG 債に
対する期待感から、サステナブル・ファイナンス（環境・社会課題解決の促進を金融面から誘導す
る手法や活動）に活路を見出す投資家も増えてきている。 

投資家による ESG の E（環境）に対する関心は COVID-19 を経ても引き続き高く、世界最大の
資産運用会社であるブラックロックによる 2021 年の投資先に対する CEO メッセージ25では、昨年
よりも明確に気候変動に関するリスクについて警鐘を鳴らすとともに、ネットゼロ経済への移行と
人種間の不平等の是正にも言及している。COVID-19 により急速に重要性が認識されるようにな
ったことの一つに生物多様性があり、自然関連財務情報開示タスクフォース（Task Force on 
Nature-related Financial Disclosures: TNFD）設立の動向とも相まって、投資家の注目も今後一層
高まっていくことが指摘されている26。 
 

（６）生活者への影響 

グローバルでは、パンデミックとその影響による景気後退という状況下においても、人々の気候
変動やプラスチックなどの環境問題への関心は依然として高い状態にある。27 の国と地域で 2 万
7000 人を対象に行った調査27では、気候変動については、多くの人が「大変深刻な問題」として認
識しており、この考え方は今後も強くなっていくことが想定される。また「環境を保全し、消費量
を減らすことが必要」「環境や自然に与える影響を大きく減らしたい」「環境に悪影響を与えている
ことに罪悪感を感じている」と回答した割合は前年よりもいずれも増加している。 

COVID-19 による危機を経験し、世界中の多くの人々はより健康的で、環境に優しく、そして他
人に親切にするために、自分自身の行動を変化させることに前向きになっている。すべての世代に
おいて意識と行動には大きな隔たりがあるものの、特にこうした傾向は、Z 世代、ミレニアル世代
のような若い世代においてより顕著に見られ、行動変容を加速化させるための大きな機会を生み出
している。（図４） 

 
23 Morningstar、Bloomberg、Reuter 等 
24 https://www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/20-108_6f241583-89ac-4d2f-b5ba-a78a4a17babb.pdf  
25 https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/2021-larry-fink-ceo-letter 
26 https://www.responsible-investor.com/reports/responsible-investor-and-credit-suisse-or-unearthing-investor-
action-on-biodiversity 
27 https://globescan.com/people-want-healthy-sustainable-living-choices-2020/ 

 
 

図 4︓世代別の意識と⾏動の変化 

 
https://www.sustainablebrands.jp/news/us/detail/1198601_1532.html 
出所：SUSTAINABLE BRANDS 
 
 COVID-19 は、国内の生活者の意識にも様々な変化をもたらしている。日本の生活者を対象に行
った調査28では、社会課題の自分ごと化や持続可能性の実感が強まった傾向が強く見られた。「地球
環境や社会問題は、決して他人事ではない」「地球や社会の持続可能性について、真剣に考える必
要がある」と回答した割合は 8 割に上り、そのうち半数以上はコロナ禍を経て増加した。対応が必
要な社会課題に対しては、「介護・高齢化」「災害支援・防災・減災」といった日本社会で以前から
注目されているテーマに加えて、「格差社会・就労問題/雇用維持」への注目が高まっている。 
  

 
28 https://dentsu-ho.com/articles/7599  
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第３章．新型コロナウイルス感染症による企業への直接的な影響と対応 

新型コロナウイルス感染症がもたらしたパンデミックによる CSR 諸課題への直接的な影響と企
業の対応を把握するため、企業へのインタビュー調査を実施した。調査対象企業は、本研究会参加
企業を含む日本企業 16 社であり、対象企業への選定にあたっては可能な限り業種の重複を避けつ
つ、COVID-19 の影響度の大きさを考慮した。なお、対象企業はいずれもグローバルに事業を展開
する事業規模 1,000 億円以上の大企業であり、CSR や ESG に先進的に取り組んでいる企業である。
またその他にも特徴的な取り組みを行っている海外企業について、業種の重複と地域のバランスを
考慮し、4 社について文献調査を行った。 

調査の実施にあたっては、COVID-19 による直接的な影響と企業による対応が、連動した影響を
もたらし、そうした影響の積み重ねが社会の中期的変化の加速につながっていくという点にも留意
した（図 5）。 
 
図 5︓直接的な影響への企業の対応が及ぼす中期的変化の加速への影響 

  
 
 

以降では（１）CSR 諸課題への影響と対応、（２）経営・事業への影響と対応、（３）パートナー
シップへの影響と対応の 3 つの観点から調査結果を整理するとともに、（４）に、これらにより今
後の企業の在り方として示唆される事項をまとめている。 
 

  

 
 

（１）CSR 諸課題への影響と対応 

⓵ 働き方 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業は従来から取り組んできた働き方改革について一
層の対応を迫られることとなった。まず事業継続の観点から働き方の変化への対応を余儀なくされ
た。またリアルで人が集まる職場においては感染予防のための対策が取られ、密集を回避し人の移
動を極力少なくするためにリモートワークの導入が急速に進められ、機械化・自動化・デジタル化
を加速させている。29 

こうした COVID-19 による影響と企業による対応は、中期的に働き方に様々な影響を及ぼして
いく可能性がある。リモート勤務が進むことで、オフィスや集うことの価値が再定義されていくこ
とが考えられる。生産性は向上する例もあれば低下する例もあり得る。社内外のコミュニケーショ
ンがスピーディーに行われ生産性が向上するケースも考えられる一方、コミュニケーション不足や
精神的なストレスは従業員ロイヤリティの低下につながること等も想定される。働き方の変化につ
いていくことができず、情報弱者やデジタル格差が発生するケースが生じる可能性もある。 

他方、働き方やビジネスモデルにおけるデジタルトランスフォーメーションが進展することで、
ワークスタイルやチームマネジメントのあり方、全社的な人材配置、求められる人材像やスキルが
変化していくと考えられる。また人材のグローバル化にも対応していく上でも、メンバーシップ型
雇用からジョブ型雇用または成果評価型雇用への変化が生じるなど、マネジメントや評価のあり方
における変化が求められていると考えられる。 
 

  

 
29 （参考）一般財団法人労務行政研究所が「新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケート」を公表して
いる。（2020 年 10 月 14 日） 
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000078957.pdf 

社会と企業の持続可能性
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新型コロナウイルス感染症がもたらしたパンデミックによる CSR 諸課題への直接的な影響と企
業の対応を把握するため、企業へのインタビュー調査を実施した。調査対象企業は、本研究会参加
企業を含む日本企業 16 社であり、対象企業への選定にあたっては可能な限り業種の重複を避けつ
つ、COVID-19 の影響度の大きさを考慮した。なお、対象企業はいずれもグローバルに事業を展開
する事業規模 1,000 億円以上の大企業であり、CSR や ESG に先進的に取り組んでいる企業である。
またその他にも特徴的な取り組みを行っている海外企業について、業種の重複と地域のバランスを
考慮し、4 社について文献調査を行った。 

調査の実施にあたっては、COVID-19 による直接的な影響と企業による対応が、連動した影響を
もたらし、そうした影響の積み重ねが社会の中期的変化の加速につながっていくという点にも留意
した（図 5）。 
 
図 5︓直接的な影響への企業の対応が及ぼす中期的変化の加速への影響 

  
 
 

以降では（１）CSR 諸課題への影響と対応、（２）経営・事業への影響と対応、（３）パートナー
シップへの影響と対応の 3 つの観点から調査結果を整理するとともに、（４）に、これらにより今
後の企業の在り方として示唆される事項をまとめている。 
 

  

 
 

（１）CSR 諸課題への影響と対応 

⓵ 働き方 

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、企業は従来から取り組んできた働き方改革について一
層の対応を迫られることとなった。まず事業継続の観点から働き方の変化への対応を余儀なくされ
た。またリアルで人が集まる職場においては感染予防のための対策が取られ、密集を回避し人の移
動を極力少なくするためにリモートワークの導入が急速に進められ、機械化・自動化・デジタル化
を加速させている。29 

こうした COVID-19 による影響と企業による対応は、中期的に働き方に様々な影響を及ぼして
いく可能性がある。リモート勤務が進むことで、オフィスや集うことの価値が再定義されていくこ
とが考えられる。生産性は向上する例もあれば低下する例もあり得る。社内外のコミュニケーショ
ンがスピーディーに行われ生産性が向上するケースも考えられる一方、コミュニケーション不足や
精神的なストレスは従業員ロイヤリティの低下につながること等も想定される。働き方の変化につ
いていくことができず、情報弱者やデジタル格差が発生するケースが生じる可能性もある。 

他方、働き方やビジネスモデルにおけるデジタルトランスフォーメーションが進展することで、
ワークスタイルやチームマネジメントのあり方、全社的な人材配置、求められる人材像やスキルが
変化していくと考えられる。また人材のグローバル化にも対応していく上でも、メンバーシップ型
雇用からジョブ型雇用または成果評価型雇用への変化が生じるなど、マネジメントや評価のあり方
における変化が求められていると考えられる。 
 

  

 
29 （参考）一般財団法人労務行政研究所が「新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケート」を公表して
いる。（2020 年 10 月 14 日） 
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000078957.pdf 
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図 6︓COVID-19 による「働き方」への影響と変化 

 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業において共通で見られたのが、従業員が安全・安心して働ける環境をつくることが
第一であるとするトップからのメッセージの発信である。身体的な安全を確保するための感染防止
対策は当然のこと、そこに精神的な安心が伴うことが重要であり、その観点からも従業員を大切に
するというメッセージをトップ自らが発信することは、従業員に安心感を与え、危機下において業
務に従事する上でのモチベーションにも大きく影響する。こうしたメッセージの発信は、ステーク
ホルダーとしての従業員の重要度が高まっていると捉えることもできる。 

職場での感染防止については、基本的な衛生管理対応や密を回避するための施策は当然のこと、
専門家のアドバイスを受けながら細かくマニュアルを整備してグループ全体・グローバル全体に展
開するといった事例が見られた。また厳しい状況下で働く従業員に対して、賃金の保証を明言する
例や、一時金を支給して報いる例も見られた。 

リモートワークの導入にあたっては、従来から働き方改革の一環として制度や環境に取り組んで
きた企業においては、移行も比較的スムーズに行われた。また 2020 年 7 月〜9 月に実施予定であ
った東京オリンピック・パラリンピックの開催期間中にも、交通混雑緩和のためテレワークが推奨
されており、都内の企業はそこに向けて準備を進めていたことが効果的に機能した側面もあった。 

一方で開発や生産に携わる部門、顧客情報を扱う部門など、情報セキュリティなどの観点から導
入が困難となるケースもある。そうした中でも、例えばシステムの保守・運用といった顧客常駐型

 
 

の業務の場合に人数や滞在時間を最小限とすることを顧客に要請するなど、従業員が安心して働け
る環境づくりが行われたほか、出社せざるを得ない人々に配慮してメッセージ発信を行う例も見ら
れた。 

また制度としては整っていても、従来では十分に活用されていなかったり、対象となる利用者が
育児や介護を行っている従業員に限られていたり、利用できる日数に上限があったりするケースも
見られ、そうしたケースにおいては制度の改定が行われた。導入当初は想定以上の回線への負荷が
発生し対応が必要となったという例もあった。 
 
【【事事例例】】パパナナソソニニッックク株株式式会会社社  
10 年ほど前から情報・通信技術の活用による時間や場所に制約されない働き方として「ｅ−Work」
を推進し、従業員の家庭の事情に合わせてフレキシブルな勤務ができるような体制を整えていた。
このため、コロナ禍においても抵抗なく在宅勤務へ移行することができた。ただし、COVID-19 以
前は体制としては整っていたものの、育児や介護中の従業員以外はあまり利用していなかった。ま
た既存のルールでは一ヶ月における利用可能日数は約半分と定められていたが、このルールは
COVID-19 の状況に合わせて変更しているところである。 
 
【【事事例例】】大大和和ハハウウスス工工業業株株式式会会社社  
施工現場の在り方や建設技能者の健康と安全の確保、そして今後の人手不足への対応などを見据
え、当社ではデジタルコンストラクションプロジェクトを 2019 年より立ち上げた。新型コロナウ
イルス拡大を受け、技術改革を含めた施工現場の働き方改革へ向けた取り組みとして建設現場にお
ける管理・監理および施工の省人化・無人化の取り組みを加速させていく。 
 

リモートワーク導入によるプラスの効果としては、会議や移動に費やす時間が削減されたことで
生産性が向上したり、現場と経営層とのコミュニケーションがオンラインでできることでスムーズ
になったりといった点が挙げられる。また通勤時間ストレスの軽減や、ワークライフバランスの向
上といった声も聞かれる 

一方で、急激な変化により様々なひずみも生じている。気軽に相談ができずチームのコミュニケ
ーションが難しい、職場にいるだけで自然と情報共有されていたことができないといったリモート
ならではの情報共有・コミュニケーションの問題、社内のネットワークにアクセスできる状況が整
っていないというシステムの問題、さらには自宅では十分な仕事スペースが確保できない、家族の
ケアに追われ負担が増しているといった従業員の側の状況もある。リモートワークへの移行に伴い
生じている潜在的な課題を把握するため、従業員に対して定期的に調査を行い、課題の早期発掘と
対応に取り組む例も見られた。 

さらに非接触が推奨されるに伴い、オペレーションの機械化・自動化・デジタル化も加速してい
る。工場のオートメーション化を進めることや、コールセンターでの電話対応に替えてオンライン
でのチャットによる対応を行うことなどはその一例である。 

職職場場ででのの感感染染防防止止

COVID-19による働き方への影響

在在宅宅勤勤務務のの拡拡大大

業業務務内内容容・・必必要要ススキキルル
のの変変化化

ワワーーククススタタイイルル変変化化にに伴伴うう
生生産産性性向向上上とと低低下下

家家庭庭ででののケケアア労労働働のの増増加加にに
伴伴うう負負担担増増加加

ググロローーババルル化化ににもも対対応応ししたた
ジジョョブブ型型ののママネネジジメメンントト・・評評価価

機機械械化化・・自自動動化化・・デデジジタタルル化化
のの推推進進

ココミミュュニニケケーーシショョンンのの減減少少、、

孤孤立立・・孤孤独独、、精精神神的的スストトレレスス
のの増増加加

リリモモーートトワワーーククをを前前提提ととししたた
人人材材ママネネジジメメンントトへへのの転転換換

人人材材配配置置のの変変更更

業業種種・・業業態態・・契契約約体体系系にによよるる
格格差差

リリモモーートトワワーーククのの広広ががりりにに
よよるるオオフフィィスス価価値値のの見見直直しし

働働きき方方のの変変化化にによよるる従従業業員員
ロロイイヤヤリリテティィのの低低下下

社社内内ででのの情情報報弱弱者者とと
デデジジタタルル格格差差のの発発生生

第３章．（２）CSR諸課題への影響と対応

直接的な影響・対応 連動した影響 中期的な影響

必必要要なな人人的的資資本本のの変変化化
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図 6︓COVID-19 による「働き方」への影響と変化 
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【【事事例例】】富富士士通通株株式式会会社社  
従業員同士のコミュニケーション促進のサポートといった、顕在化している問題への対応、あるい
は他の潜在的な問題の把握が必要と認識している。このため、従業員に対し、働き方について困っ
ていることを拾い上げる意識調査を行っている。COVID-19 発生初期の頃は機器の接続などテレ
ワーク環境に関する声などが寄せられた。また、個別の問題については、定期的に上司・部下で行
う１on１ミーティングを通して、アドバイスや支援を行っている。 
 
 こうした変化は、これまでの業務の進め方や必要な人材のあり方を大きく変えていくことが想定
され、コロナ禍を機に、働き方を進化させるべく経営主導で取り組む企業も見られる。そうした企
業では、アウトプットを重視した働き方への転換や、場所や時間に捉われない自律的な働き方、ミ
ッションや使命に基づく働き方、ジョブ型人事制度の積極活用など、働き方とビジネスモデルのデ
ジタルへの移行に適応しながら、生産性を高めていくための新しい方針や制度の導入を進めている。 

また COVID-19 からの復興フェーズを見据え、デジタル人材の育成や現場の休業期間中に社外
に出向させ能力開発につなげるといった教育への投資が行われている例もある。 
 
【【事事例例】】SSOOMMPPOO ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
ビジネスモデルの変革に備え、社員の生産性を高めアウトプット重視の働き方を追求している。
2020 年 8 月には新たに CEO を本部⻑とする「働き方改革推進本部」を設置し、『SOMPO の働き
方改革』を経営の最優先課題の一つとして加速させていくことを決定した。ジョブ型人事制度の導
入・拡大や、ミッション・ドリブンでの自律的な働き方の推進、場所を問わない多様な働き方とい
った施策を進めている。また、国籍・性別・年齢などに左右されることなく、一人ひとりの才能や
強みに真剣に向き合うことで、「ダイバーシティ＆インクルージョン」を実現させ、大きなイノベ
ーションにつなげていくことが重要だと捉えている。 
 

② 人権・サプライチェーン 

国際分業が進み国境を越えたグローバルなサプライチェーンが形成される中で、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的な感染拡大がサプライチェーンに与える影響は、移動の制約による生産の停止
や物流の停滞といった供給の途絶の問題から、需要の急減・消滅に伴うサプライヤーの資金繰りの
悪化や立場の弱い労働者の労働環境の悪化の問題へと移行していった。また感染リスクに対処する
ため、業務のロボット化・デジタル化・省人化が進んでいる。 

中期的には、より柔軟で迅速に変化に対応できる危機に強いサプライチェーンを構築するために、
従来の上流から下流まで構造化された鎖のイメージから、サプライチェーン上にある企業が垣根を
越えてつながり素早い情報流通や相互補完を可能にするエコシステムとしてのサプライチェーン
への転換や、デジタル技術を活用してサプライチェーンの透明性を上流に遡って高めていくといっ
た方向性が考えられる。他方、COVID-19 による影響が⻑期化し、経済的に甚大な影響を受けたこ

 
 

とで、サプライチェーンの基盤が脆弱化していく可能性も考えられる。移動が制約され現地を訪問
できない状況においては、コロナ禍により高まる労働者の人権リスクの把握が難しくなることも想
定される。また機械化・自動化・デジタル化は、サプライチェーンの形を根本から変え、従来あっ
た雇用を消失させてしまう可能性もある。 
 
図 7︓COVID-19 による「人権・サプライチェーン」への影響と変化 

 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

サプライチェーンの断絶による供給危機に対しては、リスクマネジメントの観点から対応が行
われ、調達先企業の複線化や生産拠点の分散化、在庫の積み増しといった対応が取られた。また
過去にサプライチェーンの断絶が発生した経験から、上流に遡っての見える化に取り組んできた
ことで、コロナ禍においての対応もスムーズに進んだという例が見られた。 

 
【【事事例例】】トトヨヨタタ自自動動車車株株式式会会社社  
東日本大震災の際、サプライチェーンの Tier1 からその先に至るまでの全ての操業状況を把握する
ことができず、何ヶ月も生産ができない状況が続いた。その経験から、サプライチェーンの「見え
る化」に過去 10 年間取り組んできており、今回の COVID-19 発生後の対応については大きな改善
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が見られた。グループ各社の調達担当者とサプライヤーとの間で、経営の状況、COVID-19 対策な
どについて密な打ち合わせを行い、状況把握・情報共有を行っている。 
 

感染予防のための移動の制約が生じる中で、国内外のサプライヤー訪問ができなかったり、自主
的に控える措置を取っていたりする企業も多い。従来は現地を訪問して行われていたサプライヤー
監査は、目視での確認や対面での情報収集ができない状況が生じている。そのような状況下におい
て、オンラインのコミュニケーションツールの活用や、現場の目視を支援する IT 機器の導入や人
工衛星データの活用など、遠隔で実施する方法を模索する例が見られた。一方で現地を訪問するこ
とで課題が見つかることも多いため、潜在的なリスクの発見に影響を与える可能性もあるといった
懸念も聞かれた。 

サプライチェーンの実態把握や働く労働者の声の収集と対応など、従来から CSR 調達や人権デ
ューディリジェンス、苦情処理メカニズムの構築に真摯に取り組み、サプライヤーとの信頼関係を
構築してきたことが、こうした非常時においてサプライヤーにおけるガバナンス機能の強化やサプ
ライチェーンに関する情報収集・コミュニケーションなど、有効に作用することが期待されるとい
う声もあった。 
 
【【事事例例】】東東レレ株株式式会会社社  
COVID-19 に関わる人権課題について、例えば残業強制などが無いか、サプライチェーンに関して
も調査を行っている。従来サプライヤーに対してはアンケートを行い、東レグループの基準に満た
ない取引先に対しては訪問をして改善を促していた。COVID-19 禍においては電話や WEB 会議で
のフォローとなっている。 
 
【【事事例例】】不不二二製製油油ググルルーーププ本本社社株株式式会会社社  
グリーバンスメカニズムを構築して社外（NGO・サプライヤー）から声が寄せられる体制を整え
てきたことは、コロナ禍においてもサプライチェーンの上流の実態把握に役立つのではないかと考
えている。現在は、NGO と連携しながら直接現地に行って確認していた部分の代替として、衛星
写真も活用してチェックしている。 
 
サプライチェーンの上流に行くほど、多くの場合、中小企業、零細企業と規模は小さくなり、財

務基盤も弱くなっていく。需要の急減・蒸発に伴い影響を受けているサプライヤーの事業活動の維
持継続のため、特に影響を受けやすい中小企業のサプライヤーに対して、生産情報を密に共有して
見通しを立てやすくするほか、支払の減免・延期、更には補助などを行う対応が見られた。また資
金調達の支援として、加盟店舗の融資申し込みを一括で行ったり、スタートアップを中心とした中
小規模事業者のクラウドファンディングによる資金調達の手数料を無料化する支援を行ったりと
いう例もあった。またサプライヤーへの支援の形としてはノウハウの提供や能力開発といった方法
もあり、自社アセットを無償提供する例も見られた。 

 
 

【【事事例例】】株株式式会会社社丸丸井井ググルルーーププ  
丸井グループが掲げている「共創」の理念を実践し、パートナーシップを強化していくという考え
のもと、休業期間中の賃料の全額免除をはじめとする施策を「新型コロナウイルスを乗り越えるた
めのパートナーシップ強化策」として実施した。この施策は短期的にはコストとなるが、中・⻑期
的に見ると取引先は将来的な企業価値向上の創造パートナーであるという考え方である。こうした
考え方・施策は投資家のみなさまからもご理解いただけた。また、この施策により、社員の家族や
友人、お客様からも共感や激励の声を多くいただき、社員のモチベーションも向上したように感じ
る。 
 
【【事事例例】】KKDDDDII 株株式式会会社社  
スタートアップ企業とのパートナーシップやイノベーション促進を大切にしている。コロナ禍で
は、中小事業者の資金調達が困難となっている状況があり、クラウドファンディングの手数料無料
化など、最大 5 億円の支援を実施した。また COVID-19 と戦うスタートアップ企業への支援のた
め、「KDDI ∞ Labo」企業連合 46 社が、保有施設や専門データなどの自社アセットを提供するプ
ログラムを開始した。 
 
 サプライチェーンのさらに上流に遡って、大きな影響を受けている人々に対して大規模な支援を
行う例も見られる。その際には COVID-19 による短期的な危機への対応という観点だけでなく、
業界の変化を中⻑期的な視野で見据えて、新たな能力開発や雇用創出といった人々のエンパワメン
トや、自社にとっての新たな事業機会の創出につなげるという観点も踏まえた施策が行われている。 
 
【【事事例例】】花花王王株株式式会会社社  
パーム油については、これまでにミル工場までのトレーサビリティを確認。約 1,000 工場を WEB
で情報開示しており何か問題が生じた場合には確認・分析できる体制となっている。その先の小規
模農家は NGO と提携しながら進めている。2020 年 10 月からインドネシアの小規模パーム農園の
支援プログラム「SMILE プログラム」をスタートさせている。10 年間で 5,000 軒の小規模農家の
生産性向上を通じて自立支援に貢献していく。 
 
【【事事例例】】HH&&MM  
コロナ禍において、グローバルブランドによる注文の大量キャンセルが発生し、サプライ 
ヤーが困窮する事態が生じる中、H&M ではサプライヤーへの契約履行を保証すると 2020 
年 3 月末に表明した。 
多くの女性が縫製産業に従事し、自社にとっても重要なサプライチェーンであるバングラデシュに
おいて、縫製産業で働く女性を対象にした⻑期の支援プログラムを H＆M 財団を通じて 2020 年
7 月にスタートした。まずは COVID-19 による影響を受けた若年女性と家族、コミュニティの緊
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7 月にスタートした。まずは COVID-19 による影響を受けた若年女性と家族、コミュニティの緊
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急支援として NGO３団体に 130 万ドルを寄付し、また 100 万人を対象に感染予防の啓発に取り
組むことを表明した。今後は、アパレル産業の機械化とデジタル化に伴う雇用消滅のリスクに対応
するための能力開発と新規雇用創出を支援していく。 
さらに COVID-19 以前からの取り組みとして、業界全体での変革に向けて、自社のグローバルサ
プライチェーンを開放し、他社が利用できるようにするサービス Treadler を 2020 年 3 月に開始し
た。 
 

③ 環境 

新型コロナウイルス感染症の世界的な広がりは、経済活動を停滞させたことで、結果として CO
２排出の削減や自然環境の改善が見られた。反面、感染予防への対応や、e コマースやテイクアウ
ト需要の増大により容器包装や廃棄物が増加している。また個別配送の増大は再配達の増加につな
がり、宅配における CO2 排出が増加する可能性もある。さらに COVID-19 の発生に環境破壊が大
きく影響していることが認識され、自然環境が破壊されることで生じうる経済・社会への影響の大
きさを人々が実感することとなった。 

従来と同じ形での経済の復興ではせっかく減った環境負荷がリバウンドすることが想定される
中で、経済復興と脱炭素社会への移行の両立を目指すグリーン・リカバリーの潮流は加速している。
また生活者の環境意識も高まる中で、中期的に企業への環境負荷削減への要求が高まることは確実
であり、環境対応は今後ますます企業の競争力に直結していくことが想定される。 

さらにサーキュラーエコノミーも、資源の問題としてだけではなく、脱炭素を実現する手段とし
て注目されている。生物多様性保全のための自然の再生・修復（リジェネレイティブ）に対する注
目も高まることが考えられる。 

特に気候変動問題に関しては、COVID-19 との直接の関連性は大きくはないとしても、欧州の政
策動向や米国新政権の動向とも相まって、世界的に取組が進展している。カーボンニュートラルが
標準となり、達成年限も 2050 年から前倒しして進んでいくことが考えられ、サプライチェーンを
含めた脱炭素化の要請も更に高まっていくと想定される。このような状況の中で、特に、グローバ
ルな環境関連情報の開示ルールの策定や、サステナブル・ファイナンスのルール化の動きが活発化
している。このようなルールは国際公共財ともいうべきものであり、政府に加え、企業・関係団体
としても、その形成プロセスに積極的に参画していくことが、強く期待されるところである。 
 
 
  

 
 

図 8︓COVID-19 のよる「環境」への影響と変化 

 
 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

 すべての調査対象企業から、コロナ禍においても環境への対応の手綱を緩めず、引き続き取り組
みを進めていくという声が聞かれた。来店客数の減少や操業時間の減少、リモートワークの導入に
伴い、一時的にエネルギーや水の消費、食品ロスが削減されたが、こうした環境負荷削減の効果を
一時的なもので終わらせず、今後の継続的な削減につなげていくために、有効な施策の継続や削減
効果の検証、テクノロジーを活かしたポジティブなインパクトの創出に取り組んでいく企業も見ら
れた。また業績が大きな影響を受けている状況下にあっても、新型コロナウイルス感染症からの復
興後に CO２排出削減の要請はさらに強まるという想定の下、持続可能な航空燃料の調達を加速さ
せるといった事例も見られた。 
 
【【事事例例】】富富士士通通株株式式会会社社  
デジタルシフトに伴うエネルギー消費の変化をデータとして把握していくための検討を進めてい
る。例えばテレワークやリモート授業などが急速に増え、人の移動が減少し、交通機関の運行にも
影響を与え始めており、環境負荷が変化している。デジタル化の加速によるネットワークやデータ
センターでのエネルギー消費量の増加も把握しつつ、働き方やライフスタイルの変化による環境負
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荷削減効果を訴求していきたい。環境面は、グリーン・リカバリーの政策動向や、ロックダウンな
どにより大気汚染が改善され、市⺠が環境改善を体感したことによる意識変化も踏まえ、ポストコ
ロナにおけるビジネス機会としても注目していきたい。 
 
【【事事例例】】ソソニニーー株株式式会会社社  
ソニーグループでは Road to Zero という 2050 年までに環境負荷ゼロを目指す⻑期計画を掲げてお
り、引き続き自社の環境負荷を減らす取り組みを進めていく。同時に、環境負荷を減らすだけでは
なく、テクノロジーを活かし、いかにポジティブなインパクトを出していけるかの議論を進めてい
る。2020 年９月には、Sony Innovation Fund：Environment を立ち上げ、環境技術に関する外部
（ベンチャー企業等）への投資も含めた取り組みを進めていく。 
 
【【事事例例】】AANNAA ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
国際線はパリ協定の枠外であるものの、業界として CO2 削減には従来から取り組んできた。CO２
排出量 50％削減に向けては、今後国内外の関連団体と連携しながら技術革新・環境整備を行って
いく。Science Based Targets イニシアチブ（SBTi）に基づいた考え方も取り入れながら策定する
べく、SBT 航空ワーキンググループに参加している。今後の大きなテーマとして、SAF（Sustainable 
Aviation Fuel）の導入、排出権取引制度の活用などが挙げられる。前者については需要に対し供給
が全く追いついていないため、入手可能性を高めるため、業界団体や政府などの関係者で協働して
進めていく必要がある。 
 

欧州で進むグリーン・リカバリーのうねりが、欧州企業のサプライチェーンを介して日本企業に
も及び始めているという声も聞かれた。こうした動きへの対応は企業競争力に直結するようになっ
てきており、取り組みの加速には政府による事業環境の整備が不可欠な中で、対応が遅れれば日本
企業が大きく出遅れてしまうことを懸念する声もあった。 
 
【【事事例例】】株株式式会会社社ブブリリヂヂスストトンン  
中⻑期では欧州でのグリーン・リカバリーの影響が大きくなることが想定される。すでに欧州の自
動車メーカーは CO２削減により積極的になり、自社だけでなくサプライチェーンを巻き込んだ議
論に変わっている。何年までにカーボンニュートラル製品を、という要求も従来からあったが、
COVID-19 を契機としてその声がより高まっており、パリ協定の目標も 2℃では不十分で 1.5℃は
当然という認識が広がっている印象がある。環境面についての意識は、国内と温度差が大きい。 
 
 サステナビリティに取り組む上での新たなテーマとして「リジェネレイティブ（再生・修復）」
が注目されている。海外企業ではそうした概念を取り込んだ新しい⻑期のコミットメントを発表す
る動きが見られる。 

 
 

【【事事例例】】UUnniilleevveerr  
新たな環境に関するコミットメントを 2020 年 6 月に発表した。気候変動、自然環境の保護と再生
（リジェネレイト）、次世代のための資源保全を重点分野とし、2023 年までに森林破壊ゼロ、2030 
年までに生分解可能な製品へ移行、2039 年までにサプライチェーン全体で炭素のネットゼロエミ
ッション達成、10 億ユーロの環境保全基金や水資源管理プロジェクトの展開、環境再生農業に取
り組む農家や生産者の支援などを新たな目標として掲げる。 
 
【【事事例例】】WWaallmmaarrtt  
2020 年９月にはリジェネレイティブ・カンパニーとなるための新たなサステナビリティに関する
目標として、2040 年までにカーボン・オフセットを利用しない形でのゼロ・エミッション達成と、
2030 年までに最低 5,000 万エーカーの土地と 100 万平方マイルの海洋の保全・修復に取り組むこ
とを宣言した。 
 

④ コミュニティ・社会貢献 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会全体が大きな影響を受ける中で、企業による不
足物資の供給や寄付といった様々な緊急支援の動きが見られた。また感染リスクへの対応をしなが
ら従来取り組んでいる社会貢献活動を継続する一方、一部の企業では売上の減少に伴う予算の削減
といった影響も想定される。またコロナ禍を経て従業員の社会貢献意識が高まっている傾向も見ら
れる。社会的弱者への影響のしわ寄せは深刻で、そうした人々を支援してきた支援団体にも、活動
に大きな支障が生じている状況がある。 
 中期的な影響としては、コロナ禍を経て企業のフィランソロピー活動への注目が高まっていくこ
とが考えられる。また活動がオンラインに移行することにより、従来のリアルを前提とした地域社
会との関係性も変化していく可能性がある。コロナ禍により、社会のニーズが変化したり、新しい
ニーズが生まれたりする状況の中で、取り組みによるインパクトを高めていくためにも、自社の存
在意義（パーパス）や強みと照らし合わせた戦略的な活動の展開や、社会的弱者への支援に向けた
協働、また緊急時でも迅速な支援を展開することが可能となるような⻑期的なパートナーシップと
いった協業パートナーとの提携のあり方の見直しも想定される。 
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【【事事例例】】UUnniilleevveerr  
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④ コミュニティ・社会貢献 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により社会全体が大きな影響を受ける中で、企業による不
足物資の供給や寄付といった様々な緊急支援の動きが見られた。また感染リスクへの対応をしなが
ら従来取り組んでいる社会貢献活動を継続する一方、一部の企業では売上の減少に伴う予算の削減
といった影響も想定される。またコロナ禍を経て従業員の社会貢献意識が高まっている傾向も見ら
れる。社会的弱者への影響のしわ寄せは深刻で、そうした人々を支援してきた支援団体にも、活動
に大きな支障が生じている状況がある。 
 中期的な影響としては、コロナ禍を経て企業のフィランソロピー活動への注目が高まっていくこ
とが考えられる。また活動がオンラインに移行することにより、従来のリアルを前提とした地域社
会との関係性も変化していく可能性がある。コロナ禍により、社会のニーズが変化したり、新しい
ニーズが生まれたりする状況の中で、取り組みによるインパクトを高めていくためにも、自社の存
在意義（パーパス）や強みと照らし合わせた戦略的な活動の展開や、社会的弱者への支援に向けた
協働、また緊急時でも迅速な支援を展開することが可能となるような⻑期的なパートナーシップと
いった協業パートナーとの提携のあり方の見直しも想定される。 
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＜調査対象企業の対応＞ 

衛生製品を製造する企業では、手洗い用の消毒液やマスクの製造に使用する不織布などへの需要
の急激な高まりに対し、その製品の生産体制を大幅に増強して対応した。しかし、それでもマスク
やガウンといった製品が不足したところ、本業以外の企業において、その製造を自社の工場やサプ
ライチェーンを転用して行うといった例が見られた。また、他の分野でも、本業を通じた自社の製
品・サービスによる社会貢献の活動として、高まるオンラインでの学習ニーズに対して無料の通信
容量を提供する例や、海外からの帰国者に対して航空便や荷物輸送を提供する例、石鹸の寄付やイ
ンフルエンサーと連携した手洗い活動の啓発を行う例など、様々な活動が見られたところである。 

また自社の有形・無形の資産を活用することで、支援の輪の広がりを作り出す例も見られた。た
とえば自社が保有する店舗の敷地を PCR 検査の拠点として提供したり、経営ノウハウを提供する
ことで医療用具の生産効率を大幅に向上したりといった例である。 
 
【【事事例例】】フファァミミリリーーママーートト  
従来から全国に広がる約 1 万 6 千店舗を重要拠点として生かした活動に取り組んできた店舗のス
ペースを利用して行っていた一部の活動は、オンラインに移行して実施した。店頭で 2020 年 4 月
から 7 月までの期間、「新型コロナウイルス対策支援募金」を行い、医療従事者及び食糧支援が必
要な一人親家庭等に寄付を行った。また食糧支援のニーズが高いことを受け、NPO のフードバン

 
 

ク活動に７万個の食品を寄付したり、自治体に水・食品飲料を無償で寄付したりといった支援も実
施した。 
 
【【事事例例】】GGllaaxxooSSmmiitthhKKlliinnee  
全世界で 2013 年からパートナーシップを組んでいる国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン の日本支
部の「新型コロナウイルス緊急支援」に協力し、全国の学童保育施設向けの衛生管理講座において
医師免許を有する社員がボランティア講師を務める。 
 
 従来から取り組んできた社会貢献活動については、活動規模を見直して感染予防対策を施しなが
ら実施したり、対面で行っていたものをオンラインに移行して行ったりという対応が見られた。現
地での活動への参加人数が制限される一方、オンラインで開催することで遠方にいても参加できる
ことで参加者の幅が広がり、参加人数も大幅に増えたという例もあった。また従業員の社会貢献に
対する意欲に高まりが見られるという声も聞かれる中で、変化する地域のニーズや活動を行う上で
の制約を踏まえて今後の社会貢献活動の方法を考えていくことは多くの企業において課題となっ
ている。 
 
【【事事例例】】SSOOMMPPOO ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
社会貢献については、直接接触するボランティア活動などを現地で行えなくなるなか、さまざまな
施策を WEB 化し、動画の配信などに切り替え取り組んでいる。市⺠のための環境公開講座では、
オンライン参加型で実施したことで全国から一⻫にアクセスできるようになり、参加者が COVID-
19 前の約 5 倍になるなど大幅に増加したところであり、浸透度合いという観点では高まっている
と感じている。 
また、自然災害については、社員に対する義援金募集に関するガイドラインの見直しなどを行った。
社員がボランティアを行いたいという希望があっても現地での受け入れが難しい中でどう対応し
ていくかが今後の課題である。 
 
【【事事例例】】パパナナソソニニッックク株株式式会会社社  
2020 年 6 月に、従業員から集まった寄付額 1,941 万円に、当社のマッチング寄付を加えた総額
4,000 万円を、医療現場や困窮する家庭、子どもの支援の活動に寄付した。従業員は会社の福利厚
生制度で付与されているカフェテリアポイントを活用して寄付するほか、パナソニック専用オンラ
イン寄付サイトより直接支援活動に取り組む NPO／NGO に寄付を行った。 
また、COVID-19 の影響により「社会に貢献したい」という従業員の意識が一層高まった印象があ
り、ボランティア等に参加する機会づくりをより推進していく必要性を感じている。 
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 また COVID-19 に加え、同時期に発生した Black Lives Matter 運動は、社会に存在する格差や
構造的な差別の存在を可視化し、公正な社会を求める機運が世界的に高まりを見せている。そうし
た状況に対し、企業としての姿勢を明らかにして課題に正面からコミットし、新たな支援プログラ
ムを開始した例も見られた。 
 支援プログラムの立ち上げにあたっては、社会状況の移り変わりにあわせて、緊急支援の意味合
いから徐々に自社の企業価値創出にもつながる領域への支援へと移行する例が見られた。⻑期化す
る影響に対し、一過性で終わらせず、かつ自社にとってもプラスになる支援のあり方が模索されて
いる。 
 
【【事事例例】】ソソニニーー株株式式会会社社  
2020 年 4 月に世界各国で影響を受けている人々への支援として「新型コロナウイルス・ソニーグ
ローバル支援基金」を、6 月には人権保護や人種差別是正などへの取り組みを支援する「Global 
Social Justice Fund」を立ち上げた。金額はいずれも総額 1 億 US ドル規模。前者は「医療」「教育」
「クリエイティブコミュニティ」の三領域で支援活動を展開するものであり、特に米国の映画、音
楽業界でクリエイターの方々が影響を大きく受けているという状況を踏まえ、経営陣の議論が迅速
に進み、基金設立を判断した。クリエイターやコンテンツ制作者との⻑期的な関係性が強化される
といった側面は機会として捉えている他、当初は緊急支援的な意味合いが強かったが、徐々に新し
いオンライン教育やコンテンツクリエイションのあり方を加速させるような試みにも取り組んで
おり、中⻑期的にはソニーグループの企業価値創出にもつなげることも意識している。「これらの
基金を迅速に立ち上げた企業であることを誇りに思う」と感じた社員も多く、社員のエンゲージメ
ントを高める後押しともなった。 
 

⑤ その他の課題 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、働き方や購買活動、教育、情報へのアクセスとい
った社会の様々な側面で進んだデジタル化は、人々に快適さや利便性をもたらした反面、デジタル
リテラシーや設備環境、経済状況により生じるデジタル格差も生み出している。デジタルを使いこ
なせない高齢者が取り残されてしまう恐れや、消費者トラブルや個人データの悪用といったプライ
バシーリスクといった問題に消費者がさらされる恐れが高まっている。 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業においては、デジタルトランスフォーメーションへの対応を積極的に押し進め、EC
サイトの対応拡充、店舗でのセルフレジの導入拡大、ビックデータの新たな事業への活用、ロボッ
ト事業を推進する事業会社の設立など、デジタル化に対応したビジネスモデルの構築を進める例が
多く見られた。 

 
 

同時にデジタル格差にも注目し、一部の人々が取り残されることがないよう支援する例もあった。
またプライバシーの問題に対しては、位置情報データへの問い合わせなどが増加する中で、プライ
バシー保護は事業の根幹であり、引き続き取り組みを維持・継続するといった声や、策定済みの AI
倫理ガイドラインを具体的に推進していくための体制、仕組み作りに取り組んでいくという声が聞
かれた。 
 
【【事事例例】】KKDDDDII 株株式式会会社社  
デジタルが苦手な人向けには、リアルな店舗の営業を維持することで対応していた。またシニア向
けのスマホ教室では、基本的な操作に加えて、オンラインイベントに参加するための操作方法が知
りたいといったリクエストがあり、そのプログラムを拡充している。高齢者のビデオ通話やスマホ
利用に対するニーズが増えており、対応していく方針。 
 
【【事事例例】】ヤヤママトトホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
EC 事業者の toC のニーズが非常に増えている。それに対応して、EC 事業者向け新配送サービス
「EAZY（イージー）」の提供を 2020 年 6 月に開始した。「EAZY」は、EC 利用者・EC 事業者・配
送事業者の全てに対し、リアルタイムに配送に係るデジタル情報を提供するものであり、非対面で
の受け取りニーズの多様化にも対応し、通常の対面受け取り以外にお客様の多様な指定場所での受
け取りにも対応する仕組みである。 
 
 

（２）経営・事業への影響と対応 

① 経営・事業方針全般 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響については、急激かつ大幅な需要減に見舞われ
た業界もある。他方、一部では、需要増への対応が迫られた業界もある。企業経営への影響の程度
は企業の事業分野によって様々であるが、ほとんどの企業において社会課題及びそれに伴う社会変
化が財務面に大きな影響を及ぼしている。 

デジタル化など社会全体が変化する中で、企業活動のあり方は大きな影響を受け、事業継続のた
めの様々な対応が行われただけでなく、大きな経営方針・事業方針に対しても影響をもたらした。
それも当面の財務目標値の修正といった短期的なものにとどまらず、中⻑期の経営計画や、さらに
は上位の経営理念等の改訂にまで及んでいる。 
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 また COVID-19 に加え、同時期に発生した Black Lives Matter 運動は、社会に存在する格差や
構造的な差別の存在を可視化し、公正な社会を求める機運が世界的に高まりを見せている。そうし
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ムを開始した例も見られた。 
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といった側面は機会として捉えている他、当初は緊急支援的な意味合いが強かったが、徐々に新し
いオンライン教育やコンテンツクリエイションのあり方を加速させるような試みにも取り組んで
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＜調査対象企業の対応＞ 
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同時にデジタル格差にも注目し、一部の人々が取り残されることがないよう支援する例もあった。
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「EAZY（イージー）」の提供を 2020 年 6 月に開始した。「EAZY」は、EC 利用者・EC 事業者・配
送事業者の全てに対し、リアルタイムに配送に係るデジタル情報を提供するものであり、非対面で
の受け取りニーズの多様化にも対応し、通常の対面受け取り以外にお客様の多様な指定場所での受
け取りにも対応する仕組みである。 
 
 

（２）経営・事業への影響と対応 

① 経営・事業方針全般 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響については、急激かつ大幅な需要減に見舞われ
た業界もある。他方、一部では、需要増への対応が迫られた業界もある。企業経営への影響の程度
は企業の事業分野によって様々であるが、ほとんどの企業において社会課題及びそれに伴う社会変
化が財務面に大きな影響を及ぼしている。 

デジタル化など社会全体が変化する中で、企業活動のあり方は大きな影響を受け、事業継続のた
めの様々な対応が行われただけでなく、大きな経営方針・事業方針に対しても影響をもたらした。
それも当面の財務目標値の修正といった短期的なものにとどまらず、中⻑期の経営計画や、さらに
は上位の経営理念等の改訂にまで及んでいる。 
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＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業は従来から CSR や ESG に先進的に取り組んできた企業であるが、コロナ禍を機
に、サステナビリティを重視する風潮やそれに基づく環境変化に伴う機会の拡大を積極的に経営計
画の策定に織り込む意識が更に醸成され、⻑期経営方針・コミットメントの中核にサステナビリテ
ィを据えた新たな中⻑期の経営計画を打ち出す動きが見られた。また新型コロナウイルス感染症の
発生前からそのような経営方針や計画を立てている企業では、コロナ禍による社会変化を追い風と
し、一層取り組みを強化・加速する動きも見られる。 

また衛生製品や食料品など、需要急増への対応を迫られた企業では、欠品を出さないためのメイ
ン商品の絞り込みや増産体制の整備、更には行政からの要請に対応して従来生産を行っていなかっ
た拠点で新規製造を行うための体制構築などが行われた。 
 

【【事事例例】】株株式式会会社社ブブリリヂヂスストトンン  
以前から包括的に取り組んでいたサステナビリティの経営への統合が、一気に加速した。2020 年
3 月に新 Global CEO が就任し、ミッションをすべての出発点とし 、ビジョンを掲げて将来像を描
きながら事業を考えることが重要であるとの認識の下、新しい中⻑期事業戦略構想についての議論
が進められた。2020 年 7 月に「中⻑期事業戦略構想」を発表し、「2050 年にサステナブルなソリ
ューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョン
を掲げた。サステナビリティを経営の中核に位置付け、「モビリティ」「サーキュラーエコノミー」
「CO２削減」を中心領域として社会価値と顧客価値を両立しながら､競争優位を獲得していくこと
を明確にした。 
今回の COVID-19 における、「想定が出来ない」「すぐに変化が起きる」といった点や グローバリ
ゼーションの変化は、中⻑期事業戦略構想における社会環境への認識と経営や事業の戦略の方向性
に大きな影響を与えた。「何が起きるかわからない」という危機意識が、「フレキシブル」や「アジ
ャイル」といったマネジメントスタイルにつながった。 
新型コロナウイルス感染拡大の影響として、経営層のマインドセットが変化した。物事の変化のス
ピードと一度変わり始めたときの変化の大きさを認識し、ゆったりしていると乗り遅れてしまうと
いう危機感が強まった。またより広い視野で社会を見るようになり、社会の変化に対する感度が高
まった。 
サステナビリティが経営の中核に据えられたことで、従来変革が進まなかった部署でも変革が進む
ようになった。トップが本腰を入れたときの動きの速さ、従業員の受け止め方の違いは大きく、経
営トップのマインドや事業戦略にサステナビリティを組み込まないと実効性はあがらない。その原
動力となるのは危機意識。一方で、従来の CSR は企業の社会的責任ということで理解が進みやす
かったが、サステナビリティは社会の話と自社の話と両方に視点を置く必要があり、腹落ちして理
解し行動に移せるよう社内の理解度を高める必要がある。 
 

 
 

【【事事例例】】味味のの素素株株式式会会社社  
2020 年 2 月に「アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとの
ウェルネス（心と体の健康）を共創します」というパーパスベースのグループビジョンと新中期経
営計画（2020〜2025）を発表し、2030 年に食と健康の課題解決企業に生まれ変わることを宣言し
た。 
当初は新興国でウェルネスに対して共感してもらえるか懸念していたが、COVID-19 を機に食事
や運動、睡眠の大切さが再認識され、ウェルネスへの共感が高まった。ロックダウンや社会的分断
を経験した先進国ではウェルビーング（心身ともに良好な幸福感）の更なる追求が始まると捉えて
いる。こうした世界的な 2 つのトレンドに対して、味の素は商品やサービスを通じて今後どう貢献
していけるのかがポイントである。 
COVID-19 の影響により、主に外食用冷凍商品を生産している米国・欧州の工場の需要は激減し一
定期間の生産調整が余儀なくされた。一方で家庭用食品の需要が一気に拡大し、日本・米国では生
産ラインが逼迫した。このため、メイン品種の欠品を起こさないよう、商品を絞り込み、従業員の
安全を確保しながらラインのシフト体制を調整した。 
 
【【事事例例】】花花王王株株式式会会社社  
2019 年 4 月に ESG 戦略「Kirei Lifestyle Plan」を発表し、ESG 経営に大きく舵を切ることを宣言
した。COVID-19 をはじめとする感染症には、その「Kirei Lifestyle Plan」のアクションの中で「QOL
の向上」「清潔で美しくすこやかな習慣」がキーとなり、ソーシャルイノベーションを通じて取り
組んでいく。 
衛生商品の生産量を急に増やすことは難しい。自治体からの要請も踏まえ、従業員やサプライヤー
の協力、規制対応をクリアして、現場主導で需要の拡大に対応した。2020 年日本で消毒液の大幅
な増産に取り組み、4 月からは生産可能なすべての工場で増産体制を確立。医療機関・介護施設を
はじめ、一般家庭にも供給した。ヨーロッパ最大の拠点であるドイツでも 2020 年 4 月から行政の
要請に対応し、従前は行っていなかった消毒液の生産と供給を行った。生産の現場では厳重な感染
防護対策のもと、関係者全員がお互いの安全と健康を守りながら、衛生関連製品の製造を続けてい
る。 
 
【【事事例例】】不不二二製製油油ググルルーーププ本本社社株株式式会会社社  
新型コロナウイルス感染症を機に、植物性食品素材で世界の社会課題を解決する「PBFS（Plant–
Based Food Solutions）」が COVID-19 後のニューノーマルで求められる価値であると確信した。
植物性のタンパク源を供給することで、2050 年に想定されている人口 97 億人の栄養供給に寄与で
きると考えている。植物由来の食品を普及させることで、社会のサステナビリティに貢献していき
たい。 
「人のために働く」という精神と「社会の困りごとを解決する」考えをより明確にするために 2019
年 4 月に C“ESG”O（ESG の責任者）を配置し、ESG 経営を強化・推進することを宣言した。
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＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業は従来から CSR や ESG に先進的に取り組んできた企業であるが、コロナ禍を機
に、サステナビリティを重視する風潮やそれに基づく環境変化に伴う機会の拡大を積極的に経営計
画の策定に織り込む意識が更に醸成され、⻑期経営方針・コミットメントの中核にサステナビリテ
ィを据えた新たな中⻑期の経営計画を打ち出す動きが見られた。また新型コロナウイルス感染症の
発生前からそのような経営方針や計画を立てている企業では、コロナ禍による社会変化を追い風と
し、一層取り組みを強化・加速する動きも見られる。 

また衛生製品や食料品など、需要急増への対応を迫られた企業では、欠品を出さないためのメイ
ン商品の絞り込みや増産体制の整備、更には行政からの要請に対応して従来生産を行っていなかっ
た拠点で新規製造を行うための体制構築などが行われた。 
 

【【事事例例】】株株式式会会社社ブブリリヂヂスストトンン  
以前から包括的に取り組んでいたサステナビリティの経営への統合が、一気に加速した。2020 年
3 月に新 Global CEO が就任し、ミッションをすべての出発点とし 、ビジョンを掲げて将来像を描
きながら事業を考えることが重要であるとの認識の下、新しい中⻑期事業戦略構想についての議論
が進められた。2020 年 7 月に「中⻑期事業戦略構想」を発表し、「2050 年にサステナブルなソリ
ューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョン
を掲げた。サステナビリティを経営の中核に位置付け、「モビリティ」「サーキュラーエコノミー」
「CO２削減」を中心領域として社会価値と顧客価値を両立しながら､競争優位を獲得していくこと
を明確にした。 
今回の COVID-19 における、「想定が出来ない」「すぐに変化が起きる」といった点や グローバリ
ゼーションの変化は、中⻑期事業戦略構想における社会環境への認識と経営や事業の戦略の方向性
に大きな影響を与えた。「何が起きるかわからない」という危機意識が、「フレキシブル」や「アジ
ャイル」といったマネジメントスタイルにつながった。 
新型コロナウイルス感染拡大の影響として、経営層のマインドセットが変化した。物事の変化のス
ピードと一度変わり始めたときの変化の大きさを認識し、ゆったりしていると乗り遅れてしまうと
いう危機感が強まった。またより広い視野で社会を見るようになり、社会の変化に対する感度が高
まった。 
サステナビリティが経営の中核に据えられたことで、従来変革が進まなかった部署でも変革が進む
ようになった。トップが本腰を入れたときの動きの速さ、従業員の受け止め方の違いは大きく、経
営トップのマインドや事業戦略にサステナビリティを組み込まないと実効性はあがらない。その原
動力となるのは危機意識。一方で、従来の CSR は企業の社会的責任ということで理解が進みやす
かったが、サステナビリティは社会の話と自社の話と両方に視点を置く必要があり、腹落ちして理
解し行動に移せるよう社内の理解度を高める必要がある。 
 

 
 

【【事事例例】】味味のの素素株株式式会会社社  
2020 年 2 月に「アミノ酸のはたらきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとの
ウェルネス（心と体の健康）を共創します」というパーパスベースのグループビジョンと新中期経
営計画（2020〜2025）を発表し、2030 年に食と健康の課題解決企業に生まれ変わることを宣言し
た。 
当初は新興国でウェルネスに対して共感してもらえるか懸念していたが、COVID-19 を機に食事
や運動、睡眠の大切さが再認識され、ウェルネスへの共感が高まった。ロックダウンや社会的分断
を経験した先進国ではウェルビーング（心身ともに良好な幸福感）の更なる追求が始まると捉えて
いる。こうした世界的な 2 つのトレンドに対して、味の素は商品やサービスを通じて今後どう貢献
していけるのかがポイントである。 
COVID-19 の影響により、主に外食用冷凍商品を生産している米国・欧州の工場の需要は激減し一
定期間の生産調整が余儀なくされた。一方で家庭用食品の需要が一気に拡大し、日本・米国では生
産ラインが逼迫した。このため、メイン品種の欠品を起こさないよう、商品を絞り込み、従業員の
安全を確保しながらラインのシフト体制を調整した。 
 
【【事事例例】】花花王王株株式式会会社社  
2019 年 4 月に ESG 戦略「Kirei Lifestyle Plan」を発表し、ESG 経営に大きく舵を切ることを宣言
した。COVID-19 をはじめとする感染症には、その「Kirei Lifestyle Plan」のアクションの中で「QOL
の向上」「清潔で美しくすこやかな習慣」がキーとなり、ソーシャルイノベーションを通じて取り
組んでいく。 
衛生商品の生産量を急に増やすことは難しい。自治体からの要請も踏まえ、従業員やサプライヤー
の協力、規制対応をクリアして、現場主導で需要の拡大に対応した。2020 年日本で消毒液の大幅
な増産に取り組み、4 月からは生産可能なすべての工場で増産体制を確立。医療機関・介護施設を
はじめ、一般家庭にも供給した。ヨーロッパ最大の拠点であるドイツでも 2020 年 4 月から行政の
要請に対応し、従前は行っていなかった消毒液の生産と供給を行った。生産の現場では厳重な感染
防護対策のもと、関係者全員がお互いの安全と健康を守りながら、衛生関連製品の製造を続けてい
る。 
 
【【事事例例】】不不二二製製油油ググルルーーププ本本社社株株式式会会社社  
新型コロナウイルス感染症を機に、植物性食品素材で世界の社会課題を解決する「PBFS（Plant–
Based Food Solutions）」が COVID-19 後のニューノーマルで求められる価値であると確信した。
植物性のタンパク源を供給することで、2050 年に想定されている人口 97 億人の栄養供給に寄与で
きると考えている。植物由来の食品を普及させることで、社会のサステナビリティに貢献していき
たい。 
「人のために働く」という精神と「社会の困りごとを解決する」考えをより明確にするために 2019
年 4 月に C“ESG”O（ESG の責任者）を配置し、ESG 経営を強化・推進することを宣言した。
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C“ESG”O の役割は全社の ESG をマネジメントし、それを社内外に示していくことである。取締役
会の諮問機関である ESG 委員会では、環境、サプライチェーンにおける人権、健康、食糧、フー
ドロス、ダイバーシティ、ガバナンスなど幅広い社会課題をさまざまな観点から捉え、不二製油グ
ループの事業活動に具体的に結びつける取り組みを進めている。ESG 経営は 1 つの部署でできる
ものではない。経営全体で取り組んでいき、全社に「行動」として落とし込んでいくことが重要だ
と捉えている。 
 

COVID-19 により需要の急減や消滅に見舞われた宿泊や飲食、航空といった業界においては、危
機が⻑期化・常態化する中で依然回復が見通せない厳しい状況におかれている。一方で、需要が戻
ったタイミングですぐにオペレーションを再開するためにも備えを進めておく必要があり、特に専
門的な技能が必要となる人材の確保は必須事項となる。調査対象企業においては、厳しい事業環境
下にあっても、何としても雇用を維持することを打ち出し、出向や休暇に関する新たな制度の導入
などあらゆる手段の検討・導入に取り組んでいる例が見られた。 

また企業活動が深刻な影響を受ける事業環境下においても、中⻑期的な観点からはサステナビリ
ティに取り組む重要性は変わらず、むしろポストコロナの社会においては一層高まることが想定さ
れることから、新たにサステナビリティに関する中⻑期のコミットメントを打ち出す企業も複数見
られた。一方で具体的な施策については、エネルギー転換などの予定していた取り組みが全社的な
経費削減の影響を受けて延期を余儀なくされるなど、現実的な財務上の制約の中での判断を迫られ
る状況もあるという声も聞かれた。 
 
【【事事例例】】AANNAA ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
移動そのものが感染源となってしまった状況の中で、公共交通機関として人・モノの移動をサポー
トすることで社会に貢献するというパーパス（存在意義）が問い直された。国際線は欠航・減便が
続き、国内線需要は徐々に復帰している状況である。人々の交流を生み、経済を活性化し、社会に
貢献する、というパーパスの中心部分は変わらないが、中⻑期な事業戦略には大きく影響していく
と考えている。 
コロナ禍により事業の見通しが不透明となり厳しい状況が続く中でも、グループ社員の雇用を守る
ことが最重要である。COVID-19 流行当初の 2020 年 3 月、社⻑から「最大限雇用を守る」とのメ
ッセージを約 4 万 5 千人のグループ社員に発信した。飛行機運航にかかわる社員には業務がなくな
っている状況だが、COVID-19 の終息時し航空需要が戻ったタイミングでタイムリーにオペレー
ションが可能となるため、必要な人材が確保できる体制にしておく必要がある。一時帰休、雇用調
整助成金等を使いながら、現場で稼働が余っている空港係員や客室乗務員を対象に、⻑期的な能力
開発の機会と位置づけ社外への出向も行なっている。 
経営環境が厳しい状況でも、経営トップのメッセージで ANA グループとして中⻑期的に ESG 経
営を進めていく方針は変わらないことを宣言したところであり、COVID-19 が収束し、経済活動が
戻った後に選ばれるエアラインとなるために、今の時期に将来に向けた足場を固めていくことに取

 
 

り組んでいる。 
2020 年 6 月に、ESG に関わる中⻑期目標を発表した。特に環境については 2030 年までのロード
マップを策定中である。その中で、2050 年までに航空機の運航で発生する CO2 排出量を 2005 年
比で 50％削減することを掲げている。 
 
 COVID-19 のような緊急事態下における存在意義（パーパス）の重要性に言及する声も複数聞か
れた。コロナ禍で自社の事業の社会的な価値を再認識することができたという例や、これまで取り
組んできたパーパスに関する議論や社内への浸透が、迅速な経営判断や従業員の自主的な行動につ
ながったという例が見られた。また海外企業では、COVID-19 が及ぼす世界の人口・保健システム
への甚大な影響を踏まえ、製薬企業がワクチン開発のために他社との協働を積極的に進め、開発し
たワクチンからは利益を得ないことを宣言する例や、COVID-19 対策への支援として様々なステ
ークホルダーを対象に 2020 年 3 月時点でいち早く約 1 億ユーロの拠出を表明し、過去 10 年取り
組んできた戦略に替わってパーパスに基づく成⻑とサステナビリティに関する新たな企業戦略を
公表する例も見られた。 
 こうしたパーパスや使命、価値観の社内浸透とそれに基づく社内文化の構築に 10 年以上の時間
をかけて取り組んできたことの結果が、今回のコロナ禍において強みとして発揮されたという声も
聞かれた。 
 
【【事事例例】】ソソニニーー株株式式会会社社  
新型コロナウイルス感染症の影響で社会の在り方や人々の生活が大きく変わる中、全世界で約 11
万人のソニーグループ社員は、パーパスのもと、人々に感動を届け続けることを社会的使命として、
⻑期視点に基づく「人」を軸とした事業を推進している。 
ここ数年かけて、ソニーグループ全体で自社が生み出す価値、マテリアリティなどを整理してきて
おり、コロナ禍においてもこの考え方自体に変化はない。当社は、むしろ、人と人をつなぐことや、
人々に感動を届けることが、社会的に非常に価値があるという理念を再認識した。 
世界各国で影響を受けている人々への支援として「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基
金」を 2020 年 4 月 2 日に設立した。この基金は「医療」、「教育」、「クリエイティブコミュニティ」
の三領域を中心に支援活動を展開するものであり、金額は総額 1 億 US ドル（約 108 億円）規模。
特に米国の映画、音楽業界でクリエイターの方々が影響を大きく受けているという状況を踏まえ、
経営陣の議論が迅速に進み、基金設立を判断した。 
これだけの規模による支援策が迅速に実行された背景のひとつとしては、2019 年 1 月に自社のパ
ーパスが策定されて以来、社員やマネジメントの間でソニーが社会に対してどのような価値を生み
出すべきかについての議論や理解が進んでいたことが挙げられる。さらに、日本だけではなく、エ
ンタテインメント領域をふくめたグローバルの視点で捉えたことが、多様な支援活動の展開につな
がったのだと感じる。 
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C“ESG”O の役割は全社の ESG をマネジメントし、それを社内外に示していくことである。取締役
会の諮問機関である ESG 委員会では、環境、サプライチェーンにおける人権、健康、食糧、フー
ドロス、ダイバーシティ、ガバナンスなど幅広い社会課題をさまざまな観点から捉え、不二製油グ
ループの事業活動に具体的に結びつける取り組みを進めている。ESG 経営は 1 つの部署でできる
ものではない。経営全体で取り組んでいき、全社に「行動」として落とし込んでいくことが重要だ
と捉えている。 
 

COVID-19 により需要の急減や消滅に見舞われた宿泊や飲食、航空といった業界においては、危
機が⻑期化・常態化する中で依然回復が見通せない厳しい状況におかれている。一方で、需要が戻
ったタイミングですぐにオペレーションを再開するためにも備えを進めておく必要があり、特に専
門的な技能が必要となる人材の確保は必須事項となる。調査対象企業においては、厳しい事業環境
下にあっても、何としても雇用を維持することを打ち出し、出向や休暇に関する新たな制度の導入
などあらゆる手段の検討・導入に取り組んでいる例が見られた。 

また企業活動が深刻な影響を受ける事業環境下においても、中⻑期的な観点からはサステナビリ
ティに取り組む重要性は変わらず、むしろポストコロナの社会においては一層高まることが想定さ
れることから、新たにサステナビリティに関する中⻑期のコミットメントを打ち出す企業も複数見
られた。一方で具体的な施策については、エネルギー転換などの予定していた取り組みが全社的な
経費削減の影響を受けて延期を余儀なくされるなど、現実的な財務上の制約の中での判断を迫られ
る状況もあるという声も聞かれた。 
 
【【事事例例】】AANNAA ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
移動そのものが感染源となってしまった状況の中で、公共交通機関として人・モノの移動をサポー
トすることで社会に貢献するというパーパス（存在意義）が問い直された。国際線は欠航・減便が
続き、国内線需要は徐々に復帰している状況である。人々の交流を生み、経済を活性化し、社会に
貢献する、というパーパスの中心部分は変わらないが、中⻑期な事業戦略には大きく影響していく
と考えている。 
コロナ禍により事業の見通しが不透明となり厳しい状況が続く中でも、グループ社員の雇用を守る
ことが最重要である。COVID-19 流行当初の 2020 年 3 月、社⻑から「最大限雇用を守る」とのメ
ッセージを約 4 万 5 千人のグループ社員に発信した。飛行機運航にかかわる社員には業務がなくな
っている状況だが、COVID-19 の終息時し航空需要が戻ったタイミングでタイムリーにオペレー
ションが可能となるため、必要な人材が確保できる体制にしておく必要がある。一時帰休、雇用調
整助成金等を使いながら、現場で稼働が余っている空港係員や客室乗務員を対象に、⻑期的な能力
開発の機会と位置づけ社外への出向も行なっている。 
経営環境が厳しい状況でも、経営トップのメッセージで ANA グループとして中⻑期的に ESG 経
営を進めていく方針は変わらないことを宣言したところであり、COVID-19 が収束し、経済活動が
戻った後に選ばれるエアラインとなるために、今の時期に将来に向けた足場を固めていくことに取

 
 

り組んでいる。 
2020 年 6 月に、ESG に関わる中⻑期目標を発表した。特に環境については 2030 年までのロード
マップを策定中である。その中で、2050 年までに航空機の運航で発生する CO2 排出量を 2005 年
比で 50％削減することを掲げている。 
 
 COVID-19 のような緊急事態下における存在意義（パーパス）の重要性に言及する声も複数聞か
れた。コロナ禍で自社の事業の社会的な価値を再認識することができたという例や、これまで取り
組んできたパーパスに関する議論や社内への浸透が、迅速な経営判断や従業員の自主的な行動につ
ながったという例が見られた。また海外企業では、COVID-19 が及ぼす世界の人口・保健システム
への甚大な影響を踏まえ、製薬企業がワクチン開発のために他社との協働を積極的に進め、開発し
たワクチンからは利益を得ないことを宣言する例や、COVID-19 対策への支援として様々なステ
ークホルダーを対象に 2020 年 3 月時点でいち早く約 1 億ユーロの拠出を表明し、過去 10 年取り
組んできた戦略に替わってパーパスに基づく成⻑とサステナビリティに関する新たな企業戦略を
公表する例も見られた。 
 こうしたパーパスや使命、価値観の社内浸透とそれに基づく社内文化の構築に 10 年以上の時間
をかけて取り組んできたことの結果が、今回のコロナ禍において強みとして発揮されたという声も
聞かれた。 
 
【【事事例例】】ソソニニーー株株式式会会社社  
新型コロナウイルス感染症の影響で社会の在り方や人々の生活が大きく変わる中、全世界で約 11
万人のソニーグループ社員は、パーパスのもと、人々に感動を届け続けることを社会的使命として、
⻑期視点に基づく「人」を軸とした事業を推進している。 
ここ数年かけて、ソニーグループ全体で自社が生み出す価値、マテリアリティなどを整理してきて
おり、コロナ禍においてもこの考え方自体に変化はない。当社は、むしろ、人と人をつなぐことや、
人々に感動を届けることが、社会的に非常に価値があるという理念を再認識した。 
世界各国で影響を受けている人々への支援として「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基
金」を 2020 年 4 月 2 日に設立した。この基金は「医療」、「教育」、「クリエイティブコミュニティ」
の三領域を中心に支援活動を展開するものであり、金額は総額 1 億 US ドル（約 108 億円）規模。
特に米国の映画、音楽業界でクリエイターの方々が影響を大きく受けているという状況を踏まえ、
経営陣の議論が迅速に進み、基金設立を判断した。 
これだけの規模による支援策が迅速に実行された背景のひとつとしては、2019 年 1 月に自社のパ
ーパスが策定されて以来、社員やマネジメントの間でソニーが社会に対してどのような価値を生み
出すべきかについての議論や理解が進んでいたことが挙げられる。さらに、日本だけではなく、エ
ンタテインメント領域をふくめたグローバルの視点で捉えたことが、多様な支援活動の展開につな
がったのだと感じる。 
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【【事事例例】】富富士士通通株株式式会会社社  
2020 年に、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」
という新しい存在意義（パーパス）と、その実現に向けた全社員の行動規範である「Fujitsu Way」
の刷新を発表した。 
これらの検討の過程において、パーパスについての議論を社内で重ねてきたことにより、今般の新
型コロナウイルス感染症の拡大の中で、社員とその家族の生命と安全の確保に加え、特にヘルスケ
アや自治体といった COVID-19 拡大防止の最前線の現場に立つお客様の支援に向けて、素早い行
動が実現できたと考えている。 
COVID-19 感染拡大防止に必要な情報の収集を行っている日本の自治体・保健所向けに、感染患者
の接触者の健康状態に関わる情報を収集・共有・管理する健康相談チャットボット「CHORDSHIP
（コードシップ）」 を開発し導入を支援した。2020 年 9 月 1 日現在、全国約 25 の自治体・約 70
の保健所に導入済み。チャットボットは、自社従業員向けに導入していたものを発展・改良したも
ので、支援要請から約 1 週間で第 1 版をリリースした。 
中⻑期的な部分では、社会課題に資する事業にどのように取り組んでいくかが大きなテーマとして
挙げられる。従業員に事業を通じて COVID-19 に貢献するアイデアを募集したところ、100 件以
上を超えるソリューション事例やアイデアが世界各地から寄せられた。集まった提案の中には、す
でにソリューションとして活用されているものに加え、今後アイデアを具現化して将来的な事業化
を図るよう、検討しているものもある。当社は、この活動の継続を通じて、社員の中⻑期的な視点
での社会課題への意識を高めていく。 
 
【【事事例例】】トトヨヨタタ自自動動車車株株式式会会社社  
先が見通せない状況の中ではあったが、2020 年 5 月に、2020 年度の全世界販売台数 800 万台、営
業利益 5000 億円という通期見通しを、業界の「道しるべ」としてあえて発表した。また国内生産
300 万台を死守することも強いメッセージとして発信した。その後 2020 年 11 月に行われた中間
決算では、5 月時点での見通しを大幅に上方修正することができた。2008 年のリーマンショック
時、当社の販売台数の回復は市場平均より４％低い数値だったが、コロナ禍の中では市場平均の
３％を上回るペースで回復した。これは過去 11 年間の取り組みにより、少しずつトヨタが強くな
り、働く人たちが各々、自分自身で考え、自発的に動くことができるようになった結果と捉えてい
る。 
 
【【事事例例】】株株式式会会社社丸丸井井ググルルーーププ  
環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへの取り組みがビジネスと一体となった未来志向の共
創サステナビリティ経営をすすめている。この共創サステナビリティ経営を支える１つが 10 年以
上かけて構築してきた企業文化である。私たちが目指す企業文化は、強制ではなく自主性を、やら
され感ではなく楽しさを、上意下達のマネジメントから支援するマネジメントへ、本業と社会貢献
ではなく本業を通じた社会課題解決へ、そして業績の向上から価値の創造へ、である。 

 
 

⻑期的な視点に立つと、企業が危機に直面した時になすべきことは、危機が過ぎ去るのを待つこと
でも、危機回避の方策を練ることでもなく、創業の原点に立ち返って企業の提供する価値の本質を
見極め、価値変化をふまえてその再定義を行うことだと考える。 
 

➁ BCP・リスクマネジメント 

これまでも大規模な地震や洪水といった自然災害や、SARS や新型インフルエンザといった感染
症が発生し、その都度企業においては危機管理の見直しが議論され、BCP（事業継続計画）をはじ
めとする緊急時の対応体制を構築し危機への備えが進められてきた。しかし今回の新型コロナウイ
ルス感染症によるパンデミックの発生は、その規模と感染拡大の急速な広がり、そして社会に及ぼ
す影響という観点で、想定の上をいくものであったと言える。 

企業の実際の対応としては、事業継続の観点から、サプライチェーンの寸断への対応や緊急事態
宣言やロックダウン下における操業継続といった対応、また一部の業界では急激な需要増に対応す
るための人員強化や追加投資が必要となった。加えて、従業員の安全確保やサプライヤーの事業継
続の支援、顧客の感染予防や安心感の醸成といったステークホルダーに対する対応、さらには影響
の⻑期化や事業環境の抜本的変化に備えた経営戦略の見直しなど、全社的な対応を迫られた。 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業においても、今回のパンデミックは想定の上をいくものであったという声が多く聞
かれたが、従来から BCP・リスクマネジメントに取り組んできていたことで、対策チームの起動な
ど一早くトップレベルで対応が進められ、比較的スムーズな対処ができたと言う声が多く聞かれた。
早い企業では 2020 年 1 月時点で緊急対策チームが立ち上げられ、感染規模の拡大に伴い対応を強
化していった。従業員に対しては、感染予防対策を徹底し、リモートワークを導入にしてデジタル
への移行も早期に進めていった。またサプライチェーンに対しては、大きな影響を受けた購入先や
品目を把握し、代替購入先や代替拠点の確保に取り組むことで、影響は限定的なものにとどまり、
すでに問題は解消しているという声が多く聞かれた。 
 
【【事事例例】】ヤヤママトトホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
大地震など広域大規模災害を想定した事業継続計画（BCP）はあり、また 2009 年の新型インフル
エンザの対応で感染症に対応したマニュアルも策定していたが、今回の COVID-19 については想
定外の規模であり、その範疇では収まらないものであった。コロナ禍においても事業を継続してい
くために、2020 年 1 月下旬〜4 月中旬にかけて、厚生労働省等の専門的な機関にアドバイスをも
らいつつ、ダイヤモンド・プリンセス号や武漢からの帰国者の荷受けでの経験も踏まえて、23 万人
のグループ社員やパートナー企業の社員が安全・安心な環境下で働けるための体制を構築していっ
た。また安全性を高めるための情報交換を業界内ですることもあった。 
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【【事事例例】】富富士士通通株株式式会会社社  
2020 年に、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」
という新しい存在意義（パーパス）と、その実現に向けた全社員の行動規範である「Fujitsu Way」
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型コロナウイルス感染症の拡大の中で、社員とその家族の生命と安全の確保に加え、特にヘルスケ
アや自治体といった COVID-19 拡大防止の最前線の現場に立つお客様の支援に向けて、素早い行
動が実現できたと考えている。 
COVID-19 感染拡大防止に必要な情報の収集を行っている日本の自治体・保健所向けに、感染患者
の接触者の健康状態に関わる情報を収集・共有・管理する健康相談チャットボット「CHORDSHIP
（コードシップ）」 を開発し導入を支援した。2020 年 9 月 1 日現在、全国約 25 の自治体・約 70
の保健所に導入済み。チャットボットは、自社従業員向けに導入していたものを発展・改良したも
ので、支援要請から約 1 週間で第 1 版をリリースした。 
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上を超えるソリューション事例やアイデアが世界各地から寄せられた。集まった提案の中には、す
でにソリューションとして活用されているものに加え、今後アイデアを具現化して将来的な事業化
を図るよう、検討しているものもある。当社は、この活動の継続を通じて、社員の中⻑期的な視点
での社会課題への意識を高めていく。 
 
【【事事例例】】トトヨヨタタ自自動動車車株株式式会会社社  
先が見通せない状況の中ではあったが、2020 年 5 月に、2020 年度の全世界販売台数 800 万台、営
業利益 5000 億円という通期見通しを、業界の「道しるべ」としてあえて発表した。また国内生産
300 万台を死守することも強いメッセージとして発信した。その後 2020 年 11 月に行われた中間
決算では、5 月時点での見通しを大幅に上方修正することができた。2008 年のリーマンショック
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３％を上回るペースで回復した。これは過去 11 年間の取り組みにより、少しずつトヨタが強くな
り、働く人たちが各々、自分自身で考え、自発的に動くことができるようになった結果と捉えてい
る。 
 
【【事事例例】】株株式式会会社社丸丸井井ググルルーーププ  
環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへの取り組みがビジネスと一体となった未来志向の共
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ではなく本業を通じた社会課題解決へ、そして業績の向上から価値の創造へ、である。 
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すでに問題は解消しているという声が多く聞かれた。 
 
【【事事例例】】ヤヤママトトホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
大地震など広域大規模災害を想定した事業継続計画（BCP）はあり、また 2009 年の新型インフル
エンザの対応で感染症に対応したマニュアルも策定していたが、今回の COVID-19 については想
定外の規模であり、その範疇では収まらないものであった。コロナ禍においても事業を継続してい
くために、2020 年 1 月下旬〜4 月中旬にかけて、厚生労働省等の専門的な機関にアドバイスをも
らいつつ、ダイヤモンド・プリンセス号や武漢からの帰国者の荷受けでの経験も踏まえて、23 万人
のグループ社員やパートナー企業の社員が安全・安心な環境下で働けるための体制を構築していっ
た。また安全性を高めるための情報交換を業界内ですることもあった。 
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2020 年 3 月下旬以降は、緊急事態宣言の発令もあり、e コマース関連の荷物量が急増した。4 月は
例年では標準的な荷物量の月だが、繁忙期のような忙しさが急に発生した。年間計画の想定外であ
り、緊急的に人員を手配するなど業務に支障が出ないよう対応した。 
荷物量の増加に対応する配達の委託先として、個人の配送担い手を全国で組織化しており、
COVID-19 の第１波で急増した荷物量に対応する上で有効に機能した。現在も継続的に提携して
おり、こうした外部に委託した際の配達時の品質向上にも取り組んでいる。 
 
【【事事例例】】東東レレ株株式式会会社社  
リスクマネジメントについては全社的なリスク（気候変動、自然災害、法令違反、不祥事など）を
網羅的に洗い出し、各リスク項目の重要度の相対評価を実施した上で重要リスクを特定し優先対応
リスクを決定している。優先対応リスクは 3 年間を 1 期とする PDCA サイクルにて東レグループ
全体でリスク低減活動を推進してきた。 
中でも新型インフルエンザに対する BCP 対策を⻑年積み上げてきたことが活き、COVID-19 感染
拡大という状況下、当社は全社対策をスムーズに立ち上げ、実施することができた。 
今回の COVID-19 に際し社内で感染対応ガイドライン（オフィス版と工場版）を細かく策定し、
国内外の事業所・現場のみならずグローバルに展開している。感染拡大の状況や政府指針などを勘
案しながら、ガイドラインは適宜改訂をしている。 
 

コロナ禍の特徴として、世界同時発生と影響の⻑期化という側面がある。前者に対しては、各国
で異なる感染拡大や政府の対応の状況を踏まえ、グローバルでの危機管理体制として必要な情報は
共有しつつも、対応については現地に判断を委ねるケースが多く見られた。またグループ会社間で
定期的に情報共有を継続し、現場レベルでそれぞれができることを自主的に模索し、連携していく
動きも見られた。⻑期化を見据えた対応としては、各国や地域への影響の実態や予測をアップデー
トし、継続的にグローバルでシナリオプランニングミーティングを開催して認識の共有と追加施策
の検討、戦略の見直しを行っているというケースもあった。 
 また今後に向けた取り組みとして、事業継続のための早期復旧といった観点だけでなく、取引先
の経済的な危機や一時的な人材不足に対する包括的な支援策を迅速に作り上げていくことができ
る対策本部の体制構築の重要性を認識したとの声が聞かれた。また加盟店の経済的な危機や人材不
足に対する包括的な支援を迅速に構築するための体制構築の必要性や、より戦略的なリスクへの対
応としては、全社として発生するリスクを統合的・包括的・戦略的に把握し、適切な対応を取るこ
とで価値の最大化につなげていく全社的リスクマネジメント（ERM）のアプローチの重要性に対す
る認識を新たにしたという声もあった。 
 
【【事事例例】】味味のの素素株株式式会会社社  
2020 年２月には、日本を含む世界 5 カ所に対策本部を設け、国内では人事、法務・コンプライア
ンスなどの部署が安全対策に関する情報を定期的に共有しながら、対策を進めていった。 

 
 

海外については、各国で政府による指示が異なっていたため、日本本社からの指示で統一のオペレ
ーションを行うことはできなかった。基本的には現地対策本部に任せる方針とした。アフリカなど
医療体制が脆弱な地域では、日本人スタッフには引き上げてもらい、現地のスタッフに任せる形に
なった。 
COVID-19 拡大による影響の⻑期化を見据えたリスクマネジメントも必要である。このため、2020
年 5 月から 3 ヵ月間、月 2 回の頻度でシナリオプランニングミーティングを開催した。ミーティン
グでは、各国・地域における諸影響の実態や将来予測をアップデートしながら、COVID-19 との共
存期の⻑期化を見据えた追加施策および事業戦略の見直しについて、経営メンバーと各国・地域責
任者が認識を共有し、対策を検討してきた。 
 
【【事事例例】】フファァミミリリーーママーートト株株式式会会社社  
2019 年から、全社リスクに対して更に迅速かつ的確に対応するために、代表取締役社⻑の諮問機
関としてリスクマネジメント委員会を設置するとともに、年４回 BCP 定例会を開催して緊急時の
対応を定期的に協議するなど強化して取り組んできた。 
しかし、今回の COVID-19 は想定を超える事態であり、新型コロナウイルス対策本部を 2020 年 4
月に設け、加盟店対応や本部社員等の対策を一元的に協議している。特に、加盟店の経済的な危機
や一時的な人材不足に対し、本部としての包括的な支援パッケージをどうスピーディーに作り上げ
ていくかが重要な課題と認識している。 
 
【【事事例例】】株株式式会会社社ブブリリヂヂスストトンン  
過去の感染症の経験を踏まえ、2013 年から感染症のパンデミックに対するリスクマネジメント､ク
ライシスマネジメントに基づく Business Continuity Plan（事業継続計画：BCP）を策定していた。
その BCP システムと今回の新型コロナウイルス感染拡大によるグローバルの状況も踏まえ、2020
年 2 月、従業員の安全衛生管理等をまず最優先で対応した。この BCP 体制があったお陰で、「誰が
責任者であるか（チーフ・リスク・オフィサー）」がクリアになっておりトップへの情報の伝達、
初動対応がスムーズに行え、後手後手の対応にならなかったと感じている。グローバルな生産体制
については日々のサプライチェーンマネジメントの体制が機能したことで、仕組みの有効性が確認
された。一方で、これまでは運営・オペレーションに焦点をあて、想定されるリスクに現場や地域
で対応する危機管理だったが、今後はガバナンスや戦略を含めて全社としてリスクを機会に変えて
いく Enterprise Risk Management（全社的リスクマネジメント：ERM）のアプローチの重要性を認
識している。 
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の検討、戦略の見直しを行っているというケースもあった。 
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③情報開示・ステークホルダーとのコミュニケーション 

未知の感染症の広がりと刻々と変化し拡大する社会への影響に伴い、ステークホルダーの情報ニ
ーズも多様化した。従業員は自身の健康と事業継続への不安が高まり、サプライヤーは自社の事業
継続の観点から今後の事業の見通しに関する情報を必要とし、投資家においては危機への対応力や
課題解決力に関する情報や ESG の S（社会）の領域への関心が高まり、生活者は感染予防や生活
維持のための正しい情報に対するニーズが高まった。コロナ禍において、企業は先の見通しが不確
かな状況下に置かれながらも、そうしたステークホルダーの情報ニーズを踏まえた情報開示・コミ
ュニケーションが求められた。またコミュニケーションの方法も、リモートワークが広がりデジタ
ル化が進む中で、社内での会議や投資家との説明会など対面で行われていたものがオンラインに移
行していった。 
 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業においては、ステークホルダーのニーズに応えた丁寧な情報開示やコミュニケーシ
ョンに取り組む例が多く見られた。従業員に対しては、トップが直接メッセージを発信する機会が
増えたという声が多数あった。リモート化が進む中、動画を積極的に活用することで全世界に迅速
に発信が可能となり、またオンラインでミーティングが行われることで経営層と従業員の対話が増
え、経営方針や事業戦略に対する理解が深まったという声も聞かれた。オンラインへの移行が難し
い職場の従業員が不安を感じないよう配慮して情報提供やコミュニケーションを行った例も見ら
れた。一方で ESG に関する研修など、従業員と直接対話ができなくなったことで、従来の研修体
系の実施方法の見直しに迫られているケースも見られた。 

社外に対しては、従来から取り組んできたオウンドメディア（企業が独自で運営するメディア）
を有効に活用する例が見られた。また正しい情報に対するニーズが高まる中で、自社が保有する衛
生に関する専門的な情報を生活者や行政機関に積極的に提供する例もあった。また一部の企業にお
いては、トップからの従業員向けのメッセージを WEB サイトで一般向けに公表する例も見られた。 

投資家への対応としては、投資家向けの説明会はほとんどがオンラインに移行した。また前年に
はほとんど行われなかった ESG 担当役員へのインタビューが大幅に増加している、以前と比べ国
内の投資家からも ESG に関する本質的な質問やエンゲージメントが急激に増えているという声が
多く聞かれた。さらに先が見通せない状況下においても、通常の四半期報告とは別にロックダウン
期間中の各国での売り上げの速報値を開示したり、年間の業績見通しを多くの企業が見通せないと
する中であえて公表に踏み切ったりと、透明性を高め説明責任を果たすことに積極的に取り組む例
も見られた。また経営とサステナビリティのより統合的な情報開示の重要性を感じているという声
も聞かれた。 
 
 

 
 

【【事事例例】】大大和和ハハウウスス工工業業株株式式会会社社  
新型コロナウイルスによる業績への影響については、投資家に対し、2020 年 5 月に、2020 年 4 月
の状況が同年 9 月頃まで続くという前提条件の下、影響額を公表した。この数字については 2020
年 11 月に上方修正した。 
コロナ禍においてはすべてのステークホルダーの安全を最優先事項と明確に位置付け、対応を実施
した。2020 年 1 月からの 1 年間において新型コロナウイルス関連で 80 通以上の社内通達が発信
された。 
統合報告書 2020 では COVID-19 への対応を時系列で詳細に報告しているほか、CSR 基盤に対す
る影響と対応策についても詳細に開示している。 
 
【【事事例例】】トトヨヨタタ自自動動車車株株式式会会社社  
社外に対して、究極のオウンドメディアとしてトヨタ内部をステークホルダーに見せるというコン
セプトの下、「トヨタイムズ」というメディアを通じて社内のあらゆる動きを発信している。
COVID-19 に関する取り組みについても取り上げている。 
 
【【事事例例】】不不二二製製油油ググルルーーププ本本社社株株式式会会社社  
従業員向けの ESG に関する研修について、COVID-19 で直接対話ができなくなっている。リモー
トで対応しようとしているが、それでは伝わらないところもあり、E-learning など代替案を模索し
ている。一方で COVID-19 以前から、従業員への共感や腹落ちがまだ不十分であり、より丁寧に
部⻑、組合員、新入社員など階層別に働きかけていく必要性を感じている。しかし COVID-19 で
部門研修ができなくなったことで、やり方を見直すことが必要だと考えている。 
 
 ステークホルダーの期待を適切に捉えて経営に反映していくことは CSR に取り組む上での基本
である。調査対象企業では従来から主体的にステークホルダーとの対話に取り組んでいるが、特に
コロナ禍において変化する社会の状況とステークホルダーのニーズを把握すべく更に積極的に対
話に取り組む例も見られた。 
 
【【事事例例】】AANNAA ホホーールルデディィンンググスス株株式式会会社社  
2019 年から 1 年をかけてマテリアリティの⻑期 KPI 設定について、有識者の声を聴きながら議論
を進めてきた。その後 COVID-19 で事業に大きな影響を受け、また人々の意識が大きく変わって
いることから、2020 年 6〜7 月にかけて再度有識者から声を収集し、改めて ANA グループに対す
る期待・要望を把握した。CSR 活動の全ての原点は「対話」であると捉えている。毎年環境・人権・
ESG 投資に関わる有識者とはダイアログを定期的に実施している。そのダイアログには国連機関
や国際機関や NGO・NPO に参加いただいている。航空機を利用した人身売買や野生動植物の違
法取引などの課題については、関係官庁や他社、NGO・NPO 等と協働でワークショップを開催し
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ている。 
 
 

（３）パートナーシップへの影響と対応  

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大による未曽有の危機を前に、サプライヤーや投資家といっ
たステークホルダー側が連帯して共同声明を発するような例が見られている。また、企業自身にお
いても、競合他社との提携や、業界団体での協働連携、セクターを越えたイニシアチブの主導など、
パートナーシップやコレクティブ・アクションの動きが活発になっている。 
 
 

＜調査対象企業の対応＞ 

調査対象企業においても、様々なレベルでのパートナーシップの動きが見られた。競合他社同士
の提携としては、製薬会社で COVID-19 のワクチン開発のために、競合他社と協力して取り組む
ことで互いの強みを生かして開発を加速させる例が見られた。また増加するプラスチック廃棄物の
問題を背景に、容器包装の資源循環システム構築に向け、日用品メーカーが協働で回収の仕組みの
確立や共通利用が可能な品質設計の開発、普及啓発の推進を開始した例もある。他にも BCP の観
点から、大規模災害時に備えて通信企業が物資運搬や災害対応の訓練や啓発に関する相互協力を締
結した。 
 業界全体での協働事例としては、例えば自動車業界では、2020 年 4 月に自動車工業 4 団体が合
同会見30を行い、コロナ禍において自動車産業が取り組むべきこととして、エッセンシャルワーカ
ーのサポート、事業継続による内需の維持への貢献、そして復興の牽引役となるべく準備をしてお
くことをメッセージとして発信した。また 6 月には自動車関連企業の資金調達を支援するための
「助け合いプログラム」を発足31し、日本自動車工業会が金融機関に預け入れる預金を担保として
信用保証を行う事で、迅速な融資の実現を支援に取り組んでいる。 
 セクターを超えた協働の例としては、以前から賃金未払いといった問題が指摘されている日本で
働く外国人労働者の問題に対して、JICA や企業、業界団体、労働組合、NGO、メディア、研究者
が参加する「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム32」が 2020 年 10 月に設立された。弱
い立場にある外国人労働者がコロナ禍の影響を不均衡に受けているという状況があり、またコロナ
禍によって人の移動が停止したことで、外国人労働者が日本の産業を支える存在であることが再認
識され、課題解決に向けた取り組みが加速した。さらに 2020 年 6 月にエレン・マッカーサー財団

 
30 http://release.jama.or.jp/sys/interview/detail.pl?item_id=816 
31 http://release.jama.or.jp/sys/news/detail.pl?item_id=1929 
32 https://jp-mirai.org/en/ 

 
 

が立ち上げたサーキュラーエコノミーを通じたより良い復興（ビルド・バック・ベター）を目指す
イニシアチブ33には、プラスチックやファッション、食、金融の領域での取り組み加速に向け、様々
なグローバル企業や各国政府・自治体、NGO などが賛同を表明している。 
 
【【事事例例】】KKDDDDII 株株式式会会社社  
2020 年 9 月に、日本電信電話（株）（NTT）と当社は、大規模災害時の船舶を相互利用した物資運
搬や、災害対応の訓練・啓発活動における相互協力に関する取り組みを発表した。ビジネスでは競
争環境にありながら、社会課題の解決には協調して取り組みを進めていく方向性を、今後とも堅持
していく。 
 
【【事事例例】】花花王王株株式式会会社社  
1 社でやれることは限りがあり、産学や企業間での共同を展開している。2020 年 5 月 7 日に（株）
花王、北里大学片山和彦教授等、（株）Epsilon Molecular Engineering は、新型コロナウイルスに対
して感染抑制能（中和能）を有する VHH 抗体の取得に成功した。この研究成果は、新型コロナウ
イルス感染症の治療薬や診断薬の開発に繋がることが期待されている。 
また、2020 年 9 月（株）花王とライオン（株）はプラスチック包装容器資源循環型社会の実現に
向けて、フィルム容器のリサイクルに協働して取り組むことが決定した。 
 
【【事事例例】】味味のの素素株株式式会会社社  
COVID-19 で外国人技能実習生についての課題が改めて浮き彫りになったことから、予定してい
た取り組みを前倒し・強化することになった。外部団体が策定した「外国人労働者の責任ある受入
れに関する東京宣言 2020」に賛同表明し、当社の取り組み方針を明らかにするとともに、具体的
な取り組みを協働ですすめていくためにマルチステークホルダーによる「責任ある外国人労働者受
入れプラットフォーム」に参画した。社内手続きを進めるにあたっては、技能実習生問題のメディ
アでの報道が増えた影響で社内理解も進み、円滑に進められた。従来アプローチが十分でなかった
監理団体や送り出し機関に対しても積極的な働きかけをしていく良い機会になってきたと考えて
いる。 
 
 

  

 
33 https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/01/DIGITAL_EMF_Joint_Statement.pdf 
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33 https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/01/DIGITAL_EMF_Joint_Statement.pdf 
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（４）新型コロナウイルス感染症による企業への直接的な影響と対応からの示唆 

瞬く間に世界中に広がった新型コロナウイルス感染症に対し、企業は短期間での対応を迫られた。
COVID-19 による直接的な影響への対応において重要となるのは、迅速な危機管理体制の構築と、
ステークホルダーのニーズを汲み上げ期待に応える施策をスピーディーに打ち出していく経営判断、
そしてそれを実行に移していく上での経営と現場のコミュニケーションと丁寧な情報開示である。 

一方で COVID-19 がもたらす影響は、短期的な影響にとどまらず、デジタルトランスフォーメ
ーションの加速やグリーン・リカバリーの潮流、ESG やサステナビリティに対するステークホルダ
ーの意識の高まりなど、社会の中期的変化の加速にもつながっていく。企業は直接的な影響への対
応を一過性のものに終わらせず、中期的変化を捉えて先取りしながら、変化の波を乗りこなして新
たな事業機会につなげていくために、メガトレンドを踏まえて ESG 課題を経営に統合していくこ
とが求められる。 

 
このような（１）〜（３）で整理した直接的な影響と対応の状況に基づき、今後の方向性として

示唆される事項をまとめると、次の 4 点があげられる。 
 

① 迅速な危機管理体制の構築 

迅速な危機管理体制を構築する上では、BCP を整えていくことが何より重要になる。仮に発生
した危機が想定の上を行くものだったとしても、緊急時の初動態勢が整備されているかどうかで以
降の対応スピードは大きく異なってくる。そして今回の危機で明らかになった課題については、運
用を見直して今後の施策に反映していくことが肝要であるが、同時に想定外の状況に対しては、事
前の計画よりも「観察」と「状況判断」を重視して「意思決定」、「行動」を行う OODA ループ34の
考え方を取り入れていくことも有効である。 

BCP の策定状況については、企業規模によって、あるいは想定する課題に関して、大きな相違が
みられる。その策定については、取引先に対する適切な支援や、業界団体や政府による、特に中小
企業に対する策定支援が期待される。 

また働き方改革や CSR 調達、人権デューディリジェンスや苦情処理メカニズムの構築に取り組
んでおくことは、今回のような危機下におけるスムーズな対応に寄与すると言える。 

一方で COVID-19 の影響は、今後も当分の間、続いていくことが想定されるところであり、危
機が⻑期化・常態化している状況も一部の分野では見られている。企業としては、COVID-19 が収
束した後の体制も考慮しつつ、当面の運営を継続していく必要がある。これは非常に困難な課題で
あると考えられるが、全社的な踏み込んだ取組みを模索していくことが重要である。 

 
34OODA（ウーダ）ループは、「観察（Observe）」「情勢への適応（Orient）」「意思決定（Decide）」「行動
（Act）」の頭文字を取ったもの。戦闘機パイロットの意思決定の過程を一般化したものであり、不確実な状況下
における意思決定と行動のための理論。 

 
 

今後は更に、複数のリスクを比較してコントロールの優先順位をつけ、連携して取り組むことで効
果的・効率的な対応を行う、全社的リスクマネジメント（ERM）のアプローチが重要になってくる。 
 

➁ ステークホルダーニーズの把握と対応 

 ステークホルダーニーズを適切に把握し対応を行なっていく上では、従来から従業員やサプライ
ヤーなどのステークホルダーとの関係性構築にしっかりと投資し、コミュニケーションのチャネル
を持てているか、対話を通じて信頼関係を構築できているかが、非常時における企業の意思決定と
対応の質を大きく左右する。それは即ち、ステークホルダーの期待を適切に捉え、経営にフィード
バックし、意思決定に反映して施策に落とし込む体制を構築することという、CSR の基本的要素で
あると言える。ステークホルダーのニーズを把握した上で、迅速な対応を決断するためには、立ち
戻るための存在意義（パーパス）や企業理念、価値観が明確になっていることも重要である。 
 

③ 経営と現場とのコミュニケーション、社内外への丁寧な情報開示 

 特に危機下において経営としての方向性を現場に伝え実行に移していく上では、動画やオウンド
メディアといったツールを活かし、経営層が自らの声でコミュニケーションを行い従業員に対して
声を届けていくことが重要となる。また不確実な状況下でも、透明性のある形で社内外に対してタ
イムリーに情報発信を行うことはステークホルダーの信頼獲得につながっていく。さらに情報発信
にとどまらず積極的にステークホルダーと対話することで、例えばサプライヤーや地域社会に対す
る支援といった短期的には利益の減少につながるような施策に対して投資家の理解を得るといっ
たような、利害関係が異なるステークホルダー間の期待の調整を行なっていくことも重要である。 
 

④ メガトレンドを踏まえた ESG 課題の経営への統合 

 社会の中期的変化への対応を加速するには、メガトレンドを踏まえて ESG 課題を特定し、経営
の中⻑期の方針やコミットメントに反映させていくことが重要である。特に中⻑期の課題に取り組
む上では、目の前の課題を積み上げていくフォアキャスティングの発想を脱却し、ありたい姿と⻑
期的な社会の要請から紐解くバックキャスティングの発想を起点とすべきである。その上では拠り
所としての企業の存在意義（パーパス）やビジョンが重要となってくる。またトップが本腰を入れ
て動き出すことで、従業員の受け止め方が変わり、社内の変革も一気に加速していくと考えられる。
例えば働き方においては、ビジネスや働き方のデジタルトランスフォーメーションに伴う変化に備
え、コロナ禍を契機と捉えて、トップの旗振りの下、新しい働き方や期待される人材像の提示、人
事システムの改革、採用や育成のあり方の見直しを包括的に進めていくことが期待される。 

中期的変化への対応は、いずれも一朝一夕にいくものではない。しっかりと時間をかけて準備し、
体制を整え、文化と風土を構築していくことが必要となり、そうした対応を普段から進めておくこ
とで、結果的に突発的に生じる影響への対応力も上がっていくと考えられる。  
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第４章． 新型コロナウイルス感染症発生を契機としたこれからの CSR のあり方 

 新型コロナウイルス感染症のようなパンデミックが起きる可能性は、以前から指摘されていたも
のの、現実となってその影響の甚大さが可視化されたことで、企業が成⻑を求めて十分な対応をし
て来なかった足元のリスクの大きさに対する認識を新たにすることとなった。そして今後もまた、
COVID-19 と同様に社会と企業の持続可能性を揺るがすような事象が発生することは十分に想定
される。そして一度危機が発生すれば、同じように、直接的な影響を社会に及ぼすと同時に、社会
の中期的変化を加速させていく。そうした危機は新たな感染症や自然災害のように突発的に発生す
るものもあれば、感染症とも深く関係する気候変動のように、その影響が徐々に社会に及ぶものも
ある。特に首都直下地震や南海トラフ地震といった巨大地震の発生は想定されているところであり、
一度発生すれば壊滅的な被害が生じることが予測されている。また気候変動については、このまま
の経済活動のあり方が続けば、「気候危機」、「気候非常事態」として大きな影響を確実に社会にも
たらすことが想定される。 

こうした危機とその影響に対応していく上では、現在の社会や経済のあり方を抜本的に変えてい
く必要があり、企業にはその変革を主導していくことが、持続的な価値創造の観点からも、経営の
レジリエンス向上の観点からも期待されている。そのためには、今般の企業の COVID-19 への対
応から見えてきた知見を、今後の CSR と経営のあり方に反映していていくことが重要となる。 
 
 今回の調査研究を通じて、従来から CSR や ESG に先進的に取り組み、ステークホルダーと安定
した強固な関係性を構築してきた企業においては、COVID-19 による直接的な影響に対して、柔軟
かつ迅速な対応が行われ、危機への高い対応力を持つことを確認することができたと言える。 

中でも危機を想定した対応体制を整備すること、例えば、危機対応策を予め検討しておき、危機
発生時には手順に基づき対応する BCP 構築のような領域は、どの企業においてもこれまでの経験
を踏まえた備えが有効に作用した様子が見られた。また経営が厳しい状況においても従業員との⻑
期的な関係性を前提に雇用を維持し、復興フェーズを見据えて従業員の能力開発に果敢に投資する
例や、サプライヤーとの共存共栄の精神の下、業界全体として中小企業を支える協働行動を行う例
なども確認できた。こうした特徴はいずれも日本企業の強みとも言える部分である。 
  

一方で今後同様の危機が生じた際に企業が直面すると思われる課題も見えてきた。第一には、こ
れまでの CSR の枠組みやステークホルダーとの関係性を越えた更なる対応の必要性である。特に
危機がもたらす社会の中期的変化の加速も見据えた上で、最適な対応策につなげるためには、これ
までの CSR の担当部門のみでの対応や前提に捉われたステークホルダーへの対応では限界がある
ことが、今回の調査企業の事例から確認できた。その例として、次があげられる。働き方に関して
は、リモートワークの広がりや働き方のデジタル化に対応するための新たな人材像とマネジメント
のあり方の提示が必要になったこと。人権・サプライチェーンに関しては、サプライヤー及びサプ
ライチェーンで働く労働者に対する影響の緩和と危機に強いサプライチェーンの構築が必要にな

 
 

ったこと。環境問題に関しては、リバウンドを防ぎ経済復興と脱炭素社会への移行を両立するグリ
ーン・リカバリーへの対応が必要になったこと。これらの事項は、一例であるが、いずれもこれま
での CSR のあり方を越えた対応が求められるものである。 

また第二に、ESG 課題を経営に統合していく上で、財務と非財務の側面をどうバランスさせて経
営の舵取りを行っていくか、非財務の側面をどのように定量化して評価し経営のプロセスに組み込
んでいくか、より具体的には、社会の環境変化を踏まえて非財務の目標を適切に見直しステークホ
ルダーにコミュニケーションしていくかという課題が挙げられる。今回の調査でも、COVID-19 の
影響により財務が大きく毀損する中で、財務と非財務を両輪でみることの重要性を再確認したとい
う声や、⻑期的な観点である ESG 課題への投資決定に逡巡する例、目標設定や行動計画の策定に
苦慮する例が見られた。また海外で進むステークホルダー資本主義の潮流は、この課題を企業に改
めて突きつけるものであると言える35。 

さらに第三には、未曽有の危機に対応して経営や事業のあり方を変革していく上での、スピード
感と協調行動が必ずしも充分ではなかった点が挙げられる。今回の調査においても、国際的に加速
する変化に対して、国内における感度や対応のスピードが十分ではないという懸念や、業界全体や
政府と一体となって変革を進めていくことの必要性を指摘する声が聞かれた。特に環境やサプライ
チェーンのように企業単体で対応することが難しいグローバルな課題は、官⺠一体での取り組みや、
セクターの垣根を越えた協業など、自社の枠を越えた取り組みが必要とされるものであり、想定を
超えた危機への対応に際してはなおさらそうした対応が求められると言える。 
  
 いつまた新たな危機が発生してもおかしくないという、常態行動（BAU）が通用しない世界にお
いて、企業が持続的な価値創造を続けていく上では、以上のような COVID-19 への対応を試金石
として、従来の考え方から脱却して CSR と経営のあり方をアップデートし、さらには企業のあり
方そのものを再構築していくことが必要である。具体的には以下の点に取り組んでいくことが期待
される。 
 
  

 
35 例えばフランスでは 2019 年に財務的な利益以外の目標達成にも責任を負う「使命を果たす会社」が新たな会社
形態として法律で制定され、コロナ禍の 2020 年に食品大手ダノンが株主からも 99%の賛同を得て第１号となっ
た。同社では定款に ESG の観点を新たに盛り込み、取締役はその目標達成に責任を負い、外部有識者や従業員代
表からなる独立した委員会が取締役会を監督し、株主とその他のステークホルダーに対する価値創造のバランス
に対して指針を示す役割を負っている。また炭素コストを勘案した利益を公表しその場合の配当のあり方につい
て投資家と議論を始めるなど、ステークホルダーとの対話にも取り組んでいる。しかし 2021 年 3 月には、こうし
た施策を推進してきた同社 CEO が⻑期の業績不振への責任を問われ交代する事態となり、財務と非財務の側面を
バランスさせて経営の舵取りを行っていくことの困難さが改めて浮き彫りになったと言える。 
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62475990Y0A800C2EA1000/?unlock=1 
https://www.ft.com/content/668d9544-28db-4ad7-9870-1f6671623ac5 
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https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62475990Y0A800C2EA1000/?unlock=1 
https://www.ft.com/content/668d9544-28db-4ad7-9870-1f6671623ac5 
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図 10︓今後想定される新たな危機に対し持続的な価値創造と経営のレジリエンス向上に必要なこと 

 

 

（１）ステークホルダーとの関係性の抜本的な⾒直し 

 これまでの CSR の枠組みを越えていく上でまず求められるのは、COVID-19 による直接的な影
響とそれによって加速している社会の中期的な変化を踏まえて、ステークホルダーとの関係性を抜
本的に見直していくことである。取り組みを進める上では、企業はステークホルダーと対話し、社
内の関連部門を巻き込んで変革を進めていく必要がある。そのために CSR の担当部門は、社外の
ステークホルダーと関係する社内の主管部門を支援し、経営に適宜フィードバックを行うことによ
り、持続可能性についての全体の最適化に向けた部門間連携を推し進めていくことが期待される。 
 

① 従業員 

企業と従業員の関係性を巡っては、デジタル化が進むことによる物理的な関係性の希薄化やワー
クライフバランスの重視、多様な働き方や副業の広がり、そしてサステナビリティを重要な価値観
とするミレニアル世代・Z 世代の主流化など、様々な変化が起きている。またそうした変化が進む
ことで、労働市場の流動化が進み、非正規雇用の労働者やギグワーカーといった不安定な働き方が
一層広がっていく事態が想定される。企業は雇用の維持や社会の安定といった観点とのバランスも
踏まえつつ、従業員との関係性や労働市場の変化に対応した最適な人事のあり方に向けて変革を進
めていくことが求められる。 
 

 
 

② 顧客 

COVID-19 を機に、「健康」や「環境」を重視する生活者は地域を問わず一層の高まりを見せて
いる。また今後は環境や社会課題への意識が高く、そうした課題に対応する企業姿勢に共感を示す
ミレニアル世代や Z 世代といった若者層が社会の中心となっていく。また、このようなエンドユー
ザーの意識の変化に対応し、企業ユーザーの意識も変わっていくと考えられる。企業がサステナビ
リティ意識とデジタルリテラシーの高い顧客の期待に応えていくことは、サステナビリティとデジ
タルの潮流に対応して経営と事業の変革を進めていく方向性とも合致するものである。また同時に
デジタル化の波から取り残されてしまう可能性のある人々に対しても取り組んでいくことが重要
となる。 
 

③ サプライチェーン 

サプライチェーンにおいては、メガトレンドの潮流によって業界全体が変化を余儀なくされてい
く中で、中小・零細サプライヤーやそこで働く労働者が取り残されてしまう可能性がある。サプラ
イチェーン上で脆弱な立場にあるパートナーやその関連労働者を支援することは、ビジネスと人権
の観点からも企業の責任として捉えられると共に、サプライヤーの変革を積極的に支援していくこ
とで、自社にとっての新たなビジネスパートナーの創出や新たなビジネスのエコシステムを形成す
ることにもつながっていくと考えられる。 
 

④ 地域・コミュニティ 

地域・コミュニティの関係性においては、コロナ禍により、地域社会及び地域の中の社会的弱者
が大きな影響を受けている状態を前に、地域・コミュニティに対して企業がどう対応するべきか、
という問いが突きつけられていると言える。企業はそうした状況に対して、自社の存在意義（パー
パス）や価値観に基づき、ブランドアクティビズムの観点からどのような立場を表明するのか、戦
略的にどのように対応していくのかが問われるようになっている。この領域は、簡単に答が得られ
ない難しいものであるが、そこに果敢に挑戦し取り組む企業は、ステークホルダーの共感や信頼を
獲得し、ロイヤリティの高いファンの獲得やブランド価値の向上につながっていくことが期待され
る。また COVID-19 を経て大都市への集中から地方への分散の流れも起きている中、地方創生を
推し進め、地域の持続可能性を高めていくためにも、地域で事業を展開する企業が積極的に役割を
果たしていくことは重要であると言える。 
 

⑤ 将来世代と環境 

地球環境の変化は、将来世代に対してより顕著な影響を及ぼす。企業は将来世代に対する責任を
認識し、重要なステークホルダーと捉え、地球環境の保全に取り組んでいく必要がある。 

世界に目を向けると、特に気候変動に関し、このままでは地球環境が持たないという危機意識か

第４章． 新型コロナウイルス感染症発生を契機としたこれからのCSRのあり方
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図 10︓今後想定される新たな危機に対し持続的な価値創造と経営のレジリエンス向上に必要なこと 
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ら、環境負荷を実質ゼロにするネットゼロでは不十分であり、さらに一歩踏み込んで環境負荷をマ
イナスにする（＝プラスの価値を生み出す）動きが進んでいる。例えば創業時まで遡った累積の炭
素排出まで含めてゼロにすることを宣言する例や、「リジェネレイティブ」をキーワードに大規模
な自然の再生・修復に取り組む例が出てきている。特に気候変動に対しては欧米を中心に政府や企
業の取り組みが加速し、脱炭素社会への移行のためのトランジション・ファイナンス36の広がりも
見られる中で、日本企業も気候変動への対応は競争上の必要条件として捉え、事業機会として積極
的に取り組んでいくことが求められる。 
 

⑥ 投資家 

投資家・株主の中では、短期的な利益追求から⻑期の時間軸での価値創造を重視する声が近年高
まっている。 COVID-19 を経て、ESG の S（社会）の重要性が増した他、E（環境）についても引
き続き注目されている。こうした中で企業（非投資家）においては、非財務の観点を統合した情報
開示に積極的に取り組み、特に先進的に ESG 投資やインパクト投資に取り組む投資家や株主と対
話を重ねることで、新たな価値創造とステークホルダーとの利益配分のあり方を共に模索していく
ことが重要な課題となる。情報開示と対話にあたっては、議論が途に就いたばかりの非財務情報開
示の国際的な規格共通化37の完成を待たず、自らの存在意義（パーパス）やミッションに照らして
相応しい統合的な開示を目指して取り組んでいくことが望まれる。 

投資家の側においても、これまで以上の経済格差の拡大や地球環境の危機は、社会の不安定化を
拡大して資産の価値毀損リスクを高めるとの認識に立ち、社会と企業の持続可能性を高め、⻑期的
な価値創造を実現するために、新たな投資方針を構築し、企業と対話を重ねていくことが期待され
る。 
 
（２）「存在意義（パーパス）の明確化」と「マテリアリティの不断の⾒直し、経営戦略・ガバナンスへの

組み込み」 

 財務と非財務の側面を統合した経営を目指す上でまず重要なことは、ステークホルダーが抱える
社会課題の解決と自らの価値観を存在意義（パーパス）として明確化し、パーパスをすべての起点
とする存在意義追求型（パーパスドリブン）経営を実現させることである。今日の変化の激しい時
代において、とりわけ COVID-19 による大きな影響を経験している中では、パーパスの設定は、
容易ではないことである。しかし、だからこそ、パーパスの明確化が重要になっていると言える。
企業は何をパーパスとして活動するのか、すなわち、どのステークホルダーに対しどのような価値

 
36 着実な低炭素化に向け、移行段階に必要な技術に対して資金供給するという考え方。 
37 2020 年に世界経済フォーラムからステークホルダー資本主義を測るための 21 のコア指標と 34 の拡張指標が提
唱され、また非財務情報開示のフレームワーク開発をリードしてきた GRI・IIRC・SASB・CDP・CDSB が協働
に向けたステートメントを発表し、IFRS 財団は IASB（国際会計基準審議会）と並列で SSB（国際サステナビリ
ティ基準審議会）設置する提言を行うなど大きな動きが見られた。 

 
 

を提供するのか、が問われている。企業のパーパス策定の過程において、まず経営層で徹底した議
論を行い、加えて社内議論を十分に重ねる中で、従業員一人ひとりが共感して、パーパスを自分ご
ととして行動できるようにしていくことで、足元から社会と自社の共通価値の創造につながる自律
的な動きが生まれるような、変化に強い組織が形成されると考えられる。 
 
 また前項で述べたステークホルダーとの新たな関係性の設定を前提とした上で、留意すべきこと
は、⻑期的な社会の要請と短期的な社会の変化を機敏に捉え、企業価値との関係を真摯に見つめ直
し、経営のマテリアリティを固定的なものとせず、適時見直しを行なっていくことである。COVID-
19 が経営にとって重要な課題に急速に浮上したように、また気候変動に対する認識が 10 年前と現
在では大きく異なるように、課題に対するステークホルダーの認識や自社の価値創造にとっての重
要性は変化するものであり、かつその変化のスピードや複雑性、不確実性は高まってきている。こ
のような認識の下、社会の変化を敏感に察知し見直していく動的なものとしてマテリアリティを捉
えるべきである38。 
 
 この観点に加えるべき重要な課題が、マテリアリティをガバナンス体制に組み込んでいくことで
ある。具体的には、特定したマテリアリティを KPI に落とし込み、経営の評価と報酬体系に組み込
んでいくことが必要となる。また特定したマテリアリティに対しては、単なる考慮要素として捉え
るのではなく、ビジネスモデルを変革して事業戦略に落とし込み、ステークホルダーと協業し、社
会の認識を高めることに取り組むといった、アクティブにコントロールして事業機会へとつなげて
いく発想が必要である。 

その際には時間軸の観点も踏まえて財務と非財務のバランスをどのように取っていくかが問わ
れるところであり、こうした経営のあり方を実現する上では、「企業のサステナビリティ」と「社
会のサステナビリティ」を同期化させ、投資家との対話において前提とする時間軸を⻑期に引き延
ばす「サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）」の考え方39を取り入れていくことが重
要となる。 
 

（３）コレクティブ・アクションの推進と官⺠連携によるインフラ構築 

 社会と企業の持続可能性を脅かすような課題に対しては、社会状況の変化の方向性を不断に探索
しながら、スピード感をもって対応に取り組むことが必要である。特に世界規模で事業を展開する
グローバル企業においては、欧米での議論の潮流と自社の行動とを対比させながら、チェックして
いくことが企業の持続可能性の観点からも不可欠である。 

またこのような課題に関しては、企業単体で解決していくことは非常に困難であり、課題解決に
 

38 国際的な非財務情報開示の統合化の議論の中ではマテリアリティは動的に捉える概念であるとして「ダイナミ
ック・マテリアリティ」のコンセプトが提示されている。 
39 https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828011/20200828011-1.pdf 
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企業は何をパーパスとして活動するのか、すなわち、どのステークホルダーに対しどのような価値

 
36 着実な低炭素化に向け、移行段階に必要な技術に対して資金供給するという考え方。 
37 2020 年に世界経済フォーラムからステークホルダー資本主義を測るための 21 のコア指標と 34 の拡張指標が提
唱され、また非財務情報開示のフレームワーク開発をリードしてきた GRI・IIRC・SASB・CDP・CDSB が協働
に向けたステートメントを発表し、IFRS 財団は IASB（国際会計基準審議会）と並列で SSB（国際サステナビリ
ティ基準審議会）設置する提言を行うなど大きな動きが見られた。 

 
 

を提供するのか、が問われている。企業のパーパス策定の過程において、まず経営層で徹底した議
論を行い、加えて社内議論を十分に重ねる中で、従業員一人ひとりが共感して、パーパスを自分ご
ととして行動できるようにしていくことで、足元から社会と自社の共通価値の創造につながる自律
的な動きが生まれるような、変化に強い組織が形成されると考えられる。 
 
 また前項で述べたステークホルダーとの新たな関係性の設定を前提とした上で、留意すべきこと
は、⻑期的な社会の要請と短期的な社会の変化を機敏に捉え、企業価値との関係を真摯に見つめ直
し、経営のマテリアリティを固定的なものとせず、適時見直しを行なっていくことである。COVID-
19 が経営にとって重要な課題に急速に浮上したように、また気候変動に対する認識が 10 年前と現
在では大きく異なるように、課題に対するステークホルダーの認識や自社の価値創造にとっての重
要性は変化するものであり、かつその変化のスピードや複雑性、不確実性は高まってきている。こ
のような認識の下、社会の変化を敏感に察知し見直していく動的なものとしてマテリアリティを捉
えるべきである38。 
 
 この観点に加えるべき重要な課題が、マテリアリティをガバナンス体制に組み込んでいくことで
ある。具体的には、特定したマテリアリティを KPI に落とし込み、経営の評価と報酬体系に組み込
んでいくことが必要となる。また特定したマテリアリティに対しては、単なる考慮要素として捉え
るのではなく、ビジネスモデルを変革して事業戦略に落とし込み、ステークホルダーと協業し、社
会の認識を高めることに取り組むといった、アクティブにコントロールして事業機会へとつなげて
いく発想が必要である。 

その際には時間軸の観点も踏まえて財務と非財務のバランスをどのように取っていくかが問わ
れるところであり、こうした経営のあり方を実現する上では、「企業のサステナビリティ」と「社
会のサステナビリティ」を同期化させ、投資家との対話において前提とする時間軸を⻑期に引き延
ばす「サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）」の考え方39を取り入れていくことが重
要となる。 
 

（３）コレクティブ・アクションの推進と官⺠連携によるインフラ構築 

 社会と企業の持続可能性を脅かすような課題に対しては、社会状況の変化の方向性を不断に探索
しながら、スピード感をもって対応に取り組むことが必要である。特に世界規模で事業を展開する
グローバル企業においては、欧米での議論の潮流と自社の行動とを対比させながら、チェックして
いくことが企業の持続可能性の観点からも不可欠である。 

またこのような課題に関しては、企業単体で解決していくことは非常に困難であり、課題解決に
 

38 国際的な非財務情報開示の統合化の議論の中ではマテリアリティは動的に捉える概念であるとして「ダイナミ
ック・マテリアリティ」のコンセプトが提示されている。 
39 https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200828011/20200828011-1.pdf 
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向けたインパクトを発揮していく上では、同業種内や異業種間での連携や、さらには政府や NGO
とのセクターの垣根を越えた協業といったコレクティブ・アクションが不可欠となる。またフリー
ライドを防止し、課題解決への企業の積極的な取り組みを後押ししていくためには、公正な競争条
件（レベル・プレイング・フィールド）を整備し、適切な競争と協働のためのインフラを官⺠一体
となって構築していくことが必要である。 

こうした連携や協業を推し進めていく上で重要となるのが、（１）及び（２）で述べたステーク
ホルダーやマテリアリティの捉え方である。ステークホルダーの多様性や関係性のあり方、マテリ
アリティとなる社会課題の対象範囲、また前提とする時間軸を、狭く固定的に捉えるのではなく、
広く大きく、そして⻑期に捉えることで、従来では実現が叶わなかった新たな連携や協働につなが
っていくことが期待される。 
 また、今日のグローバル経済における社会的課題の中には、感染症や環境問題といった国内だけ
で完結しない課題も多いところ、その解決のための国際的枠組みを形成し、また充実させていくた
め、日本政府においては、また企業・関連団体においても、国際的なルール・メイキングに積極的
に参画し、貢献していくことが強く期待されるところである。 
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CSR研究会（令和２年度）開催概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（企業・団体名・役職名は当時） 

第 1 回 2020 年 10 月 19 日（月）15:00～17:00 

① 研究会の趣旨説明 
② 委員による各企業の問題意識についての報告・討議 

第 2 回 2020 年 11 月 16 日（月）15:00～17:00 

① 有識者・専門家等とのディスカッション 
（一社）環境金融研究機構（RIEF）代表理事               藤井 良広氏 
（株）日本総合研究所 理事                             足達 英一郎氏 

EY 新日本有限責任監査法人 Japan CCaSS ﾘｰﾀﾞｰ 気候変動・ 
サステナビリティサービス(CCaSS) プリンシパル            牛島 慶一氏 
(一財）日本民間公益活動連携機構 事務局次長              鈴木 均氏 
NPO 法人日本サステナブル投資フォーラム 会長              荒井 勝氏 

② 経済産業省報告 
    「人権デュー・ディリジェンスを巡る EU の動向」 

経済産業省 通商政策局 欧州課 課長補佐                浅野 義人氏 

第 3 回 2020 年 11 月 30 日（月）15:00～17:00 

① 専門家による講演 
・東京大学 大学院情報学環 准教授                    福地 真美氏 

「資源循環についての近年の状況」   
・真和総合法律事務所 パートナー 弁護士                  高橋 大祐氏 
 「CSR 諸課題に関する新型コロナ発生後の影響と対応」 

第 4 回 2021 年 1 月 25 日（月）15:00～17:00 

① 調査研究報告、CSR 研究会（令和 2 年度）調査研究報告書構成案（事務局） 

第 5 回 2021 年 3 月 1 日（月） 15:00～17:00 

① CSR 研究会（令和 2 年度）調査研究報告書案（事務局） 

第 6 回 2020 年 3 月 29 日（月）15:00～17:00 

① CSR 研究会（令和 2 年度）調査研究報告書最終案（事務局） 
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1.  CSR 研究会報告  専門家・有識者 
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高橋 大祐氏 
真和総合法律事務所 
パートナー 弁護士  

報告日（第 3 回 CSR 研究会）︓2020 年 11 月 30 日（月） 
 
「CSR 諸課題に関する新型コロナ発生後の影響と対応－『ビジネスと人権』の視点を中心に」 
 

１．コロナ危機の人権に対する影響と対応 
【COVID-19 による不確実性の下で、企業の持続可能性制が危機に直⾯】 
・国内外のサプライチェーン上流の中小企業やその労働者、社会的に脆弱なグループの

人々が新型コロナウイルス感染症発生により深刻な影響を受けていることが報告されて
いる。 

 
・レジリエンスを高めるために、企業はステークホルダーとの対話・協働を通じて、ステ

ークホルダーの人権への負の影響の拡大を可能な限り緩和できるよう革新的な工夫や責
任ある行動に努めることが重要な意義を有する。 

 
・企業価値の維持・向上のために、企業はサプライチェーンを通じて人権への負の影響を

評価し、対処する人権デュー・ディリジェンス（人権 DD）を行っていくことが重要で
ある。 

  
・政府の政策に加えて、企業においても人権への負の影響の拡大の緩和のために配慮や不

空が期待されている。 

  
【 COVID-19 による人権への影響に関する調査レポートの概要】 
・ビジネスと人権ロイヤーズネットワークでは、COVID-19 による人権への影響に関する

国内外の情報を整理したレポート「国内外における新型コロナウイルス感染症拡大の人

COVID-19にによよるる不不確確実実性性のの下下でで，，日日本本企企業業
自自体体のの持持続続可可能能性性がが危危機機にに直直面面ししてていいるる。。

COVID-19がもたらす
不確実性

・第2波・第3波到来の危険性
・海外での感染拡大

・市場における需要低迷

・金融市場の不安定化

・格差拡大による社会の分断

・保護主義・権威主義の台頭

企業が直面する

持続可能性の危機

⚡事業の中断・停止
⚡売上・利益の減少
⚡資金繰りの悪化
⚡人財の流出
⚡サプライチェーンの分断

企業活動のサプライチェーンを通じた人権への
負の影響を評価し，対処するという人権デュー・
ディリジェンス（人権DD）の実践が，今こそ企業
価値の維持・向上のために有益である。

• ビビジジネネススとと人人権権にに関関すするる国国連連指指導導原原則則はは，
OOEECCDD多多国国籍籍企企業業行行動動指指針針やIILLOO多多国国籍籍企企
業業宣宣言言と共に，企業に対し，サプライチェー
ンを通じての人権DDを要請。

• 欧米を中心に人人権権DDDDのの法法制制化化のの動動ききも進
んでいる。

• 人権DDの実践は，「「誰誰一一人人取取りり残残ささなないい」」とと
いいううSSDDGGssのの理理念念にも適う。また，EESSGG投投融融
資資，，ココーーポポレレーートトガガババナナンンスス・・ココーードドなどに沿
う取組みにもつながる。
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権への影響と企業活動における対応上の留意点」1を 2020 年 4 月 27 日（第 1 版）に発
行した。レポートでは、特に影響が懸念される 6 つの分野、1.サプライチェーン、2.移
⺠労働者、3.非正規雇用、4.医療従事者、5.子ども・高齢者・女性・障がい者・外国人
等、6.プライバシーについての影響・対応を整理している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 https://www.bhrlawyers.org/covid19 

留意点・工夫 内容

障 害 者

個別のニーズに応じた対応

• 障がい特性に適した情報提供を含む，生活・

就労環境の変化に伴う合理的配慮

• 計画から実施まで当事者の声を反映させる仕

組み

外 国 人

労働者としての側面に加え，

企業活動に影響する点

• 多言語での情報提供の実施

• 特定の人種等に対する差別・偏見の防止及び

外部に対し，これを許容しないことの明確な意

思表示

第１章は，サプライチェーンに関する企業の
留意点・工夫として５つの点を挙げている。

留意点・工夫 内容

（１）新型コロナウイルス感染拡大の
影響を，自社のサプライチェーンの労
働者への影響を含めて，評価し，開
示する

• OECDのDDガイダンスや政策ノートの参照。
• UNDP・ILO・BSR発表の簡易迅速な人権DDツー

ルの活用。

• 自社のサプライヤーが所在する国・地域の政
府における労働者保護措置の確認。ILO・
OECD・Fair Labor Associa�onなどが情報を集積。

（２）移民労働者など脆弱な立場に置
かれている立場のステークホルダー
への影響を特に考慮する

• 第２章以下参照。

（３）サプライヤーや労働者と可能限
りコミュニケーションを図りながら影響
緩和のための方法を模索する

• Fair Labor Associa�onやFair Wear Founda�on
のサプライチェーンに関するガイダンスは，サ
プライヤーへの影響緩和のための様々な選択
肢を提示。

• 経済産業省が要請している下請事業者への
配慮（納期遅れの対応，適切なコスト負担，迅
速・柔軟な支払いの実施，発注の取消・変更
への対応）を，海外のサプライヤーとの関係で
も実施することが有益。内容

（４）サプライチェーンを通じて労働者
などのステークホルダーからの問題
提起・苦情に適切に対応する

• サプライチェーンを通じて労働者等に解雇・休
業・安全衛生の悪化など深刻な影響が生じる
危険性があるがゆえに，問題提起・苦情も増
加する可能性。

• 企業は「対話救済ガイドライン」を参考にしなが
ら苦情処理メカニズムを強化することが重要。

• 現在の危機対応時において迅速に対応するた
めには，「対話救済基本アクション」を参照する
ことが有益。

（５）投資家において，日本企業に対
し，サプライチェーンを通じた対応に
関して，明確なメッセージを出す

• PRIやInterfaith Center for Corporate 
Responsibilityなどの海外での機関投資家の取
組が参考となる。

第２章は，移民労働者に関する企業の
留意点・工夫を挙げている。

留意点・工夫 内容

外国人労働者に関するデューディ

リジェンスの実施

• サプライチェーンを含む自社事業に関わってい

るか，家族も含め影響を受けているか，安全衛

生や生活の糧は確保されているか，その他自社

事業が人権への負の影響に関与していないか

収入が途絶えてしまっている場合

の支援

• 法定の休業補償の支払い，生活支援等ニーズ

に応じた支援の検討

その他の支援 • 健康相談や医療機関受診の補助，行政の生活

支援や相談窓口の紹介

• 支援を実施している労働組合や NGO の紹介

国連機関等のガイダンスの活用 • 雇用の可能な限りの維持，健康・安全衛

生の確保，正確な情報提供，社会保障シ

ステムへの誘導，日本人との平等確保，

ジェンダーへの配慮

• できる限り声やニーズを聴く

第３章は，非正規雇用・ギグワーカー・イン
フォーマル労働者に関する企業の留意
点・工夫を挙げている。

留意点・工夫 内容

非標準的労働者の特性に留意し
たデューディリジェンスの実施

• 生活困窮に落ちいていないか，身を危険に晒し
ながら仕事を継続せざるを得ない状況になった
いないか，その他自社事業が人権への負の影
響に関与していないか

その他の支援 • 安全衛生の確保，生活支援等ニーズに応じた
支援の検討

• 健康相談や医療機関受診の補助，行政の生活
支援や相談窓口の紹介

• 支援を実施している労働組合や NGOの紹介

政府・自治体からの要請，国外に
おける取組の活用

• 雇用の可能な限りの維持，健康・安全衛生の確
保，正確な情報提供，社会保障システムへの誘
導，正規労働者との平等確保，ジェンダーへの
配慮

第４章は，医療従事者に関する企業の
留意点・工夫を挙げている。
留意点・工夫 内容

自社事業 が医療従事者に与え

る影響の分析に基づき，負の影

響の予防・軽減

• 企業規模や特性に応じて可能な限り，増産

体制の確保や事業分野の転換による医療

資材の製造

• 医療従事者へのその他の物的支援

• ヘルスケア事業や IoT/AI 事業，労務管理

ソフト事業等による医療現場の負担軽減の

ための技術的な取組

• 差別や偏見への抗議

• 感謝と敬意の表明

• 医療従事人材育成のための投資

今後の課題 • 過重労働防止のための具体的方策

• 医療従事者のメンタルヘルスケア対策

第５章は，子ども・高齢者・女性・障がい者・
外国人に関する企業の留意点・工夫を挙げ
ている。
留意点・工夫 内容

子ども

労働者への影響が直接的・
間接的に子どもの及ぼす影
響

• 休校措置等による子どもの世話をする労働者
の負担の増加

• 休校装置等や在宅勤務，収入の低下といった
労働者への影響に伴う児童虐待をはじめとす
る権利侵害の可能性

• 児童労働のリスクの変化

高齢者

労働と介護といった側面から
高齢者に及ぼす影響

• 高齢の労働者が負う経済的・健康上のリスク

• 介護サービスが制限されることによる高齢者を
介護する労働者の負担の増加

女性・ジェンダー・性的マイノ
リティ

より先鋭化する既存のジェン
ダーによる差別，女性への暴
力

• 在宅勤務や収入の低下が女性労働者に及ぼ
す影響

• 在宅時間が長くなることによるDVリスクの増加

• 対策の計画から実施まで女性の声を反映させ
る仕組み

• 性的マイノリティが受ける影響

第６章は，デジタル監視技術を活用にお
けるプライバシーの配慮における企業の
留意点・工夫を挙げている。

留意点・工夫 内容

間接的な影響を含め，人権への

影響の評価・対処のための人権

DD の枠組み活用

• 追跡アプリなどのデジタル技術を開発・提

供する企業：自社が提供した技術がどのよ

うに利用されるのかを確認

• 企業が政府に対し，従業員や顧客などの

データを提供する場合；データ保護に関す

る規制を遵守することに加え，当該データ

がどのように利用されるのかを確認

他国・地域の取組参照 • デジタル監視技術に関する官民連携上の

留意点に関する Access Nowの提言の参照

• EUにおける携帯電話追跡アプリに関する

ルールとのギャップ分析
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【コロナ危機後のよりよい社会に向けた⾰新的かつ責任ある企業⾏動に関する基本アクション】 
・また、ビジネスと人権ロイヤーズネットワークでは、「コロナ危機後のよりよい社会に  

向けた革新的かつ責任ある企業行動に関する基本アクション（COVID-19&BHR 基本ア
クション）」2を 2020 年 5 月 29 日に取りまとめた。1.影響評価、2.安全影響の確保、3.
雇用の継続、4.サプライチェーンの対応、5.不安定な労働関係への配慮、6.社会的に脆弱
なグループへの配慮、7.苦情処理・問題解決体制の整備、8.医療従事者及びエッセンシ
ャルワーカーへの支援・配慮、9.プライバシーの配慮、10.パートナーシップの 10 の分
野におけるアクションを提案している。（企業の取組をサポートするためのイニシアテ
ィブであり、企業へ一律に全てのアクションの実施を要請するものではない。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・基本アクション解説では、10 のアクションについて、関連ルール・ガイダンス・ツー

ル、企業その他のステークホルダーにおける取組や提言、留意点などを説明してい
る。 
 

【OECD 政策ノート「COVID-19 and Responsible Business Conduct」BOX2】 
・具体的な取り組みの参考になる資料として、OECD 政策ノート「COVID-19 and 

Responsible Business Conduct」の BOX2 では、レジリエントなサプライチェーンを構
築するための様々な選択肢が挙げられている。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 https://www.bhrlawyers.org/covid-19-bhr 

COVID-19&BHR 基本アクション

1.影響評価 企業を取り巻くステークホルダーへの新型コロナウイルス感染拡大の影響を、自社及びサプ

ライチェーンの労働者への影響を含めて、評価する。

3.雇用の継続 労働者に対し、可能な限り雇用を継続し、休業がやむを得ない場合には法律に則った休業手

当を支給する。雇用の中断・終了その他の不利益処分を検討せざるを得ない場合には、労働

組合や労働者の代表との対話を通じて、可能な限り、労働者への負の影響の緩和に努める

4.サプライチェーン
への対応

可能な限り、サプライヤー企業への影響を緩和するための配慮（納期遅れの対応、適切なコ

スト負担、迅速・柔軟な支払いの実施、発注の取消・変更への対応）を行う。同時に、サプ

ライヤー企業に対して、可能な限り、安全衛生・雇用継続の面で、その労働者への負の影響

を緩和するように働きかける。

5.不安定な労働関係
への配慮 

外国人労働者、非正規雇用、ギグワーカー、インフォーマル労働者など不安定な労働関係に

置かれている労働者が新型コロナウイルス感染拡大における影響を特に受けやすいことに配

慮し、その影響の緩和に努める。 

2.安全衛生の確保  労働者に対し、感染防止及びメンタルヘルス維持の観点から、安全衛生措置を見直し、確保

する。

COVID-19&BHR 基本アクション
6.社会的に脆弱なグ
ループへの配慮

労働者であるか否かに関わらず、子ども・高齢者・女性・障がい者・外国人・性的マイノリ
ティなどの社会的に脆弱な立場におかれるリスクのあるグループは、新型コロナウイルス感
染拡大における影響を特に受けやすいことに配慮し、特にその影響緩和に努め、また差別・
偏見を防止する。

7.苦情処理・問題解
決体制の整備 

サプライチェーンの労働者などのステークホルダーからの問題提起・苦情申立に対し適切に
対応し、救済へのアクセスを確保するために、新たな窓口を設置する又は既存の窓口を強化
する。

8.医療従事者及びエ
ッセンシャルワーカ
ーへの支援・配慮

医療従事者に対して保護具・医療資材その他の物品・サービスを提供するなどの支援を行
い、治療薬、ワクチン、医療機器等の製造にかかる知的財産権の無償開放や人材育成のため
の投資を検討する。医療従事者及びエッセンシャルワーカー（生活必須職従事者）に対する
差別・偏見を防止し、そのための取組を発信する。

9.プライバシーの配
慮 

政府による感染拡大防止のためのデジタル監視技術の活用を技術的に支援し、または情報を
提供する場合は、プライバシーの観点からの検討を行い、プロセスの透明性を確保する。

10.パートナーシッ
プ 

新型コロナウイルス感染症がもたらした危機を克服するために、政府、企業、市民社会その
他のステークホルダーと連携する。政府に対し労働者等の保護措置を要請すると共に、労働
者等に対し政府の保護措置を紹介するなどしてその実施にも協力する。 

OECD政策ノート「COVID-19&RBC」BOX2
１１．．調調達達おおよよびびササスステテナナビビリリテティィ・・チチーームムとと連連携携し，サプライヤーまたはビジネスパー
トナーの脆弱性，特に労使関係および安全衛生の問題に関するサプライヤーの取
組状況を理解する。その情報を利用して，サプライチェーンに対し，企業の危機管
理戦略と継続計画を伝達する。

２２．．重重要要なな供供給給ササイイドドのの混混乱乱にに対対処処すするるにあたり，短期および長期の危機管理計画
に影響を及ぼす可能性のある最も重要なRBC問題に関するサプライヤー評価を中
心に，新規供給元またはサプライヤーのための企業調達，持続可能性または環
境・社会リスク管理チームと緊密に協議の上，迅速な対応サプライヤーDD計画を策
定する。

３３．．需需要要ササイイドドのの混混乱乱にに対対処処すするる際には，取り消された注文や停止された注文が事
業に及ぼす影響(環境的・社会的影響を含む)と危機後の再開能力を評価する。バ
イヤーや政府に調査結果や継続計画を開示し，政府やバイヤーのローン，ドナーの
援助へのアクセス，危機後の信用状や事業再開の保証を要請することなどを含め，
社会経済的影響を緩和するための代替的な解決策やコミットメントを提案する。

４．解雇その他の雇用への影響を伴う短期的な変更を検討するに当たっては，労働
者及びその代表者(適当な場合には，関係政府当局)に対し，合理的な通告を行い，
かつ，実行可能な選択肢又は悪影響を可能な限り緩和する他の措置を検討するた
めにこれらの者と協力する。賃金の資金調達を支援し，解雇や休職を回避するため
に，役員報酬のカットや配当支払の取消し(適切な場合)などの革新的な解決策を検
討する。

OECD政策ノート「COVID-19&RBC」BOX2
５５．．規規模模のの大大ききいい企企業業については，支払い不能や資金繰りの問題に直面している戦
略的ビジネスパートナーのために，サプライチェーンやその他のビジネスパートナー
が融資やその他のプログラムを提供することを検討する。そのようなプログラムの
中に，環境上または社会上のリスク，その他のRBC問題，特に危機の短期的および
長期的影響を管理するために最も適切なものを含める。

６６．．ササププラライイヤヤーーやや取取引引先先ととのの間間でで，，注注文文のの一一時時的的なな中中断断，，取取りり消消しし，，削削減減などを行
うかどうかを検討する際には，融資や緊急支援のパッケージの有無を考慮しながら，
さまざまな緊急時の選択肢の社会経済的影響を評価する。緊急時対応の選択肢に
ついて，可能であれば，国際レベル(例えば国際的な労働組合)の労働者またはそ
の代表と協議し，それぞれの影響を政府に伝える。中止された事業の社会・経済的
効果を緩和するために，ドナー支援やその他の援助を求める。

７７.倒倒産産やや資資金金繰繰りりのの問問題題にに直直面面ししてていいるる企企業業については，様々な選択肢や危機管
理計画の短期的・長期的な社会経済的影響を評価し，債権者や関連する場合には
政府に伝達する。企業は，企業に対する経済的圧力を緩和する可能性のある支
援・救済プログラムを最大限活用するよう努めるべきである。例えば，多くの政府は
臨時的な失業プログラムを実施しており，企業での活動が不足した場合，労働者は
企業に雇用されたまま，賃金の一部に相当する給付を受け取ることができる。その
他の計画には，納税または社会保障の支払いの猶予が含まれる。同様に，商業銀
行，特に政府融資保証プログラムの恩恵を受けている銀行は，融資枠の延長や返
済条件の柔軟性を提示することができる。企業は，このような財政支援措置の利用
可能性を評価し，労働者への影響がどのように緩和されるか(例えば，賃金支払い
の継続，スキルや準備への将来の投資など)を伝える用意があるべきである。
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【「企業における『人間の安全保障』インデックス（CHSI）」プロジェクト】 
・コロナ禍で ESG の S（社会）の部分への関心が高まりを受け、東京大学持続的平和セン

ターでは「企業における『人間の安全保障』インデックス（CHSI）」プロジェクトを実
施している。企業がステークホルダーとの対話、社会的に脆弱な立場の人々への配慮・
支援を通じ、社会的インパクトを創出していく方法や事例を検討するとともに、そのよ
うな取り組みが企業価値を向上する可能性について検証している。また、企業における
S の側面の取り組みをステークホルダーが客観的に評価するための指標として、CHSI
を策定する取り組みを進めている。 

 
 

２２．． コロナ禍でのビジネスと人権に関する国内外の法制度の動向  
【コロナ危機下において，投資家の ESG の「S」に対する注目度の高まり】 
・ ICCR （Interfaith Center on Corporate Responsibility）の「Investor Statement On 

Coronavirus Response（投資家のコロナウイルス対応に関する声明）」では 企業に対
し、新型コロナウイルス感染拡大を通じた労働者への影響を緩和するための５つのアク
ションとして、1.休業手当の支給、2.健康・安全の優先、3.雇用の維持、4.サプライヤ
ー・顧客との関係維持、5.金融面での慎重さを要請した。 

 
・PRI（Principles for Responsible Investment）は「Why and how investors should act on 

human rights」と題する文書を発表し、ビジネスと人権に関する指導原則及び OECD ガ
イドラインをふまえ、機関投資家に対する人権尊重への期待を明確化した。また、 PRI
署名の機関投資家の年次報告に人権項目を組み込むこととした。 

 
【欧州の取組】 
・近年、欧米を中心にサプライチェーンを通じた人権デューディリジェンス（DD）の開示

義務、法的義務化が進んでいる。従来は人権 DD の取組の開示であったが、フランスの注
意義務法採択以降、人権 DD そのものを義務付けるルール化の動きが加速化している。 

 
・背景には、ドイツの NAP（「ビジネスと人権」に関する行動計画）に基づくモニタリン 

グ結果において、企業の自主的な取組の中では十分に人権 DD が進んでいないと政府が
判断した経緯も挙げられる。 
 

・欧州と日本の状況は異なるものの、サプライチェーンを通じた人権 DD が法制度として
義務付けられた場合は日本企業にも大きく影響が生じる。適切な対応を行うためには日
本企業も国際的な動向と影響を把握していく必要がある。 
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【米国の取組】 
・米国では人権分野に関連し輸⼊制限措置、経済制裁措置を強化している。⺠主党政権へ

の交代で、より包括的な対応がなされるか動向が注目されている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【日本の取組】 
・日本の NAP（「ビジネスと人権」に関する行動計画3）においては、第 3 章で企業に対

する期待として、人権 DD のプロセス、ステークホルダーとの対話、苦情処理の仕組み
の整備が明確化されている。コロナ危機の人権への影響とその対応に関しては、第 1 章
において NAP 策定の必要性についての記述の中で一部反映されている。 

 
 
  

 
3 https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_008862.html 

近年，欧米を中心に，サプライチェーンを通じたDDを開
示義務，さらには法的義務に引き上げるというルール
化が進みつつある。

規規制制 時時期期 規規制制分分野野 規規制制内内容容
EU・・RoHS指指令令 2003年採択・

2011年改正
有害化学物質 輸入禁止

EU・・REACH規規則則 2006年採択 化学物質 認可・登録制度
米米国国・・レレイイシシーー法法 2008年改正 違法伐採林 DD義務・輸入禁止
EU・・木木材材規規則則 2010年採択 違法伐採林 DD義務・輸入禁止
米米国国・・紛紛争争鉱鉱物物規規制制 2010年採択 紛争鉱物 DD・開示義務
米米国国カカリリフフォォルルニニアア州州・・ササププラライイ
チチェェーーンン透透明明化化法法

2010年採択 強制労働 開示義務

EU・・非非財財務務情情報報開開示示指指令令 2014年採択 環境・労働・腐敗
防止・人権

開示義務

英英国国・・現現代代奴奴隷隷法法 2015年採択 強制労働 開示義務
米米国国・・貿貿易易円円滑滑化化貿貿易易執執行行法法 2016年採択 強制労働・児童

労働
輸入禁止

フフラランンスス・・注注意意義義務務法法 2017年採択 人権・環境 DD義務
EU・・紛紛争争鉱鉱物物規規則則 2017年採択 紛争鉱物 DD・開示義務
オオーースストトララリリアア・・現現代代奴奴隷隷法法 2018年採択 強制労働 開示義務
オオラランンダダ・・児児童童労労働働DD法法 2019年採択 児童労働 DD・開示義務

コロナ危機下において，欧州では，DDの義務付
けに関する議論が加速化している。

時時期期 動動向向

２０２０年 ４月 欧州委員会の司法担当委員は，企業に対しサプライチェーンを通
じた人権・環境DDの実施を義務付ける法案を２０２１年までに提出
する予定があることを発表

２０２０年６月 欧州議会人権小委員会は，「Human Rights Due Diligence 
Legislation - Options for the EU」と題する2つの専門家のブリー
フィングを公表（①人権DDの実体法上の要素，②人権DD法の監
督・執行・救済手続）。

２０２０年６月 国連ビジネスと人権作用部会が，人権DD法案に関するIssue 
Paper（論点整理）を発表。

２０２０年９月 欧州議会で，指令案の草稿が付された提言書が発表。

ドイツでは， に基づくモニタリングの結果，労働社会省と経済開発協力省が，人
権 の義務付けが不可欠と判断し，２０２０年６月，先行して人権・環境 を義務付
ける法案の概要を発表。

米国は，近年，人権分野に関連した輸入制限訴
措置・経済制裁措置を強化しており，日本企業
にも対応が求められている。
 輸入制限措置

 ２０１６年 貿易円滑化貿易執行法（TFTEA）に基づき，関税法を改正し
，強制労働によって生産された製品の米国への輸入制限措置を規定

 ２０１７年 米国敵対国制裁強化法（CAATSA）を採択。北朝鮮労働者
が生産した製品を強制労働によって生産されたものと推定。

 経済制裁措置
 ２０１６年 グローバルマグニツキー法を採択し，人権侵害・腐敗に関与
した個人・団体に対する制裁措置を規定。

 ２０１７年 大統領令第13818号を発行し，財務省OFACがグローバルマ
グニツキー制裁プログラムを開始し，人権侵害・腐敗に関与した個人・
団体を次制裁リストに指定。

 北朝鮮労働者のサプライチェーンからの排除
 ２０１８年 米国政府は，「北朝鮮とのサプライチェーンのつながりがある
事業のリスク」と題するアドバイザリーを発行。

米国は，近年，中国新疆ウイグル自治区での強
制労働・人権侵害に関する懸念等をふまえ，規
制を強化している。
時時期期 動動向向

2020年7月 米国政府は，アドバイザリー「Xinjiang Supply Chain Business Advisory」を発
行。同アドバイザリーでは，企業に対して，サプライチェーン上での強制労働・人
権侵害の有無に関するDDを要請。

2020年7月 財務省OFACは，ウイグル自治区での少数民族に対する深刻な人権侵害に関
与したとして，グローバルマグニツキー制裁プログラムに基づき，中国政府関係
者を制裁リストに指定。

2020年7月 商務省BISは，ウイグル自治区での人権侵害に関与したとして，１１の中国企業
をEntity Listに指定し，輸出を制限。

2020年9月 国土安全保障省CBPは，関税法に基づき，強制労働に基づき生産されたものと
して，４つのウイグル地区における特定の企業・地域で生産された製品に対する
輸入制限を実施。

2020年9月 9月，米国下院は，「Uighur Forced Labor Prevention Act」（ウイグルで製造さ
れた商品に関して強制労働によって生産された商品とみなし輸入を原則禁止）
と「Uyghur Forced Labor Disclosure Act」（米国上場企業に対してウイグル地
区での活動に関して開示を要求）を賛成大多数で採択。

日本政府も，２０２０年１０月，ビジネスと人権に関
する行動計画を発表した。

優先分野
を特定（第
１章）

①政府，政府関連機関及び地方公共団体の理解促進と意識向
上，③企業の理解促進と意識向上，③社会全体理解促進と意識
向上，④国内外のサプライチェーンにおける企業の人権尊重を
促進する仕組みの整備，⑤救済メカニズムの整備及び改善

重点事項

に関する
施策を規
定（第２
章）

①公共調達，②開発協力・開発金融，③経済連携協定，④人権
教育・啓発，⑤国内外のサプライチェーンにおける取組，⑥人権
デュー・ディリジェンスの促進，⑦中小企業の支援，⑧司法的救
済，⑨非司法的救済，⑩労働⑪児童の権利の保護・促進，⑫新
しい技術の発展に伴う人権，⑬消費者の権利・役割，⑭法の下
の平等（障害者，女性，LGBT，外国人等）

企業に対
する期待
を明確化
（第3章）

①人権デュー・ディリジェンスのプロセスを導入すること

②サプライチェーンにおけるものを含むステークホルダーとの対
話を行うこと

③日本企業が効果的な苦情処理の仕組みを通じて，問題解決
を図ること

コロナ危機の人権への影響とその対応に関して
は，NAP策定の必要性を記述する中で一部反映
されている。
 NAP第1章１（９）
 現在，新型コロナウイルス感染症は，国境を越えて広がり，この流行
により引き起こされた経済・社会の混乱は，世界のいたるところで人
権に影響を与え，特に，社会において最も脆弱な人々に打撃を与え
ている。・・・

 「ビジネスと人権」の分野では，国連「ビジネスと人権」作業部会がそ
の声明の中で，新型コロナウイルス感染症の文脈においても「指導
原則」が適用されると指摘・・・

 新型コロナウイルス感染症の流行を受けて，ＯＥＣＤ及びＩＬＯは，
新型コロナウイルス感染症により，労働条件に関するサプライチェー
ン及び会社運営における脆弱性が浮き彫りにされた旨指摘・・・

 国際社会の動きも踏まえ，政府として，人間の安全保障の理念に基
づき，ＳＤＧs実現に向けた取組をより一層推進すべく，「指導原則」
を履行し，責任ある企業活動の確保に向け，行動計画を着実に実
施していく必要性がこれまで以上にある

68



 

 

３３．． 環境ディーディリジェンス（DD）の意義と実践  
・コロナ禍におけるグリーン・リカバリー、気候変動危機への対応が問われる中で、欧州

では人権だけでなく環境においてもサプライチェーンにおける DD が重要と言われてき
ている。 

 
・環境 DD は従来の環境管理の取組と関連する部分も多く、既存の取組に加えてバリュー 

チェーンのマネジメントや、ステークホルダーエンゲージメント、苦情処理対応などを
実施することで日本企業がリードできる部分もあるのではないか。日本においては、環
境省より「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス⼊門 〜OECD ガイ
ダンスを参考に〜」4が 2020 年 8 月 4 日に公表された。 
OECD でも日本企業の環境デュー・ディリジェンスに関するケース・スタディを実施し
ており、当職がコンサルタントとして担当させていただいている。日本企業は、OECD
ガイダンスとの照合を通じて、自社の取組の現状を把握することが有益である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 https://www.env.go.jp/press/108293.html 

環境DDの国際規範における位置付け
 指導原則（2011年）

 企業に対し、人権尊重責任を果たすために、人権DDの実施を要請（原則１５～２４）。
 企業が尊重すべき国際的に認められた人権（原則１１・１２）には、地域住民の人権も含
まれており、その負の影響には環境破壊による被害も含まれ得る。

 OECD多国籍企業行動指針（2011年改訂）
 OECD指針は、企業に対し、責任ある企業行動のために、企業活動の負の影響に関するDDを
実施することを勧告（第２章一般方針A第10段落参照）。

 OECD指針は、第６章に環境に関する独立した章を設け、企業に対して適切な環境管理を実
施することを求めているところ、上記DDに関する勧告は企業活動の環境への負の影響を含
めて広く適用（第２章一般方針に関する注釈14参照）。

 OECD「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」（2018年）
 DDガイダンスは、DDの対象項目である課題に環境が含まれることを明確化（日本語版10
頁）

 SDGs（2015年）
 指導原則に基づく企業の対応は、SDGsの実施にあたっても企業が果たすべき基本的責任と
して位置付けられている（「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」67段落） 。

環境DDに関連するサプライチェーン規制の導入
EUにおいては、従前より、RoHS指令（2003年採択）やREACH規則（2006年採
択）などサプライチェーンを通じて化学物質管理を管理するルールが存在。

規制 内容
米国レイシー法
（2008年改正）

違法伐採林の輸入を禁止すると共に、輸入業者に違法伐採林の有
無に関する注意義務を課すもの

EU木材規制（2010
年採択）

違法伐採林の輸入を禁止すると共に、輸入業者に違法伐採林の有
無に関するDDを行う義務を課すもの

米国紛争鉱物規制
（2010年採択）

米国上場企業に対し、DRC諸国において環境破壊が懸念される紛争
鉱物の有無に関して調査を実施し、開示をする義務を課すもの

EU非財務情報開示
指令（2014年採
択）

EUの従業員500名超の上場企業・金融機関に対し、サプライチェー
ン等を含めた環境・労働・贈収賄・人権に関するDDの状況に関す
る開示義務を課すもの

フランス注意義務法
（2017年採択）

フランスの大企業に対し、その事業・子会社・サプライヤーを通
じた人権・環境DDを課すもの

EU紛争鉱物規制
（2017年採択）

輸入業者に対し、紛争地域における紛争鉱物のリスクに関してDD
を行う義務を課すもの

サステナブルファイナンス規制における
環境DDの組み込み
 2019年 気候変動に関する非財務情報開示指令ガイドライン付属書を発表

 非財務情報開示指令における気候変動関連情報の開示方法を明確化
 TCFD提言書は気候変動が企業に対し及ぼすリスク（財務マテリアリティ）の開
示のみを対象とするのに対し、このEUのガイドラインは企業活動の気候変動に
対する負の影響のリスク（環境社会マテリアリティ）の開示も対象←DDの概念
に整合

 2019年 EUサステナブルファイナンス規則採択
 機関投資家も一定の場合にサステナビリティリスクの管理状況を開示すること
を義務付け。サステナビリティに対する負の影響を評価する場合にDD方針の開
示を要求

 2020年 タクソノミー規則採択
 ６つの環境分野でのサステナブル投資の対象を類型化：①気候変動の緩和、②
気候変動への適応、③水・海洋資源、④循環型経済への移行、⑤汚染の予防と
管理、⑥生物多様性

EUにおけるDD法規制をめぐる動向
 EU全体

 2020年4月、欧州委員会司法担当委員が、人権・環境DDを義務付ける法案を提出する予
定があることを発表。

 2020年9月、欧州議会で、指令案草稿が付された欧州委員会に対する提言書が発表。
 ‘environmental risk’ means any potential or actual adverse impact that may 

impair the right to a healthy environment, whether temporarily or permanently, 
and of whatever magnitude, duration or frequency. These include, but are not 
limited to, adverse impacts on the climate, the sustainable use of natural 
resources, and biodiversity and ecosystems. These risks include climate change, 
air and water pollution, deforestation, loss in biodiversity, and greenhouse 
emissions.

指令案前文19段落：上記環境リスクのリストはタクソノミー規則との一貫性を確保
 ドイツ

 2019年8月 ドイツ連邦環境省が、「Responsibility towards society and the 
environment: businesses and their due diligence obligations」と題する研究プロ
ジェクトのバックグラウンドペーパーを公表。

 2020年6月 ドイツ労働社会省と経済開発協力省は、NAPモニタリングの結果をふまえ、
人権DDの義務付けが不可欠と判断し、人権・環境DDを義務付ける法案の概要を発表。
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以上 
 
※図表出所：2020 年 11 月 30 日（月）第 3 回 CSR 研究会 高橋大祐氏ご報告資料 

気候変動と人権をめぐる紛争
 オランダ最高裁判所判決

 2019年12月、オランダ最高裁判所は、NGOの政府に対する訴訟において、
気候変動が人権侵害を生じさせ得ることを根拠として、排出削減目標の
引き上げを認める判決を下した。

 OECDのNCPへの問題提起
 オランダでは、環境NGOがING銀行の気候変動対応に関してOECD指針の
不遵守があるとしてNCPに問題提起を行い、その結果、ING銀行は対策
強化に応じた。

 オランダNCPは、2019年4月に、最終報告書を発表し、OECD指針がサプ
ライチェーン等を通じたDDを要請していることを指摘。

 国家人権委員会における調査
 フィリピンでは、2013年の巨大台風など異常気象災害の被災者や現地の
環境団体などが、化石燃料関連企業の大手47社を相手方として、国家人
権委員会に対し、人権侵害に関する調査を申し立てた。人権委員会は、
2019年12月、これらの企業が地球温暖化を加速化し、人権を侵害した法
的責任を問われる可能性があるという見解を発表。

OECD・DDガイダンスをふまえた環境DDのステップ
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福地 真美氏 
東京大学  
大学院情報学環 准教授  
 

報告日（第 3 回 CSR 研究会）︓2020 年 11 月 30 日（月） 
 
「資源循環についての近年の状況〜循環経済の推進〜」 
 
１．これまでの資源循環の取組 
・日本の廃棄物・リサイクル制度の全体像としては基本法である「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」、基本的な枠組み法の「循環型社会形成推進基本法」、事業者の 3R（リデュー
ス・リユース・リサイクル）に関する取組を促進する「資源有効利用促進法」が整備され
ている。さらに、問題化している個別物品に対する法制度として、家電や自動車、容器包
装などの個別リサイクル法が整備されている。 

 
・90 年代には、最終処分場の残余年数が、相当逼迫していた。これに対応するための廃棄
物・リサイクルに係る各種法制度の整備や事業者の取り組み等により、最終処分場に埋め
立てられる最終処分量は 90 年代をピークに減少傾向にあり、再生利用率や循環利用率も
増加している。 

 
 
２．グローバルな経済社会の変化 
循環経済を取り巻く、近年のグローバルな経済社会の状況変化は以下の４点に整理できる。  
 

・まず、世界的な⼈⼝増加・経済成⻑に伴う消費拡⼤と将来的な資源制約のリスクがあげら 
れる。世界的な⼈⼝増加・経済成⻑により資源採掘量が増加しており、将来的に資源価格 
の高騰や、クリティカルメタルの安定確保が困難となることも予想される。 

 

課題の大きな物品等については個別リサイクル法を整備。基本的枠組みとし
ての循環型社会形成推進基本法や、３Ｒ全般の取組を促進する資源有
効利用促進法も整備。

3

資源有効利用促進法（H13 全面改正施行） パソコンを含む
10業種69製品を指定

製造業者による自主回収・リサイクルシステムの構築等を規定

３Ｒ全般に
わたる計画的
取組の促進

循環型社会形成推進基本法（Ｈ13 施行 Ｈ24 改正）

循環型社会形成推進基本計画
（H30.6 改定）

基本的
枠組み法 ①発生抑制（リデュース）

②再使用（リユース）
③再生利用（リサイクル）
④熱回収（サーマルリカバリ）
⑤適正処分

廃棄物の
適正処理 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（S46 施行 H29 改正）

容器包装
リサイクル法

（H12 施行
H18 改正）

家電
リサイクル法
（H13 施行）

自動車
リサイクル法
（H17 施行）

食品
リサイクル法

（H13 施行
H19 改正）

建設資材
リサイクル法
（H14 施行）

ビン、ペットボトル、
紙製・プラスチック製

容器包装等

冷蔵庫・冷凍庫、
エアコン、テレビ、
洗濯機・乾燥機

食品残さ自動車 木材、コンクリート、
アスファルト

製造・流通事業者
の費用負担

排出者（消費者）
の費用負担

排出者（事業者）
の費用負担

問題化している
個別物品に

対する法制度

家庭ゴミの６割を
占める容器包装対策 大型廃棄物・ゴミ対策 その他大型・大量廃棄物対策

認定事業者に
対する廃掃法の

特例措置

小型家電に含まれる
有用金属の有効利用

小型家電

小型家電
リサイクル法
（H25 施行）

基本原則

廃棄物対策・リサイクル制度の全体像

（出所）経済産業省資料をもとに作成、以下特記がある場合をのぞき同様。
（出典） 環境省「環境統計」などをもとにMURC作成

廃棄物・リサイクルに係る各種法制度の整備により、最終処分量は減少、
再生利用率や循環利用率は増加。

清掃法（1954）

生活環境施設整備緊
急措置法（1963）
※焼却施設導入促進

廃棄物処理法（1970）

家電リサイクル
法（1998）

資源有効利用
促進法（2001）
循環型社会形
成推進基本法
（2001）

自動車リサイク
ル法（2002）

小型家電リサイ
クル法（2013）

容器包装リサイ
クル法（1995）

廃棄物処理法改
正（1991）

※マニフェスト導入、
罰則強化等
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我我がが国国のの最最終終処処分分量量、、循循環環利利用用率率、、再再資資源源化化率率のの推推移移

現行の廃棄物・リサイクル制度の成果

最終処分量、循環利用率、再生利用率の推移
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・ 次に、新興国の経済発展に伴う廃棄物量増加が見込まれているが、それに伴う適正な廃
棄物処理システムが構築されていないことである。さらに、アジア諸国における廃棄物
輸入規制の導入といった状況に対し、グローバルな廃棄物処理システムが機能不全に陥
っており、国内処理システムへも影響を及ぼしている。 

 
・さらに、地球温暖化や海洋プラスチックごみ問題等、地球規模の環境問題の深刻化にあわ 

せ、国際的な環境配慮要請が高まっていることがある。 
 
・ また、ESG 投資の拡⼤と、デジタル技術の発展もあげられる。E（環境）として、気候

変動の問題のみならず、最近はサーキュラー・エコノミーを対象とした金融商品が導入
されるなど、資源循環についても投資分野で注目されている。デジタル技術の発展に伴
い、資源循環に関連の深いプラットフォーム型のビジネスやシェアリングなど循環型の
サービスも拡⼤している。 

 
３．循環経済ビジョン 
・このようなグローバルな経済社会の変化を踏まえ、あらゆる段階で資源の効率的・循環的

な利用を図りつつ、付加価値の最⼤化を図る循環経済を推進する動きが高まりつつある。 
 
・マルチの場では、国際連合では、資源効率を高め、経済活動と資源消費・環境影響とのデ

カップリングを提唱しており、G7・G20 においても資源効率性を高めるための政策対話
を継続的に行っているといった動きがある。 

 
・さらに、欧州委員会は循環経済への移行を進める為の各種政策を打ち出している。2015

年にサーキュラー・エコノミーパッケージ、2020 年 3 月にはサーキュラー・エコノミー・
アクション・プランを発表。これらは、今後日本企業のビジネスにも様々な影響が出てく
ることも想定される。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

循環経済とは
 線形経済:大量生産・大量消費・大量廃棄の一方通行※の経済

※調達、生産、消費、廃棄といった流れが一方向の経済システム（’take-make-consume-throw away’ pattern）

 循環経済:あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を図る経済

素材加工 利用

組立

収集

再製造2.0

廃棄物

ディストリ
ビューション

シェア / PaaS再販売 / 再利用
/ リファービッシュ

別ループ

マテリアルリサイクル &  
サーマルリサイクル

リサイクル材、
副産物

製品
設計

新たな目的
での再利用 別ループ

循環資源
サプライヤー

コンポーネント製
造

メンテナンス

クローズドループ・
リサイクル

（モノのサービス化）

バージン素材

凡例: 従来の資
源の流れ

CEでの資
源の流れ

国際連合（国連環境計画 国際資源パネル）
 持続可能な発展に向け、資源効率性を高め、経済活動と資源消費・環境影響
とのデカップリング（切り離し）を行う必要性を提唱

G7、G20
 G7エルマウサミット（2015年）、G20ハンブルクサミット（2017年）以降、
資源効率性に係る政策対話が継続。

 G20大阪サミット（2019年）では、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050年までにゼロにまで削減するこ
とを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を共有。

循環経済に関する国際的な動向
デカップリング（UNEP-IRP）

１）行動計画(Action Plan)
 海洋プラスチックごみの大幅削減
 エコデザイン指令作業計画
 二次資源の品質基準の開発 等
２）廃棄物法令の改正案
2030年の目標を設定
 一般廃棄物の65%、包装廃棄物の
75%を再使用またはリサイクル

 一般廃棄物の埋立量を10%に削減
３）優先分野
プラスチック、食品廃棄物、希少原
料、建設・解体、バイオマス
４）経済効果
欧州企業で6,000億ユーロの節約、
58万人の雇用創出

ＣＥパッケージ（2015年） EUプラスチック戦略（2018年）

特定プラスチック製品の環境影響減少に
関する指令（2019年）

 2030年までに全てのプラ容器包装
をコスト効果的にリユース・リサイ
クル可能とする

 企業による再生材利用のプレッジ・
キャンペーン

 再生プラスチックの品質基準の設定
 使い捨てプラスチックに対する法的
対応のスコープを決定する 等

エコデザイン指令（順次改正）

 使い捨てプラスチック製品の使用禁止
 PETボトルへの再生材利用目標 等

１）持続可能な製品政策枠組み
 エコデザイン指令の対象拡充（非
エネルギー関連製品・サービス）

 「持続可能性原則」の策定（耐久
性・再使用可能性・アップグレー
ド性・修理可能性、再生材利用な
どを位置づけ）

 製品情報のデジタル化／データ
ベース構築

 早期陳腐化の防止／修理を受ける
権利の担保 等

２）重点分野
①電子機器・ICT機器、②バッテ
リー・車両、③包装、④プラスチッ
ク、⑤繊維、⑥建設・ビル、⑦食
品・水・栄養

ＣＥアクションプラン（2020年）

欧州（ＥＵ）の主要な取組

 エネルギー関連製品（家電等）を対象に循環性要件も追加
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・経済産業省は、これらのグローバルな環境変   
化を踏まえ、新しい資源循環・循環経済の方  
向性を示すべく、2020 年 5 月に「循環経済ビ 
ジョン 2020」を公表。 
 

・当該ビジョンでは、事業ライフサイクルのあら 
ゆる段階で、資源の効率的・循環的な利用を図り 
ながら、最⼤限の付加価値を生み出すこと、つま  
り、従来の線形経済モデルの中で３R を進めてい 
く取組から脱却し、今後の中⻑期的な成⻑を見据えた成⻑戦略として循環経済への転換 
を実現することの重要性を述べている。 

 
・ビジョンでは、モノやサービス全体のビジネスモデル設計をする動脈産業におけるビジネ

スモデルの転換が強く求められていること、このため、ソフトローを活用しながら、ビジ
ネスモデル転換の後押しをするとともに、リサイクル等静脈産業と動脈産業の連携や投
資家など関係主体の役割・機能強化のための環境整備を進める方向とされている。更に、
市場・社会から適正に評価されるための投資ガイダンスの必要性についても述べている
（後述）。 

 
・また、レジリエントな循環システムの構築のために既存の製品規格・JIS・規制基準など

制度のアップデート、国際的な廃棄物管理システムの再構築や途上国のシステム向上に
貢献していく方向についても打ち出されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．プラスチック資源循環 

近年関心が高まっているプラスチック資源循環について補足する。 
 
・海洋プラスチックごみ問題について、地球規模の問題として関心が高まっているところで

ある。例えば、2050 年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を超過すると

10

循環経済への転換の必要性～循環経済ビジョン２０２０～
 世界的な人口増加・経済成⾧に伴い、資源・エネルギー・食料需要の増大、廃棄物量の増加、温暖化・海洋プ

ラスチックをはじめとする環境問題の深刻化はティッピングポイントを迎えつつあり、大量生産・大量消費・大量廃
棄型の線形経済モデルは、世界経済全体として早晩立ち行かなくなる畏れ。

 短期的利益と物質的な豊かさの拡大を追求する成⾧モデルから脱却し、あらゆる経済活動において資源投入
量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じ付加価値の最大化を図る循環型の
経済社会活動（循環経済）により、中⾧期的に筋肉質な成⾧を目指す必要。

 循環経済への移行の鍵は、デジタル技術の発展と市場・社会からの環境配慮要請の高まり。これを新たなドラ
イバーに、循環型の経済活動へと転換を図ることで、地球環境の保全に貢献しつつ、我が国産業の中⾧期的な
競争力の強化につなげることを目指す（環境と成⾧の好循環） 。

1999年循環経済ビジョン 循環経済ビジョン2020

＜背景＞
○最終処分場の逼迫
○資源制約 ○地球環境問題の顕在化

＜ポイント＞
○１R（リサイクル）⇒３R（リデュース、リユース、リ

サイクル）の総合的な推進への転換

＜成果＞
○各種リサイクル法を通じた廃棄物量の削減、リサイ

クル率の向上（世界トップランナーの３Ｒ）
※処分場残余年数: 一般廃棄物 8.5年⇒ 21.8年

（1999⇒2017） 産業廃棄物 3年⇒ 17年
※循環利用率:15.4%(2016) cf.欧州11.7%(2017)

経済・社会状況の変化
① 世界的人口増加と経済拡大
② 資源の安定供給リスクの増大
③ 廃棄物排出量の増大と資源

循環のグローバルチェーンの変
化

④ 環境問題の深刻化と環境配
慮要請の高まり

⑤ ESG投資の拡大
⑥ デジタル技術の発展と新しいビ

ジネスモデルの台頭

＜背景＞
○線形経済モデルの限界
○デジタル技術の発展、Society5.0への転換
○市場・社会からの環境配慮要請の高まり

＜ポイント＞
○環境活動としての３R⇒経済活動としての循環

経済への転換
○グローバルな市場に循環型の製品・ビジネスを展

開していくことを目的に、経営戦略・事業戦略と
しての企業の自主的な取組を促進
（規制的手法は最小限に、ソフトローを活用）

○中⾧期的にレジリエントな循環システムの再構築

消費者:循環経済システムの構成員
としての行動
• 環境負荷の低い製品の率先購入
• 廃棄物等の排出の極小化など消費
行動・ライフスタイルの転換

静脈産業:リサイクル産業からリソーシング産業へ
• 多様な使用済製品の広域回収
• 自動選別技術等を活用した高品質な再生材の安定供給

動脈産業:循環性をデザインし、リサイク
ルまでリードする循環産業へ
• イノベーションや「すり合わせ」による
環境配慮設計を通じた新たな市場の創出

• リース・シェアリング・サブスクリプ
ション等を通じた製品所有権を維持した
形での流通・回収

• 使用済製品の自主回収や静脈産業と連携
したリサイクルルートの確立

動脈産業

静脈産業

循環性の高いビジネスモデルへの転換市場・社会からの適正な評価

連携

投資家

消費者

投資家:投資家機能を活用した企業
活動の転換促進
• 短期的な収益に顕れない企業価値
の適正な評価

• 「対話」を通じた中⾧期的な企業
価値の協創

• ESG投資等による好循環の創出

循環経済への転換に向けた対応の方向性①
 欧州をはじめ様々な国がサーキュラーエコノミーへの転換を政策的に推進。循環型の経済活動が適切に評価

され、付加価値を生む市場が生まれつつある。また、地球環境の持続可能性を損なう事業活動そのものが事
業継続上の重大なリスク要因とも認識されつつある。

⇒  循環性の高いビジネスモデルへの転換は、事業活動の持続可能性を高め、中⾧期的な競争力の確保にも
つながるもの。あらゆる産業が、廃棄物・環境対策としての３Ｒの延⾧ではなく、「環境と成⾧の好循環」につ
なげる新たなビジネスチャンスと捉え、経営戦略・事業戦略として、ビジネスモデルの転換を図ることが重要。

⇒ 動脈産業のビジネスモデル転換を促す上で、関係主体（静脈産業、投資家、消費者）の役割が重要。

循環経済への転換に向けた対応の方向性②

循環性の高いビジネスモデルへの転換

動脈産業:循環性をデザインし、リサイクルまで
リードする循環産業へ
 多機能・高機能の素材の技術開発やサプライ

チェーン間連携による取組の支援等を通じた
課題解決型のイノベーションの促進

 事業者による自主回収や動静脈連携に向けた
環境整備

静脈産業:リサイクル産業からリソーシング産業へ
 素材や利用用途に応じた再生材の品質規格や製品側

での使用基準の整備
 広域でのリサイクルの円滑化や事業効率化、技術開

発を実現する環境整備

循環経済の実現に向けた自主的取組の促進
 循環経済のマイルストーンの提示等を通じた自主的

取組の促進
 ISO等の国際的な議論での適切な位置づけ

 我が国産業競争力の強化につなげるべく、①ソフトローを活用しつつ、事業者のビジネスモデルの転換を促すと
ともに、こうした取組を支えるべく、②投資家など関係主体の役割・機能が発揮される事業環境の整備や③中
⾧期的にレジリエントな循環システムの構築を進める。

国内リサイクル先の質的・量的確保
 主要素材の中⾧期の資源循環バランスの評価・分析
 リサイクル手法のベストミックス検討、技術開発
 既存の製品規格・JIS・規制基準のアップデート

国際資源循環・国際展開
 我が国循環技術・システムをアジアを中心に展開
 国際資源循環システムの中⾧期的観点からの再構築

循環システムの検討が急がれる分野
プラスチック、繊維、CFRP、バッテリー、太陽光パネル

レジリエントな循環システムの早期構築
情報開示・指標
 循環型の多様な取組を評価するための指標検討

投資ガイダンス
 「CE投資ガイダンス（仮称）」の策定

市場創出
 循環性能を持つ製品へのラベリング（見える化）
 グリーン公共調達、再生材利用製品等の開発・消

費の促進に向けたインセンティブ検討
 産業界主導の業界標準や表示制度整備の支援

市場・社会からの適正な評価

ドライバー 付加価値の提供 我が国の循環経済活動を支える基盤
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の試算もある。 
 
・日本においては、マテリアルリサイクル、ケミカルリサイクル、エネルギー回収など、約

84％が何らかの形で有効利用されている（2018 年）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・2019 年に、⼤阪で開催された G20 会合で、世界各国が 2050 年までに海洋プラスチック

ごみによる追加的な汚染をゼロまで削減することを目指す「⼤阪ブルー・オーシャン・ビ
ジョン」が共有され、グッドプラクティスを共有できる枠組みとして、「G20 海洋プラス
チックごみ対策実施枠組み」がエンドースされた。 

 
・海洋プラスチックごみ問題に対応するには、様々な業種の連携が必要であり、業種横断的

なイノベーションを加速化するアライアンスとして、「クリーン・オーシャン・マテリア
ル・アライアンス（CLOMA）」が発足し、300 以上（2020 年 5 月時点）の企業や団体が
加盟している。 

 
・政府は、2019 年 5 月に「プラスチック資源循環戦略」を公表。その施策の一部として 2020

年 7 月から全国でレジ袋の有料化を実施。消費者庁（2020 年 8 月）の調査では 97%がレ
ジ袋を辞退するよう意識しているとの回答も得られている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界の海洋プラスチックごみの現状
 世界全体で、毎年、約８００万トン（中央値）のプラスチックゴミが海洋に流出（2010年推計）。
 流出国の太宗は、中国等アジアはじめ途上国。日本を含むＧ７各国からの海洋流出は世界全体の２％程度。

（参考）Plastic waste inputs from land into the ocean (2015.Feb. Science)

 2050年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を超過するとの試算（重量ベース）。
（参考）The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics(2016.Jan. World Economic Forum)

平成３１年２月２２日 中中央央環環境境審審議議会会循循環環型型社社会会部部会会ププララススチチッックク資資源源循循環環戦戦略略小小委委員員会会

樹脂生産量
1,067万t

国内樹脂製品
消費量

１，０29万t

樹脂、プラ製品の輸
出・輸入等

使用
（排出モデルから排出量を算出）

廃プラ総排出量
891万t

マテリアルリサイクル
２08万t
23%

ケミカルリサイクル※１
39万ｔ
4%

エネルギー回収※２
５03万t
５6%

単純焼却
76万t
８%

有効利用廃プラ
７50万t
84%

※1 ケミカルリサイクル:高炉・コークス炉原料、ガス化等
※2 エネルギー回収:固形燃料、セメント原燃料、発電焼却、熱利用焼却

＜出典:プラスチック循環利用協会データより経済産業省にて編集＞

埋立
68万t
8%

製造・加工段階 排出段階 処理処分段階

日本のプラスチックの再資源化の現状（2018）

未利用廃プラ
142万t
16%

生産・加工ロス
量
64万ｔ 未使用

 本年7月1日より、レジ袋（プラスチック製買物袋）の有料化を開始。
消費者庁による令和2年8月物価モニター調査結果によれば、約97％の方がレジ袋を辞退するよう
に意識しているとの回答。

 なお、経産省では、レジ袋削減に向けた試行的な取組として、庁舎内コンビニ店舗において、 「ナッ
ジ」を活用した施策を実施（令和2年1月27日～2月14日の3週間）。
有料化に限らず、消費者に対し多様な手法で訴えかけていくことが、資源循環の鍵。

レジ袋有料化

ナッジ手法
◆レジ袋が必要な場合は、カードによる申告を行う形／レジ袋が不要な場合は、カードによる辞退を行う形とする。

◆申告に使うカードの種類を店舗毎に変え、辞退率向上につながる手法を検証。
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・2020 年 5〜9 月にプラスチック資源循環戦略の具体化を検討するための審議会が開催さ
れ、その議論の内容を踏まえた制度の検討が進められている。1 

 
・より高度なリサイクル技術に取組む動きも進んでおり、回収段階でも様々な企業が自主的

な取り組みを実施している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５．循環経済推進に向けたガイダンス 
・ 最後に、「循環経済ビジョン」において、市  

場・社会から適切に評価される方策の一つと 
して述べられた投資ガイダンスについて説明 
する。 

 
・当該ガイダンスについては、経済産業省と環 

境省が一緒に検討を進めている。 
 
・検討においては、日本企業は、かねて３R を

通じて成果を上げてきたところであり、こうした取組をサーキュラーエコノミー（CE）
の価値創造ストーリーとして適切に発信できれば、ESG 投資を呼び込むポテンシャルが
あること、国際的には、欧州が気候変動に次いで循環経済の分野におけるタクソノミーを
検討する動きもあるが、日本が、多様な循環性向上に向けたアプローチの適切な評価を可
能とする“トランジション”の概念も踏まえたガイダンスを先行して具体化していくこと
が重要であるといった点等が議論されている 

 

 
1 2021 年 3 月 9 日「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が閣議決定された。 
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210309004/20210309004.html 

〇日本製鉄がコークス炉化学原料化法で製造される再生油
からスチレンモノマーを製造し、東洋スチレンがポリスチレン樹
脂を製造。

• マテリアルリサイクルにおいては、水平リサイクルを含めたより高度なリサイクルに取り組む動き。
• 化学業界は、廃プラスチックを新規材料と遜色のない品質で再生可能、かつ処理能力の高いケミカルリサイクルの
技術開発・社会実装を進めることを通じて、プラスチック資源循環の高度化に向けて役割を果たす方針を表明。

廃プラスチックの高度リサイクルの取組み

＜ガス化＞

＜油化＞

＜モノマー化＞

〇昭和電工は、廃プラスチックをガス化し、
水素、アンモニア、炭酸ガスを生成。
水素は水素ステーションへ、アンモニアは
工業原料として、炭酸ガスは炭酸飲料
等として供給され、有効利用。

〇三井化学は、従来はエネルギー回収されることが主流で
あったASR（自動車のシュレッダーダスト）から回収された
廃プラスチックを触媒による接触分解方式によって油化し、
ナフサクラッカーへ投入することで石油化学製品原料となる
ナフサを代替する技術を開発。

出所:各社HP、
（一社）プラスチック循環利用協会 プラスチックリサイクルの基礎知識2020

〇協栄産業は、回収PETボトルから飲料ボトルを作る従来
のプロセスから、工程の一部を省く事で、環境負荷低減と
再生効率化を実現する「FtoP（フレークtoプリフォーム）
ダイレクトリサイクル技術」をサントリーホールディングス等と
世界で初めて共同開発。

〇いそのは、廃プラスチックを有効利用するため積み重ねた
リサイクル技術を活用し、自動車エンジンルームの部品等を
製造。

【マテリアルリサイクル】 【ケミカルリサイクル】

 質の高いプラスチック資源の分別回収・リサイクルに向けては、事業者等の多様な主体による店頭回収や拠点回収
を進めることが重要。

 消費財・飲料メーカーやスーパー・コンビニなどの小売事業者等の連携を通じて、食品トレーやペットボトルをはじめ
自主的な店頭回収の取組が拡大しつつある。

製造・販売事業者等による自主回収を通じたリサイクルの拡大

（日本フランチャイズチェーン協会資料より）
〇セブン・イレブンは、ペットボトルの回収機を店頭に設置し、回収した
ものをリサイクル。ポイント付与を通じて消費者の協力を拡大。

（日本チェーンストア協会資料より）
〇イオンは、食品トレー、紙パック、アルミ缶などの回収ボックスを店頭に設置し、
回収したものをリサイクル。その一部を商品の原料に使用するなど資源循環を
促進。

出所：産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略

ワーキンググループ、中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会 合同会議資料より

 「循環経済ビジョン」では、ESG投資を、企業が循環性の高いビジネスモデルへ転換するのを促すドライバーとし
て位置付け。日本企業は、かねて３Rを通じて成果を上げてきたところであり、こうした取組をサーキュラーエコノ
ミー（CE）の価値創造ストーリーとして適切に発信できれば、ESG投資を呼び込むポテンシャルがある。

 国際的には、欧州が気候変動に次いでCE分野におけるタクソノミーを検討予定。これに対して、多様な循環
性向上に向けたアプローチを適切に評価を可能とする“トランジション”の概念も踏まえたガイダンスを日本
が先行して具体化していくことが重要。

本年５月に「サーキュラー・エコノミー及びプラスチック資源循環ファイナンス研究会」を立ち上げ。

循環経済への転換に向けた投資家機能の活用

投資市場全体に占めるESG（サステナブル）
投資額の推移（兆ドル）

サーキュラー・エコノミーやプラスチック資源循環に関する
金融関係の主要動向
ING等（蘭）「Circular Economy 
Finance Guidelines」組成
BNP Paribasアセットマネジメント（仏）「BNP 
Paribas Easy ECPI Circular Economy 
Leaders UCITS ETF」組成
世界銀行「海洋プラスチックごみ対策」を対象と
したサステナブル・ディベロップメント・ボンド発行
アセットマネジメントOne（日）「スチュワードシッ
プレポート2019」中で、注目する５つのESG
テーマに「循環型社会形成（サーキュラーエコノ
ミー）を位置付け
BlackRock（米）「Circular Economy 
Fund」組成

2018年７月

2019年４月

2019年４月～

2019年７月

2019年10月
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・検討中のガイダンスでは、主要な環境情報
開示フレームワークの共通項目を参考にし
つつ、企業毎の価値創造ストーリーの中で
いかに循環経済を位置付け、評価につなげ
ていくかという点で参考になるようなもの
を目指している。2 

 
 

以上 

 
2 経済産業省及び環境省は、2021 年 1 月 19 日にガイダンスを公表している。  
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/index.html 
https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/ce_finance/pdf/20200119_2.pdf 

※図表出所：2020 年 11 月 30 日（月）第 3 回 CSR 研究会 福地真美氏ご報告資料 

 

 

 

 

 

 

 

2.  インタビュー調査 日本企業・投資家 

 

ガイダンスの全体構成（案）
 主要な環境情報開示フレームワークの共通項目を参考にしつつ、投資家等と企業との双方を対象とし、対話・エ

ンゲージメントの促進につながるガイダンスとすることを目指す。

 循環型の経済活動への転換には多様なアプローチを取り得るため、その取組がCEに該当するかどうか、あるいは、
企業間の比較を追求するのではなく、企業ごとの価値創造ストーリーでのCEの位置付けを評価することが重要。

ESG情報開示
フレームワークの
の共通項目

ガバナンス

戦略

リスクと機会

指標と目標

ガバナンス

戦略

リスクと機会

指標と目標

価値観

ビジネスモデル

本ガイダンス

時代とともに変化する社会課題の中で、ある社会課題を経営課題ないしは事業機会として
捉え、ビジネスモデルや戦略に落とし込む際の判断軸

戦略の達成度と効果、リスクと機会の評価・管理

サーキュラー・エコノミーやプラスチック資源循環を組み込んだ経営戦略

世界経済全体としてサーキュラー・エコノミーへの転換が進む中で、線形型のビジネスモデル
に依存するリスク、循環型のビジネスモデルへ移行する機会、及び循環型のビジネスモデル
へ移行する際の留意事項

サーキュラー・エコノミーやプラスチック資源循環を持続的に推進するための体制

企業と投資家等との円滑な対話・価値協創につなげるため、多様なサーキュラー・エコノミー
の取組の整理・類型化
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味の素株式会社  

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 12 ⽇（木） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・これまでにも中規模な感染症の波は何度かあり、近年にグローバル化が加速する中で、そ
のリスクの高まりが指摘されていた。しかし、多くの企業はグローバルでの成⻑に軸⾜を
置いた視界の中で、そのリスクを見落としてしまっていたのではないか。そのリスクは、
今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、リアルな現実として目の前に
表れた。大きなリスクが⾜下にあることを常に認識しながらグローバルにビジネスを行
う中で、これまで以上に柔軟かつ強靱な企業構造に変えていかなければいけない。 

 
・コロナショックで人々の価値観が変わった。特に「健康」に対する意識が世界で高まった

ことは、味の素がこれから取り組みを進めようとしていることへの追い風になったと感
じている。 

 
・2020 年 2 月に発表した 6 年間の新中期経営計画（2020〜2025）では、「アミノ酸のはた

らきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとのウェルネス（心と体の健
康）を共創します」というパーパス（存在意義）ベースのグループビジョンを発表し、2030
年に食と健康の課題解決企業に生まれ変わることを宣言した。減塩や高齢者の低栄養と
いった健康課題の解決に資する製品開発を加速させるとともに、E コマースやネットスー
パーなどの流通チャネルの多様化に対応していく。食と健康の課題解決というビジョン
を実現するためのベースとなるのが、味の素独自の「ASV1経営」である。従業員一人ひ
とりが ASV を自分ごと化し、その総力戦で価値を創出していく。 

 
・当初は新興国でウェルネスに対して共感してもらえるか懸念していたが、COVID-19 を

機に食事や運動、睡眠の大切さが再認識され、ウェルネスへの共感が高まった。ロックダ
ウンや社会的分断を経験した先進国ではウェルビーング（心身ともに良好な幸福感）の更
なる追求が始まると捉えている。こうした世界的な 2 つのトレンドに対して、味の素は
商品やサービスを通じて今後どう貢献していけるのかがポイントである。 

 
 

 
1 ASV（Ajinomoto Group Shared Value）は、CSV(共通価値の創造)の味の素版。事業を通じて社会課題
を解決することによって経済価値を創出し、次の事業に再投資することで社会課題解決への好循環を生
み、サステナブルな成⻑を実現する戦略的な取り組み。 

2 
 

COVID-19 を機会とし⼈々のウェルネスへの貢献を加速 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/strategy/managementplan.html 
出所：味の素株式会社ホームページ 

 
・COVID-19 の影響により、主に外食用冷凍商品を生産している米国・欧州の工場の需要

は激減し一定期間の生産調整が余儀なくされた。一方で家庭用食品の需要が一気に拡大
し、日本・米国では生産ラインが逼迫した。このため、メイン品種の欠品を起こさないよ
う、商品を絞り込み、従業員の安全を確保しながらラインのシフト体制を調整した。これ
は、2011 年の東日本大震災の時に構築した BCP 計画を発動させたものであり、特に国内
においては、生産体制について対応することができた。 

 
・BCP としては、従業員の命・安全を守ることを第一に考えた。2020 年２月には、日本を

含む世界 5 カ所に対策本部を設け、国内では人事、法務・コンプライアンスなどの部署が
安全対策に関する情報を定期的に共有しながら、対策を進めていった。ただし今回の規模
のパンデミックは想定しきれていなかった。 

 
・海外については、各国で政府による指示が異なっていたため、日本本社からの指示で統一

のオペレーションを行うことはできなかった。基本的には現地対策本部に任せる方針と
した。アフリカなど医療体制が脆弱な地域では、日本人スタッフには引き上げてもらい、
現地のスタッフに任せる形になった。 

 
・COVID-19 拡大による影響の⻑期化を見据えたリスクマネジメントも必要である。この

ため、2020 年 5 月から 3 ヵ月間、月 2 回の頻度でシナリオプランニングミーティングを
開催した。ミーティングでは、各国・地域における諸影響の実態や将来予測をアップデー
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味の素株式会社  

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 12 ⽇（木） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・これまでにも中規模な感染症の波は何度かあり、近年にグローバル化が加速する中で、そ
のリスクの高まりが指摘されていた。しかし、多くの企業はグローバルでの成⻑に軸⾜を
置いた視界の中で、そのリスクを見落としてしまっていたのではないか。そのリスクは、
今回の新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、リアルな現実として目の前に
表れた。大きなリスクが⾜下にあることを常に認識しながらグローバルにビジネスを行
う中で、これまで以上に柔軟かつ強靱な企業構造に変えていかなければいけない。 

 
・コロナショックで人々の価値観が変わった。特に「健康」に対する意識が世界で高まった

ことは、味の素がこれから取り組みを進めようとしていることへの追い風になったと感
じている。 

 
・2020 年 2 月に発表した 6 年間の新中期経営計画（2020〜2025）では、「アミノ酸のはた

らきで食習慣や高齢化に伴う食と健康の課題を解決し、人びとのウェルネス（心と体の健
康）を共創します」というパーパス（存在意義）ベースのグループビジョンを発表し、2030
年に食と健康の課題解決企業に生まれ変わることを宣言した。減塩や高齢者の低栄養と
いった健康課題の解決に資する製品開発を加速させるとともに、E コマースやネットスー
パーなどの流通チャネルの多様化に対応していく。食と健康の課題解決というビジョン
を実現するためのベースとなるのが、味の素独自の「ASV1経営」である。従業員一人ひ
とりが ASV を自分ごと化し、その総力戦で価値を創出していく。 

 
・当初は新興国でウェルネスに対して共感してもらえるか懸念していたが、COVID-19 を

機に食事や運動、睡眠の大切さが再認識され、ウェルネスへの共感が高まった。ロックダ
ウンや社会的分断を経験した先進国ではウェルビーング（心身ともに良好な幸福感）の更
なる追求が始まると捉えている。こうした世界的な 2 つのトレンドに対して、味の素は
商品やサービスを通じて今後どう貢献していけるのかがポイントである。 

 
 

 
1 ASV（Ajinomoto Group Shared Value）は、CSV(共通価値の創造)の味の素版。事業を通じて社会課題
を解決することによって経済価値を創出し、次の事業に再投資することで社会課題解決への好循環を生
み、サステナブルな成⻑を実現する戦略的な取り組み。 
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COVID-19 を機会とし⼈々のウェルネスへの貢献を加速 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/strategy/managementplan.html 
出所：味の素株式会社ホームページ 

 
・COVID-19 の影響により、主に外食用冷凍商品を生産している米国・欧州の工場の需要

は激減し一定期間の生産調整が余儀なくされた。一方で家庭用食品の需要が一気に拡大
し、日本・米国では生産ラインが逼迫した。このため、メイン品種の欠品を起こさないよ
う、商品を絞り込み、従業員の安全を確保しながらラインのシフト体制を調整した。これ
は、2011 年の東日本大震災の時に構築した BCP 計画を発動させたものであり、特に国内
においては、生産体制について対応することができた。 

 
・BCP としては、従業員の命・安全を守ることを第一に考えた。2020 年２月には、日本を

含む世界 5 カ所に対策本部を設け、国内では人事、法務・コンプライアンスなどの部署が
安全対策に関する情報を定期的に共有しながら、対策を進めていった。ただし今回の規模
のパンデミックは想定しきれていなかった。 

 
・海外については、各国で政府による指示が異なっていたため、日本本社からの指示で統一

のオペレーションを行うことはできなかった。基本的には現地対策本部に任せる方針と
した。アフリカなど医療体制が脆弱な地域では、日本人スタッフには引き上げてもらい、
現地のスタッフに任せる形になった。 

 
・COVID-19 拡大による影響の⻑期化を見据えたリスクマネジメントも必要である。この

ため、2020 年 5 月から 3 ヵ月間、月 2 回の頻度でシナリオプランニングミーティングを
開催した。ミーティングでは、各国・地域における諸影響の実態や将来予測をアップデー
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トしながら、COVID-19 との共存期の⻑期化を見据えた追加施策および事業戦略の見直
しについて、経営メンバーと各国・地域責任者が認識を共有し、対策を検討してきた。 

 
・COVID-19 の影響を受け、農産物によっては価格が大きく変動している。例えば、ブラ

ジルではバイオエタノールの需要が落ち込んだことにより、砂糖の相場自体が下落して
いる。また、日本ではインバウンドが減ったことにより、タイ、マグロ、和牛などの高級
食材の価格が一時的に下がり、農水産業者に影響がでている。 

 
・一方、食糧安全保障の観点から食糧輸出を禁止する国がでてきた。例えばベトナム政府の

コメの輸出禁止措置で、コメの価格が世界的に上昇している。味の素では基本的に各国で
調達した原材料を使って生産しているのでリスクとしてはそれほど高くないが、今後は、
国の食糧安全保障政策についても備えておかなければならないと感じている。 

 
  
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・味の素では、働き方改革につき、2008 年（現 CEO が人事部⻑のころ）から、制度整備や

意識改革などに取り組んできた。2015 年に CEO が打ち出した経営のコミットメントに
おいて、「就業時刻の前倒し、無駄な会議の削減、ペーパーレス化、フリーアドレス化を
進め、週１回の在宅勤務も含めた『どこでもオフィス』という制度」を打ち出した。その
結果、4 年後には社員の総実労働時間の年間平均が 1,800 時間という、グローバル並みの
水準にまで削減することができた。これで健康経営の基盤は整ったが、改革はさらに続け
ていく必要があるため、今はまだ第１ステージと捉えている。ただし、今回のコロナ禍で
もスムーズに全員が在宅勤務（一部生産関連を除く）に移行できたのは、12 年かけて進
めてきた働き方改革の成果だといえる。 

 
・在宅勤務になったため必然的にオンラインミーティングを行うこととなったが、そのおか

げで CEO はじめ役員や本部⻑も、更に多くの従業員と対話する機会が増えた。コロナ禍
で外出自粛となった 2020 年 3 月下旬以降、２カ月間で CEO とほぼ全組織との直接対話
が実現できた。こうしたことが積み重なった結果、これまで以上に経営陣と現場とのコミ
ュニケーションが進んできていると感じている。従業員による新中期経営計画中計への
理解や共感も進んだ印象がある。CEO は対外的にも COVID-19 コロナに関する発信を
積極的に進めている。 

 
（⼈権） 
・COVID-19 により自宅で食事をとる機会が増え「イートインの減少」、「中食・フードデ

リバリーサービスの伸⻑」、「食品 EC サイトの利用拡大」など販売チャネルの大きな変化

4 
 

に伴い、そこで働く労働者の問題、ギグワーカーの問題、シングルマザーの貧困などの問
題に企業としてどう向き合うか、食品企業としてできることは何か、など検討していかな
ければならない。まずはその社会課題を食品事業の周辺課題として認識させていく必要
がある。  

 
・COVID-19 で外国人技能実習生についての課題が改めて浮き彫りになったことから、予

定していた取り組みを前倒し・強化することになった。外部団体が策定した「外国人労働
者の責任ある受入れに関する東京宣言 2020」に賛同表明し、当社の取り組み方針を明ら
かにするとともに、具体的な取り組みを協働ですすめていくためにマルチステークホル
ダーによる「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」に参画した。社内手続きを
進めるにあたっては、技能実習生問題のメディアでの報道が増えた影響で社内理解も進
み、円滑に進められた。従来アプローチが十分でなかった監理団体や送り出し機関に対し
ても積極的な働きかけをしていく良い機会になってきたと考えている。 

 
（サプライチェーン） 
・国内では、外食産業を中心とするお客様のフードデリバリーシステムなどの事業支援を行

ってきたが、海外サプライチェーンについては監査も含め、一層の対応が必要と感じてい
る。海外では、大手グローバル企業が中小零細農家など原料サプライヤーに対する融資な
どの金融支援を大規模に実施した例もある。 

  
（環境） 
・新中期経営計画で掲げている気候変動、循環型社会の構築、サステナブル調達については、

COVID-19 を追い風と捉え、取り組みを加速化していく。 
 
・地球環境については当初の目標通り、2030 年度までに温室効果ガス排出量を 50％削減す

ることとし、これにより TCFD 提言に沿ったシナリオ分析で導き出した経済リスク 80~ 
100 億円を軽減することを最重要課題として取り組みを進めている。 

 
・プラスチック廃棄物については、COVID-19 の影響で一時的に増加していることもあり、

目標達成に向けた具体的な道筋をこれから検討する必要がある。 
 
（地域コミュニティ・社会貢献） 
・食品企業として、感染症への免疫力が弱い高齢者や、基礎疾患を抱えている方々に対して

どのように貢献できるのか、専門家の力を借りながら、検討している。2020 年 4 月には
「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」に発起人企業として参画
した。 
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トしながら、COVID-19 との共存期の⻑期化を見据えた追加施策および事業戦略の見直
しについて、経営メンバーと各国・地域責任者が認識を共有し、対策を検討してきた。 

 
・COVID-19 の影響を受け、農産物によっては価格が大きく変動している。例えば、ブラ

ジルではバイオエタノールの需要が落ち込んだことにより、砂糖の相場自体が下落して
いる。また、日本ではインバウンドが減ったことにより、タイ、マグロ、和牛などの高級
食材の価格が一時的に下がり、農水産業者に影響がでている。 

 
・一方、食糧安全保障の観点から食糧輸出を禁止する国がでてきた。例えばベトナム政府の

コメの輸出禁止措置で、コメの価格が世界的に上昇している。味の素では基本的に各国で
調達した原材料を使って生産しているのでリスクとしてはそれほど高くないが、今後は、
国の食糧安全保障政策についても備えておかなければならないと感じている。 

 
  
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・味の素では、働き方改革につき、2008 年（現 CEO が人事部⻑のころ）から、制度整備や

意識改革などに取り組んできた。2015 年に CEO が打ち出した経営のコミットメントに
おいて、「就業時刻の前倒し、無駄な会議の削減、ペーパーレス化、フリーアドレス化を
進め、週１回の在宅勤務も含めた『どこでもオフィス』という制度」を打ち出した。その
結果、4 年後には社員の総実労働時間の年間平均が 1,800 時間という、グローバル並みの
水準にまで削減することができた。これで健康経営の基盤は整ったが、改革はさらに続け
ていく必要があるため、今はまだ第１ステージと捉えている。ただし、今回のコロナ禍で
もスムーズに全員が在宅勤務（一部生産関連を除く）に移行できたのは、12 年かけて進
めてきた働き方改革の成果だといえる。 

 
・在宅勤務になったため必然的にオンラインミーティングを行うこととなったが、そのおか

げで CEO はじめ役員や本部⻑も、更に多くの従業員と対話する機会が増えた。コロナ禍
で外出自粛となった 2020 年 3 月下旬以降、２カ月間で CEO とほぼ全組織との直接対話
が実現できた。こうしたことが積み重なった結果、これまで以上に経営陣と現場とのコミ
ュニケーションが進んできていると感じている。従業員による新中期経営計画中計への
理解や共感も進んだ印象がある。CEO は対外的にも COVID-19 コロナに関する発信を
積極的に進めている。 

 
（⼈権） 
・COVID-19 により自宅で食事をとる機会が増え「イートインの減少」、「中食・フードデ

リバリーサービスの伸⻑」、「食品 EC サイトの利用拡大」など販売チャネルの大きな変化
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に伴い、そこで働く労働者の問題、ギグワーカーの問題、シングルマザーの貧困などの問
題に企業としてどう向き合うか、食品企業としてできることは何か、など検討していかな
ければならない。まずはその社会課題を食品事業の周辺課題として認識させていく必要
がある。  

 
・COVID-19 で外国人技能実習生についての課題が改めて浮き彫りになったことから、予

定していた取り組みを前倒し・強化することになった。外部団体が策定した「外国人労働
者の責任ある受入れに関する東京宣言 2020」に賛同表明し、当社の取り組み方針を明ら
かにするとともに、具体的な取り組みを協働ですすめていくためにマルチステークホル
ダーによる「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」に参画した。社内手続きを
進めるにあたっては、技能実習生問題のメディアでの報道が増えた影響で社内理解も進
み、円滑に進められた。従来アプローチが十分でなかった監理団体や送り出し機関に対し
ても積極的な働きかけをしていく良い機会になってきたと考えている。 

 
（サプライチェーン） 
・国内では、外食産業を中心とするお客様のフードデリバリーシステムなどの事業支援を行

ってきたが、海外サプライチェーンについては監査も含め、一層の対応が必要と感じてい
る。海外では、大手グローバル企業が中小零細農家など原料サプライヤーに対する融資な
どの金融支援を大規模に実施した例もある。 

  
（環境） 
・新中期経営計画で掲げている気候変動、循環型社会の構築、サステナブル調達については、

COVID-19 を追い風と捉え、取り組みを加速化していく。 
 
・地球環境については当初の目標通り、2030 年度までに温室効果ガス排出量を 50％削減す

ることとし、これにより TCFD 提言に沿ったシナリオ分析で導き出した経済リスク 80~ 
100 億円を軽減することを最重要課題として取り組みを進めている。 

 
・プラスチック廃棄物については、COVID-19 の影響で一時的に増加していることもあり、

目標達成に向けた具体的な道筋をこれから検討する必要がある。 
 
（地域コミュニティ・社会貢献） 
・食品企業として、感染症への免疫力が弱い高齢者や、基礎疾患を抱えている方々に対して

どのように貢献できるのか、専門家の力を借りながら、検討している。2020 年 4 月には
「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」に発起人企業として参画
した。 
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・具体的対策としては、COVID-19 の終結を目的とした診断・検査・治療・衛生管理等に関

連した行為に対し、保有している知的財産権を一定期間開放することとした。これは、味
の素グループの技術は、医薬品原料や医薬品等の先端医療周辺領域において広く利用さ
れているからである。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・環境面に関して米国は、政権交代によりコミットメントを強め、米国と欧州が世界を主導

していくこになる。日本もその動きに遅れないように付いていかなければ競争力を失い
かねない状況になると考えられる。日本政府も「2050 年までに温室効果ガスの排出を全
体としてゼロにするカーボンニュートラル、脱炭素社会の実現をめざす」と宣言したが、
早期に具体的な取り組みの方向性を打ち出し、企業も積極的に進めて行くことが必要で
ある。 

 
・人権については、NAP(国別行動計画)が公表されたが、規制化を進めている欧州に比べ、

弱い印象を受ける。各省庁の責任が明記されているため、関連業界団体を通じた人権デュ
ーディリジェンスの普及・啓発に期待したい。また欧米企業に比べ、サプライチェーンに
おける取り組みに遅れが見られる日本企業に対し、影響力を行使させることができるの
かがポイントになってくると思われる。 

 
 

以上 
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ANA ホールディングス株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 12 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当社は、2018 年 2 月に策定した「2018-2022 年度 中期経営戦略」に則り、国際線事業を

中⼼とした成⻑戦略を推進してきた。しかしながら 2020 年度第 4 四半期に入ると、1 月
後半から新型コロナウイルスの感染拡大による影響が現れ始め、中国・アジア方面の利用
者が徐々に減少してきた。社会・交通インフラとしての役割を担う立場として、お客様や
社員を含む関係者の安全確保を前提に、武漢―羽田チャーター便の運航をはじめ海外に
滞在する邦人の帰国ニーズなど、路線別の動向をきめ細かく捉えながら、できる限り運航
を継続した。 

 
・しかしながら、世界中の感染拡大を受けて、2020 年 3 月以降は各国が出入国制限を強化

するようになったため、国際線の全方面で運休・減便を余儀なくされた。また、日本でも
4 月 7 日の政府による緊急事態宣言の発令や各自治体による外出自粛の要請を受けて、国
内線の利用者が急減した状況の中で、減便を行った。 

 
・移動そのものが感染源となってしまった状況の中で、公共交通機関として人・モノの移動

をサポートすることで社会に貢献するというパーパス（存在意義）が問い直された。国際
線は欠航・減便が続き、国内線需要は徐々に復帰している状況である。人々の交流を生み、
経済を活性化し、社会に貢献する、というパーパスの中⼼部分は変わらないが、中⻑期な
事業戦略には大きく影響していくと考えている。 

 
・コロナ禍により事業の見通しが不透明となり厳しい状況が続く中でも、グループ社員の雇

用を守ることが最重要である。COVID-19 流行当初の 2020 年 3 月、社⻑から「最大限雇
用を守る」とのメッセージを約 4 万 5 千人のグループ社員に発信した。飛行機運航にか
かわる社員には業務がなくなっている状況だが、COVID-19 の終息時し航空需要が戻っ
たタイミングでタイムリーにオペレーションが可能となるため、必要な人材が確保でき
る体制にしておく必要がある。一時帰休、雇用調整助成金等を使いながら、現場で稼働が
余っている空港係員や客室乗務員を対象に、⻑期的な能⼒開発の機会と位置づけ社外へ
の出向も行なっている。 

 
・社員が感染しない・させない、お客様を感染させないことが第一である。COVID-19 の

中で運航を行うための ANA の感染予防策として 2020 年 6 月 1 日から「ANA Care Promise」
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を導入し、安全対策をしっかり行いながら安⼼して飛行機を利用いただける環境をつく
っている。Peach でも新しい生活様式に即した航空機の乗り方について WEB サイトに特
設ページを開設して方針を周知するなど、必要な対応を進めている。 

 
・COVID-19 を乗り切ったとしても、Web 会議の浸透等、ワークスタイルの変容などによ

り航空需要は完全には戻らないと想定しており、ビジネス・モデル変革を進めている。顧
客との強⼒なタッチポイントであるエアライン事業、旅行事業、日常的な購買を中核に、
プラットフォーム・ビジネスを具現化し、グループにおける非航空収益を拡大していき、
企業としてのレジリエンスを高めていくことが重要である。これまでも感染症、テロや自
然災害等、外的要因の影響を大きく受けており、今後もそのような状況に対処できる事業
構造にしていく。COVID-19 を経て変わる人々の意識・行動様式を的確に捉えビジネス
に反映させていく。10 年以上にわたりノウハウを蓄積してきた首都圏を含む地域創生事
業について、地域の窓口を明確化し、ANA グループが持つさまざまなリソースを活用す
ることで、地域と ANA グループ双方の利益創出を目指していく。今後、ワーケーション
や DX など新たな需要における市場拡大にも取り込んでいく。また非接触により機内で
の接客も丁寧なおもてなしより衛生・清潔・セルフ・シンプルさ等が求められている。 

■ANA グループの新しいビジネス・モデルの全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202010/20201027-2.html 
出所：ANA ホールディングス株式会社ホームページ 
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・2020 年 4 月、avatarin（株）を設立した。「アバター」は、疑似的な瞬間移動が可能とな

る遠隔操作分身ロボットで、avatarin（株）ではロボットの開発や、物理的な身体の移動
を伴わないモビリティの研究を進めてきた。今後「アバター」が、1 本立ちする事業にな
り得るかはまだ分からないが、新たな旅行需要の創出や教育・医療において様々な社会課
題の解決に貢献していければと考えている。 

 
・2020 年 6 月に、ESG に関わる中⻑期目標を発表した。特に環境については 2030 年まで

のロードマップを策定中である。その中で、2050 年までに航空機の運航で発生する CO2
排出量を 2005 年比で 50％削減することを掲げている。本来であれば中期経営計画があ
り、それをもとに ESG 計画を策定していくべきであるが、現在中期の事業計画が見通せ
ない中で CO2 削減計画を検討しなければならず苦労している側面はある。 

  
  
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・企業が社会とともに持続的に成⻑していくためには、売上高や利益などの経済的価値だけ

ではなく、現代社会が地球規模で直面している社会課題への対応を含めた社会的価値も
同時に追求していくことが重要と考えており、以前からこの考え方に沿って取り組んで
きた。 

 
・今回の COVID-19 の蔓延により、人々の環境や社会課題に対する意識が非常に高まった

と感じている。欧州ではグリーン・リカバリーが叫ばれ、気候変動に関するプレッシャー
がますます高まっている。このような社会において、企業が生き残るポイントが ESG だ
と認識している。 

 
・当社では、経営環境が厳しい状況でも、経営トップのメッセージで ANA グループとして

中⻑期的に ESG 経営を進めていく方針は変わらないことを宣言したところであり、
COVID-19 が収束し、経済活動が戻った後に選ばれるエアラインとなるために、今の時
期に将来に向けた足場を固めていくことに取り組んでいる。 

 
（組織体制） 
・CSR 課題については、適宜、人権問題などにつき、経営会議にあげてきている。また社⻑

がトップになっている ESG 経営推進会議が年に少なくとも 2 回以上は開催されている。
オリンピック・パラリンピックのスポンサー企業になったこともあり、周囲からの厳しい
目にさらされる中で、CSR への対応が経営として必要なリスク対応になっていることが
大きいと感じている。このような状況の中でコロナ禍が発生したところであり、CSR が
以前から経営マター（ESG 経営）と位置付けていたため、まさに現在求められている企

84



2 
 

を導入し、安全対策をしっかり行いながら安⼼して飛行機を利用いただける環境をつく
っている。Peach でも新しい生活様式に即した航空機の乗り方について WEB サイトに特
設ページを開設して方針を周知するなど、必要な対応を進めている。 

 
・COVID-19 を乗り切ったとしても、Web 会議の浸透等、ワークスタイルの変容などによ

り航空需要は完全には戻らないと想定しており、ビジネス・モデル変革を進めている。顧
客との強⼒なタッチポイントであるエアライン事業、旅行事業、日常的な購買を中核に、
プラットフォーム・ビジネスを具現化し、グループにおける非航空収益を拡大していき、
企業としてのレジリエンスを高めていくことが重要である。これまでも感染症、テロや自
然災害等、外的要因の影響を大きく受けており、今後もそのような状況に対処できる事業
構造にしていく。COVID-19 を経て変わる人々の意識・行動様式を的確に捉えビジネス
に反映させていく。10 年以上にわたりノウハウを蓄積してきた首都圏を含む地域創生事
業について、地域の窓口を明確化し、ANA グループが持つさまざまなリソースを活用す
ることで、地域と ANA グループ双方の利益創出を目指していく。今後、ワーケーション
や DX など新たな需要における市場拡大にも取り込んでいく。また非接触により機内で
の接客も丁寧なおもてなしより衛生・清潔・セルフ・シンプルさ等が求められている。 

■ANA グループの新しいビジネス・モデルの全体像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202010/20201027-2.html 
出所：ANA ホールディングス株式会社ホームページ 

3 
 

 
・2020 年 4 月、avatarin（株）を設立した。「アバター」は、疑似的な瞬間移動が可能とな

る遠隔操作分身ロボットで、avatarin（株）ではロボットの開発や、物理的な身体の移動
を伴わないモビリティの研究を進めてきた。今後「アバター」が、1 本立ちする事業にな
り得るかはまだ分からないが、新たな旅行需要の創出や教育・医療において様々な社会課
題の解決に貢献していければと考えている。 

 
・2020 年 6 月に、ESG に関わる中⻑期目標を発表した。特に環境については 2030 年まで

のロードマップを策定中である。その中で、2050 年までに航空機の運航で発生する CO2
排出量を 2005 年比で 50％削減することを掲げている。本来であれば中期経営計画があ
り、それをもとに ESG 計画を策定していくべきであるが、現在中期の事業計画が見通せ
ない中で CO2 削減計画を検討しなければならず苦労している側面はある。 

  
  
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・企業が社会とともに持続的に成⻑していくためには、売上高や利益などの経済的価値だけ

ではなく、現代社会が地球規模で直面している社会課題への対応を含めた社会的価値も
同時に追求していくことが重要と考えており、以前からこの考え方に沿って取り組んで
きた。 

 
・今回の COVID-19 の蔓延により、人々の環境や社会課題に対する意識が非常に高まった

と感じている。欧州ではグリーン・リカバリーが叫ばれ、気候変動に関するプレッシャー
がますます高まっている。このような社会において、企業が生き残るポイントが ESG だ
と認識している。 

 
・当社では、経営環境が厳しい状況でも、経営トップのメッセージで ANA グループとして

中⻑期的に ESG 経営を進めていく方針は変わらないことを宣言したところであり、
COVID-19 が収束し、経済活動が戻った後に選ばれるエアラインとなるために、今の時
期に将来に向けた足場を固めていくことに取り組んでいる。 

 
（組織体制） 
・CSR 課題については、適宜、人権問題などにつき、経営会議にあげてきている。また社⻑

がトップになっている ESG 経営推進会議が年に少なくとも 2 回以上は開催されている。
オリンピック・パラリンピックのスポンサー企業になったこともあり、周囲からの厳しい
目にさらされる中で、CSR への対応が経営として必要なリスク対応になっていることが
大きいと感じている。このような状況の中でコロナ禍が発生したところであり、CSR が
以前から経営マター（ESG 経営）と位置付けていたため、まさに現在求められている企

85



4 
 

業のリジリエンスを高めること＝ESG 経営推進という認識に立っている。 
 
（人権） 
・サプライチェーンの委託先企業に対しては一時的な事業縮小により雇用への影響が想定

される。COVID-19 の前から ANA グループとしての調達方針の改定に取り組み、外国人
労働者に関しては委託会社のトップに対し啓発・ヒアリングをしてきたことに加え、シス
テムを活用し詳細の実態調査を実施している（2020 年 10 月）。 

 
（環境） 
・欧州を中⼼にグリーン・リカバリーやビルドバック・ベターなどの動きが進み、「飛び恥」

などの言葉もあるが、航空業界自体は公共インフラとして今後も必要な業態であると捉
えている。 

 
・国際線はパリ協定の枠外であるものの、業界として CO2 削減には従来から取り組んでき

た。CO２排出量 50％削減に向けては、今後国内外の関連団体と連携しながら技術革新・
環境整備を行っていく。Science Based Targets イニシアチブ（SBTi）に基づいた考え方
も取り入れながら策定するべく、SBT 航空ワーキンググループに参加している。今後の
大きなテーマとして、SAF（Sustainable Aviation Fuel）の導入、排出権取引制度の活用な
どが挙げられる。前者については需要に対し供給が全く追いついていないため、入手可能
性を高めるため、業界団体や政府などの関係者で協働して進めていく必要がある。 

 
（地域コミュニティ） 
・マテリアリティの一つである地方創生については、グループ会社である ANA 総合研究所

が以前からビジネスとして地域活性化を支援している。コロナ禍に対応した新たな観光
コンテンツや観光地づくりを目指す観光庁が推進する「誘客多角化等のための滞在コン
テンツ造成実証事業」に ANA 総合研究所の提案した事業が 7 件採択された。今後は、コ
ロナによる行動様式の変化に対応し、ワーケーション・リモートワークなどを新たなビジ
ネスチャンスと捉え、自治体等と連携し地域といかにウィンウィンの関係を作っていく
かが重要。 

 
（社会貢献） 
・COVID-19 の拡大の当初、医療用ガウンのニー ズが高まり、日本国内での在庫が逼迫し

た。このため、2020 年 4 月、社員ボランティアを募り、ガウンの一部の縫製や袖生地の
裁断、検品作業支援を実施した。ANA グループから計 380 名の社員が 32 日間、ガウン
制作に貢献した。 
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・2020 年 1 月 29 日、COVID-19 発生の影響により封鎖された中国・武漢からの帰国希望
者を対象として、武漢―羽田間チャーターフライトを運航した。短期間で体制を整え計 5
回のチャーター便を運航し日本人 828 名の帰国を実現した。 

 
（社内浸透） 
・社員には事業環境が厳しい状況下では ESG 関連の言葉は響きにくい部分がある。昨年か

ら SDGs ワークショップを社員に対して実施、今年度もオンラインで継続している。コ
スト削減など自社にとってプラスになる要素や日々の業務と紐づけながら説明している。
昨年は通年で 450 名の参加であったが、オンラインになることで本年上期のみで既に 600
名超が参加した。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・2019 年から 1 年をかけてマテリアリティの⻑期 KPI 設定について、有識者の声を聴きな

がら議論を進めてきた。その後 COVID-19 で事業に大きな影響を受け、また人々の意識
が大きく変わっていることから、2020 年 6〜7 月にかけて再度有識者から声を収集し、改
めて ANA グループに対する期待・要望を把握した。CSR 活動の全ての原点は「対話」で
あると捉えている。毎年環境・人権・ESG 投資に関わる有識者とはダイアログを定期的
に実施している。そのダイアログには国連機関や国際機関や NGO・NPO に参加いただ
いている。航空機を利用した人身売買や野生動植物の違法取引などの課題については、関
係官庁や他社、NGO・NPO 等と協働でワークショップを開催している。 

 
 
・今回の COVID-19 の影響はどの業界にとっても想定外に大きい。航空業界として言えば

PCR 検査の拡充等でより早く入国制限が解除されていくことを望んでいる。一刻も早く
経済が回っていくようなサポートを政府には改めてお願いをしていきたい。企業として
も感染を防ぐための各所への働きかけや業界を通じた取り組みを行っていきたい。 

 
 

以上 
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花王株式会社 
ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 9 ⽇（月） 

 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・衛生事業の事業エリアは日本が中心で、アジアで一部展開。衛生事業は、新型コロナウイ

ルス感染症により需要が伸びた反面、化粧品やサロンといった、生活者の外出に制約を受
けたことに関係する部門は大きな影響を受けた。 

 
・衛生商品の生産量を急に増やすことは難しい。自治体からの要請も踏まえ、従業員やサプ

ライヤーの協力、規制対応をクリアして、現場主導で需要の拡大に対応した。2020 年日
本で消毒液の大幅な増産に取り組み、4 月からは生産可能なすべての工場で増産体制を確
立。医療機関・介護施設をはじめ、一般家庭にも供給した。ヨーロッパ最大の拠点である
ドイツでも 2020 年 4 月から行政の要請に対応し、従前は行っていなかった消毒液の生産
と供給を行った。生産の現場では厳重な感染防護対策のもと、関係者全員がお互いの安全
と健康を守りながら、衛生関連製品の製造を続けている。 

 
・リスクと危機の管理については、従来からの社内体制として、これまでの地震や台風、感

染症への対応の経験に基づき、危機対策チームの責任者が緊急事態レベルを評価し、レベ
ルに応じた実行組織を設置し発生事象に対応している。今回の COVID-19 に関しては、
社⻑を本部⻑とする「緊急事態対策本部」を立ち上げ迅速な対応がなされた。 

 
・2019 年 4 月に ESG 戦略「Kirei Lifestyje Plan」を発表し、ESG 経営に大きく舵を切るこ

とを宣言した。COVID-19 をはじめとする感染症には、その「Kirei Lifestyle Plan」のア
クションの中で「QOL の向上」「清潔で美しくすこやかな習慣」がキーとなり、ソーシャ
ルイノベーションを通じて取り組んでいく。 

 
・また「Kirei Lifestyle Plan」のアクションの「徹底した透明性」も重視し、従業員の安全

衛生施策や勤務体制、感染状況について適時ニュースリリースで発信している。また生活
者の不安に応える、きめ細やかな情報発信が重要。手洗いやマスクの洗い方など生活者向
けに正しい情報を発信する暮らしに役立つ衛生情報サイト「プロテクト JAPAN」を自社
ホームページにてオープン。感染予防生活に必要な、エビデンスのある関連商品の拡充と
役立つ情報を発信した。業務用洗浄剤の販売や衛生管理サービスを提供する花王プロフ

2 
 

ェッショナルサービスでは、衛生商品に加えて、介護施設で働く方々や、病院内の感染対
策を担当される方々に向けた新型コロナウイルス感染症の関連情報も提供している。 

 
 

https://www.kao.com/jp/new-hygiene/ 
出所：花王株式会社ホームページ 

 
・リモートワークの普及やオンラインでの買い物が進んでいく事など、人々の生活観・価値

観が大きく変わり、元には戻らないであろう。デジタルの時代にあったモノや商品、サー
ビス、コミュニケーション・情報提供のあり方への対応を加速させていかないといけない。
店頭でのマーケティングのあり方等、リモートを中心としてデジタルをどう活用するか
が重要になってくる。 

 
・欧米ではサステナビリティへの意識が急速に高まっている。日本でもその波は身近なとこ

ろで感じられる。例えば生活者との面談で、WEB でサステナビリティ情報を発信してい
るかを見て、信頼するに値する企業かどうかを確認してから買うという声も聴いた。日本
は変わるときは一気に変わる可能性があり、乗り遅れないようにしていくことが重要。購
買判断に ESG が影響していく社会に向けて、生活者向けにわかりやすく情報を発信し、
ESG の変化を競争力に結びつけていくことが重要だと捉えている。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・従業員向けにトップがメッセージを発信。その中でまず社員の安全を最優先にしたことで

方向がクリアになり、取り組みが加速した。 
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方向がクリアになり、取り組みが加速した。 
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（サプライチェーン） 
・サプライチェーンにおける人権にどう対応していくかが特に重要。これまではパーム油と

紙パルプにフォーカスし、Sedex1を活用してアセスメントを実施し、問題があればサプラ
イヤーに働きかけを行ってきた。監査はこれまでの自主的な確認にとどまっていたが、今
後は第三者監査についても動き出していく。 

 
・パーム油については、これまでにミル工場までのトレーサビリティを確認。約 1,000 工場

を WEB で情報開示しており何か問題が生じた場合には確認・分析できる体制となってい
る。その先の小規模農家は NGO と提携しながら進めている。2020 年 10 月からインド
ネシアの小規模パーム農園の支援プログラム「SMILE プログラム」をスタートさせてい
る。10 年間で 5,000 軒の小規模農家の生産性向上を通じて自立支援に貢献していく。 

 

（環境） 
・ESG 部門内では、今後 S（社会）への注目が高まることを認識するとともに、E（環境）

への対応を予定通り進めることが重要であることを確認した。COVID-19 でサステナビ
リティへの感度が高くなることで、環境への感度も高くなるという認識を持っている。 

 
・プラスチックのゴミ問題では日本中心にやっていたものを世界全体に広げていきたい。具

体的には、レフィル容器をセットするスマートホルダーや自立するレフィルム容器の開
発、販促用アイキャッチシールの廃止などを進めていく。米国でも４月に「Kirei Lifestyle」
を体現するブランド「MyKirei by KAO」を新発売。脱炭素は再エネ 100％の方向に向け
て引き続き進めていく。 

 

（産学・企業間での共同） 
・1 社でやれることは限りがあり、産学や企業間での共同を展開している。2020 年 5 月 7

日に（株）花王、北里大学片山和彦教授等、（株）Epsilon Molecular Engineering は、新
型コロナウイルスに対して感染抑制能（中和能）を有する VHH 抗体の取得に成功した。
この研究成果は、新型コロナウイルス感染症の治療薬や診断薬の開発に繋がることが期
待されている。また、2020 年 9 月（株）花王とライオン（株）はプラスチック包装容器

 
1 Sedex(Supplier Ethical Data Exchange)は、サプライチェーンにおける、倫理的かつ責任あるビジネス慣
行の促進を目的とする協働プラットフォーム。花王は 2014 年に加入。 

4 
 

資源循環型社会の実現に向けて、フィルム容器のリサイクルに協働して取り組むことが
決定した。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・生活者の考えが変わっていく中で、生活者とともにサステナビリティな社会を共につくり

上げていくことが更に重要となってくる。サステナビリティの専門家等に対する開示は
充実してきていると感じているが、生活者のレベルまでサステナビリティに関する想い
や活動をまだ十分に伝えきれてはいないので、その「花王らしさ」をしっかりと今後も伝
えていくことが課題である。 

 
 

以上 
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ネシアの小規模パーム農園の支援プログラム「SMILE プログラム」をスタートさせてい
る。10 年間で 5,000 軒の小規模農家の生産性向上を通じて自立支援に貢献していく。 

 

（環境） 
・ESG 部門内では、今後 S（社会）への注目が高まることを認識するとともに、E（環境）

への対応を予定通り進めることが重要であることを確認した。COVID-19 でサステナビ
リティへの感度が高くなることで、環境への感度も高くなるという認識を持っている。 

 
・プラスチックのゴミ問題では日本中心にやっていたものを世界全体に広げていきたい。具

体的には、レフィル容器をセットするスマートホルダーや自立するレフィルム容器の開
発、販促用アイキャッチシールの廃止などを進めていく。米国でも４月に「Kirei Lifestyle」
を体現するブランド「MyKirei by KAO」を新発売。脱炭素は再エネ 100％の方向に向け
て引き続き進めていく。 

 

（産学・企業間での共同） 
・1 社でやれることは限りがあり、産学や企業間での共同を展開している。2020 年 5 月 7

日に（株）花王、北里大学片山和彦教授等、（株）Epsilon Molecular Engineering は、新
型コロナウイルスに対して感染抑制能（中和能）を有する VHH 抗体の取得に成功した。
この研究成果は、新型コロナウイルス感染症の治療薬や診断薬の開発に繋がることが期
待されている。また、2020 年 9 月（株）花王とライオン（株）はプラスチック包装容器

 
1 Sedex(Supplier Ethical Data Exchange)は、サプライチェーンにおける、倫理的かつ責任あるビジネス慣
行の促進を目的とする協働プラットフォーム。花王は 2014 年に加入。 

4 
 

資源循環型社会の実現に向けて、フィルム容器のリサイクルに協働して取り組むことが
決定した。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・生活者の考えが変わっていく中で、生活者とともにサステナビリティな社会を共につくり

上げていくことが更に重要となってくる。サステナビリティの専門家等に対する開示は
充実してきていると感じているが、生活者のレベルまでサステナビリティに関する想い
や活動をまだ十分に伝えきれてはいないので、その「花王らしさ」をしっかりと今後も伝
えていくことが課題である。 

 
 

以上 
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KDDI 株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020年 12 月 22 ⽇（火） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症の通信事業への影響は、全体としてみれば限定的であった。 

販売については、外出自粛に伴い来客数が減少したことで、2020 年度第１Q は端末販売
台数の大幅な減少があったが、現在は順調に推移している。グループ会社の英会話事業で
もオンライン化を進めてニュー・ノーマルの時代でも適応していけるよう対応している。 

 
・店舗などにおいては、対面による接客が難しくなっている代わりに、オンラインでの手続

きを積極的にお客様に案内している。COVID-19 発生前からオンラインでの購入・サポ
ート体制は用意していたが、直接来店して話したいというニーズが大きい状況であった。
今般の COVID-19 流行の中で、改めてオンライン手続きの便利さを知っていただくきっ
かけとなったのではと考えている。 

 
・他方、通信量については、外出自粛の中で増加した。ピーク時には、固定・モバイル含め

たトラフィックは最大 10％、平日日中は固定回線で約 60％増えた状況である。なお、一
時期は、通勤で人が都内を移動する 8 時台にはトラフィックが減っていたが、現在では、
以前ほど明確な数値の変化は現れていない。 

 
・2020 年 5 月には、「新型コロナウイルス感染症対応に関する KDDI の基本方針」を決算

会見のタイミングで発表した。この基本方針は、同日にあわせて発表した、事業を通じさ
まざまな社会課題の解決に取り組み続ける「KDDI Sustainable Action」の考え方に基づ
き策定された。 

 

 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/05/14/4410.html 
出所：KDDI 株式会社 ホームページ 
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・当社では、災害発生時にも 24 時間 365 日安定した情報通信サービスを維持するために、
BCP 体制を構築していた。今回の COVID-19 対応については、2000 年代に SARS が流
行した際に、パンデミックに対する対応・体制も準備していたことが機能した。2020 年
1 月には社⻑をトップとした対策本部を⽴ち上げ、上記の基本方針もそこで検討していっ
た。事前に準備していたことが活きた形だが、想定外の部分も多く、実際の対応を踏まえ
て PDCA をさらに回していくことが重要であると考えている。 

 
・近年の社会は、5G／IoT、AI・ビッグデータなどの技術の進展により本格的なデジタル化

が進み、データにさらなる価値を見出す「データ駆動型社会」へと変容している。当社は、
これらの技術を活用し、人々が抱えるさまざまな社会課題の解決や COVID-19 とその先
を見据えた対応として、生活者の安心・安全を確保し、経済活動をサステナブルなものに
するための取り組みを推進していく。Society 5.01の実現に向けては、通信が果たす役割
が大きい。従来の通信の基礎技術に加えて、リアルなヒトやモノが存在する「フィジカル
空間」と、コンピュータの世界「サイバー空間」とを融合していくための戦略が、「KDDI 
Accelerate 5.0」である。2020 年 10 月には応用研究の分野で新しい研究スペースを⽴ち
上げており、国や企業とのパートナーシップの下で推進していく方針である。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2019 年 5 月に発表した「中期経営計画 (2019-21 年度)」では、会社の目指す姿に「社会

の持続的な成⻑に貢献する会社」を掲げ、中期経営計画に連動した「KDDI が目指す SDGs」
を発表したが、SDGs への取り組みを推進する過程で、社会課題をベースに取り組む領域
の再検討を行った結果、「社会課題の大きさ」と「KDDI が通信事業者としてより貢献で
きる事業領域」の観点から、2020 年 5 月、8 つの社会課題領域へと見直しを行い、2030
年を見据えた KDDI の SDGs「KDDI Sustainable Action」を新たに策定した。 

 
（労働） 
・東京 2020 オリンピック競技大会を視野に、従来からテレワーク・時差通勤の準備を進め

ており、これを改めて社内に通知し実行した結果、社員は、ピーク時で最大で 9 割がテレ
ワークにシフトした。現在は数値目標を⽴てず、各部署で最適な働き方を進めることとし
ている。この結果として、自社社員は、現在、５〜６割の出社率となっている。体制とし
ては、社員全員がテレワークできる環境が整っているところであり、結果として今までの
準備が活きている。 

 
1 サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発
展と社会的課題の解決を両⽴する、人間中心の社会（Society）を指す。 
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3 
 

 
・2020 年 7 月末には「新・働き方宣言」を発表し、場所や時間に囚われずに成果を出し続

けるため、テレワーク等を有効活用していくことを宣言した。今回の COVID-19 は、中
⻑期的に働き方を抜本的に変えていく機運を形成した。社外の環境変化をうまく捉えて
社内の DX を進めた形である。 

 
・海外においては、ミャンマーやモンゴルで通信事業（ミャンマーはジョイントオペレーシ

ョン）を実施しているが、安心して販売店にお客様が来られるような感染対策を実施した。 
 
（人権・サプライチェーン） 
・人権については、「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、事業活動における人権課

題の把握・解決に取り組むこととしている。2020 年 3 月には人権デューデリジェンスを
実施し、KDDI の全事業活動を対象に評価結果を確定した。これに基づき、適切なアクシ
ョンを取るとともにその有効性について継続してモニタリング、改善を行っていく予定
である。 

 
・委託先となるショップやコールセンター、基地局建設に関わる人々に対する配慮は、全社

的に実施していた。店頭では安心してお客様に来店してもらい、スタッフも安心して働け
るような環境を、KDDI が積極的に感染対策等を支援することにより、整備した。 

 
・調達面については、現地の製造工場の生産低下を加味した上で、調達戦略・計画を⽴てる

など、配慮を行なっていた。 
 
・調達先に対しては、COVID-19 による影響についてのヒアリングも兼ねて CSR 調達アン

ケート結果のフィードバックを実施した。 
 
（環境） 
・当社は、本業である情報通信を通じて業務効率化や人の移動を減らし、社会の CO2 排出

を削減し気候変動の抑制に寄与することができる一方、通信設備による環境負荷は相応
に増大していくという葛藤を抱えている。そうした中においても、KDDI は「KDDI 
GREEN PLAN 2017-2030」（2017 年策定）に加え、「KDDI Sustainable Action」を策 
定し、2050 年までに CO2 排出量実質ゼロを目指し、ICT 活用により社会の環境負荷を
低減することを 2020 年 5 月 14 日に宣言した。 
 

・資源再循環の KPI として掲げている携帯電話とスマートフォンの回収台数については、
COVID-19 の影響が生じる可能性が考えられ、今後分析を進めていきたい。 
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（プライバシー） 
・プライバシー保護は当社事業の根幹であり、マテリアリティの１つとして掲げている。位

置情報の提供にあたっては、従来通りの方針等にもとづき、プライバシーに配慮した方式
でのビッグデータの提供を行っており、COVID-19 を契機に何か特別な対応を行うこと
はしていない。他方、コロナ禍を契機として、位置情報データへの問い合わせが自治体な
どから増加しており、情報を提供することで貢献している。また現場レベルでは、接触確
認アプリ「ココア」の導入に対する声かけも行った。 

 
（地域コミュニティ・社会貢献・支援活動） 
・従来行っていた⻘少年向けのスマホ・ケータイ安全教室は、集合型での開催が難しいため、

教材提供を行った上で、オンライン開催のトライアルを進めている。 
 
・デジタルが苦手な人向けには、リアルな店舗の営業を維持することで対応していた。また

シニア向けのスマホ教室では、基本的な操作に加えて、オンラインイベントに参加するた
めの操作方法が知りたいといったリクエストがあり、そのプログラムを拡充している。高
齢者のビデオ通話やスマホ利用に対するニーズが増えており、対応していく方針。 

 
・ニュー・ノーマルにあわせた社員参加型の社会貢献活動「＋αプロジェクト※」は、工夫

しながら新しい形を模索している段階である。社員・家族による森林保全活動については、
密にならないよう配慮しながら、社員の社会貢献意欲に応えて継続していくことが重要
だと考えている。 

※+αプロジェクト（従業員参加型社会貢献活動） 

従業員が社内外で実施した社会貢献活動をポイント化し、ポイントに応じた金額を、
KDDI（会社）が従業員に代わって慈善団体等に寄付するもの。全従業員を対象に 2008
年度から実施しており、2019 年度までの累計寄付額は 82,549,748 円となる。 

 
・コンサートなどについては、観客を動員しての実施ができなくなっている状況に対し、音

の VR2の提供や、渋谷区と実施したバーチャル空間でのハロウィンイベントといった VR
空間で行うイベントなど、５G を使ったエンターテイメントの新しい形の提供に取り組
んでいる。 

渋谷イベント 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/09/25/4687.html 

 
2 360 度動画の見たい・聴きたい部分に自由自在にフォーカスできる、KDDI 総合研究所独自のインタラ
クティブ視聴技術。好きなパートに近づいたり遠ざかったりする今までにない視聴体験をアプリ上で実
現。https://time-space.kddi.com/otonovr/ 
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4 
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2 360 度動画の見たい・聴きたい部分に自由自在にフォーカスできる、KDDI 総合研究所独自のインタラ
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5 
 

 
・スタートアップ企業とのパートナーシップやイノベーション促進を大切にしている。コロ

ナ禍では、中小事業者の資金調達が困難となっている状況があり、クラウドファンディン
グの手数料無料化など、最大 5 億円の支援を実施した。また COVID-19 と戦うスタート
アップ企業への支援のため、「KDDI ∞ Labo」企業連合 46 社が、保有施設や専門データ
などの自社アセットを提供するプログラムを開始した。 

クラウド 5 億円支援 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/07/01/4534.html 
 
・学校における授業のオンライン化に伴い、通信が遅くなったり追加容量の購入が必要にな

ったりという状況が生じた。動画での学習を阻害しないために、学生を対象に上限を撤廃
し無償で利用できるという形で支援を行った。またグループ会社イーオンの英会話授業
の無料提供や、職業体験キッザニアへの無償招待も実施している。 

データ無償支援 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/04/03/4364.html 
イーオン 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/07/07/4539.html 
キッザニア 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/10/22/4732.html 
 
・地方創生の領域では、通信会社として貢献できることとして、観光型 MaaS3の提供価値の

模索などにつき、さまざまな地域と協力しながら歩みを止めることなく継続的に行って
いる。 

観光型 MaaS 実証実験 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/10/15/4725.html 
 
（業界・企業間連携） 
・2020 年 9 月に、日本電信電話（株）（NTT）と当社は、大規模災害時の船舶を相互利用

した物資運搬や、災害対応の訓練・啓発活動における相互協力に関する取り組みを発表し
た。ビジネスでは競争環境にありながら、社会課題の解決には協調して取り組みを進めて
いく方向性を、今後とも堅持していく。 

NTT との相互協力 
https://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2020/09/11/4663.html 

 
3 MaaS とは Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス）の略称で、あらゆる交通手段をシ
ームレスにする新たな移動の概念のこと。観光型 MaaS によって、観光客の回遊性の向上を図ることが可
能になる。 

6 
 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・オンライン全般の活用が一層重要な役割を担うことになり、ステークホルダーからの通信

事業者への期待の大きさを感じている。ニュー・ノーマルの中でキャッシュレスや教育、
位置情報系のビッグデータのニーズが顕在化している。今後、非接触の取り組みなどにつ
いても強化していきたい。 

 
・2020 年 12 月 3 日に実施した投資家向け SDGs 説明会は、初めて、オンラインのみで実

施した。 
 
・投資家からは、従来から環境面についての質問は多かったが、COVID-19 を機に雇用面

などを踏まえた社会面、社会課題解決に即した質問が増えてきたと感じる。今後はプレ財
務・ESG への関心の高まりに合わせて、その取り組みと情報開示について強化していき
たい。 

 
・「新型コロナウイルスに関する基本方針」の中で、政府・自治体・公共団体の取り組みに

積極的に協力すると宣言しており、「KDDI Accelerate 5.0」の実現においても様々な団体・
企業とのパートナーシップが必須である。今後もマルチステークホルダーと協働しなが
ら社会課題解決に取り組んでいく方針である。 

 
 

以上 
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1 
 

ソニー株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 12 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当社は、「クリエイティビティとテクノロジーの力で、世界を感動で満たす。」という

Purpose（存在意義） のもと、「テクノロジーに裏打ちされたクリエイティブエンタテイ
ンメントカンパニー」をアイデンティティとし、経営の方向性を「人に近づく」と定めて
いる。また、グループの社員が共通で大切にしたい Values（価値観）を、「夢と好奇心」、「多
様性」、「高潔さと誠実さ」、「持続可能性」と定義している。 

 
・新型コロナウイルス感染症の影響で社会の在り方や人々の生活が大きく変わる中、全世界

で約 11 万人のソニーグループ社員は、Purpose のもと、人々に感動を届け続けることを
社会的使命として、⻑期視点に基づく「人」を軸とした事業を推進している。ソニーグル
ープが有する多様な事業は、「人の心を動かす」「人と人を繋ぐ」「人を支える」という３
つの事業ドメインに定義している。 

 
・COVID-19 の影響から、人の消費行動や価値観、社会の在り方も変わる中、対応策を講

じる必要はあるものの、⻑期視点に基づく経営方針は変わらない。 
 
・COVID-19 による事業への直接的な影響としては、巣ごもり消費に伴うオンラインのゲ

ームや音楽、映像コンテンツの需要が増加した点が挙げられる。また同時にウィズコロナ
時代における新しいエンタテインメントの形を作りだすといった側面にも取り組んでい
る。 

 
・ここ数年かけて、ソニーグループ全体で自社が生み出す価値、マテリアリティなどを整理

してきており、コロナ禍においてもこの考え方自体に変化はない。当社は、むしろ、人と
人をつなぐことや、人々に感動を届けることが、社会的に非常に価値があるという理念を
再認識した。また、会社を動かしている社員の力は企業の driving force であることを、コ
ロナ禍で再認識した。 

  
・COVID-19 への対応としては、ソニーグループでは地域ごとに人事、経営企画、総務、広

報などの関連部門が連携し、情報共有と対策を検討していくという体制を 2020 年 2 月頃
から構築し始めた。社員と社員の家族、そしてお客様をはじめとするステークホルダーの
安全確保、感染拡大防止を最優先とし、早い段階から在宅勤務の活用等に取り組んできた。 

2 
 

 
・世界各国で影響を受けている人々への支援として「新型コロナウイルス・ソニーグローバ

ル支援基金」を 2020 年 4 月 2 日に設立した。この基金は「医療」、「教育」、「クリエイテ
ィブコミュニティ」の三領域を中心に支援活動を展開するものであり、金額は総額 1 億
US ドル（約 108 億円）規模。特に米国の映画、音楽業界でクリエイターの方々が影響を
大きく受けているという状況を踏まえ、経営陣の議論が迅速に進み、基金設立を判断した。
体制としては、本社のサステナビリティ推進部と経営企画管理部が事務局を担い、トップ
マネジメントを含む役員が運営方針を決定する。活動決定プロセスとしては、国内外の各
事業から活動の提案を受け付け、基準に照らして本社の事務局が議論し、基金責任者であ
る CSR 担当役員が最終審議、承認する体制としている。 

 
・ソニーグループは事業の特性上、直接事業で社会に貢献するということがこれまで結びつ

きにくかったが、コロナ禍のようなときだからこそ、人々の心を感動で満たす事業の社会
的な重要性を再認識できた。この「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」は、
当初緊急支援的な意味合いが強かったが、徐々に、新しいオンライン教育やコンテンツク
リエイションもサポートするようになってきており、今後の社会の在り方における試み
が始まってきている。グローバルな支援活動を通じて、社会全体を支えていくことで、中
⻑期的にはソニーグループの企業価値創出にもつなげることも意識しながら取り組みを
進めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/ 
出所：ソニーグループホームページ 
 

・「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」では、金銭的な寄付だけでなく、例
えば医療については AI を活用した画像診断ソリューションに加え、病院の面会制限など
への対応として VR・AR 等を活用した入院患者向けバーチャル外出支援の開発など、自
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2 
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https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/community/covid19_fund/ 
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新型コロナウイルス・
ソニーグローバル支援基金

医療 教育 クリエイティブ
コミュニティ

（2020年4月2日設立）
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3 
 

社の技術を活用した支援を展開している。 
 
・これだけの規模による支援策が迅速に実行された背景のひとつとしては、2019 年 1 月に

自社のパーパスが策定されて以来、社員やマネジメントの間でソニーが社会に対してど
のような価値を生み出すべきかについての議論や理解が進んでいたことが挙げられる。
さらに、日本だけではなく、エンタテインメント領域をふくめたグローバルの視点で捉え
たことが、多様な支援活動の展開につながったのだと感じる。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・社員の健康と安全を最優先に、比較的早い段階から、在宅勤務の活用などの施策が始まっ

た。製造事業所など、生産や開発に関わる社員或いはカスタマーサービスなどを担う社員
は在宅では業務が遂行できないケースもあるが、多くの社員が在宅勤務を活用している。 

 
・米国においては一部のメンバーを除いて 2020 年度内は完全に在宅勤務、欧州についても

国により状況は異なるが、在宅勤務中心になっている。在宅勤務の推進など勤務における
柔軟性については、COVID-19 発生以前から取り組んできたこともあり、社内での大き
な混乱はなかった。 

 
（サプライチェーン） 
・コロナ禍におけるクリエイティブコミュニティへの支援については、クリエイターやコン

テンツ制作者との⻑期的な関係性が強化されるといった側面は機会として捉えている。
また、新しいエンタテインメントやコンテンツクリエイションの在り方を加速させるよ
うな動きも「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」を通じてサポートしてい
る。例えば、コンサートのオンライン配信をより臨場感のある形にすることや、リアルの
場で制約がでる部分をリモート技術等で補完するといったことなどが挙げられる。 

 
・エレクトロニクス事業のサプライチェーンについては、引き続き一社単独では対応できな

いイシューも多く、これまで以上に業界団体等を通じた取り組みを進めていく。 
  
（人権） 
・コロナ禍によりプライバシーの重要性が増したと実感している。ソニーグループとしては

プライバシーの問題に関わりの大きい AI について「AI 倫理ガイドライン」がすでに設置
されていることから、今後はそれを社内で具体的に推進していくための体制、仕組みづく
りを展開している。 

4 
 

  
・人権保護や人種差別是正などへの取り組みを支援する「Global Social Justice Fund」を、

総額 1 億 US ドル（約 108 億円）の規模で 2020 年 6 月に立ち上げた。米国での Black 
Lives Matter の動きを受けて、ソニーグループとしてもグローバルにアクションを起こす
べきと考えるなど、社会課題への向き合い方をマネジメント層が強く認識した一年であ
った。 

  
（環境） 
・ソニーグループでは Road to Zero という 2050 年までに環境負荷ゼロを目指す⻑期計画

を掲げており、引き続き自社の環境負荷を減らす取り組みを進めていく。同時に、環境負
荷を減らすだけではなく、テクノロジーを活かし、いかにポジティブなインパクトを出し
ていけるかの議論を進めている。2020 年９月には、Sony Innovation Fund：Environment
を立ち上げ、環境技術に関する外部（ベンチャー企業等）への投資も含めた取り組みを進
めていく。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・投資家含むステークホルダーの関心としては S（社会）の側面が高まっていると感じる。

ソニーグループとしては経営とより統合されたサステナビリティに関する情報開示を強
化している。昨年は ESG とテクノロジーという特に⻑期視点で取り組むテーマについて
合同での説明会を「ESG/テクノロジー説明会」として 2020 年 9 月に開催した。 
 

・以前は、一定の役職以上が参加するマネジメント会議の模様をイントラで事後に全社員向
けに配信を行っていたが、在宅勤務が増加したことを機に、動画を通じたトップからのメ
ッセージ発信をグローバルの全社員がライブで視聴できるように変更した。またコロナ
禍において『「新型コロナウイルス・ソニーグローバル支援基金」と「Global Social Justice 
Fund」の基金を迅速に立ち上げた企業であることを誇りに思う』、と感じた社員が多かっ
た。これらの取り組みは社員のエンゲージメントを高める後押しにもなった。 

 
・コロナ禍以前から感じていることであるが、サプライチェーンの課題や環境問題への対応

など 1 社では実現できないことが多々あり、様々な国際機関や NGO、業界団体などと協
働で実施するコレクティブアクションが重要性であると捉えている。特に Black Lives 
Matter ムーブメントをうけて設立した、人権保護や人種差別是正などへの取り組み等を
支援する「Global Social Justice Fund」についても様々な団体と連携して取り組みを進め
るなどパートナーシップの必要性をコロナ禍においてさらに感じている。 

以上 
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SOMPO ホールディングス株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 13 ⽇（⾦） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・損保会社から見た、近年の経済環境の特徴的なリスクは、世界的な「超低金利」環境の常
態化、世界で多発する自然災害、サイバー攻撃の脅威などであり、これらは既にニューノ
ーマルと言える。また、社会環境を見ると、急速なグローバル化 やデジタル化の進展に
よって格差の拡大やコミュニティの分断が生じ、ポピュリズムや権威主義の台頭を招い
ている。世代間や、先進国と途上国の分断・対立も深刻さを増している。このような非連
続の変化が続く今、当社においても過去や慣習にとらわれず、既存のビジネスモデルの再
点検・再定義・再構築を行う必要があると考えている。 

 
・新型コロナウイルス感染症による当社の⻑期的な⽅針への影響については、大きな⽅向性

に変更点はないが、事業モデルの構築に関しては COVID-19 を契機として変わってきて
いる。2021 年度から始まる新中期経営計画では、従来の国内損保、海外保険、国内生保、
ヘルスケアの４つの事業につき、新たに DX の視点を取り込み、グループ全体で DX を
加速化させていく。 

 
・損保業界は、マーケット全体を保険として引き受ける業種のため、物流・交通の減少など

外部の影響を受けやすいことがビジネスの特徴である。主力商品は自動車保険であると
ころ、COVID-19 による自動車の販売台数減から生じる影響を、当社も非常に大きく受
けている。また逆に、自動車の稼働率の減少により、保険金支払いが減少している側面も
ある。 

 
・特定感染症を補償する各種商品（個人・企業のお客さま向け）を対象に、COVID-19 を補

償対象とするための商品改定を実施している。 
 
・コロナ禍の中で、保険金支払いの条件の簡素化、完全ペーパーレス化を進めており、2020

年夏頃から対応している。火災保険の対象となる事故で、お客様から修理業者の紹介依頼
があった場合などに、現地で損害の確認を行う際に、ウェアラブル端末（スマートグラス）
を活用し、専任オペレーターが遠隔サポートを行っている。また、自然災害に関してドロ
ーンを活用した地域の面全体（１軒１軒ではない⽅法）での査定を行うなど、コロナ禍に
おいても迅速な支払いができるよう取組みを進化させている。 

 

2 
 

・これまで、電話や WEB を通じて直接に、お客様や代理店と営業を行う体制を構築してき
た経緯もあるので、コロナ禍によって営業活動に大きな混乱は生じなかった。コロナ禍の
中で WEB での対応がメインとなり、画面上で資料を共有するようになったことから、打
ち合わせがやりやすくなった。他⽅、新規開拓については、WEB 対応では難しい状況も
あり、今後の課題として挙げられる。 

 
・介護事業については、COVID-19 感染のクラスター発生などもあり、コロナ禍の状況で

は対策が大変な状況である。当社では、2019 年 2 月に「人間」と「テクノロジー」の共
生による新しい介護のあり⽅を創造するプロジェクト「Future Care Lab in Japan」を始
動し、国内外の最新テクノロジーの実証を行う研究所を開設するなど、引き続きグループ
会社を通じて積極的に取り組んでいく。 

 
・COVID-19 発生後、当社では、2020 年２月に危機対策本部を立ち上げ、社内でのリモー

トワークへの推進体制の強化や、災害用として備蓄していた防塵用マスク・フェイスガー
ドの社内配布や医療機関への寄贈などの対応を行った。感染対策の一環として、社員の行
動もスケジューラーで詳細に各自が入力することを徹底し、上司が行動経路の管理を行
っている。また情報開示については速やかにホームページでニュースリリースを出すな
どの対応をとることを心掛けている。 

 
・当社では、ISO 26000 によるマテリアリティ分析のマッピングに加え、SDGs、GRI、国

連「ビジネスと人権に関する指導原則」など、社会的責任にかかわる国際的なガイドライ
ン等を踏まえ、常時からさまざまなリスクをマッピングしている。このため、通常では考
えられないリスクも想定していたところであり、気候変動に次いでパンデミックのよう
な事態も想定していたため、スムーズな対応が可能となったと考えている。 
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ヘルスケアの４つの事業につき、新たに DX の視点を取り込み、グループ全体で DX を
加速化させていく。 

 
・損保業界は、マーケット全体を保険として引き受ける業種のため、物流・交通の減少など

外部の影響を受けやすいことがビジネスの特徴である。主力商品は自動車保険であると
ころ、COVID-19 による自動車の販売台数減から生じる影響を、当社も非常に大きく受
けている。また逆に、自動車の稼働率の減少により、保険金支払いが減少している側面も
ある。 

 
・特定感染症を補償する各種商品（個人・企業のお客さま向け）を対象に、COVID-19 を補

償対象とするための商品改定を実施している。 
 
・コロナ禍の中で、保険金支払いの条件の簡素化、完全ペーパーレス化を進めており、2020

年夏頃から対応している。火災保険の対象となる事故で、お客様から修理業者の紹介依頼
があった場合などに、現地で損害の確認を行う際に、ウェアラブル端末（スマートグラス）
を活用し、専任オペレーターが遠隔サポートを行っている。また、自然災害に関してドロ
ーンを活用した地域の面全体（１軒１軒ではない⽅法）での査定を行うなど、コロナ禍に
おいても迅速な支払いができるよう取組みを進化させている。 

 

2 
 

・これまで、電話や WEB を通じて直接に、お客様や代理店と営業を行う体制を構築してき
た経緯もあるので、コロナ禍によって営業活動に大きな混乱は生じなかった。コロナ禍の
中で WEB での対応がメインとなり、画面上で資料を共有するようになったことから、打
ち合わせがやりやすくなった。他⽅、新規開拓については、WEB 対応では難しい状況も
あり、今後の課題として挙げられる。 

 
・介護事業については、COVID-19 感染のクラスター発生などもあり、コロナ禍の状況で

は対策が大変な状況である。当社では、2019 年 2 月に「人間」と「テクノロジー」の共
生による新しい介護のあり⽅を創造するプロジェクト「Future Care Lab in Japan」を始
動し、国内外の最新テクノロジーの実証を行う研究所を開設するなど、引き続きグループ
会社を通じて積極的に取り組んでいく。 

 
・COVID-19 発生後、当社では、2020 年２月に危機対策本部を立ち上げ、社内でのリモー

トワークへの推進体制の強化や、災害用として備蓄していた防塵用マスク・フェイスガー
ドの社内配布や医療機関への寄贈などの対応を行った。感染対策の一環として、社員の行
動もスケジューラーで詳細に各自が入力することを徹底し、上司が行動経路の管理を行
っている。また情報開示については速やかにホームページでニュースリリースを出すな
どの対応をとることを心掛けている。 

 
・当社では、ISO 26000 によるマテリアリティ分析のマッピングに加え、SDGs、GRI、国

連「ビジネスと人権に関する指導原則」など、社会的責任にかかわる国際的なガイドライ
ン等を踏まえ、常時からさまざまなリスクをマッピングしている。このため、通常では考
えられないリスクも想定していたところであり、気候変動に次いでパンデミックのよう
な事態も想定していたため、スムーズな対応が可能となったと考えている。 
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https://www.sompo-hd.com/-
/media/hd/files/csr/communications/pdf/2020/csrbooklet2020.pdf?la=ja-JP 
出所：SOMPO ホールディングス株式会社 SDGs ブックレット 2020 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・当社グループのサステナビリティ推進については、2020 年 9 月に「サステナビリティへ

の取組強化について」の⽅針を公表した。この⽅針により、最高執行責任者であるグルー
プ COO を議⻑とした、グループ会社 13 社の CSR 担当役員がメンバーとなるサステナ
ビリティ・CSR 協議会を設置し ISO14001 の仕組みをベースに CSR のマネジメントシス
テムを構築している。グループ各社では、社⻑または CSR 担当役員が CSR 地区統括責任
者を務め、そのもとに CSR 管理責任者、CSR リーダーを配置する体制としている。また、
すべての職場に CSR チェッカーという推進担当・約 2,800 名（2020 年 6 月時点）を配置
することで、各職場における取組みの活性化、ボトムアップによる自律的な取組み強化を
している。 

 
（労働） 
・リモートワークの環境はすでに以前より準備していたこともあり、COVID-19 発生後、

比較的スムーズに移行を進めることができた。リモートワークの弊害よりも時間の短縮
などポジティブに捉えている社員が多く、効率的な仕事ができているというメリットが

4 
 

大きいと感じている。 
 
・ビジネスモデルの変革に備え、社員の生産性を高めアウトプット重視の働き⽅を追求して

いる。2020 年 8 月には新たに CEO を本部⻑とする「働き⽅改革推進本部」を設置し、
『SOMPO の働き⽅改革』を経営の最優先課題の一つとして加速させていくことを決定
した。ジョブ型人事制度の導入・拡大や、ミッション・ドリブンでの自律的な働き⽅の推
進、場所を問わない多様な働き⽅といった施策を進めている。また、国籍・性別・年齢な
どに左右されることなく、一人ひとりの才能や強みに真剣に向き合うことで、「ダイバー
シティ＆インクルージョン」を実現させ、大きなイノベーションにつなげていくことが重
要だと捉えている。 

  
・次年度の新規採用の凍結などは行っていない。Z 世代（1990 年代後半から 2000 年生まれ

の世代）に象徴される若い世代は、SDGs への関心も非常に高く、そのような視点に関心
の高い人材を積極的に採用していきたい。またジョブチャレンジ制度があり、ESG や SDG
や社会貢献に関心の高い人材を CSR 室でも積極的に社内から公募し配置していく。 

 
（人権） 
・人権デュー・ディリジェンスの推進においては、NAP（国別行動計画）が策定されたこと

もありコロナ禍においても社内、販売代理店などに対しての取組みを強化していく。 
 
・取引先企業のサプライチェーンまでを視野に、人権侵害をしている企業の保険は引き受け

をしないというような、レピュテーションリスクを踏まえた対応を本業においても注力
していく必要があると考える。 

 
（環境） 
・当社は保険引き受け会社としてだけでなく投資家という側面もあるため、お客様と建設的

な対話を行いながら気候変動に関する取組みを引き続き進めていく。SOMPO リスクマ
ネジメント（株）で TCFD のシナリオ分析のコンサルティングを実施している。物理的
リスクを中心としたシナリオ分析につき、不動産業界のお客様からの問い合わせも増え
ており、対応しているところである。 

 
・石炭事業については、既に保険引受・投融資を行うことを表明している案件を除き、日本

国内の石炭火力発電所の新規建設に関する保険引受・投融資は原則として行わないこと
を公表した。数年後には石炭火力コストよりも再生可能エネルギーコストの⽅が低減す
るシミュレーションもあり、今後は海外大手保険会社と同様に、再生可能エネルギー（特
に洋上風力発電）の保険引き受けを拡大していく。当社自体についても再生可能エネルギ

■ 図 2 優先順位の高い項目を絞り込み
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出所：SOMPO ホールディングス株式会社 SDGs ブックレット 2020 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・当社グループのサステナビリティ推進については、2020 年 9 月に「サステナビリティへ

の取組強化について」の⽅針を公表した。この⽅針により、最高執行責任者であるグルー
プ COO を議⻑とした、グループ会社 13 社の CSR 担当役員がメンバーとなるサステナ
ビリティ・CSR 協議会を設置し ISO14001 の仕組みをベースに CSR のマネジメントシス
テムを構築している。グループ各社では、社⻑または CSR 担当役員が CSR 地区統括責任
者を務め、そのもとに CSR 管理責任者、CSR リーダーを配置する体制としている。また、
すべての職場に CSR チェッカーという推進担当・約 2,800 名（2020 年 6 月時点）を配置
することで、各職場における取組みの活性化、ボトムアップによる自律的な取組み強化を
している。 

 
（労働） 
・リモートワークの環境はすでに以前より準備していたこともあり、COVID-19 発生後、

比較的スムーズに移行を進めることができた。リモートワークの弊害よりも時間の短縮
などポジティブに捉えている社員が多く、効率的な仕事ができているというメリットが
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大きいと感じている。 
 
・ビジネスモデルの変革に備え、社員の生産性を高めアウトプット重視の働き⽅を追求して

いる。2020 年 8 月には新たに CEO を本部⻑とする「働き⽅改革推進本部」を設置し、
『SOMPO の働き⽅改革』を経営の最優先課題の一つとして加速させていくことを決定
した。ジョブ型人事制度の導入・拡大や、ミッション・ドリブンでの自律的な働き⽅の推
進、場所を問わない多様な働き⽅といった施策を進めている。また、国籍・性別・年齢な
どに左右されることなく、一人ひとりの才能や強みに真剣に向き合うことで、「ダイバー
シティ＆インクルージョン」を実現させ、大きなイノベーションにつなげていくことが重
要だと捉えている。 

  
・次年度の新規採用の凍結などは行っていない。Z 世代（1990 年代後半から 2000 年生まれ

の世代）に象徴される若い世代は、SDGs への関心も非常に高く、そのような視点に関心
の高い人材を積極的に採用していきたい。またジョブチャレンジ制度があり、ESG や SDG
や社会貢献に関心の高い人材を CSR 室でも積極的に社内から公募し配置していく。 

 
（人権） 
・人権デュー・ディリジェンスの推進においては、NAP（国別行動計画）が策定されたこと

もありコロナ禍においても社内、販売代理店などに対しての取組みを強化していく。 
 
・取引先企業のサプライチェーンまでを視野に、人権侵害をしている企業の保険は引き受け

をしないというような、レピュテーションリスクを踏まえた対応を本業においても注力
していく必要があると考える。 

 
（環境） 
・当社は保険引き受け会社としてだけでなく投資家という側面もあるため、お客様と建設的

な対話を行いながら気候変動に関する取組みを引き続き進めていく。SOMPO リスクマ
ネジメント（株）で TCFD のシナリオ分析のコンサルティングを実施している。物理的
リスクを中心としたシナリオ分析につき、不動産業界のお客様からの問い合わせも増え
ており、対応しているところである。 

 
・石炭事業については、既に保険引受・投融資を行うことを表明している案件を除き、日本

国内の石炭火力発電所の新規建設に関する保険引受・投融資は原則として行わないこと
を公表した。数年後には石炭火力コストよりも再生可能エネルギーコストの⽅が低減す
るシミュレーションもあり、今後は海外大手保険会社と同様に、再生可能エネルギー（特
に洋上風力発電）の保険引き受けを拡大していく。当社自体についても再生可能エネルギ
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ーに転換していくことなど、さらに脱炭素化に向けてポートフォリオレベルでの検討を
進めていく必要性を認識している。SOMPO リスクマネジメント（株）と連携しながら石
炭取引に関する保険引き受けなどについても協議しつつ、リスク対策をしていく。 

 
・グリーンリカバリーの観点に防災、減災の視点を含めながら、地域でどのようにレジリエ

ンスを高めていくかに関心を持っている。防災・減災費用保険を自治体向けに提供をして
おり、この保険を活用することで、いち早く住⺠の⽅に避難に関する発令を出していただ
くことができる。すでに 400 件（2020 年 5 月時点）のお客様に活用いただいている状況
である。自然災害が増えてきているため、まずはお客様のために実施してみようというこ
とで展開している。 

 
・プラスチック廃棄物については、まず、社員食堂で紙ストローを導入することなど小さい

ことではあるが、迅速に対応していくことを重視している。最近では、太陽光パネルの廃
棄の問題にどう取り組んでいくかが課題として挙げられる。また、地域のエコシステムを
どう活用するかなど、地⽅創生にも関連する課題であり、人口減少や高齢化など踏まえ
NPO とも連携し取り組んでいる 

 
（生物多様性） 
・地域の環境団体や NPO 支援センター、日本 NPO センターと協働し、全国で市⺠参加

型の生物多様性保全活動を行う「SAVE JAPAN プロジェクト」を 10 年間続けてきた。最
終年となる今年は、コロナ禍でなかなかリアルな開催ができておらず、オンライン参加型
で展開している。従来から取り組んでいる「種の保全」から、今後はより企業価値に繋が
るよう、事業に関連する取組みにシフトしていきたい。 

 
（地域コミュニティ） 
・社会貢献については、直接接触するボランティア活動などを現地で行えなくなるなか、さ

まざまな施策を WEB 化し、動画の配信などに切り替え取り組んでいる。市⺠のための環
境公開講座では、オンライン参加型で実施したことで全国から一⻫にアクセスできるよ
うになり、参加者が COVID-19 前の約 5 倍になるなど大幅に増加したところであり、浸
透度合いという観点では高まっていると感じている。 

 
・自然災害については、社員に対する義援金募集に関するガイドラインの見直しなどを行っ

た。社員がボランティアを行いたいという希望があっても現地での受け入れが難しい中
でどう対応していくかが今後の課題である。 

 
 

6 
 

（業界としての活動） 
・SDGs の目標年である 2030 年までに残り 10 年しかなく、改めて各企業からの発信・情

報開示が非常に重要だと考えている。SDGs に関する取組みにおいて素晴らしいことを実
施している企業は、中小企業も含め非常に多いと感じているが、「良いことをやっていて
も十分な発信・情報開示ができていない企業や、そもそも自社が取り組んでいることが社
会課題解決や企業価値創出につながっていることに気づいていない」ことが多いのでは
ないか。自社の活動を国内外に向けて発信・情報開示していくことがいかに重要であるか
というメッセージを、ビジネス界・財界全体に対して企業市⺠協議会（CBCC）会⻑企業
としても推進している。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・保険業界はもともとリスクをヘッジするという役割が社会において期待されている業界

であることから、今回の COVID-19 や気候変動などの社会的な動きを課題として受け止
めることが重要と捉えている。具体的には、お客様に対しては「商品」として、投資家に
対しては「ESG の経営への統合」などとして、具体的にアクションしていくことが期待
されていると考えており、業界団体への働きかけも含め、引き続き活動を強めていきたい。 

 
・COVID-19 の対応についての「グループ役職員向けのトップメッセージ」を、WEB サイ

トにおいて社外にも公表している。COVID-19 関連だけでなく、様々な情報開示におい
て、透明性を持ち強めていくことは SOMPO グループが「お客様をはじめとしたステー
クホルダーに近い存在である」ことをお伝えする姿勢であり、今後の SOMPO グループ
全体としてのブランドコミュニケーション構築の重要な側面であると考えている。 

 
・今回の COVID-19 については、政府は日本全体としての国益を考え、感染防止とビジネ

スの両立という難しい⽅向での政策を展開されているかと思うが、当社としては、保険会
社または業界団体として何ができるかということを常に意識して、ビジネスの活動やス
テークホルダーへの支援を引き続き展開していきたい。 

 
 

以上 
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ーに転換していくことなど、さらに脱炭素化に向けてポートフォリオレベルでの検討を
進めていく必要性を認識している。SOMPO リスクマネジメント（株）と連携しながら石
炭取引に関する保険引き受けなどについても協議しつつ、リスク対策をしていく。 

 
・グリーンリカバリーの観点に防災、減災の視点を含めながら、地域でどのようにレジリエ

ンスを高めていくかに関心を持っている。防災・減災費用保険を自治体向けに提供をして
おり、この保険を活用することで、いち早く住⺠の⽅に避難に関する発令を出していただ
くことができる。すでに 400 件（2020 年 5 月時点）のお客様に活用いただいている状況
である。自然災害が増えてきているため、まずはお客様のために実施してみようというこ
とで展開している。 

 
・プラスチック廃棄物については、まず、社員食堂で紙ストローを導入することなど小さい

ことではあるが、迅速に対応していくことを重視している。最近では、太陽光パネルの廃
棄の問題にどう取り組んでいくかが課題として挙げられる。また、地域のエコシステムを
どう活用するかなど、地⽅創生にも関連する課題であり、人口減少や高齢化など踏まえ
NPO とも連携し取り組んでいる 

 
（生物多様性） 
・地域の環境団体や NPO 支援センター、日本 NPO センターと協働し、全国で市⺠参加

型の生物多様性保全活動を行う「SAVE JAPAN プロジェクト」を 10 年間続けてきた。最
終年となる今年は、コロナ禍でなかなかリアルな開催ができておらず、オンライン参加型
で展開している。従来から取り組んでいる「種の保全」から、今後はより企業価値に繋が
るよう、事業に関連する取組みにシフトしていきたい。 

 
（地域コミュニティ） 
・社会貢献については、直接接触するボランティア活動などを現地で行えなくなるなか、さ

まざまな施策を WEB 化し、動画の配信などに切り替え取り組んでいる。市⺠のための環
境公開講座では、オンライン参加型で実施したことで全国から一⻫にアクセスできるよ
うになり、参加者が COVID-19 前の約 5 倍になるなど大幅に増加したところであり、浸
透度合いという観点では高まっていると感じている。 

 
・自然災害については、社員に対する義援金募集に関するガイドラインの見直しなどを行っ

た。社員がボランティアを行いたいという希望があっても現地での受け入れが難しい中
でどう対応していくかが今後の課題である。 

 
 

6 
 

（業界としての活動） 
・SDGs の目標年である 2030 年までに残り 10 年しかなく、改めて各企業からの発信・情

報開示が非常に重要だと考えている。SDGs に関する取組みにおいて素晴らしいことを実
施している企業は、中小企業も含め非常に多いと感じているが、「良いことをやっていて
も十分な発信・情報開示ができていない企業や、そもそも自社が取り組んでいることが社
会課題解決や企業価値創出につながっていることに気づいていない」ことが多いのでは
ないか。自社の活動を国内外に向けて発信・情報開示していくことがいかに重要であるか
というメッセージを、ビジネス界・財界全体に対して企業市⺠協議会（CBCC）会⻑企業
としても推進している。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・保険業界はもともとリスクをヘッジするという役割が社会において期待されている業界

であることから、今回の COVID-19 や気候変動などの社会的な動きを課題として受け止
めることが重要と捉えている。具体的には、お客様に対しては「商品」として、投資家に
対しては「ESG の経営への統合」などとして、具体的にアクションしていくことが期待
されていると考えており、業界団体への働きかけも含め、引き続き活動を強めていきたい。 

 
・COVID-19 の対応についての「グループ役職員向けのトップメッセージ」を、WEB サイ

トにおいて社外にも公表している。COVID-19 関連だけでなく、様々な情報開示におい
て、透明性を持ち強めていくことは SOMPO グループが「お客様をはじめとしたステー
クホルダーに近い存在である」ことをお伝えする姿勢であり、今後の SOMPO グループ
全体としてのブランドコミュニケーション構築の重要な側面であると考えている。 

 
・今回の COVID-19 については、政府は日本全体としての国益を考え、感染防止とビジネ

スの両立という難しい⽅向での政策を展開されているかと思うが、当社としては、保険会
社または業界団体として何ができるかということを常に意識して、ビジネスの活動やス
テークホルダーへの支援を引き続き展開していきたい。 

 
 

以上 
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大和ハウス工業株式会社 

ヒアリング⽇程︓2021 年 1 月 14 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当社の存在意義や⻑期的ビジョンは、「人・街・暮らし」をとりまく社会課題に取り組む

ということであり、その根本的な考えは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後も
変わっていない。また、「世の中の役に立つ事業の推進と、環境・社会の視点から将来の
事業に関わる中⻑期的なリスク・機会を⾒極め、経営基盤を強化する」という経営そのも
のが、新型コロナウイルスを契機に大きく変化したということはない。 

 
・しかし、新型コロナウイルスは、企業を永続的に存続させ、持続的に営業キャッシュフロ

ーを生み出すためには、世の中の変化に対して、柔軟に、早急に、対応することが如何に
重要であるかという点を再認識する機会になった。 

 
・この観点から、新たな潮流への変⾰⼒が成⻑の鍵と捉え、事業や経営基盤の変⾰を加速す

る方針である。社内では企業の⻑期ビジョン（在りたい姿）、パーパス（存在意義）など
についての重要性が再認識されており、議論が活発化している。 

 
・具体的対策としては、社会環境の変化に対しての機動性を高めるため、経営体制を事業本

部制へ移行し、事業本部へ責任と権限を移譲した。2019 年 11 月に発表したガバナンス強
化策に基づき、事業本部制の導入を昨年 10 月から試験運用しており、2021 年 4 月から本
格導入する。 

 
・2022 年度からスタート予定の第７次中期経営計画では、ポストコロナにおける新しい常

態（テレワークの普及拡大やデジタル化の進展、都市部から郊外への転出の増加など）も、
⾒据えた上で発表する予定。 

 
・新型コロナウイルスによる業績への影響については、投資家に対し、2020 年 5 月に、2020

年 4 月の状況が同年 9 月頃まで続くという前提条件の下、影響額を公表した。この数字
については 2020 年 11 月に上方修正した。 

 
・コロナ禍において物流への期待が高まっていることを受け、高機能な物流施設を開発する

とともに、物流ソリューションも強化することとしている。不動産投資においても事業施
設への投資を進める方針。ホテル事業など新型コロナウイルスで大きく影響を受けてい

2 
 

る事業については、事業の在り方を⾒直す機会となっている。 
 
・当社のリスク管理体制の立ち上げについては、WHO による「緊急事態」の宣言を受け、

2020 年 1 月 31 日より新型コロナウイルスによる影響を「重大リスク」として捉えて動
き始めた。2020 年２月 26 日に経営管理本部⻑を本部⻑とした「新型コロナウイルス対策
本部」を設置し、各部門からの通達を通じた対応情報の共有を頻繁に行ってきている。コ
ロナ禍においてはすべてのステークホルダーの安全を最優先事項と明確に位置付け、対
応を実施した。2020 年 1 月からの 1 年間において新型コロナウイルス関連で 80 通以上
の社内通達が発信された。 
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https://www.daiwahouse.com/ir/ar/pdf/daiwahouse_IR2020J_all.pdf 
出所：大和ハウスグループ統合報告書 2020 

 
・グループ企業の大和リビング株式会社では、2020 年４月に、管理する物件の中で新型コ

ロナウイルスの感染拡大により収入に著しい影響を受けた入居者を対象として、賃料の
支払猶予措置を実施した。施工現場における協⼒会社に対しては、休工期間（4 月 20 日
〜5 月 10 日の間）における休工期間中に予定していた工事に対する費用を補償した。 

 
・今後、コロナ禍における更なる業務の効率化、生産性の向上のため、テレワークへの移行、

フレックス制の導入（2021 年 4 月導入予定）、新しい働き方に対応した評価制度の⾒直し
に加え、営業スタイルの⾒直し、施工現場の省人化・無人化を推進していく方針。 

 
・住宅事業においては、世間のテレワーク増加における課題として、「仕事ができる部屋が

確保できない」、「打ち合わせなどの音が他の部屋に漏れてしまう」といった困りごとが散
⾒された。その困りごとをいち早くニーズとして捉え商品化したのが、防音設備を備えた

4 
 

「奏でる家」で培ったノウハウを活かした新提案「快適ワークプレイス」「つながりワー
クピット」であり、コロナ禍において顧客から好評を得ている。 

 
・海外事業については、地域での感染時期の差が⾒受けられた。米国においては住まいのあ

り方の⾒直しが進み、想定より⼾建ての業績が向上した。また中国においては 2020 年 1
月の感染拡大で需要が減退する懸念があったが、新型コロナウイルス収束以降は業績が
堅調に推移している。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・当社では、創業者の言葉が全従業員に根付いていると実感している。入社時に創業者の教

えが詰まった書籍が配付され、様々な時に読み返す機会があり、ステークホルダー全体を
俯瞰して考えていく土台が全社に共有されていると感じる。また、「儲かるからではなく、
世の中の役に立つからやる」といった言葉に代表される創業者の教えそのものは、サステ
ナビリティの考えにも通じるものであると感じている。新型コロナウイルスで様々なこ
とを⾒直す機会にもなっており、改めて社員にもサステナビリティの浸透を図っていく。 

 
（労働） 
・新型コロナウイルスの影響を受け、ステークホルダーの感染リスク抑制など安全衛生への

対応がこれまで以上に必要になった。施工現場の一時中断による協⼒会社への対応や、展
示場などの関連施設の一時閉鎖、国内外への出張制限などを行った。 

 
・在宅勤務、時差勤務など、従来までは試行的に行われていた制度や ICT ツールが本格導

入され、活用が促進されるなど、従業員の働き方改⾰が急速に進んだ。緊急事態宣言の解
除以降も従業員の 50％以上を目標としてテレワークを実施している。また、組織全体の
生産性をあげて企業価値を高めていくことを目的とした「テレワーク推進プロジェクト」
を設置し、環境整備に取り組んでいる。 

 
・営業活動が制限されるなか、非対面での営業を促進している。WEB 上で間取りや仕様を

構想できる⼾建住宅商品「Lifegenic（ライフジェニック）」が、販売開始当初の７倍以上、
ネットでアクセスされているなど、WEB 発売の商品が高い反響を呼んでいる。今後のア
フターコロナの世の中を⾒据えると対面と非対面でのハイブリット化が進んでいくと考
えている。 

 
・施工現場の在り方や建設技能者の健康と安全の確保、そして今後の人手不足への対応など

を⾒据え、当社ではデジタルコンストラクションプロジェクトを 2019 年より立ち上げた。

新型コロナウイルス感染症の各基盤への対応

基盤への対応 対応策 補足

人財基盤
（従業員の安全）

● 現地対策本部の設置
● 緊急事態宣言下における事業所閉鎖

）所業事67内国本日：象対（ 
● テレワークの推進
● 公共交通機関の混雑回避のため時差勤務の実施
● 濃厚接触者およびこれに準じる者（「周辺者」を

独自に定義）を隔離
● 従業員、施工現場・工場の作業員等へのマスク・

消毒用品の配布

その他、特別な配慮を要する従業員については、下記の対応
を実施しています。
● 小学校６年生以下の子を養育する従業員（小学校就学前の

子も含む）で、休校等により保護者の見守りが必要になる場
合の「特別休暇」制度の運用

● 妊娠中の女性従業員への配慮最優先指示
● 帰国を希望する外国人労働者への対応

顧客基盤
（お客さまへの配慮、
提案）

● 緊急事態宣言下における展示場・モデルルーム
の一時閉鎖

● 定期点検等の延期により保証期間や遡及対象期
間が過ぎたお客さまに対し、無償での修理・交換
対応を実施

● 収入が著しく減少した賃貸住宅入居者に、賃料
の支払いを猶予（最大3ヵ月分）

● 住宅テレワークスタイル商品の発売
● 仮設医療施設の提案

お客さま・従業員双方の安全を確保するため、展示場・モデ
ルルーム再開後も、1組のみのご案内や入店前の検温の実施
など、感染症対策を徹底し、営業を実施しています。
また法人企業さまへの営業活動についても、電話・メール・ウェ
ブサイトなどの多様な手段を活用し、テレワーク実施企業の
増加に対応しています。

技術・ものづくり基盤
（取引先・施工現場への
配慮）

● 全国の施工現場を休工
）日01月5～日02月4年0202:間期（  

）件005,3約:場現象対（  
● 休工期間中に予定していた工事に対する費用補

償の実施

（2020年4月社内通達より抜粋）
現下の危機的状況において、最優先すべきものは何か。人の
命に勝るものはない。従業員やその家族、現場作業員やその
家族の命を守る責任が会社にはある。幸いにして、現時点で
は新型コロナウイルス罹患による不幸な死者は発生していな
い。だが、もしもこのかけがえのない命を失う事態となれば、
事業活動は縮小あるいは停止せざるを得ない。そのような事
態が発生する前に会社として何ができるか、どのような先手
を打てるのかを熟慮した結果、一定期間の全国の施工現場に
おける休工を決定した。加えて、当社を支える協力会社に対
しては、休工期間中に予定していた工事に対する費用補償等
を定めた。
１．休工に伴う出来高の減少への対応
２．現場の職人含め、休業者に対する補償
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とを⾒直す機会にもなっており、改めて社員にもサステナビリティの浸透を図っていく。 

 
（労働） 
・新型コロナウイルスの影響を受け、ステークホルダーの感染リスク抑制など安全衛生への
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・在宅勤務、時差勤務など、従来までは試行的に行われていた制度や ICT ツールが本格導

入され、活用が促進されるなど、従業員の働き方改⾰が急速に進んだ。緊急事態宣言の解
除以降も従業員の 50％以上を目標としてテレワークを実施している。また、組織全体の
生産性をあげて企業価値を高めていくことを目的とした「テレワーク推進プロジェクト」
を設置し、環境整備に取り組んでいる。 

 
・営業活動が制限されるなか、非対面での営業を促進している。WEB 上で間取りや仕様を

構想できる⼾建住宅商品「Lifegenic（ライフジェニック）」が、販売開始当初の７倍以上、
ネットでアクセスされているなど、WEB 発売の商品が高い反響を呼んでいる。今後のア
フターコロナの世の中を⾒据えると対面と非対面でのハイブリット化が進んでいくと考
えている。 

 
・施工現場の在り方や建設技能者の健康と安全の確保、そして今後の人手不足への対応など

を⾒据え、当社ではデジタルコンストラクションプロジェクトを 2019 年より立ち上げた。
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5 
 

新型コロナウイルス拡大を受け、技術改⾰を含めた施工現場の働き方改⾰へ向けた取り
組みとして建設現場における管理・監理および施工の省人化・無人化の取り組みを加速さ
せていく。 

 
（サプライチェーン） 
・2020 年 2 月当初は、海外に製造拠点を持つメーカーの部品納期が遅延するなどの影響が

生じるといった短期的な影響があったが、中⻑期的に⾒て、今後サプライチェーンの最適
化・⾒直しがされていくと想定している。 

 
（環境） 
・新型コロナウイルスの影響により、営業部門等の従業員が使用する車での移動や物流事

業・部材輸送が低減し、また住宅の施工現場、リゾートホテル、スポーツ施設の稼働が低
下したことにより、温室効果ガスの排出量や水の使用量が低下した。低下した環境負荷に
ついては、事業活動の回復に伴い、従来の水準に戻る可能性がある。一方で、コロナ禍に
おける働き方改⾰などの様々な取り組みに今後のヒントがあると考え、まずは実態把握
を進め、環境負荷低減に向けた取り組みに繋げていきたい。 

 
・コロナ禍の影響を受けにくい環境エネルギー事業を強みとしつつ、リアリティ、リニュー

アブル、レジリエンスの 3 つの「Re」をキーワードとした街づくり「コ”Re”カラ・シテ
ィ」を推進し、事業拡大を追求していく。 

 
・当社では新政権による「2050 年までに温室効果ガス実質ゼロ」の宣言を受け、「⻑期目標

の⾒直し」を昨年 11月の取締役会で決定した。具体的には、温室効果ガスの排出量（売
上高あたり）を 2055 年 15 年度比70％削減から 2050 年ネットゼロへと目標を⾒直した。 

 
（コミュニティ・社会貢献） 
・テレワークに対応した住まいやワ―ケーションへのニーズが高まっており、ニューノーマ

ル時代を⾒据えた住まい提案として、快適に在宅勤務ができる当社オリジナルのテレワ
ークスタイル「快適ワークプレイス」と「つながりワークピット」の提案を 2020 年 6 月
より開始した。2020 年 9 月には森林住宅に関する Web サイトをリニューアルし、ワ―
ケーションやテレワーク体験を前面に押し出している。 

 
・持続性のあるコミュニティを再耕する「リブネスタウンプロジェクト」の推進や、再生可

能エネルギーを活用し、よりサステナブルな暮らしを提供するための郊外型複合街づく
り「コ“ Re” カラ・シティ」の展開を通じて、引き続き事業を通じた社会課題の解決に取
り組んでいく。 

6 
 

 
・新型コロナウイルスのワクチン開発支援として、当社従業員への「ハート募金」の呼びか

けを実施し「大阪大学新型コロナウイルス感染症対策基金【ワクチン等研究開発支援」】」
に寄付した。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・機関投資家からは、従前から、事業環境が常に変化する中で、いかに持続的に営業キャッ

シュフローを生み出すかが問われており、事業競争⼒や、課題解決⼒の強化に加え、リス
ク低減への対応が期待されている。 

 
・また今般の新型コロナウイルスの影響を受け、機関投資家からは、従業員への対応（テレ

ワークの状況）などの質問が増えており、社会変化に柔軟に対応できる企業か否かの選別
がなされたと感じている。加えて、「選択と集中」に関する質問も増加した。個人投資家
向けについては、当社では従来からオンラインでの説明会を中心に実施していたため、大
きな変化はないが、継続して、分かりやすい説明、⾒やすい資料作成を行うよう、努⼒し
ている。 

 
・IR 活動では、従来の対面による面談はほぼゼロになり、電話、WEB での対応を行った。

WEB 面談では、資料を掲示しながら説明できることや、移動時間の削減、出張費用等の
削減などのメリットがあった。海外投資家とは時差があるので、早朝あるいは夕方の対応
となるが、投資家サイドも在宅勤務が増えていることから、大きなマイナス影響は出てい
ない。 

 
・2021 年 1 月より「Grow a new Life」をキーメッセージとした企業広告・事業広告コミュ

ニケーションを展開しており、お客様の声に耳を傾け、グループの総⼒を挙げて寄り添う
姿勢を示している。 

 
・政府や業界団体に対しては、新型コロナウイルスの影響による就業・賃金不安から生じる

購入不安、住宅市場の冷え込みに対応するため、住宅ポイント制度や住宅ローン減税特別
措置期間の伸⻑など、購入時の負担軽減施策の検討・実施を期待する。また、再生可能エ
ネルギー、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）、ZEB（ネット・ゼロ・エネルギ
ー・ビル）への認知を広げるためにも、補助金の拡充や普及活動の促進を期待する。 

 
 

以上 
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東レ株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 13 ⽇（⾦） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・1926 年に創業以来、「企業は社会の公器であり、その事業を通じて社会に貢献する」との
経営思想のもと、社会から尊敬される企業体として存在することを目指してきた。その⻑
年受け継がれてきた経営思想を、2020 年 5 ⽉に⻑期経営ビジョン“TORAY VISION 2030”
の発表に合わせて、「東レ理念」として創業以来の考え方を改めて体系化した。 
「東レ理念」は、従来の経営理念である「企業理念」「経営基本方針」「企業行動指針」に
加え、企業理念を具現化するための企業姿勢を端的に示した「コーポレートスローガン」、
東レグループが将来に向けて進む方向性を示した「ビジョン」、これらの考え方の基礎と
なる創業以来受け継いできた価値観・経営観などの「企業文化」、「経営者の信条」から構
成されている。 
東レグループは、1991 年に「⻑期経営ビジョン AP-G2000」を策定し、以降も 10 年後の
世界を俯瞰して、東レグループの大きな方向付けを行う道標として⻑期経営ビジョンの
策定を継続してきた。“TORAY VISION 2030”は、2018 年 7 ⽉に発表した「東レグルー
プ サステナビリティ・ビジョン」に示す、「2050 年に向けて東レグループが目指す世界」
を実現するために、地球規模の課題を革新的な素材の力で解決し、企業価値を高めてい 
くためのマイルストーンであり、東レグループが目指す「持続的かつ健全な成⻑」を実現
するための統一指針である。 
⻑期ビジョンのもとで短期・中期の課題を設定し、「基本に忠実にあるべき姿を目指して
やるべきことをやる」ことが東レグループのあり方である。 
また、⻑期ビジョンに示す「持続的かつ健全な成⻑」の実現のために 2022 年に向けた中
期経営課題“AP-Growth TORAY 2020”も同時に発表した。 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toray.co.jp/aboutus/vision/ 
出所：東レグループホームページ 

2 
 

・新型コロナウイルス感染拡大により生産活動・消費行動・物流が停滞し、不確実性が増大
している環境下にあるが、今後の「変化の本質」を捉えて、中⻑期的に東レグループのあ
るべき姿に向けてそれぞれの課題を見直し、確実に実行していくことが非常に重要であ
ると考えている。 

 
・東レグループの持続的成⻑をグローバルに実現するためには、「東レ理念」を東レグルー

プ共通の価値観として全員が理解を深め、共有し、行動につなげていく必要がある。東レ
グループの将来を担う人材を育成するには、東レグループで働くことの意味や、東レグル
ープの将来像を共有・実現する仲間としてのつながりを職場の中で築いていくことが重
要である。 

 そのため、中期経営課題“AP-Growth TORAY 2020”の中で、全社横断プロジェクトとし
て「東レ理念」共有・発信プロジェクトを立ち上げ、「東レグループは世の中にとって 
どのような存在であるのか」「東レグループはどのような『価値』を社会に提供できるの
か」という存在意義について、社内各層が意見交換し、職場で議論しながら、社員一人ひ
とりが考えて追求していく取り組みを行っている。 

 
・事業への COVID-19 の影響として、航空機向けの炭素繊維複合材料の売り上げは、航空

機の生産計画の縮小に伴い大きな影響を受けている。しかしながら、⻑期的な視点として
は航空業界が環境問題への対応として、燃費改善に寄与する軽量な素材を求める方向性
に変りはない。また、気候変動問題に関連して、風力発電翼の大型化により、風力発電用
炭素繊維の需要は伸びている。 
COVID-19 感染拡大に伴う空気清浄機の需要高まりに伴い、エアフィルターの需要も伸
びている。 
東レグループが成⻑分野として定めているライフイノベーション事業の中には感染対策
に関連する製品が多く含まれ、需要は高まっている。 
また DX の加速で、高速大容量通信を可能とする 5G 対応の半導体材料などの需要は高ま
っている。COVID-19 禍に対しても、新たな課題に取り組み、革新技術での新市場創出
を変わらず進めていく方針である。 

 
・エボラ出血熱の際に 1 万着の医療用防護服をギニアに寄付した経緯がある。 

今回の COVID-19 禍において、政府要請に基づき、ディスポーザブルの医療用ガウンを、
東レグループのサプライチェーンを活用して国内で生産し納入をしており、21 年 3 ⽉ま
でに合計 810 万着を納入する予定。 
また、グローバルな生産設備をフル活用しマスク⽉産１億枚分の不織布（衛生材料用ポリ
プロピレンスパンボンド）の供給体制を確立した。 
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策定を継続してきた。“TORAY VISION 2030”は、2018 年 7 ⽉に発表した「東レグルー
プ サステナビリティ・ビジョン」に示す、「2050 年に向けて東レグループが目指す世界」
を実現するために、地球規模の課題を革新的な素材の力で解決し、企業価値を高めてい 
くためのマイルストーンであり、東レグループが目指す「持続的かつ健全な成⻑」を実現
するための統一指針である。 
⻑期ビジョンのもとで短期・中期の課題を設定し、「基本に忠実にあるべき姿を目指して
やるべきことをやる」ことが東レグループのあり方である。 
また、⻑期ビジョンに示す「持続的かつ健全な成⻑」の実現のために 2022 年に向けた中
期経営課題“AP-Growth TORAY 2020”も同時に発表した。 

  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.toray.co.jp/aboutus/vision/ 
出所：東レグループホームページ 

2 
 

・新型コロナウイルス感染拡大により生産活動・消費行動・物流が停滞し、不確実性が増大
している環境下にあるが、今後の「変化の本質」を捉えて、中⻑期的に東レグループのあ
るべき姿に向けてそれぞれの課題を見直し、確実に実行していくことが非常に重要であ
ると考えている。 

 
・東レグループの持続的成⻑をグローバルに実現するためには、「東レ理念」を東レグルー

プ共通の価値観として全員が理解を深め、共有し、行動につなげていく必要がある。東レ
グループの将来を担う人材を育成するには、東レグループで働くことの意味や、東レグル
ープの将来像を共有・実現する仲間としてのつながりを職場の中で築いていくことが重
要である。 

 そのため、中期経営課題“AP-Growth TORAY 2020”の中で、全社横断プロジェクトとし
て「東レ理念」共有・発信プロジェクトを立ち上げ、「東レグループは世の中にとって 
どのような存在であるのか」「東レグループはどのような『価値』を社会に提供できるの
か」という存在意義について、社内各層が意見交換し、職場で議論しながら、社員一人ひ
とりが考えて追求していく取り組みを行っている。 

 
・事業への COVID-19 の影響として、航空機向けの炭素繊維複合材料の売り上げは、航空

機の生産計画の縮小に伴い大きな影響を受けている。しかしながら、⻑期的な視点として
は航空業界が環境問題への対応として、燃費改善に寄与する軽量な素材を求める方向性
に変りはない。また、気候変動問題に関連して、風力発電翼の大型化により、風力発電用
炭素繊維の需要は伸びている。 
COVID-19 感染拡大に伴う空気清浄機の需要高まりに伴い、エアフィルターの需要も伸
びている。 
東レグループが成⻑分野として定めているライフイノベーション事業の中には感染対策
に関連する製品が多く含まれ、需要は高まっている。 
また DX の加速で、高速大容量通信を可能とする 5G 対応の半導体材料などの需要は高ま
っている。COVID-19 禍に対しても、新たな課題に取り組み、革新技術での新市場創出
を変わらず進めていく方針である。 

 
・エボラ出血熱の際に 1 万着の医療用防護服をギニアに寄付した経緯がある。 

今回の COVID-19 禍において、政府要請に基づき、ディスポーザブルの医療用ガウンを、
東レグループのサプライチェーンを活用して国内で生産し納入をしており、21 年 3 ⽉ま
でに合計 810 万着を納入する予定。 
また、グローバルな生産設備をフル活用しマスク⽉産１億枚分の不織布（衛生材料用ポリ
プロピレンスパンボンド）の供給体制を確立した。 
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3 
 

・COVID-19 に対しては、従業員の健康と安全、事業継続に対する深刻なリスクが急激に
拡大しているとの認識から、2020 年 2 ⽉ 7 ⽇に、代表取締役副社⻑を本部⻑とする全社
対策本部を設置した。対策本部を中心に、事業拠点の所在する国や地方自治体の感染予防
指示や依頼を踏まえたうえで、以下の対応を行った。 

• 従業員の安全を守る施策の立案と実行 
• ⽇本も含めた各国の従業員の健康状態の把握と、感染者発生時の適切な対応 
• 国内外関係会社への適切な支援 
 

・リスクマネジメントについては全社的なリスク（気候変動、自然災害、法令違反、不祥事
など）を網羅的に洗い出し、各リスク項目の重要度の相対評価を実施した上で重要リスク
を特定し優先対応リスクを決定している。優先対応リスクは 3 年間を 1 期とする PDCA
サイクルにて東レグループ全体でリスク低減活動を推進してきた。 
中でも新型インフルエンザに対する BCP 対策を⻑年積み上げてきたことが活き、
COVID-19 感染拡大という状況下、当社は全社対策をスムーズに立ち上げ、実施するこ
とができた。 
 
 

２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2022 年までの第 7 次 CSR ロードマップも、2020 年の 9 ⽉に発表した。COVID-19 以前

から継続的に議論されてきたものであり、COVID-19 があろうがなかろうが、本来ある
べき姿で KPI を策定して達成を目指していくことには変わりがないため、議論の過程で
COVID-19 を意識して KPI のハードルを下げるようなことは行わなかった。 

 
（ＣＳＲの取り組み確認） 
・東レグループの各職場で、それぞれどのような CSR 推進活動が実際に行われているのか、

それぞれの課題は何かを確認し今後の CSR 推進活動に反映していくため、そして CSR の
普及・教育活動もかねて、東レ本体の各部室、各工場、関係会社の全てを CSR 推進室が
訪問してヒアリングする取り組みを行ってきたが、COVID-19 感染拡大の影響で訪問が
困難となった。そのためオンラインに切り替えて実施している。実際に訪問し対面するこ
とにより出てくる本音がオンラインでは出にくくなっている可能性はある。 

 
・COVID-19 感染拡大により、感染対策に関する社会への貢献、在宅ワーク中心といった

働き方の変容に関する対応面等は加わったものの、CSR として行っていくべき事の本質
は変わっていないので、東レグループの CSR に関する行動指針である 10 個の CSR ガイ
ドラインとそれぞれのガイドラインを計画的に進めるために，「CSR ロードマップ」を定
めて活動していくことには変わりはない。 

4 
 

経経営営戦戦略略とと CCSSRR  

 
https://www.toray.co.jp/sustainability/stance/strategy.html 
出所：東レグループホームページ 

 
（労働） 
・働き方改革による在宅勤務の積極的な推進で 2020 年 4〜6 ⽉は出社する割合を 2 割、（イ

ンタビュー時の）現在は 5 割に留めることを目標としている。（2021 年 1 ⽉ 7 ⽇の緊急
事態宣言発出後は 3 割。）リモートワークに合う人・合わない人・業務・部門があり、工
夫をしながら生産性の向上を図っている。 

 
・労働安全衛生では、社員の意識付けが最も重要であり、基本に立ち返った教育活動を進め

ている。 
 
・今回の COVID-19 に際し社内で感染対応ガイドライン（オフィス版と工場版）を細かく

策定し、国内外の事業所・現場のみならずグローバルに展開している。感染拡大の状況や
政府指針などを勘案しながら、ガイドラインは適宜改訂をしている。 

 
・また、社員（派遣社員を含む）に対して、マスクを定期的に無償配布している。 
 
（人権） 
・各事業場・工場及び主要な国内関係会社・海外関係会社について、年に１回、啓発・教育

を含む人権推進活動に関する調査を行い、国内人権推進委員会・海外人権推進委員会など
で結果が報告されている。 
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3 
 

・COVID-19 に対しては、従業員の健康と安全、事業継続に対する深刻なリスクが急激に
拡大しているとの認識から、2020 年 2 ⽉ 7 ⽇に、代表取締役副社⻑を本部⻑とする全社
対策本部を設置した。対策本部を中心に、事業拠点の所在する国や地方自治体の感染予防
指示や依頼を踏まえたうえで、以下の対応を行った。 

• 従業員の安全を守る施策の立案と実行 
• ⽇本も含めた各国の従業員の健康状態の把握と、感染者発生時の適切な対応 
• 国内外関係会社への適切な支援 
 

・リスクマネジメントについては全社的なリスク（気候変動、自然災害、法令違反、不祥事
など）を網羅的に洗い出し、各リスク項目の重要度の相対評価を実施した上で重要リスク
を特定し優先対応リスクを決定している。優先対応リスクは 3 年間を 1 期とする PDCA
サイクルにて東レグループ全体でリスク低減活動を推進してきた。 
中でも新型インフルエンザに対する BCP 対策を⻑年積み上げてきたことが活き、
COVID-19 感染拡大という状況下、当社は全社対策をスムーズに立ち上げ、実施するこ
とができた。 
 
 

２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2022 年までの第 7 次 CSR ロードマップも、2020 年の 9 ⽉に発表した。COVID-19 以前

から継続的に議論されてきたものであり、COVID-19 があろうがなかろうが、本来ある
べき姿で KPI を策定して達成を目指していくことには変わりがないため、議論の過程で
COVID-19 を意識して KPI のハードルを下げるようなことは行わなかった。 

 
（ＣＳＲの取り組み確認） 
・東レグループの各職場で、それぞれどのような CSR 推進活動が実際に行われているのか、

それぞれの課題は何かを確認し今後の CSR 推進活動に反映していくため、そして CSR の
普及・教育活動もかねて、東レ本体の各部室、各工場、関係会社の全てを CSR 推進室が
訪問してヒアリングする取り組みを行ってきたが、COVID-19 感染拡大の影響で訪問が
困難となった。そのためオンラインに切り替えて実施している。実際に訪問し対面するこ
とにより出てくる本音がオンラインでは出にくくなっている可能性はある。 

 
・COVID-19 感染拡大により、感染対策に関する社会への貢献、在宅ワーク中心といった

働き方の変容に関する対応面等は加わったものの、CSR として行っていくべき事の本質
は変わっていないので、東レグループの CSR に関する行動指針である 10 個の CSR ガイ
ドラインとそれぞれのガイドラインを計画的に進めるために，「CSR ロードマップ」を定
めて活動していくことには変わりはない。 

4 
 

経経営営戦戦略略とと CCSSRR  

 
https://www.toray.co.jp/sustainability/stance/strategy.html 
出所：東レグループホームページ 

 
（労働） 
・働き方改革による在宅勤務の積極的な推進で 2020 年 4〜6 ⽉は出社する割合を 2 割、（イ

ンタビュー時の）現在は 5 割に留めることを目標としている。（2021 年 1 ⽉ 7 ⽇の緊急
事態宣言発出後は 3 割。）リモートワークに合う人・合わない人・業務・部門があり、工
夫をしながら生産性の向上を図っている。 

 
・労働安全衛生では、社員の意識付けが最も重要であり、基本に立ち返った教育活動を進め

ている。 
 
・今回の COVID-19 に際し社内で感染対応ガイドライン（オフィス版と工場版）を細かく

策定し、国内外の事業所・現場のみならずグローバルに展開している。感染拡大の状況や
政府指針などを勘案しながら、ガイドラインは適宜改訂をしている。 

 
・また、社員（派遣社員を含む）に対して、マスクを定期的に無償配布している。 
 
（人権） 
・各事業場・工場及び主要な国内関係会社・海外関係会社について、年に１回、啓発・教育

を含む人権推進活動に関する調査を行い、国内人権推進委員会・海外人権推進委員会など
で結果が報告されている。 
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5 
 

 
（サプライチェーン） 
・COVID-19 に関わる人権課題について、例えば残業強制などが無いか、サプライチェー

ンに関しても調査を行っている。従来サプライヤーに対してはアンケートを行い、東レグ
ループの基準に満たない取引先に対しては訪問をして改善を促していた。COVID-19 禍
においては電話や WEB 会議でのフォローとなっている。 

 
（地域コミュニティ） 
・社会貢献活動においては、学校への理科実験教室などの教育支援活動は例年約１万５千人

を対象に実施していたが、COVID-19 により出張授業などに直接出向くことができなく
なり、オンライン実施への切替や教材提供（教材とマニュアルを提供し学校の教師に実施
してもらう）を増加することなどで対応した。オンラインでは生徒の反応を見ながら進め
ることが難しいなど残念な面は多いが、オンライン授業実施のハードルが下がったこと
により、今まで遠隔地で対応できなかった学校にも対応することが可能となった等のプ
ラスの側面もある。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・お客様との関係についてもオンラインでのコミュニケーションが増加した。今まで展示会

としてリアルで開催してきていたものも WEB 展示会などに変更している。広報など社外
とのコミュニケーションを担当している部門は WEB 制作などで業務多忙となっている。 

 
・金融機関も ESG に関する質問が増え、IR 活動においては CSR 推進室が IR 室と協働で銀

行や投資家対応をする機会も増えた。2020 年 7 ⽉に三井住友信託銀行と SDGs に関する
ポジティブインパクトファイナンスを実施した。COVID-19 禍ということもあり打ち合
わせ等はほぼオンラインにて進められた。 

 株主や機関投資家、ESG 評価機関等との対話も電話会議、WEB 会議にて対応している。 
 
・COVID-19 禍ではあるが 2020 年の 6 ⽉に 2 ⽇間にわたり WEB にて「Toray IR Day 中

期経営課題 “AP-G 2022” 事業説明会」を開催した。当説明会では副社⻑、各事業本（副）
本部⻑が各事業について説明し、その模様を機関投資家・証券アナリスト向けにライブ配
信し質疑応答も行った。 

 
以上 

1 
 

トヨタ⾃動⾞株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 13 ⽇（⾦） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・世界の自動車の販売台数は、近年、リーマンショックでの底から回復する傾向が続いてい
たが、2020 年には、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んだ。１〜２
年前のレベルに回復するには今後数年かかる見込みである。 

 
・国内生産台数の状況については、リーマンショック、東日本大震災で大きく落ち込み、そ

の後年間 500 万台前後と一進一退の状況が続いていたが、2020 年 1〜6 月期には、コロ
ナ禍によってリーマンショック前の生産台数の約半分の同約 360 万台レベルに落ち込ん
だところであり、大変厳しい状況である。 

 
・COVID-19 感染拡大に伴う生産活動への世界的な影響としては、中国・武漢が閉鎖され

た 2020 年 3−4 月には中国で生産を止めたところであり、北米・欧州でもそれぞれ生産
を中断していた。グローバルサプライチェーンでは、コロナ禍において多くの中国サプラ
イヤーが生産を停止したため、特に大きな影響があった。それらが徐々に生産を開始して
も、物流が分断されていたこともあり、影響が⻑く続いた状況である。 

 
・トヨタとしては、先が見通せない状況の中ではあったが、2020 年 5 月に、2020 年度(2021

年３月期)の全世界販売台数 800 万台、営業利益 5000 億円という通期見通しを、業界の
「道しるべ」としてあえて発表した。また国内生産 300 万台を死守することも強いメッ
セージとして発信した。その後 2020 年 11 月に行われた 2020 年度の中間決算では、その
見通しを大幅に上方修正し、営業利益は第２四半期で 5000 億円の実績、通期で 1 兆３千
億円の見通しとすることができた。これは過去 11 年間の取り組みにより、少しずつトヨ
タが強くなり、働く人たちが各々、自分自身で考え、自発的に動くことができるようにな
った結果と捉えている。 

 
・生産現場では、工場が生産停止している非稼働日に、全員でカイゼンの議論を進め、生産

性が大きく向上した。販売部門では、オンライン販売などお客様との関係づくりを推進し
た。従業員一人一人が自主的に動き、世のため人のために、もっといい車をつくろう、お
客様に届けよう、と動いた。2008 年のリーマンショック時、当社の販売台数の回復は市
場平均より４％低い数値だったが、コロナ禍の中では市場平均の３％を上回るペースで
回復した。 
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5 
 

 
（サプライチェーン） 
・COVID-19 に関わる人権課題について、例えば残業強制などが無いか、サプライチェー

ンに関しても調査を行っている。従来サプライヤーに対してはアンケートを行い、東レグ
ループの基準に満たない取引先に対しては訪問をして改善を促していた。COVID-19 禍
においては電話や WEB 会議でのフォローとなっている。 

 
（地域コミュニティ） 
・社会貢献活動においては、学校への理科実験教室などの教育支援活動は例年約１万５千人

を対象に実施していたが、COVID-19 により出張授業などに直接出向くことができなく
なり、オンライン実施への切替や教材提供（教材とマニュアルを提供し学校の教師に実施
してもらう）を増加することなどで対応した。オンラインでは生徒の反応を見ながら進め
ることが難しいなど残念な面は多いが、オンライン授業実施のハードルが下がったこと
により、今まで遠隔地で対応できなかった学校にも対応することが可能となった等のプ
ラスの側面もある。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・お客様との関係についてもオンラインでのコミュニケーションが増加した。今まで展示会

としてリアルで開催してきていたものも WEB 展示会などに変更している。広報など社外
とのコミュニケーションを担当している部門は WEB 制作などで業務多忙となっている。 

 
・金融機関も ESG に関する質問が増え、IR 活動においては CSR 推進室が IR 室と協働で銀

行や投資家対応をする機会も増えた。2020 年 7 ⽉に三井住友信託銀行と SDGs に関する
ポジティブインパクトファイナンスを実施した。COVID-19 禍ということもあり打ち合
わせ等はほぼオンラインにて進められた。 

 株主や機関投資家、ESG 評価機関等との対話も電話会議、WEB 会議にて対応している。 
 
・COVID-19 禍ではあるが 2020 年の 6 ⽉に 2 ⽇間にわたり WEB にて「Toray IR Day 中

期経営課題 “AP-G 2022” 事業説明会」を開催した。当説明会では副社⻑、各事業本（副）
本部⻑が各事業について説明し、その模様を機関投資家・証券アナリスト向けにライブ配
信し質疑応答も行った。 

 
以上 

1 
 

トヨタ⾃動⾞株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 13 ⽇（⾦） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・世界の自動車の販売台数は、近年、リーマンショックでの底から回復する傾向が続いてい
たが、2020 年には、新型コロナウイルス感染症の影響により大きく落ち込んだ。１〜２
年前のレベルに回復するには今後数年かかる見込みである。 

 
・国内生産台数の状況については、リーマンショック、東日本大震災で大きく落ち込み、そ

の後年間 500 万台前後と一進一退の状況が続いていたが、2020 年 1〜6 月期には、コロ
ナ禍によってリーマンショック前の生産台数の約半分の同約 360 万台レベルに落ち込ん
だところであり、大変厳しい状況である。 

 
・COVID-19 感染拡大に伴う生産活動への世界的な影響としては、中国・武漢が閉鎖され

た 2020 年 3−4 月には中国で生産を止めたところであり、北米・欧州でもそれぞれ生産
を中断していた。グローバルサプライチェーンでは、コロナ禍において多くの中国サプラ
イヤーが生産を停止したため、特に大きな影響があった。それらが徐々に生産を開始して
も、物流が分断されていたこともあり、影響が⻑く続いた状況である。 

 
・トヨタとしては、先が見通せない状況の中ではあったが、2020 年 5 月に、2020 年度(2021

年３月期)の全世界販売台数 800 万台、営業利益 5000 億円という通期見通しを、業界の
「道しるべ」としてあえて発表した。また国内生産 300 万台を死守することも強いメッ
セージとして発信した。その後 2020 年 11 月に行われた 2020 年度の中間決算では、その
見通しを大幅に上方修正し、営業利益は第２四半期で 5000 億円の実績、通期で 1 兆３千
億円の見通しとすることができた。これは過去 11 年間の取り組みにより、少しずつトヨ
タが強くなり、働く人たちが各々、自分自身で考え、自発的に動くことができるようにな
った結果と捉えている。 

 
・生産現場では、工場が生産停止している非稼働日に、全員でカイゼンの議論を進め、生産

性が大きく向上した。販売部門では、オンライン販売などお客様との関係づくりを推進し
た。従業員一人一人が自主的に動き、世のため人のために、もっといい車をつくろう、お
客様に届けよう、と動いた。2008 年のリーマンショック時、当社の販売台数の回復は市
場平均より４％低い数値だったが、コロナ禍の中では市場平均の３％を上回るペースで
回復した。 
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2 
 

・新型コロナウイルス感染症対策組織については、国内では、2020 年２月に対策チームが
組成され、その中でもワーキング・グループ（WG）として、生産調達、医療事業者への
物資支援、従業員の健康安全確保などのチームが立ち上がった。 

 
・グローバルでは、地域本社間での生産対応等の情報共有は行っているが、生産調整や従業

員を守るための細かな取り組みは各地域の地域本社に権限委譲されている。このため、各
地域本社が連携をとりつつ、現場の状況に合わせて適切な判断・対応を行っている。 

 
・国内グループ 17 社においては、COVID-19 対策について毎週ミーティングをして社外・

社内の対応を情報共有している。  
 
・経営の方針としては、COVID-19 発生前から、モノづくりで培った強みを活かし、モビ

リティカンパニーに変革することで社会課題の解決に貢献することを、目標としている。
2020 年 5 月の決算発表のタイミングでは、SDGs に本気で取り組むことをトップ自らが
宣言した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/sdb/sdb20_jp.pdf 
出所：トヨタ自動車株式会社 Sustainability Data Book 2020 

3 
 

 
・2020 年 11 月には、新しい経営理念としてトヨタフィロソフィーを再整理したところで

あり、そのフィロソフィーを浸透させるべくグローバルに展開している。「わたしたちは
幸せを量産する」とのミッションのもと、モビリティカンパニーとして生まれ変わるため
の施策を進めている。 

  
・今回のコロナ禍を通じて、トヨタや多くの中小企業などそれぞれが、日本という国で技

能・技術を育て守り抜いてきたことや、これからもモノづくりを守り続けていくことの大
切さを改めて認識しており、今後ともそのような企業や社会でありたいということを、ト
ップがメッセージとして発信している。 

 
・トヨタらしさを取り戻す一環として、経営層と現場の専門家の役割を明確化し、「肩書」

ではなく「役割」で仕事をすることを進めてきた。その方針のもと、取締役・役員数は 2009
年の 79 人から 2020 年には 14 人にまで縮小させており、経営トップのメッセージ伝達の
スピードが向上している。いままでの取締役・役員に就いていたものは事業責任者などに
役割を変えて業務に取り組んでいる。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・従業員の働き方については、COVID-19 発生後はテレワークが推奨されている。ただし、

グローバルではインターネットや PC などインフラの状況にもよるため、一元的ではなく
地域ごとの対応・判断となっている。米国、欧州のオフィスワーカーの多数や東京につい
てはリモート勤務としているが、他方、豊田市本社は部署ごとに判断している。この中で、
危機対応の行動管理は継続して行っている。 

 
・COVID-19 の最新情報については、職場の上司およびイントラネットを通じて従業員へ

の周知を図っている。社内発生時の対応や予防に関する対応は随時更新されており、2020
年 2 〜9 月の間にこれらの情報をまとめた社内報が 15 回発信されている。その中では、
グローバルの全従業員に向けた、社⻑の COVID-19 に関するビデオメッセージも配信し
ている。 

 
・テレワークについては、従来から、特に産休産後、組合員の人々など、希望者は利用する

ことができる制度であったが、COVID-19 後の現在は積極的に推奨している。管理職に
関しては、従来から時間管理ではなくアウトプットでの評価であるため、COVID-19 前
後を通じて体制に変化はない。いずれも、チャットや携帯を活用し、無駄を削ぎ落とした

創業の精神とモノづくりで培った技術

事業を通じて

●人間性尊重、多様な人材の活躍  ●安全・安心で良品廉価なクルマづくり  ●安定した経営基盤の維持

モビリティカンパニーへの変革

社会課題解決への貢献

●未来のモビリティ社会の構築  ●気候変動対応と新エネルギーの利活用  ●強靭で持続可能なバリューチェーン

日本初の本格的乗用車

自動車会社としてのトヨタ

安全技術の開発 もっといいクルマづくり 環境技術の開発

クルマの進化 業種を超えた連携 移動サービスの高度化

CASEへの対応による価値の進化

社会貢献活動で 信頼される企業市民を目指した取り組み

ESGを強化して
人権問題への取り組み
ダイバーシティ推進

感動（ワクドキ）も
スポーツや移動の楽しさ・歓び

安全・安心 環境

安全・安心 環境　エネルギー多様化 ゼロエミッション
　（CO₂ゼロ）

　利活用
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・新型コロナウイルス感染症対策組織については、国内では、2020 年２月に対策チームが
組成され、その中でもワーキング・グループ（WG）として、生産調達、医療事業者への
物資支援、従業員の健康安全確保などのチームが立ち上がった。 

 
・グローバルでは、地域本社間での生産対応等の情報共有は行っているが、生産調整や従業

員を守るための細かな取り組みは各地域の地域本社に権限委譲されている。このため、各
地域本社が連携をとりつつ、現場の状況に合わせて適切な判断・対応を行っている。 

 
・国内グループ 17 社においては、COVID-19 対策について毎週ミーティングをして社外・

社内の対応を情報共有している。  
 
・経営の方針としては、COVID-19 発生前から、モノづくりで培った強みを活かし、モビ

リティカンパニーに変革することで社会課題の解決に貢献することを、目標としている。
2020 年 5 月の決算発表のタイミングでは、SDGs に本気で取り組むことをトップ自らが
宣言した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://global.toyota/pages/global_toyota/sustainability/report/sdb/sdb20_jp.pdf 
出所：トヨタ自動車株式会社 Sustainability Data Book 2020 

3 
 

 
・2020 年 11 月には、新しい経営理念としてトヨタフィロソフィーを再整理したところで

あり、そのフィロソフィーを浸透させるべくグローバルに展開している。「わたしたちは
幸せを量産する」とのミッションのもと、モビリティカンパニーとして生まれ変わるため
の施策を進めている。 

  
・今回のコロナ禍を通じて、トヨタや多くの中小企業などそれぞれが、日本という国で技

能・技術を育て守り抜いてきたことや、これからもモノづくりを守り続けていくことの大
切さを改めて認識しており、今後ともそのような企業や社会でありたいということを、ト
ップがメッセージとして発信している。 

 
・トヨタらしさを取り戻す一環として、経営層と現場の専門家の役割を明確化し、「肩書」

ではなく「役割」で仕事をすることを進めてきた。その方針のもと、取締役・役員数は 2009
年の 79 人から 2020 年には 14 人にまで縮小させており、経営トップのメッセージ伝達の
スピードが向上している。いままでの取締役・役員に就いていたものは事業責任者などに
役割を変えて業務に取り組んでいる。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・従業員の働き方については、COVID-19 発生後はテレワークが推奨されている。ただし、

グローバルではインターネットや PC などインフラの状況にもよるため、一元的ではなく
地域ごとの対応・判断となっている。米国、欧州のオフィスワーカーの多数や東京につい
てはリモート勤務としているが、他方、豊田市本社は部署ごとに判断している。この中で、
危機対応の行動管理は継続して行っている。 

 
・COVID-19 の最新情報については、職場の上司およびイントラネットを通じて従業員へ

の周知を図っている。社内発生時の対応や予防に関する対応は随時更新されており、2020
年 2 〜9 月の間にこれらの情報をまとめた社内報が 15 回発信されている。その中では、
グローバルの全従業員に向けた、社⻑の COVID-19 に関するビデオメッセージも配信し
ている。 

 
・テレワークについては、従来から、特に産休産後、組合員の人々など、希望者は利用する

ことができる制度であったが、COVID-19 後の現在は積極的に推奨している。管理職に
関しては、従来から時間管理ではなくアウトプットでの評価であるため、COVID-19 前
後を通じて体制に変化はない。いずれも、チャットや携帯を活用し、無駄を削ぎ落とした
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4 
 

直接的なコミュニケーションを通じて生産性を上げることに挑戦している。 
 
・COVID-19 発生後も雇用を維持することを徹底しており、グローバルにおいて COVID-

19 が原因で解雇することはしていないと認識している。トヨタ自動車労働組合とも協力
し、組合員へ COVID-19 対策について周知を図り継続している。労働組合に寄せられた
COVID-19 に対する従業員の不安や意見に耳を傾け、さらなる対策を講じている。 

 
・外国人労働者に関しては、日本産業全体、また当社自身も、彼らに支えられている部分が

ある。状況改善に力を入れて取り組み、JICA や ASSC（The Global Alliance for Sustainable 
Supply Chain）や他社とも連携し、外国人労働者のためのプラットフォームにも参画する
など積極的に推進している。 

 
・また、人権デューデリジェンス活動の一環として、NGO と協力し、国内外事業体および

サプライヤーにおいても、移⺠労働者に適正な労働条件を保証するよう取り組んでいる。 
 
（サプライチェーン） 
・国内のサプライヤーに対しては、2020 年 6 月に自動車関連企業の資金調達支援のため、

互助的な取組で技術・人材・技能を守ることを目的とした「助け合いプログラム」を発足
した。 

 
・東日本大震災の際、サプライチェーンの Tier1 からその先に至るまでの全ての操業状況を

把握することができず、何ヶ月も生産ができない状況が続いた。その経験から、サプライ
チェーンの「見える化」に過去 10 年間取り組んできており、今回の COVID-19 発生後の
対応については大きな改善が見られた。グループ各社の調達担当者とサプライヤーとの
間で、経営の状況、COVID-19 対策などについて密な打ち合わせを行い、状況把握・情報
共有を行っている。 

 
（環境） 
・カーボンニュートラルが世界中の標準となりつつあるなか、CASE1をはじめとした対応は

より一層強化していく必要があり、社内でも脱炭素に向けた議論を加速させている。資源
循環にも引き続き取り組んでいく方針である。 

 
 

 
1 Connected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シェアリング）、Electric
（電動化）の 4 つの頭文字をつなげた言葉で、この新 しい領域での技術革新が、クルマ、ひいてはモビ
リティや社会のあり方を変えていくと想定されている。 

5 
 

・環境に関する取り組みは、COVID-19 により一層その大切さが再認識されたと感じてい
る。そのためにモビリティカンパニーとして「トヨタ環境チャレンジ 20502」 をはじめ
とした具体的な取り組みをより強化していく必要性を感じている。 

 
（社会貢献・支援活動） 
・COVID-19 に対する社会への支援活動としては、モノづくりの技術・技能を生かし、グ

ループ会社間で連携しながら互いの強みを活かした取り組みを推進した。具体的には、マ
スクや医療用フェースシールド・防護ガウンの生産、患者を運ぶタクシーの密解消車両の
開発を行ってきた。また TPS（トヨタ生産方式）で防護ガウン製造企業の生産改善を支
援し、1 日の生産枚数を 500 枚から 5 万枚に増加することができた。いずれも現場や各部
署が自発的に動いてこのような活動が行われている。 

 
・東日本大震災発生から 2 カ月ほどたったころに、社内で立ち上がった被災地支援活動の

名称が「ココロハコブプロジェクト3」である。そして、今回、COVID-19 からの復興支
援を目的としたトヨタグループの活動に同じ名前を付けた。 

 
（業界としての活動） 
・自動車業界が日本経済のけん引役になるべく、メッセージを発信強化に努めた。2020 年

4 月に行われた自動車製造関係４団体による緊急記者会見にて、自動車産業として以下の
3 点のやるべきことを掲げた。 
（１）医療従事者へ感謝し、少しでもサポートしていく 
（２）経済を回し続けるために何としても事業を続けていく 
（３）復興フェーズでは一番の牽引役になるため準備する。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・投資家や ESG 評価機関からの質問は、コロナ禍の現状において、「社会における人権の扱

い」、「従業員の健康・安全」、「気候変動への対応」など、E（環境）や S（社会）の重要
性についてのものが多くなってきていると感じている。 

 

 
2 気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の劣化といった地球環境の問題に、20 年 30 年先の世界を見
据えて挑戦を続けていくために、2015 年 10 月に「トヨタ環境チャレンジ 2050」を公表した。 
3 「ココロハコブプロジェクト」とは、東日本大震災の被災地を支援するために、全国から「心を運ぶ」
という気持ちを込めて、トヨタ自動車、トヨタ販売店及びその従業員が、継続的かつ⻑期的に実施してき
た支援活動の総称。今回は、新型コロナウイルス感染症で闘病中の方、日夜奮闘されている医療従事者・
政府・自治体関係者の皆様に対して、何か貢献できないかとの思いから、トヨタグループが力を合わせて
取り組む支援活動の総称を「ココロハコブプロジェクト」とした。 
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4 
 

直接的なコミュニケーションを通じて生産性を上げることに挑戦している。 
 
・COVID-19 発生後も雇用を維持することを徹底しており、グローバルにおいて COVID-

19 が原因で解雇することはしていないと認識している。トヨタ自動車労働組合とも協力
し、組合員へ COVID-19 対策について周知を図り継続している。労働組合に寄せられた
COVID-19 に対する従業員の不安や意見に耳を傾け、さらなる対策を講じている。 

 
・外国人労働者に関しては、日本産業全体、また当社自身も、彼らに支えられている部分が

ある。状況改善に力を入れて取り組み、JICA や ASSC（The Global Alliance for Sustainable 
Supply Chain）や他社とも連携し、外国人労働者のためのプラットフォームにも参画する
など積極的に推進している。 

 
・また、人権デューデリジェンス活動の一環として、NGO と協力し、国内外事業体および

サプライヤーにおいても、移⺠労働者に適正な労働条件を保証するよう取り組んでいる。 
 
（サプライチェーン） 
・国内のサプライヤーに対しては、2020 年 6 月に自動車関連企業の資金調達支援のため、

互助的な取組で技術・人材・技能を守ることを目的とした「助け合いプログラム」を発足
した。 

 
・東日本大震災の際、サプライチェーンの Tier1 からその先に至るまでの全ての操業状況を

把握することができず、何ヶ月も生産ができない状況が続いた。その経験から、サプライ
チェーンの「見える化」に過去 10 年間取り組んできており、今回の COVID-19 発生後の
対応については大きな改善が見られた。グループ各社の調達担当者とサプライヤーとの
間で、経営の状況、COVID-19 対策などについて密な打ち合わせを行い、状況把握・情報
共有を行っている。 

 
（環境） 
・カーボンニュートラルが世界中の標準となりつつあるなか、CASE1をはじめとした対応は

より一層強化していく必要があり、社内でも脱炭素に向けた議論を加速させている。資源
循環にも引き続き取り組んでいく方針である。 

 
 

 
1 Connected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シェアリング）、Electric
（電動化）の 4 つの頭文字をつなげた言葉で、この新 しい領域での技術革新が、クルマ、ひいてはモビ
リティや社会のあり方を変えていくと想定されている。 

5 
 

・環境に関する取り組みは、COVID-19 により一層その大切さが再認識されたと感じてい
る。そのためにモビリティカンパニーとして「トヨタ環境チャレンジ 20502」 をはじめ
とした具体的な取り組みをより強化していく必要性を感じている。 

 
（社会貢献・支援活動） 
・COVID-19 に対する社会への支援活動としては、モノづくりの技術・技能を生かし、グ

ループ会社間で連携しながら互いの強みを活かした取り組みを推進した。具体的には、マ
スクや医療用フェースシールド・防護ガウンの生産、患者を運ぶタクシーの密解消車両の
開発を行ってきた。また TPS（トヨタ生産方式）で防護ガウン製造企業の生産改善を支
援し、1 日の生産枚数を 500 枚から 5 万枚に増加することができた。いずれも現場や各部
署が自発的に動いてこのような活動が行われている。 

 
・東日本大震災発生から 2 カ月ほどたったころに、社内で立ち上がった被災地支援活動の

名称が「ココロハコブプロジェクト3」である。そして、今回、COVID-19 からの復興支
援を目的としたトヨタグループの活動に同じ名前を付けた。 

 
（業界としての活動） 
・自動車業界が日本経済のけん引役になるべく、メッセージを発信強化に努めた。2020 年

4 月に行われた自動車製造関係４団体による緊急記者会見にて、自動車産業として以下の
3 点のやるべきことを掲げた。 
（１）医療従事者へ感謝し、少しでもサポートしていく 
（２）経済を回し続けるために何としても事業を続けていく 
（３）復興フェーズでは一番の牽引役になるため準備する。 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・投資家や ESG 評価機関からの質問は、コロナ禍の現状において、「社会における人権の扱

い」、「従業員の健康・安全」、「気候変動への対応」など、E（環境）や S（社会）の重要
性についてのものが多くなってきていると感じている。 

 

 
2 気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の劣化といった地球環境の問題に、20 年 30 年先の世界を見
据えて挑戦を続けていくために、2015 年 10 月に「トヨタ環境チャレンジ 2050」を公表した。 
3 「ココロハコブプロジェクト」とは、東日本大震災の被災地を支援するために、全国から「心を運ぶ」
という気持ちを込めて、トヨタ自動車、トヨタ販売店及びその従業員が、継続的かつ⻑期的に実施してき
た支援活動の総称。今回は、新型コロナウイルス感染症で闘病中の方、日夜奮闘されている医療従事者・
政府・自治体関係者の皆様に対して、何か貢献できないかとの思いから、トヨタグループが力を合わせて
取り組む支援活動の総称を「ココロハコブプロジェクト」とした。 
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6 
 

・社外に対して、究極のオウンドメディア4としてトヨタ内部をステークホルダーに見せる
というコンセプトの下、「トヨタイムズ」というメディアを通じて社内のあらゆる動きを
発信している。COVID-19 に関する取り組みについても取り上げている。 

 
・SDGs や ESG や COVID-19 に関する取り組みなど様々な取り組みをステークホルダーに

対してタイムリーの報告するために、サステナビリティレポート 2020 年より「年次更新」
から「随時更新」に変更した。今後、より密なコミュニケーションをステークホルダーと
展開していきたいと感じている。 

 
以上 

 
4 企業が独自に運営するメディア。 

1 
 

パナソニック株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 25 ⽇（水） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当社においては、2020 年度は、新型コロナウイルス感染症による厳しい経営環境を踏ま

え、減収の見通しであるが、中期戦略で取り組んでいる経営体質強化や事業ポートフォリ
オ改革に加え、固定費を中心としたコスト削減を推進・強化している。COVID-19 につ
いては、生産面の影響はほぼ解消しており、需要面では、2020 年度上期までは航空、自
動車業界向けの事業を中心に市況悪化等の影響が見られたが、第３四半期には、航空業界
向けの事業を除き、その影響はほぼ解消している。航空業界では、第４四半期も市況低迷
の継続が見込まれ、当該事業の回復には時間がかかる見通しである。 

 
・今回の COVID-19 の最大の特徴は、世界各国で⻑期に渡り、⼈の移動、⾏動が制限され

たことだと考えている。そこを補ったのがデジタル技術の進化と物流ネットワークの発
達ではないかと考えている。特に「デジタル技術の進化がリアルな社会を変える」という
ことがより明確に浮き彫りになったと感じる。当社はその進化を駆使することによって
ビジネスモデルや提供価値を変革していく必要があると考えている。具体的には BtoC 事
業を中心とした「くらしアップデート」と BtoB 事業を中心として様々な社会課題の解決
に貢献していくことが挙げられる。 

 
・今後、当社の果たすべき役割は、外部のパートナーの力を活かしながら、これまで解決で

きなかった社会の様々なひずみの解消に大きな貢献を果たすことだと考えている。SDGs
の達成、サステナブルな社会の実現、地球環境への貢献や⼈権尊重、公正な事業活動の推
進など CSR に関する取り組みの基本的な方針については、COVID-19 の影響による変更
はなく、継続的に注力していく予定である。 

 
・当社は、自然災害や疫病など事業経営に大きな影響を与える事象に備え、「全社緊急対策

規程」を設けている。本規程に基づき、COVID-19 については WHO の緊急事態宣言を
受け、2020 年 1 月 31 日に社⻑を本部⻑とした緊急対枠本部を立ち上げ、従業員および
地域社会・ステークホルダーの方々の安全・健康第一で取り組んできた。感染症における
個⼈、事業場での対応策を策定、徹底すると同時に、感染局面に応じて、適宜社内通達を
発信し、職場感染防止策の徹底や従業員の⾏動における注意喚起を実施してきた。また、
⼈事・経営・調達・物流などについての９チームを本部内に設置し、事務局が窓口になり
情報の集約を図っている。また、事業を運営している各カンパニーについても対策本部を
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6 
 

・社外に対して、究極のオウンドメディア4としてトヨタ内部をステークホルダーに見せる
というコンセプトの下、「トヨタイムズ」というメディアを通じて社内のあらゆる動きを
発信している。COVID-19 に関する取り組みについても取り上げている。 

 
・SDGs や ESG や COVID-19 に関する取り組みなど様々な取り組みをステークホルダーに

対してタイムリーの報告するために、サステナビリティレポート 2020 年より「年次更新」
から「随時更新」に変更した。今後、より密なコミュニケーションをステークホルダーと
展開していきたいと感じている。 

 
以上 

 
4 企業が独自に運営するメディア。 

1 
 

パナソニック株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 25 ⽇（水） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当社においては、2020 年度は、新型コロナウイルス感染症による厳しい経営環境を踏ま

え、減収の見通しであるが、中期戦略で取り組んでいる経営体質強化や事業ポートフォリ
オ改革に加え、固定費を中心としたコスト削減を推進・強化している。COVID-19 につ
いては、生産面の影響はほぼ解消しており、需要面では、2020 年度上期までは航空、自
動車業界向けの事業を中心に市況悪化等の影響が見られたが、第３四半期には、航空業界
向けの事業を除き、その影響はほぼ解消している。航空業界では、第４四半期も市況低迷
の継続が見込まれ、当該事業の回復には時間がかかる見通しである。 

 
・今回の COVID-19 の最大の特徴は、世界各国で⻑期に渡り、⼈の移動、⾏動が制限され

たことだと考えている。そこを補ったのがデジタル技術の進化と物流ネットワークの発
達ではないかと考えている。特に「デジタル技術の進化がリアルな社会を変える」という
ことがより明確に浮き彫りになったと感じる。当社はその進化を駆使することによって
ビジネスモデルや提供価値を変革していく必要があると考えている。具体的には BtoC 事
業を中心とした「くらしアップデート」と BtoB 事業を中心として様々な社会課題の解決
に貢献していくことが挙げられる。 

 
・今後、当社の果たすべき役割は、外部のパートナーの力を活かしながら、これまで解決で

きなかった社会の様々なひずみの解消に大きな貢献を果たすことだと考えている。SDGs
の達成、サステナブルな社会の実現、地球環境への貢献や⼈権尊重、公正な事業活動の推
進など CSR に関する取り組みの基本的な方針については、COVID-19 の影響による変更
はなく、継続的に注力していく予定である。 

 
・当社は、自然災害や疫病など事業経営に大きな影響を与える事象に備え、「全社緊急対策

規程」を設けている。本規程に基づき、COVID-19 については WHO の緊急事態宣言を
受け、2020 年 1 月 31 日に社⻑を本部⻑とした緊急対枠本部を立ち上げ、従業員および
地域社会・ステークホルダーの方々の安全・健康第一で取り組んできた。感染症における
個⼈、事業場での対応策を策定、徹底すると同時に、感染局面に応じて、適宜社内通達を
発信し、職場感染防止策の徹底や従業員の⾏動における注意喚起を実施してきた。また、
⼈事・経営・調達・物流などについての９チームを本部内に設置し、事務局が窓口になり
情報の集約を図っている。また、事業を運営している各カンパニーについても対策本部を
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2 
 

設置し、全社緊急対策本部と連携して対応している。また COVID-19 により大きな影響
を受けた購入先や品目を調査し、代替購入先、代替拠点の確保に努めた。 

 
・当社では、グローバル＆グループリスクマネジメント（G&GRM）委員会、カンパニー・

地域統括及び事業部の３つのレベルでリスクマネジメントを推進している。毎年、事業経
営に影響を与えるリスクについてグローバル共通の基準でリスクアセスメントを⾏い、
重要リスクを選定し対策を実施している。また取締役会で内容を評価、対策進捗のモニタ
リング、改善を⾏い全社的なリスク対策の強化を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/pdf/sdb2020j.pdf 
出所：パナソニック株式会社サステナビリティ データブック 2020 
 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・当社では、10 年ほど前から情報・通信技術の活用による時間や場所に制約されない働き

方として「ｅ−Work」を推進し、従業員の家庭の事情に合わせてフレキシブルな勤務が
できるような体制を整えていた。このため、コロナ禍においても抵抗なく在宅勤務へ移⾏
することができた。ただし、COVID-19 以前は体制としては整っていたものの、育児や
介護中の従業員以外はあまり利用していなかった。また既存のルールでは一ヶ月におけ
る利用可能日数は約半分と定められていたが、このルールは COVID-19 の状況に合わせ
て変更しているところである。 

 
・本社部門では、密にならないように出勤者を 3 割以下程度に留めるなど調整している。顧

客対応など個⼈情報を扱う部門は、情報セキュリティの観点からテレワーク対応に苦労
したという課題が挙げられる。 

 
・COVID-19 収束後も、IT・デジタル技術を駆使した新たな働き方が浸透したことを受け、

3 
 

今後さらに効率的に仕事が⾏える環境を整備していく予定である。 
 
・当社では、以前から、経営層からの動画やブログでの従業員向けメッセージの配信を⾏っ

てきたところである。今般の COVID-19 を踏まえ、テレワークの実施が難しい工場・現
場の従業員が不安に感じたり、モチベーションが下がったりしないよう、更に意識して活
発な情報提供やコミュニケーションを実施するようにした。 

 
（サプライチェーン） 
・2020 年 3 月頃ロックダウン等による購入先の操業停止、および輸送手段の確保難による

サプライチェーンへの影響があり、一時混乱した時期もあったが、当社グローバルでの調
達ネットワークを駆使し、全社をあげての生産地の変更や代替購入先の確保などに迅速
かつ集中的に取り組んだ結果、2020 年 11 月時点ではグローバル全体でサプライチェー
ンの問題はほぼ解消している。他方、監査のように現場で目視が必要なものはしばらく進
められない状況である点が課題である。 

 
・COVID-19 で特に影響を受けやすい中小企業の購入先に対しては、購入先の事業活動の

維持継続を最優先に、今まで以上に生産情報の密な連携を⾏い、できるだけ下請事業者の
事業活動に影響が生じないように調整を進めてきた。 

 
（環境） 
・当社では、2017 年に、「パナソニック環境ビジョン 2050」や 2019 年度から 2021 年度ま

での中期計画である「グリーンプラン 2021」を定めている。 
 
・環境に関しては、COVID-19 による直接的な影響や方針の変更は殆どなかった。EU が主

導しているグリーンリカバリーや、米国の次期バイデン政権による脱炭素の取り組み強
化方針などを受け、グローバルレベルでの取り組みを強化・加速して進めていく方針であ
る。 

 
（企業市⺠活動） 
・これまで現場に出向いて教育支援活動などを⾏ってきたが、それが COVID-19 の影響で

学校訪問を控える必要が出ている。そのため、教育現場でのオンライン環境整備が進めら
れる中、当社としてもオンラインでの教育支援活動を推進している。 

 
・ 2020 年 6 月に、従業員から集まった寄付額 1,941 万円に、当社のマッチング寄付を加え

た総額 4,000 万円を、医療現場や困窮する家庭、子どもの支援の活動に寄付した。従業員
は会社の福利厚生制度で付与されているカフェテリアポイントを活用して寄付するほか、

リスクマネジメントの基本的枠組み

Plan ActionDo Check

G&G
RM
委員会

リスク
アセスメント

全社
重要リスク選定
対策確認

モニタリング

カンパニー／
地域統括

リスク
アセスメント

カンパニー
重要リスク選定
対策策定

リスク対策
の推進 モニタリング 対策の改善と

その推進

リスク対策
の推進

対策の改善と
その推進

事業部等 リスク
アセスメント

事業部等の
重要リスク選定
対策策定

リスク対策
の推進 モニタリング 対策の改善と

その推進

2019年度 全社重要リスク
●自然災害（地震、津波、気象災害など）
●品質問題
●重大不正（カルテル、公務員贈賄、不適正会計）
●サイバー攻撃
●地政学的リスク等の戦略的なリスクも考慮
2020年度 全社重要リスク
●感染症パンデミック
●自然災害（地震・水害）
●公務員贈賄
●貿易規制・経済制裁
●独禁法違反（カルテル等）
●品質問題
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2 
 

設置し、全社緊急対策本部と連携して対応している。また COVID-19 により大きな影響
を受けた購入先や品目を調査し、代替購入先、代替拠点の確保に努めた。 

 
・当社では、グローバル＆グループリスクマネジメント（G&GRM）委員会、カンパニー・

地域統括及び事業部の３つのレベルでリスクマネジメントを推進している。毎年、事業経
営に影響を与えるリスクについてグローバル共通の基準でリスクアセスメントを⾏い、
重要リスクを選定し対策を実施している。また取締役会で内容を評価、対策進捗のモニタ
リング、改善を⾏い全社的なリスク対策の強化を図っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.panasonic.com/jp/corporate/sustainability/pdf/sdb2020j.pdf 
出所：パナソニック株式会社サステナビリティ データブック 2020 
 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・当社では、10 年ほど前から情報・通信技術の活用による時間や場所に制約されない働き

方として「ｅ−Work」を推進し、従業員の家庭の事情に合わせてフレキシブルな勤務が
できるような体制を整えていた。このため、コロナ禍においても抵抗なく在宅勤務へ移⾏
することができた。ただし、COVID-19 以前は体制としては整っていたものの、育児や
介護中の従業員以外はあまり利用していなかった。また既存のルールでは一ヶ月におけ
る利用可能日数は約半分と定められていたが、このルールは COVID-19 の状況に合わせ
て変更しているところである。 

 
・本社部門では、密にならないように出勤者を 3 割以下程度に留めるなど調整している。顧

客対応など個⼈情報を扱う部門は、情報セキュリティの観点からテレワーク対応に苦労
したという課題が挙げられる。 

 
・COVID-19 収束後も、IT・デジタル技術を駆使した新たな働き方が浸透したことを受け、

3 
 

今後さらに効率的に仕事が⾏える環境を整備していく予定である。 
 
・当社では、以前から、経営層からの動画やブログでの従業員向けメッセージの配信を⾏っ

てきたところである。今般の COVID-19 を踏まえ、テレワークの実施が難しい工場・現
場の従業員が不安に感じたり、モチベーションが下がったりしないよう、更に意識して活
発な情報提供やコミュニケーションを実施するようにした。 

 
（サプライチェーン） 
・2020 年 3 月頃ロックダウン等による購入先の操業停止、および輸送手段の確保難による

サプライチェーンへの影響があり、一時混乱した時期もあったが、当社グローバルでの調
達ネットワークを駆使し、全社をあげての生産地の変更や代替購入先の確保などに迅速
かつ集中的に取り組んだ結果、2020 年 11 月時点ではグローバル全体でサプライチェー
ンの問題はほぼ解消している。他方、監査のように現場で目視が必要なものはしばらく進
められない状況である点が課題である。 

 
・COVID-19 で特に影響を受けやすい中小企業の購入先に対しては、購入先の事業活動の

維持継続を最優先に、今まで以上に生産情報の密な連携を⾏い、できるだけ下請事業者の
事業活動に影響が生じないように調整を進めてきた。 

 
（環境） 
・当社では、2017 年に、「パナソニック環境ビジョン 2050」や 2019 年度から 2021 年度ま

での中期計画である「グリーンプラン 2021」を定めている。 
 
・環境に関しては、COVID-19 による直接的な影響や方針の変更は殆どなかった。EU が主

導しているグリーンリカバリーや、米国の次期バイデン政権による脱炭素の取り組み強
化方針などを受け、グローバルレベルでの取り組みを強化・加速して進めていく方針であ
る。 

 
（企業市⺠活動） 
・これまで現場に出向いて教育支援活動などを⾏ってきたが、それが COVID-19 の影響で

学校訪問を控える必要が出ている。そのため、教育現場でのオンライン環境整備が進めら
れる中、当社としてもオンラインでの教育支援活動を推進している。 

 
・ 2020 年 6 月に、従業員から集まった寄付額 1,941 万円に、当社のマッチング寄付を加え

た総額 4,000 万円を、医療現場や困窮する家庭、子どもの支援の活動に寄付した。従業員
は会社の福利厚生制度で付与されているカフェテリアポイントを活用して寄付するほか、
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4 
 

パナソニック専用オンライン寄付サイトより直接支援活動に取り組む NPO／NGO に寄
付を⾏った。 

 
・COVID-19 の影響により「社会に貢献したい」という従業員の意識が一層高まった印象

があり、ボランティア等に参加する機会づくりをより推進していく必要性を感じている。 
 
・貧困解消が企業市⺠活動の重点テーマであるが、オンラインで勉強できる⼈とできない⼈

がいるなど、デジタル格差に伴う貧困拡大への懸念があるため、格差解消への対応を今後
検討していく。 

 
（知的財産に関する支援活動） 
・「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」の趣旨に賛同し、すべての

個⼈および団体に対し、COVID-19 のまん延終結を唯一の目的とした⾏為について、保
有する知的財産権の権利⾏使を一定期間⾏なわないことを宣言した。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・COVID-19 以前より ESG 投資は⾏われていたが、その流れのなかで、より投資家か

らの関心が高まってきていると感じている。また ESG 評価機関からも COVID-19 へ
の対応や⼈権への配慮についての質問が多くなってきていると感じており、COVID-
19 に対する取り組みの開示を積極的に⾏うよう努めている。 

 
 

以上 

1 
 

株式会社ファミリーマート 

ヒアリング⽇程︓2020 年 12 月 17 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、外出自粛が求められたところ、当社では大

都市部に店舗が多いという特性もあり、お客様の数や売上が大きく減少した。そうした中
で、加盟店への経営支援として、2020 年上期総額 30 億円の支援策を実施した。 

 
・具体的な支援策としては、店舗に対し、飛沫感染防止シート、マスク及び手指消毒液の無

償配布を行った。従業員等に感染者が発生した店舗に対しては、災害見舞金を支払うとと
もに、営業再開に向けた店舗消毒も本部負担で対応した。また金融機関からの融資の手続
きにつき、本部一括で申し込むことにより、円滑な実施を支援した。 

 
・都市部の店舗においては、平日と週末で利用者の差が大きく、COVID-19 を機に 24 時間

営業の短縮を始めた加盟店もある。本部としても 24 時間営業の緩和措置を講じたが、直
近の数値では短縮営業を行う加盟店数に関し、コロナ前後で大きな増減はない状況であ
る。 

 
・キャッシュレスを進めるため、セルフレジの設置店舗も拡大させた。セルフレジの設置と

しては、2020 年 6 月に追加導入を開始し、追加導入を 1,000 店の目標で進めている。 
 
・コロナ禍により、一時的にアルバイト・パートタイムの求人状況が改善し、以前より採用

しやすくなってはいる。しかしながら、日本人採用の難しさや、深夜労働など、根本的な
課題は変わっていない。今後の課題として、⻑期で働いていただける人材をどのように確
保していくかという点が、改めて浮かび上がったといえる。 

 
・DX については、従来から進めており、COVID-19 を機に加速させた。キャッシュレスを

進展し、FamiPay をお客様接点として強化していく。また、当社と伊藤忠商事（株）、NTT
ドコモ（株）、サイバーエージェント（株）の 4 社で、新会社（株）データ・ワンを立ち
上げ、小売事業の購買データを活用した広告事業を推進していく方針。社内では発注端末
を新しいものに切り替え、生産性を高め、お客様との接点を高めるために加盟店をサポー
トしていきたい。非接触型の決済店舗の実験を行っているほか、店員の作業負荷を軽減す
るための商品の補充・陳列のロボット化にも取り組んでいる。 
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19 に対する取り組みの開示を積極的に⾏うよう努めている。 

 
 

以上 

1 
 

株式会社ファミリーマート 

ヒアリング⽇程︓2020 年 12 月 17 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
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都市部に店舗が多いという特性もあり、お客様の数や売上が大きく減少した。そうした中
で、加盟店への経営支援として、2020 年上期総額 30 億円の支援策を実施した。 
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きにつき、本部一括で申し込むことにより、円滑な実施を支援した。 

 
・都市部の店舗においては、平日と週末で利用者の差が大きく、COVID-19 を機に 24 時間

営業の短縮を始めた加盟店もある。本部としても 24 時間営業の緩和措置を講じたが、直
近の数値では短縮営業を行う加盟店数に関し、コロナ前後で大きな増減はない状況であ
る。 

 
・キャッシュレスを進めるため、セルフレジの設置店舗も拡大させた。セルフレジの設置と

しては、2020 年 6 月に追加導入を開始し、追加導入を 1,000 店の目標で進めている。 
 
・コロナ禍により、一時的にアルバイト・パートタイムの求人状況が改善し、以前より採用

しやすくなってはいる。しかしながら、日本人採用の難しさや、深夜労働など、根本的な
課題は変わっていない。今後の課題として、⻑期で働いていただける人材をどのように確
保していくかという点が、改めて浮かび上がったといえる。 

 
・DX については、従来から進めており、COVID-19 を機に加速させた。キャッシュレスを

進展し、FamiPay をお客様接点として強化していく。また、当社と伊藤忠商事（株）、NTT
ドコモ（株）、サイバーエージェント（株）の 4 社で、新会社（株）データ・ワンを立ち
上げ、小売事業の購買データを活用した広告事業を推進していく方針。社内では発注端末
を新しいものに切り替え、生産性を高め、お客様との接点を高めるために加盟店をサポー
トしていきたい。非接触型の決済店舗の実験を行っているほか、店員の作業負荷を軽減す
るための商品の補充・陳列のロボット化にも取り組んでいる。 
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2 
 

・リスクマネジメントの体制としては、2019 年から、全社リスクに対して更に迅速かつ的
確に対応するために、代表取締役社⻑の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設
置するとともに、年４回 BCP 定例会を開催して緊急時の対応を定期的に協議するなど強
化して取り組んできた。 

 
・しかし、今回の COVID-19 は想定を超える事態であり、新型コロナウイルス対策本部を

2020 年 44 月月に設け、加盟店対応や本部社員等の対策を一元的に協議している。特に、加
盟店の経済的な危機や一時的な人材不足に対し、本部としての包括的な支援パッケージ
をどうスピーディーに作り上げていくかが重要な課題と認識している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.family.co.jp/content/dam/family/sustainability/report/sustainability_report_2
020/FM_s-rep2020_all.pdf 
出所：株式会社ファミリーマート サステナビリティレポート 2020 

3 
 

２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2018 年 2 月に、サプライチェーンを通じて環境・社会に配慮した事業活動を推進する観

点から、「サステナビリティ調達原則」と「サプライチェーン CSR 行動規範」を策定した。
2019 年度には、グループ再編を受けたマテリアリティの見直しに加え、中⻑期の環境目
標「ファミマ eco ビジョン 2050」を策定した。更に 2020 年度からは、重要課題ごとに目
標・KPI を設定し、取り組みの実効性を高めている。今後とも社会や地域経済の発展の一
翼を担う企業であることを自覚し、サステナビリティ経営の高度化を追求することで、
SDGs の達成を含む持続可能な社会の形成に貢献していくことを目指している。 

 
（労働） 
・テレワークについては、COVID-19 発生以前にはほぼ行っていなかったが、緊急事態宣

言以降に導入し、管理職を除く社員は最低週２日、在宅勤務推奨とした。加盟店指導をす
るスーパーバイザーも訪問型のワークスタイルをテレワークに切り替えた期間があり、
加盟店に対するアプローチの仕方についても、短時間で効率的に行うなど、変化させた部
分があった。こうした働き方の変化を今後にどう活かしていくかはこれからの新たな課
題である。 

 
・COVID-19 と直接の関係はないが、収益を維持・向上し、新たな加盟者へ継承するため、

FC 店舗を戦略的に直営店に切り替えるケースが増えており、店⻑の地域採用を少しずつ
拡大している。 

 
（人権・サプライチェーン） 
・2019 年 12 月にマテリアリティを見直し、その重要基盤の 1 つに人権尊重を位置付け、

2020 年 10 月には人権方針を策定した。コロナ禍において加盟店労働者や物流事業者な
どのエッセンシャルワーカーに対する人権保護への意識が高まっており、当該人権方針
に基づいて一層の啓発活動を行っている。 

 
・取引先の品質管理の責任者を対象にした品質管理責任者会議の場や定期的なメール配信

で、普段から工場や店舗での好事例を共有している。コロナ禍においても、引き続き多く
のステークホルダーに対して透明性のある有意義な情報発信を心掛けていく方針である。 

 
・グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの分科会に参加しており、CSR 調達に

関する検討を社内で進めている。今回 CSR 調達に関するアンケートを 2020 年７月に調
達先・委託先に実施した。その中でリスクの高いと思われる調達先・委託先については、
COVID-19 の状況も踏まえながらであるが、現地監査を予定している。 

 

目次 トップメッセージ
サステナビリティ

マネジメント 基盤 重要課題 1 重要課題 2 重要課題 3 重要課題 4 重要課題 5 データ編ハイライト 
Find a page

新型コロナウイルス感染症拡大への対応
新型コロナウイルス感染症拡大を受け、当社はお取引先との協同による商品・サービスの安定供給と、お客さまが便利かつ快適に買い物のできる店舗づくり、
ストアスタッフや従業員が安心して働ける環境の整備に、全社一丸となって取り組み、地域からの期待に応えていきます。

8

従業員が安心して働ける
環境の整備

 
当社では、従業員の感染予防と、感染拡大によ

る事業継続への影響を避けるため、本社や各地区
事務所において様々な取り組みを実施しています。
新型コロナウイルス感染防止のため、全社的な対
策をより厳しい基準で設定しており、また従業員の
運動不足やストレス解消を目的に「健康News」の
配信も実施しています。

お取引先との協同による
商品・サービスの安定供給

 
当社の中食商品は、原材料の調達から製造、配

送、販売までサプライチェーンの全工程で品質管
理体制を構築しています。製造委託をしている工
場や物流センターでは、従業員の体調管理および
工場内の衛生管理を徹底し、新型コロナウイルス
感染予防対策を行っています。

お客さまが便利かつ快適に
買い物のできる店舗づくり

 
店舗ではお客さまが安心して買い物をできるよ

う、ストアスタッフの手洗い、消毒、勤務時のマス
ク着用を徹底するほかに、飛沫防止シートの設置
や、お客さまとの接触機会の多い場所の消毒、店
内換気等を実施しています。

ご来店されるお客さまに対しても、マスクの着用
やほかのお客さまやストアスタッフとの距離の確保
を呼びかけています。

また、立地に応じて衛生用品や外出の自粛に伴う
巣ごもり需要に関連した商品品揃えを増やし、感染
症の予防対策や消費行動の変化に対応しています。

❶コイントレーの
　使用

❹飛沫防止
　シートの設置

❷レジ前の並び
　位置の変更

❺お客さまとの接触機会
　が多い箇所の清掃・
　消毒の励行

❸店内換気の
　励行

❻店内放送
　での告知

新型コロナウイルスに関する取り組み
https://www.family.co.jp/info/info_2020/info_2004.html

中食工場・配送センターでの衛生管理について
https://www.family.co.jp/info/info_2020/info_factory_haiso-center.html
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製造委託工場における取り組み
◦工場スタッフの体温測定と健康チェック
◦作業場入場前の手洗いと手指のアルコール消毒
◦製造時のマスク、手袋の着用
◦工場内のドアノブや階段手摺りの定期的なアルコール

消毒

物流センターでの取り組み
◦出荷作業者やドライバーの出勤前の体温測定
◦作業時のアルコール消毒や、手袋・マスクの着用
◦「3密※」を防ぎ、休憩室の間隔確保
◦ドアノブ等の定期的なアルコール消毒
◦掲示板における注意喚起の掲示

※3密：密閉、密集、密接を示す、厚生労働省の掲げる新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のための標語。

感染予防のための取り組み
◦産業医や保健師による職場巡視と「3密パトロール」
◦各地区事務所、本社への消毒液の設置とマスクの配

布、打ち合わせスペースへのパネル設置
◦ポスターやデジタルサイネージによる注意喚起

万一感染した際の取り組み
◦新型コロナウイルス罹患窓口の設置
◦感染者の厳格な職場復帰手順の策定・実践

目次 トップメッセージ ハイライト 
サステナビリティ

マネジメント 基盤 重要課題 1 重要課題 2 重要課題 3 重要課題 4 データ編重要課題 5
Find a page

健康、安全で働きやすい職場環境

ファミリーマートユニオンでの取り組み

当社は、従業員に対し、結社の自由と団体交渉権を尊重し、
ファミリーマートユニオンを組成しています。ユニオンでは、毎
年、組合員の満足度調査として「ユニオンサーベイ」を実施して
います。労働時間や職場環境・働きがい等に関する組合員の
意識の変化を定量的に確認し、その結果を労使協議の場を通
じて経営陣や部門長にフィードバックすることで労働実態の改
善につなげています。また、春季労使協議会においては、賃
金をはじめ人事諸制度等の課題について「労使協調」「労使共
創」のスタンスのもと未来志向で協議を行い、「ファミリーマート
の永続的な発展と組合員の幸せの実現」を目指しています。
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働きがいのある組織風土・人づくり

新型コロナウイルス対策

ファミリーマートは、地域の生活インフラとしてお客さまへの商品の安定供給と、従業員が安心して働ける環境を整備するため、
新型コロナウイルス感染防止についてはより厳しい基準を設け、全社的に対策を行っています。

対策の例 対象・内容

マスクの配布や消毒液の設置 各地区事務所に消毒液を設置するとともに、社員向けにマスクを配布

飛沫防止パネルの設置 本社の打ち合わせスペースにパネルを設置

産業医、保健師による職場巡視（月1回） 座席間隔、消毒液の設置場所、マスクの着用状況、会議室の使用状況を確認

３密パトロール（週1回） 職場が密閉・密集・密接の状態にないかを巡視確認

ポスターやデジタルサイネージを使用した
注意喚起 消毒やマスク着用、ソーシャルディスタンス等の感染予防策を周知徹底

健康Newsの配信を通じた、コロナ関連
情報やストレッチ動画の配信（月1回）

全社員を対象にコロナ関連情報や、免疫力の高め方、テレワーク時の健康維持方法等に
ついて動画を配信

感染者・濃厚接触者の職場復帰 厳しい復帰基準の設定や、個別で問診票の取得、濃厚接触者も保健所の基準よりも広範
囲に設定し、感染拡大の防止を徹底

新型コロナウイルス罹患窓口の設置 新型コロナウイルス罹患窓口を設置し、夜間・休日にも対応できる相談体制を整備

R E P O R T

T O P I C S

保健師による「健康セミナー」を各地で開催

ファミリーマートでは各地区の事業所や本社の部門ご
とにそれぞれの健康課題に応じた健康増進施策に取り
組んでいます。内容はラジオ体操の実施やリフレッシュス
ペースの設置等、地区により様々ですが、中でも社員に
好評を得ているのが保健師による健康セミナーです。
“今日からすぐできる健康行動の第１歩”をテーマに

「食事」「睡眠」「セルフ
コンディショニング」「お
酒とおやつの楽しみ方」
等、部門のオーダーに
基づき様々なプログラ
ムで開催しています。 健康セミナーの様子

コミニュケーションフロア デジタルサイネージでの手洗い啓発 来客用の非接触型検温システム
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・リスクマネジメントの体制としては、2019 年から、全社リスクに対して更に迅速かつ的
確に対応するために、代表取締役社⻑の諮問機関としてリスクマネジメント委員会を設
置するとともに、年４回 BCP 定例会を開催して緊急時の対応を定期的に協議するなど強
化して取り組んできた。 

 
・しかし、今回の COVID-19 は想定を超える事態であり、新型コロナウイルス対策本部を

2020 年 44 月月に設け、加盟店対応や本部社員等の対策を一元的に協議している。特に、加
盟店の経済的な危機や一時的な人材不足に対し、本部としての包括的な支援パッケージ
をどうスピーディーに作り上げていくかが重要な課題と認識している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.family.co.jp/content/dam/family/sustainability/report/sustainability_report_2
020/FM_s-rep2020_all.pdf 
出所：株式会社ファミリーマート サステナビリティレポート 2020 

3 
 

２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2018 年 2 月に、サプライチェーンを通じて環境・社会に配慮した事業活動を推進する観

点から、「サステナビリティ調達原則」と「サプライチェーン CSR 行動規範」を策定した。
2019 年度には、グループ再編を受けたマテリアリティの見直しに加え、中⻑期の環境目
標「ファミマ eco ビジョン 2050」を策定した。更に 2020 年度からは、重要課題ごとに目
標・KPI を設定し、取り組みの実効性を高めている。今後とも社会や地域経済の発展の一
翼を担う企業であることを自覚し、サステナビリティ経営の高度化を追求することで、
SDGs の達成を含む持続可能な社会の形成に貢献していくことを目指している。 

 
（労働） 
・テレワークについては、COVID-19 発生以前にはほぼ行っていなかったが、緊急事態宣

言以降に導入し、管理職を除く社員は最低週２日、在宅勤務推奨とした。加盟店指導をす
るスーパーバイザーも訪問型のワークスタイルをテレワークに切り替えた期間があり、
加盟店に対するアプローチの仕方についても、短時間で効率的に行うなど、変化させた部
分があった。こうした働き方の変化を今後にどう活かしていくかはこれからの新たな課
題である。 

 
・COVID-19 と直接の関係はないが、収益を維持・向上し、新たな加盟者へ継承するため、

FC 店舗を戦略的に直営店に切り替えるケースが増えており、店⻑の地域採用を少しずつ
拡大している。 

 
（人権・サプライチェーン） 
・2019 年 12 月にマテリアリティを見直し、その重要基盤の 1 つに人権尊重を位置付け、

2020 年 10 月には人権方針を策定した。コロナ禍において加盟店労働者や物流事業者な
どのエッセンシャルワーカーに対する人権保護への意識が高まっており、当該人権方針
に基づいて一層の啓発活動を行っている。 

 
・取引先の品質管理の責任者を対象にした品質管理責任者会議の場や定期的なメール配信

で、普段から工場や店舗での好事例を共有している。コロナ禍においても、引き続き多く
のステークホルダーに対して透明性のある有意義な情報発信を心掛けていく方針である。 

 
・グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンの分科会に参加しており、CSR 調達に

関する検討を社内で進めている。今回 CSR 調達に関するアンケートを 2020 年７月に調
達先・委託先に実施した。その中でリスクの高いと思われる調達先・委託先については、
COVID-19 の状況も踏まえながらであるが、現地監査を予定している。 

 

131



4 
 

（環境） 
・レジ袋の有料化に伴う辞退率が、当初想定より上回り 70%以上となった。環境意識の高

まりだけでなく、COVID-19 によって接触を減らしたいというニーズが影響したことが
考えられる。 

 
・エネルギー使用に伴う CO2 排出や食品ロスについては、来店客数・売り上げの減少に伴

い、結果として減少した。食品ロス削減については、季節商品の予約強化やおでんのパッ
ク販売など実効性の高い取り組みを行った。 

 
（地域コミュニティ） 
・当社は、これまで社会貢献活動として、全国に広がる約 1 万 6 千店舗を重要拠点として

生かした活動に取り組んできた。COVID-19 により、店舗で地域のお客様と交流する催
しが実施できなくなったが、オンラインを活用して実施しているものもある。例えば 2019
年から店舗のイートインスペースを活用して実施していた「ファミマこども食堂」プログ
ラムを、オンラインで実施した。 

 
・店頭展開の募金活動では、2020 年 4 月から 7 月までの期間、「新型コロナウイルス対策支

援募金」を行った。集まった募金は、医療従事者及び食糧支援が必要な一人親家庭等への
支援として、寄付を行った。 

 
・NPO のフードバンク活動に７万個の食品を寄付したり、自治体に水・食品飲料を無償で

寄付したりといった支援も実施した。また従来から食品の寄付は行っていたが、こども食
堂が実施していたような食糧支援のニーズが高いことが分かった。そちらについては自
社で貢献できる領域であるということで、寄付先である NPO を通じて支援を必要とする
世帯への食糧支援を行った。 

 
・重点取り組み項目として「次世代の健全な育成」を設定していることもあり、学童施設に

対する支援として、衛生製品、備品の提供を行った。そうした活動をスピーディーに行う
ためには、社内体制を常に整備しておくことが重要である。 

 
・今後の課題は、社会が非接触型になっていく中で、子どもやシニア向けに、リアル店舗を

前提として行っていた活動の位置づけをどうしていくのかを考えていくことだと捉えて
いる。CSR は地域密着の活動が多く、各自治体の社会福祉協議会・地域包括支援センタ
ーと今後も相談・連携しながら展開を進める。 

 
 

5 
 

３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・COVID-19 による新しい生活様式の下で、直接の接触を減らすなど、お客様の期待する

購買行動が変化してきている。それに対応してデジタル化の推進等ビジネスモデルを適
宜再構築していく必要がある。 

 
・社内の中でもサステナビリティの取り組みはまだ十分に浸透し切れていない。環境や人権

についても社員一人一人がサステナビリティを「人ごと」ではなく「自分ごと」と捉えら
れるように推進していきたい。 

 
・コロナ禍の中において、飲食関連の事業を中心に営業の自粛要請なども出ているが、当社

の加盟店の多くは、1 人 1 人の個人事業主であり、判断に迷うケースもある。一方、コン
ビニエンスストアは社会に欠かせないインフラであり、こうした状況下でも経営を続け
ていけるような支援があるとありがたいと考えている。 

 
 

以上 
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（環境） 
・レジ袋の有料化に伴う辞退率が、当初想定より上回り 70%以上となった。環境意識の高

まりだけでなく、COVID-19 によって接触を減らしたいというニーズが影響したことが
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・エネルギー使用に伴う CO2 排出や食品ロスについては、来店客数・売り上げの減少に伴

い、結果として減少した。食品ロス削減については、季節商品の予約強化やおでんのパッ
ク販売など実効性の高い取り組みを行った。 

 
（地域コミュニティ） 
・当社は、これまで社会貢献活動として、全国に広がる約 1 万 6 千店舗を重要拠点として

生かした活動に取り組んできた。COVID-19 により、店舗で地域のお客様と交流する催
しが実施できなくなったが、オンラインを活用して実施しているものもある。例えば 2019
年から店舗のイートインスペースを活用して実施していた「ファミマこども食堂」プログ
ラムを、オンラインで実施した。 

 
・店頭展開の募金活動では、2020 年 4 月から 7 月までの期間、「新型コロナウイルス対策支

援募金」を行った。集まった募金は、医療従事者及び食糧支援が必要な一人親家庭等への
支援として、寄付を行った。 

 
・NPO のフードバンク活動に７万個の食品を寄付したり、自治体に水・食品飲料を無償で

寄付したりといった支援も実施した。また従来から食品の寄付は行っていたが、こども食
堂が実施していたような食糧支援のニーズが高いことが分かった。そちらについては自
社で貢献できる領域であるということで、寄付先である NPO を通じて支援を必要とする
世帯への食糧支援を行った。 

 
・重点取り組み項目として「次世代の健全な育成」を設定していることもあり、学童施設に

対する支援として、衛生製品、備品の提供を行った。そうした活動をスピーディーに行う
ためには、社内体制を常に整備しておくことが重要である。 

 
・今後の課題は、社会が非接触型になっていく中で、子どもやシニア向けに、リアル店舗を

前提として行っていた活動の位置づけをどうしていくのかを考えていくことだと捉えて
いる。CSR は地域密着の活動が多く、各自治体の社会福祉協議会・地域包括支援センタ
ーと今後も相談・連携しながら展開を進める。 
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３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・COVID-19 による新しい生活様式の下で、直接の接触を減らすなど、お客様の期待する

購買行動が変化してきている。それに対応してデジタル化の推進等ビジネスモデルを適
宜再構築していく必要がある。 

 
・社内の中でもサステナビリティの取り組みはまだ十分に浸透し切れていない。環境や人権

についても社員一人一人がサステナビリティを「人ごと」ではなく「自分ごと」と捉えら
れるように推進していきたい。 

 
・コロナ禍の中において、飲食関連の事業を中心に営業の自粛要請なども出ているが、当社

の加盟店の多くは、1 人 1 人の個人事業主であり、判断に迷うケースもある。一方、コン
ビニエンスストアは社会に欠かせないインフラであり、こうした状況下でも経営を続け
ていけるような支援があるとありがたいと考えている。 

 
 

以上 
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不⼆製油グループ本社株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 ⽉ 13 ⽇（⾦） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の⽅針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症を機に、植物性食品素材で世界の社会課題を解決する「PBFS

（Plant–Based Food Solutions）」が COVID-19 後のニューノーマルで求められる価値で
あると確信した。植物性のタンパク源を供給することで、2050 年に想定されている人口
97 億人の栄養供給に寄与できると考えている。植物由来の食品を普及させることで、社
会のサステナビリティに貢献していきたい。 

 
・創業当初（1950 年）から社会課題解決を目指してきた企業であるが、全世界で連結従業

員が約 6 千人規模になってくると企業ポリシーの理解・浸透がし辛くなってくる。「人の
ために働く」という精神と「社会の困りごとを解決する」考えをより明確にするために
2019 年 4 月に C“ESG”O（ESG の責任者）を配置し、ESG 経営を強化・推進することを
宣言した。C“ESG”O の役割は全社の ESG をマネジメントし、それを社内外に示してい
くことである。取締役会の諮問機関である ESG 委員会では、環境、サプライチェーンに
おける人権、健康、食糧、フードロス、ダイバーシティ、ガバナンスなど幅広い社会課題
をさまざまな観点から捉え、不二製油グループの事業活動に具体的に結びつける取り組
みを進めている。ESG 経営は 1 つの部署でできるものではない。経営全体で取り組んで
いき、全社に「行動」として落とし込んでいくことが重要だと捉えている。 

 

 
https://www.fujioilholdings.com/csr/approach/  
出所：不二製油グループ本社株式会社ホームページ 
 
・COVID-19 については、2020 年 2 月に中国エリアに対する「緊急対策本部」、3 月に CEO

を本部⻑とする「グループ本社緊急対策本部」と各エリアトップを本部⻑とした「各エリ
ア緊急対策本部」を立ち上げ、連携し情報共有しながら対応を進めていった。「グループ

2 
 

本社緊急対策本部」では、ESG を含む全体のリスクマネジメントを担い、海外出張など
行動の抑制や工場勤務者以外の在宅勤務への移行などの決定を行った。地域的な感染症
への対策は行っていたが、ここまで全世界に激震を及ぼすパンデミックへの想定はして
いなかった。しかしながら、クライシス時には緊急対策本部を立ち上げ意思決定を行うと
いう初動対応体制が整備されており、スムーズかつ適切に対応できたのではないかと考
えている。 

 
・次年度の予算で計画していたエネルギー転換の取り組みが実施延期を余儀なくされるな

ど、ESG に関して予定していた様々な取り組みの中には、COVID-19 による全社的な経
費削減の影響を受け実施が難しくなったものもある。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・2020 年 2 月より COVID-19 の従業員感染防止策を通達して以降、オフィス勤務者の約 

90％が在宅勤務を導入するとともに、全従業員へのマスク配付などを行った。また、BCP
の観点から、工場で働く従業員の健康を守ることが非常に重要であると考え、生産部門に
おける体調管理や、外部および社内の他部門の従業員との接触防止策を講じるなど、徹底
した感染防止策に取り組んでいる。今後の状況も踏まえ、在宅勤務を正式な制度として導
入するなど、これまでの取り組みが、COVID-19 を契機に加速するなど、恒常的に在宅
勤務ができるように、働き方改革が進められた。 

 
・COVID-19 の影響により一時期パーム油の収穫が止まったところはあったが、各国政府

が食品産業はエッセンシャルであるということで対応したため、原材料が滞るというこ
とが比較的少なかったのではないか。ただ消費サイドが滞ったために、工場を止めなけれ
ばならなくなった、ということはある。 

 
・COVID-19 が世界中で蔓延する中で、海外グループの安全品質環境監査については、テ

レビ会議を通じた審査や、事前に資料を審査することしかできず、危機感があった。そこ
で、スマートグラスを導入し、現地で監査をする人に装着してもらい、国内にいても動画
を通じて現場を目視確認することができる監査システムを 2020 年度内に構築するように
進めている。 

 
・従業員向けの ESG に関する研修について、COVID-19 で直接対話ができなくなっている。

リモートで対応しようとしているが、それでは伝わらないところもあり、E-learning など
代替案を模索している。一方で COVID-19 以前から、従業員への共感や腹落ちがまだ不
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不⼆製油グループ本社株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 ⽉ 13 ⽇（⾦） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の⽅針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症を機に、植物性食品素材で世界の社会課題を解決する「PBFS

（Plant–Based Food Solutions）」が COVID-19 後のニューノーマルで求められる価値で
あると確信した。植物性のタンパク源を供給することで、2050 年に想定されている人口
97 億人の栄養供給に寄与できると考えている。植物由来の食品を普及させることで、社
会のサステナビリティに貢献していきたい。 

 
・創業当初（1950 年）から社会課題解決を目指してきた企業であるが、全世界で連結従業

員が約 6 千人規模になってくると企業ポリシーの理解・浸透がし辛くなってくる。「人の
ために働く」という精神と「社会の困りごとを解決する」考えをより明確にするために
2019 年 4 月に C“ESG”O（ESG の責任者）を配置し、ESG 経営を強化・推進することを
宣言した。C“ESG”O の役割は全社の ESG をマネジメントし、それを社内外に示してい
くことである。取締役会の諮問機関である ESG 委員会では、環境、サプライチェーンに
おける人権、健康、食糧、フードロス、ダイバーシティ、ガバナンスなど幅広い社会課題
をさまざまな観点から捉え、不二製油グループの事業活動に具体的に結びつける取り組
みを進めている。ESG 経営は 1 つの部署でできるものではない。経営全体で取り組んで
いき、全社に「行動」として落とし込んでいくことが重要だと捉えている。 

 

 
https://www.fujioilholdings.com/csr/approach/  
出所：不二製油グループ本社株式会社ホームページ 
 
・COVID-19 については、2020 年 2 月に中国エリアに対する「緊急対策本部」、3 月に CEO

を本部⻑とする「グループ本社緊急対策本部」と各エリアトップを本部⻑とした「各エリ
ア緊急対策本部」を立ち上げ、連携し情報共有しながら対応を進めていった。「グループ

2 
 

本社緊急対策本部」では、ESG を含む全体のリスクマネジメントを担い、海外出張など
行動の抑制や工場勤務者以外の在宅勤務への移行などの決定を行った。地域的な感染症
への対策は行っていたが、ここまで全世界に激震を及ぼすパンデミックへの想定はして
いなかった。しかしながら、クライシス時には緊急対策本部を立ち上げ意思決定を行うと
いう初動対応体制が整備されており、スムーズかつ適切に対応できたのではないかと考
えている。 

 
・次年度の予算で計画していたエネルギー転換の取り組みが実施延期を余儀なくされるな

ど、ESG に関して予定していた様々な取り組みの中には、COVID-19 による全社的な経
費削減の影響を受け実施が難しくなったものもある。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・2020 年 2 月より COVID-19 の従業員感染防止策を通達して以降、オフィス勤務者の約 

90％が在宅勤務を導入するとともに、全従業員へのマスク配付などを行った。また、BCP
の観点から、工場で働く従業員の健康を守ることが非常に重要であると考え、生産部門に
おける体調管理や、外部および社内の他部門の従業員との接触防止策を講じるなど、徹底
した感染防止策に取り組んでいる。今後の状況も踏まえ、在宅勤務を正式な制度として導
入するなど、これまでの取り組みが、COVID-19 を契機に加速するなど、恒常的に在宅
勤務ができるように、働き方改革が進められた。 

 
・COVID-19 の影響により一時期パーム油の収穫が止まったところはあったが、各国政府

が食品産業はエッセンシャルであるということで対応したため、原材料が滞るというこ
とが比較的少なかったのではないか。ただ消費サイドが滞ったために、工場を止めなけれ
ばならなくなった、ということはある。 

 
・COVID-19 が世界中で蔓延する中で、海外グループの安全品質環境監査については、テ

レビ会議を通じた審査や、事前に資料を審査することしかできず、危機感があった。そこ
で、スマートグラスを導入し、現地で監査をする人に装着してもらい、国内にいても動画
を通じて現場を目視確認することができる監査システムを 2020 年度内に構築するように
進めている。 

 
・従業員向けの ESG に関する研修について、COVID-19 で直接対話ができなくなっている。

リモートで対応しようとしているが、それでは伝わらないところもあり、E-learning など
代替案を模索している。一方で COVID-19 以前から、従業員への共感や腹落ちがまだ不
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十分であり、より丁寧に部⻑、組合員、新入社員など階層別に働きかけていく必要性を感
じている。しかし COVID-19 で部門研修ができなくなったことで、やり方を見直すこと
が必要だと考えている。 

 
（サプライチェーン） 
・グリーバンスメカニズムを構築して社外（NGO・サプライヤー）から声が寄せられる体

制を整えてきたことは、コロナ禍においてもサプライチェーンの上流の実態把握に役立
つのではないかと考えている。人権に対するグリーンバンスが多いかと想定していたが、
現実には環境に関する問題が多かった。不二製油グループの直接的なサプライヤーより
その先（また先）のサプライヤーに関する環境破壊の問題などがピックアップされるよう
になった。COVID-19 が蔓延している現在は、NGO と連携しながら、直接現地に行って
確認していた部分の代替として、衛星写真も活用してチェックしている。いままでも理解
しているつもりでいたが、現地からの直接的な声を聴くことや遠隔でも IT を活用し確認
していくことで「現実的な問題」としてサステナブル調達・サプライチェーンマネジメン
トに関して捉えることができた。 

 
（社会貢献） 
・発展途上国における COVID-19 への対応支援が急務であると捉え、主原料の一つである

カカオについて、チョコレート産業界の一員として、World Cocoa Foundation を通して
カカオ農家コミュニティへの寄付を実施した。 

 
・地域社会の一員として、最前線で闘う医療従事者に対しての支援も行っている。不二製油

グループのブラマー社（米国）やハラルド社（ブラジル）をはじめ多くの拠点で、それぞ
れの地域の病院で働く医療従事者の方々にチョコレートを寄贈した。また、不二製油グル
ープ本社では、日本のトップシェフが医療従事者を「食」で支援するために発足されたプ
ロジェクト「スマイル・フード・プロジェクト」に協賛している。フジ オイル ガーナで
は、現地（Techiman 市）保険局に個人用保護具をはじめ、ゴム手袋やマスク、ハンドソ
ープといった衛生用品、赤外線温度計等を寄贈した。日本においても、不二製油㈱が自治
体に対して防護服代用品などを寄贈している。 
 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・NGO を含めステークホルダーとも対話する中で、ESG について日本でも関心が高まって

いることを感じていたが、COVID-19 を経て、さらに日本が変わる契機になっていると
考えている。しかしながら欧州ほどには ESG に対する関心度合いは高まっていないよう
に感じる。欧州ではもともと環境を中心とする ESG に対する意識が高かったものが、

4 
 

COVID-19 を機にさらに伸びている。米国でも ESG に対応していない会社はやがて淘汰
されることが明確になってきたと捉えている。エシカル市場は日本を含めてこれからま
すます伸びていくと感じている。 

 
・2019 年 4 月に C“ESG”O を配置した際は、投資家から ESG に関するインタビューがほ

ぼなかったが、COVID-19 後は数多くのインタビューの依頼を受けている。投資家や社
会のサステナビリティへの関心が高まっていることは、ESG を推進する不二製油グルー
プにとっては大きなビジネスチャンスである。 

 
・ESG について、日本政府も 2050 年までに二酸化炭素ネット排出量ゼロ（カーボンニュー

トラル）を発表するなど動き出したと思うが、欧州に比べスピードはやはり遅いと感じて
いる。今後日本政府も業界団体も国際的なサステナビリティに関する討議に参画し、ルー
ルメイキングの側にも回って欲しいと考えている。後追いではなく、日本政府が率先して
リーダーとして発信することで、日本企業も世界に先んじて対応していくことができ、ビ
ジネスチャンスも拡大していくのではないか。 

 
 

以上 

136



3 
 

十分であり、より丁寧に部⻑、組合員、新入社員など階層別に働きかけていく必要性を感
じている。しかし COVID-19 で部門研修ができなくなったことで、やり方を見直すこと
が必要だと考えている。 

 
（サプライチェーン） 
・グリーバンスメカニズムを構築して社外（NGO・サプライヤー）から声が寄せられる体

制を整えてきたことは、コロナ禍においてもサプライチェーンの上流の実態把握に役立
つのではないかと考えている。人権に対するグリーンバンスが多いかと想定していたが、
現実には環境に関する問題が多かった。不二製油グループの直接的なサプライヤーより
その先（また先）のサプライヤーに関する環境破壊の問題などがピックアップされるよう
になった。COVID-19 が蔓延している現在は、NGO と連携しながら、直接現地に行って
確認していた部分の代替として、衛星写真も活用してチェックしている。いままでも理解
しているつもりでいたが、現地からの直接的な声を聴くことや遠隔でも IT を活用し確認
していくことで「現実的な問題」としてサステナブル調達・サプライチェーンマネジメン
トに関して捉えることができた。 

 
（社会貢献） 
・発展途上国における COVID-19 への対応支援が急務であると捉え、主原料の一つである

カカオについて、チョコレート産業界の一員として、World Cocoa Foundation を通して
カカオ農家コミュニティへの寄付を実施した。 

 
・地域社会の一員として、最前線で闘う医療従事者に対しての支援も行っている。不二製油

グループのブラマー社（米国）やハラルド社（ブラジル）をはじめ多くの拠点で、それぞ
れの地域の病院で働く医療従事者の方々にチョコレートを寄贈した。また、不二製油グル
ープ本社では、日本のトップシェフが医療従事者を「食」で支援するために発足されたプ
ロジェクト「スマイル・フード・プロジェクト」に協賛している。フジ オイル ガーナで
は、現地（Techiman 市）保険局に個人用保護具をはじめ、ゴム手袋やマスク、ハンドソ
ープといった衛生用品、赤外線温度計等を寄贈した。日本においても、不二製油㈱が自治
体に対して防護服代用品などを寄贈している。 
 

 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・NGO を含めステークホルダーとも対話する中で、ESG について日本でも関心が高まって

いることを感じていたが、COVID-19 を経て、さらに日本が変わる契機になっていると
考えている。しかしながら欧州ほどには ESG に対する関心度合いは高まっていないよう
に感じる。欧州ではもともと環境を中心とする ESG に対する意識が高かったものが、

4 
 

COVID-19 を機にさらに伸びている。米国でも ESG に対応していない会社はやがて淘汰
されることが明確になってきたと捉えている。エシカル市場は日本を含めてこれからま
すます伸びていくと感じている。 

 
・2019 年 4 月に C“ESG”O を配置した際は、投資家から ESG に関するインタビューがほ

ぼなかったが、COVID-19 後は数多くのインタビューの依頼を受けている。投資家や社
会のサステナビリティへの関心が高まっていることは、ESG を推進する不二製油グルー
プにとっては大きなビジネスチャンスである。 

 
・ESG について、日本政府も 2050 年までに二酸化炭素ネット排出量ゼロ（カーボンニュー

トラル）を発表するなど動き出したと思うが、欧州に比べスピードはやはり遅いと感じて
いる。今後日本政府も業界団体も国際的なサステナビリティに関する討議に参画し、ルー
ルメイキングの側にも回って欲しいと考えている。後追いではなく、日本政府が率先して
リーダーとして発信することで、日本企業も世界に先んじて対応していくことができ、ビ
ジネスチャンスも拡大していくのではないか。 

 
 

以上 
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富士通株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 12 月 8 ⽇（火） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当グループにおいては、2020 年に、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世

界をより持続可能にしていくこと」という新しい存在意義（パーパス）と、その実現に向
けた全社員の行動規範である「Fujitsu Way」の刷新を発表した。その中で、経営指標と
して、社員の仕事への手応えや組織への帰属意識を示す「従業員エンゲージメント」とお
客様からの信頼を示す「顧客ネット・プロモーター・スコア（NPS）」との非財務目標を
導入した。 

 
・これらの検討の過程において、パーパスについての議論を社内で重ねてきたことにより、

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、社員とその家族の生命と安全の確保に
加え、特にヘルスケアや自治体といった COVID-19 拡大防止の最前線の現場に立つお客
様の支援に向けて、素早い行動が実現できたと考えている。 

 
・COVID-19 のインパクトが極めて大きい理由は、日本も含めた世界各地で現在も感染が

継続あるいは拡大しているからというだけではない。中⻑期的な観点でより大きな意味 
を持つのは、この先数年間で徐々に表れるはずだった社会の変化が、パンデミックの発生
によって 2、3 カ月のうちにいわば強制的に引き起こされたこと、それによって価値観の
転換が起こり、企業経営や私たちのくらしが急速な変化を遂げつつあることだと考えて
いる。 

 
・ COVID-19 に伴って生じる、個人の働き方の変化、人材・組織やお客様リレーションの

マネジメントに対するアプローチの変化、サプライチェーンや事業ポートフォリオの再
考、ビジネスモデルの再構築といった動きは、DX に対するニーズという形で表出してく
る可能性が高い。そのような状況下において、当社が事業を通じて社会に貢献できる部分
は大きく、動画などを活用したグローバルな情報発信に力を入れている状況である。 

 
・COVID-19 による当社の事業へのマイナス・インパクトに関して、現時点では通期で売

上が当初より約３％落ち込みを予想している。当社は事業の約 85%がテクノロジーソリ
ューション、残り 15%割がユビキタス・デバイスサービスとなっており、前者について
売上の落ち込みが出ている。 

 

2 
 

・COVID-19 に係るリスクマネジメントとしては、早期に「感染症中央対策本部」を設け、
方針や状況を全社員に対して継続的に発信した。全社員へのメッセージは社⻑が発信し
た。 

 
・グループ従業員の約 64%にあたる 8.2 万人が働く日本では、2020 年 2 月 27 日（政府が

全国の学校に休業要請を行った日の前日）に、まず在宅テレワーク勤務を強く推奨した。
次いで 4 月 7 日の政府による緊急事態宣言発出に先立つ 3 月 27 日には、首都圏の従業員
を対象に、その後、全国の事業所に勤務する全従業員を対象として、原則在宅テレワーク
勤務とした。 

 
・日本国外においても、厳格な都市封鎖が実施された欧州や各国の都市部に勤務する従業員

を中心に、政府や自治体の施策に基づき、原則在宅テレワーク勤務とした。 
  
・お客様の事業所に駐在するシステムエンジニア（SE）による運用・保守作業など、在宅テ

レワークでの対応が困難な業務については、幹部社員がお客様とコミュニケーションを
図り、必要人数や事業所への滞在時間を必要最小限とすることなど、感染防止措置が取ら
れるよう要請した。加えて、お客様の了解が得られた場合は、運用・保守や開発について
も在宅テレワークを推進している。 

 
・ COVID-19 感染拡大防止に必要な情報の収集を行っている日本の自治体・保健所向けに、

感染患者の接触者の健康状態に関わる情報を収集・共有・管理する健康相談チャットボッ
ト「CHORDSHIP（コードシップ）」1を開発し導入を支援した。2020 年 9 月 1 日現在、
全国約 25 の自治体・約 70 の保健所に導入済み。チャットボットは、自社従業員向けに
導入していたものを発展・改良したもので、支援要請から約 1 週間で第 1 版をリリース
した。 

 
・中⻑期的な部分では、社会課題に資する事業にどのように取り組んでいくかが大きなテー

マとして挙げられる。従業員に事業を通じて COVID-19 に貢献するアイデアを募集した
ところ、100 件以上を超えるソリューション事例やアイデアが世界各地から寄せられた。
集まった提案の中には、すでにソリューションとして活用されているものに加え、今後ア
イデアを具現化して将来的な事業化を図るよう、検討しているものもある。当社は、この
活動の継続を通じて、社員の中⻑期的な視点での社会課題への意識を高めていく。 

 

 
1 富士通が開発した AI を用いた自動会話プログラムで、金融機関や大手企業のコンタクトセンターなど
で活用されている。モバイル端末のアプリケーションや SNS 連携を標準実装する。 
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富士通株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 12 月 8 ⽇（火） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・当グループにおいては、2020 年に、「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世

界をより持続可能にしていくこと」という新しい存在意義（パーパス）と、その実現に向
けた全社員の行動規範である「Fujitsu Way」の刷新を発表した。その中で、経営指標と
して、社員の仕事への手応えや組織への帰属意識を示す「従業員エンゲージメント」とお
客様からの信頼を示す「顧客ネット・プロモーター・スコア（NPS）」との非財務目標を
導入した。 

 
・これらの検討の過程において、パーパスについての議論を社内で重ねてきたことにより、

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大の中で、社員とその家族の生命と安全の確保に
加え、特にヘルスケアや自治体といった COVID-19 拡大防止の最前線の現場に立つお客
様の支援に向けて、素早い行動が実現できたと考えている。 

 
・COVID-19 のインパクトが極めて大きい理由は、日本も含めた世界各地で現在も感染が

継続あるいは拡大しているからというだけではない。中⻑期的な観点でより大きな意味 
を持つのは、この先数年間で徐々に表れるはずだった社会の変化が、パンデミックの発生
によって 2、3 カ月のうちにいわば強制的に引き起こされたこと、それによって価値観の
転換が起こり、企業経営や私たちのくらしが急速な変化を遂げつつあることだと考えて
いる。 

 
・ COVID-19 に伴って生じる、個人の働き方の変化、人材・組織やお客様リレーションの

マネジメントに対するアプローチの変化、サプライチェーンや事業ポートフォリオの再
考、ビジネスモデルの再構築といった動きは、DX に対するニーズという形で表出してく
る可能性が高い。そのような状況下において、当社が事業を通じて社会に貢献できる部分
は大きく、動画などを活用したグローバルな情報発信に力を入れている状況である。 

 
・COVID-19 による当社の事業へのマイナス・インパクトに関して、現時点では通期で売

上が当初より約３％落ち込みを予想している。当社は事業の約 85%がテクノロジーソリ
ューション、残り 15%割がユビキタス・デバイスサービスとなっており、前者について
売上の落ち込みが出ている。 
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・COVID-19 に係るリスクマネジメントとしては、早期に「感染症中央対策本部」を設け、
方針や状況を全社員に対して継続的に発信した。全社員へのメッセージは社⻑が発信し
た。 

 
・グループ従業員の約 64%にあたる 8.2 万人が働く日本では、2020 年 2 月 27 日（政府が

全国の学校に休業要請を行った日の前日）に、まず在宅テレワーク勤務を強く推奨した。
次いで 4 月 7 日の政府による緊急事態宣言発出に先立つ 3 月 27 日には、首都圏の従業員
を対象に、その後、全国の事業所に勤務する全従業員を対象として、原則在宅テレワーク
勤務とした。 

 
・日本国外においても、厳格な都市封鎖が実施された欧州や各国の都市部に勤務する従業員

を中心に、政府や自治体の施策に基づき、原則在宅テレワーク勤務とした。 
  
・お客様の事業所に駐在するシステムエンジニア（SE）による運用・保守作業など、在宅テ

レワークでの対応が困難な業務については、幹部社員がお客様とコミュニケーションを
図り、必要人数や事業所への滞在時間を必要最小限とすることなど、感染防止措置が取ら
れるよう要請した。加えて、お客様の了解が得られた場合は、運用・保守や開発について
も在宅テレワークを推進している。 

 
・ COVID-19 感染拡大防止に必要な情報の収集を行っている日本の自治体・保健所向けに、

感染患者の接触者の健康状態に関わる情報を収集・共有・管理する健康相談チャットボッ
ト「CHORDSHIP（コードシップ）」1を開発し導入を支援した。2020 年 9 月 1 日現在、
全国約 25 の自治体・約 70 の保健所に導入済み。チャットボットは、自社従業員向けに
導入していたものを発展・改良したもので、支援要請から約 1 週間で第 1 版をリリース
した。 

 
・中⻑期的な部分では、社会課題に資する事業にどのように取り組んでいくかが大きなテー

マとして挙げられる。従業員に事業を通じて COVID-19 に貢献するアイデアを募集した
ところ、100 件以上を超えるソリューション事例やアイデアが世界各地から寄せられた。
集まった提案の中には、すでにソリューションとして活用されているものに加え、今後ア
イデアを具現化して将来的な事業化を図るよう、検討しているものもある。当社は、この
活動の継続を通じて、社員の中⻑期的な視点での社会課題への意識を高めていく。 

 

 
1 富士通が開発した AI を用いた自動会話プログラムで、金融機関や大手企業のコンタクトセンターなど
で活用されている。モバイル端末のアプリケーションや SNS 連携を標準実装する。 
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https://www.fujitsu.com/jp/covid19/  
出所：富士通グループホームページ 
 
・米国の「Open COVID Pledge」が提唱している COVID-19 に関連する活動のために保有

する知的財産権の無償開放を推進する行動の主旨に賛同し、当社としても、一定期間、関
連する権利行使を行わず、一切の対価や補償を求めないことを宣言した。また、日本にお
ける同様の取り組みである「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」
にも賛同した。これらにより、当社が保有する新薬開発の支援や患者の見守りなどに関す
る知的財産権約 4 万件を無償で開放した。この取組の背景には、知財を活用した貢献活
動として、WIPO（世界知的所有権機関）を通した環境技術の移転・普及などに取組んで
きたこともある。今回は COVID19 のまん延の早期終結に貢献したいとの思いから賛同
した。 

 
・理化学研究所と当社が共同開発したスーパーコンピュータ「富岳（ふがく）」は、2021 年

度予定の共用開始に先立ち、一部のノードにおける試行的利用が開始され、理化学研究所
が文部科学省と連携して実施する「治療薬候補の同定や室内環境におけるウイルス飛沫
感染の予測と対策」などに活用されている。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2020 年 4 月、当グループは、「サステナビリティ経営委員会」を新たに設置した。この委

員会では、環境・社会・経済に与える影響を考慮し、当社を取り巻くすべてのステークホ
ルダーへの価値創造を通じて自らも⻑期的に成⻑していくという、責任あるグローバル
企業としての経営のあり方を議論している。 

 
・当社においては、サステナビリティ活動を推進し、Fujitsu Way を具現化するためのプラ

4 
 

ットフォームとして、CSR の取組みをベースに発展させたグローバルレスポンシブルビ
ジネス（GRB）を用いている。具体的には、人権、ダイバーシティ＆インクルージョン、
ウェルビーイング、環境、コンプライアンス、サプライチェーン、安全衛生、コミュニテ
ィの 7 つの重点領域を設定し、グローバルなマネジメントを展開している。全グループ
社員が「企業は社会の一員である」と常に意識し、利益追求のみではなく、事業活動から
生じる負の影響を低減し、正の影響を最大化していくことを目指している。 

 
（労働） 
・すぐに取り組む必要があったものとしては、従業員・家族、お客様、取引先のウェルビー

イングと労働・安全衛生である。働き方改革や、賃金補償対応などが挙げられる。 
 
・コロナ禍の状況において、出社率 25%以下を目指してリモートワークを実施した。2015

年より、働き方改革の一環として、テレワークの実践を進めてきたが、COVID-19 によ
る急速な移行のため、ネット接続負荷の増大への対応など、追加的な対応が必要な部分は
あった。出社率の目標は 2020 年 12 月時点も維持している。今後、従業員の働き易さ向
上を目的に、全社フリーアドレス化も進める。結果として 3 年間でオフィススペースが
半減する見込みである。 

 
・「ニューノーマル」における新たな働き方や組織・人材マネジメントの変革を目指すコン

セプト「Work Life Shift」を 2020 年 7 月に発表した。大きくは以下の 3 点である。 
●Smart Working：仕事内容・目的・ライフスタイルに応じた「最適な働き方」の自律

的な使い分けを行う。固定的なオフィスに全員出勤することを前提とした勤務
制度、手当、福利厚生、IT 環境を全面的に見直し、時間や場所をフレキシブル
に活用する。 

●Culture Change：社員の自律性発揮を喚起するピープルマネジメントで新たな企業
文化を創造する。「信頼」に基づく制度設計、個人とマネジャーによる業務・役
割と期待の共有と適切な評価、社員の心身の健康へのサポートを通じ、挑戦と
価値創造を促す企業文化をつくる。 

●Borderless Office：勤務する場所に縛られない働き方と、快適で創造性のあるオフィ
ス環境を構築する。業務の目的に合わせ、Hub Office、Satellite Office、Home 
& Shared Office を自由に選択できる環境を 整備し、社員の創造性発揮を後押
しする。 

 
・具体的対策として、通勤の概念の見直しや、固定ロッカーをなくすといったオフィスの 

リノベーションなどを進めた結果、ペーパーレスがさらに進んでいる。環境の整備と費
用のサポートとしてテレワークに伴って発生する通信料、光熱費、デスクとイスなどの

研究開発への支援
レジリエンシーと

事業継続
円滑な情報提供
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https://www.fujitsu.com/jp/covid19/  
出所：富士通グループホームページ 
 
・米国の「Open COVID Pledge」が提唱している COVID-19 に関連する活動のために保有

する知的財産権の無償開放を推進する行動の主旨に賛同し、当社としても、一定期間、関
連する権利行使を行わず、一切の対価や補償を求めないことを宣言した。また、日本にお
ける同様の取り組みである「知的財産に関する新型コロナウイルス感染症対策支援宣言」
にも賛同した。これらにより、当社が保有する新薬開発の支援や患者の見守りなどに関す
る知的財産権約 4 万件を無償で開放した。この取組の背景には、知財を活用した貢献活
動として、WIPO（世界知的所有権機関）を通した環境技術の移転・普及などに取組んで
きたこともある。今回は COVID19 のまん延の早期終結に貢献したいとの思いから賛同
した。 

 
・理化学研究所と当社が共同開発したスーパーコンピュータ「富岳（ふがく）」は、2021 年

度予定の共用開始に先立ち、一部のノードにおける試行的利用が開始され、理化学研究所
が文部科学省と連携して実施する「治療薬候補の同定や室内環境におけるウイルス飛沫
感染の予測と対策」などに活用されている。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・2020 年 4 月、当グループは、「サステナビリティ経営委員会」を新たに設置した。この委

員会では、環境・社会・経済に与える影響を考慮し、当社を取り巻くすべてのステークホ
ルダーへの価値創造を通じて自らも⻑期的に成⻑していくという、責任あるグローバル
企業としての経営のあり方を議論している。 

 
・当社においては、サステナビリティ活動を推進し、Fujitsu Way を具現化するためのプラ

4 
 

ットフォームとして、CSR の取組みをベースに発展させたグローバルレスポンシブルビ
ジネス（GRB）を用いている。具体的には、人権、ダイバーシティ＆インクルージョン、
ウェルビーイング、環境、コンプライアンス、サプライチェーン、安全衛生、コミュニテ
ィの 7 つの重点領域を設定し、グローバルなマネジメントを展開している。全グループ
社員が「企業は社会の一員である」と常に意識し、利益追求のみではなく、事業活動から
生じる負の影響を低減し、正の影響を最大化していくことを目指している。 

 
（労働） 
・すぐに取り組む必要があったものとしては、従業員・家族、お客様、取引先のウェルビー

イングと労働・安全衛生である。働き方改革や、賃金補償対応などが挙げられる。 
 
・コロナ禍の状況において、出社率 25%以下を目指してリモートワークを実施した。2015

年より、働き方改革の一環として、テレワークの実践を進めてきたが、COVID-19 によ
る急速な移行のため、ネット接続負荷の増大への対応など、追加的な対応が必要な部分は
あった。出社率の目標は 2020 年 12 月時点も維持している。今後、従業員の働き易さ向
上を目的に、全社フリーアドレス化も進める。結果として 3 年間でオフィススペースが
半減する見込みである。 

 
・「ニューノーマル」における新たな働き方や組織・人材マネジメントの変革を目指すコン

セプト「Work Life Shift」を 2020 年 7 月に発表した。大きくは以下の 3 点である。 
●Smart Working：仕事内容・目的・ライフスタイルに応じた「最適な働き方」の自律

的な使い分けを行う。固定的なオフィスに全員出勤することを前提とした勤務
制度、手当、福利厚生、IT 環境を全面的に見直し、時間や場所をフレキシブル
に活用する。 

●Culture Change：社員の自律性発揮を喚起するピープルマネジメントで新たな企業
文化を創造する。「信頼」に基づく制度設計、個人とマネジャーによる業務・役
割と期待の共有と適切な評価、社員の心身の健康へのサポートを通じ、挑戦と
価値創造を促す企業文化をつくる。 

●Borderless Office：勤務する場所に縛られない働き方と、快適で創造性のあるオフィ
ス環境を構築する。業務の目的に合わせ、Hub Office、Satellite Office、Home 
& Shared Office を自由に選択できる環境を 整備し、社員の創造性発揮を後押
しする。 

 
・具体的対策として、通勤の概念の見直しや、固定ロッカーをなくすといったオフィスの 

リノベーションなどを進めた結果、ペーパーレスがさらに進んでいる。環境の整備と費
用のサポートとしてテレワークに伴って発生する通信料、光熱費、デスクとイスなどの
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環境整備のため、1 人当たり月額 5,000 円の「スマートワーキング手当」を支給するこ
となども実施している。 

 
・会議もほとんどがリモートになったことで、開催しやすくなった。人の移動が少なくなり、

コスト面からも効率化されたと感じている。 
 
・一方で、従業員同士のコミュニケーション促進のサポートといった、顕在化している問題

への対応、あるいは他の潜在的な問題の把握が必要と認識している。このため、従業員に
対し、働き方について困っていることを拾い上げる意識調査を行っている。COVID-19 発
生初期の頃は機器の接続などテレワーク環境に関する声などが寄せられた。また、個別の
問題については、定期的に上司・部下で行う１on１ミーティングを通して、アドバイスや
支援を行っている。 

 
（サプライチェーン） 
・COVID-19 により、サプライチェーンで大きな問題は、現時点で発生してはいない。し

かし、今後は COVID19 により社会的に弱い立場の人が貧困などの面で追いやられてい
ないか等の視点で見ていく必要があると考えている。 

 
（環境） 
・環境面では、デジタルシフトに伴うエネルギー消費の変化をデータとして把握していくた

めの検討を進めている。例えばテレワークやリモート授業などが急速に増え、人の移動が
減少し、交通機関の運行にも影響を与え始めており、環境負荷が変化している。デジタル
化の加速によるネットーワークやデータセンターでのエネルギー消費量の増加も把握し
つつ、働き方やライフスタイルの変化による環境負荷削減効果を訴求していきたい。 

 
・グリーンリカバリーを含め、気候変動への取組み強化への機運が高まっていると感じてい

る。COVID-19 によるロックダウンなどにより大気汚染が改善され、市⺠が環境改善を
実体験したことで環境意識が変化したとの報告もあり、After コロナにおけるビジネスの
機会としても注目していきたい。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・トップによる直接のメッセージ発信の機会が増えている。リモート化が進むなかで動画を

活用するケースも増えており、特にグローバルな発信においては、スピーディーに進める
ことができ有用性を感じている。 

 

6 
 

・サステナビリティに関する情報発信に際しては、社員も含め多くのステークホルダーに知
って頂くために、可能な限り社内と社外の垣根をなくして取り組んでいる。例えば
COVID-19 に関するグループ従業員向けメッセージもウェブサイトで一般向けに公表し
ている。 

 
 

以上 
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5 
 

環境整備のため、1 人当たり月額 5,000 円の「スマートワーキング手当」を支給するこ
となども実施している。 

 
・会議もほとんどがリモートになったことで、開催しやすくなった。人の移動が少なくなり、

コスト面からも効率化されたと感じている。 
 
・一方で、従業員同士のコミュニケーション促進のサポートといった、顕在化している問題

への対応、あるいは他の潜在的な問題の把握が必要と認識している。このため、従業員に
対し、働き方について困っていることを拾い上げる意識調査を行っている。COVID-19 発
生初期の頃は機器の接続などテレワーク環境に関する声などが寄せられた。また、個別の
問題については、定期的に上司・部下で行う１on１ミーティングを通して、アドバイスや
支援を行っている。 

 
（サプライチェーン） 
・COVID-19 により、サプライチェーンで大きな問題は、現時点で発生してはいない。し

かし、今後は COVID19 により社会的に弱い立場の人が貧困などの面で追いやられてい
ないか等の視点で見ていく必要があると考えている。 

 
（環境） 
・環境面では、デジタルシフトに伴うエネルギー消費の変化をデータとして把握していくた

めの検討を進めている。例えばテレワークやリモート授業などが急速に増え、人の移動が
減少し、交通機関の運行にも影響を与え始めており、環境負荷が変化している。デジタル
化の加速によるネットーワークやデータセンターでのエネルギー消費量の増加も把握し
つつ、働き方やライフスタイルの変化による環境負荷削減効果を訴求していきたい。 

 
・グリーンリカバリーを含め、気候変動への取組み強化への機運が高まっていると感じてい

る。COVID-19 によるロックダウンなどにより大気汚染が改善され、市⺠が環境改善を
実体験したことで環境意識が変化したとの報告もあり、After コロナにおけるビジネスの
機会としても注目していきたい。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・トップによる直接のメッセージ発信の機会が増えている。リモート化が進むなかで動画を

活用するケースも増えており、特にグローバルな発信においては、スピーディーに進める
ことができ有用性を感じている。 

 

6 
 

・サステナビリティに関する情報発信に際しては、社員も含め多くのステークホルダーに知
って頂くために、可能な限り社内と社外の垣根をなくして取り組んでいる。例えば
COVID-19 に関するグループ従業員向けメッセージもウェブサイトで一般向けに公表し
ている。 

 
 

以上 
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1 
 

株式会社ブリヂストン 

ヒアリング⽇程︓2020 年 10 月 30 ⽇（⾦） 

 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・新型コロナウイルス感染拡大以前から包括的に取り組んでいたサステナビリティの経営
への統合が、一気に加速した。2020 年 3 月に新 Global CEO が就任し、ミッションをす
べての出発点とし、ビジョンを掲げて将来像を描きながら事業を考えることが重要であ
るとの認識の下、新しい中⻑期事業戦略構想についての議論が進められた。 

 
・具体的には、2020 年 7 月に「中⻑期事業戦略構想」を発表し、「2050 年にサステナブル

なソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」
というビジョンを掲げた。サステナビリティを経営の中核に位置付け、「モビリティ」「サ
ーキュラーエコノミー」「CO２削減」を中心領域として社会価値と顧客価値を両立しなが
ら､競争優位を獲得していくことを明確にした。 

 

 
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/strategy/pdf/JPN_Business_Strategy_Framework.pdf 
出所：株式会社ブリヂストン中⻑期事業構想（2020 年 7 月 28 日） 
 
 
・外部・社会環境の変化として、自動車業界は 100 年に 1 度と言われる大きな変革期を迎

2 
 

えていることは捉えてはいたが、今回の COVID-19 における、「想定が出来ない」「すぐ
に変化が起きる」といった点やグローバリゼーションの変化は、中⻑期事業戦略構想にお
ける社会環境への認識と経営や事業の戦略の方向性に大きな影響を与えた。「何が起きる
かわからない」という危機意識が、「フレキシブル」や「アジャイル」といったマネジメ
ントスタイルにつながった。サステナビリティも従来もちろん考慮していたが、今回の
COVID-19 でより意識が強くなった。事業では、マス交通からシェアリングやパーソナ
ルモビリティへ回帰する可能性も出てきた。 

 
・また「当社の強みはどこなのか」、「キャッシュをどこで生み出すか」という経営の本質的

な部分での議論が COVID-19 を契機としてより進んだ。コア事業でキャッシュを生み出
し、成⻑事業に資源を投下していく。そのためのコアコンピタンス・イネーブラーとして
「サステナビリティ」「DX/テクノロジー」「イノベーション」「HRX（ヒューマンリソー
ストランスフォーメーション）」を位置付けた。 

 
・新型コロナウイルス感染拡大の影響として、経営層のマインドセットが変化した。物事の

変化のスピードと一度変わり始めたときの変化の大きさを認識し、ゆったりしていると
乗り遅れてしまうという危機感が強まった。またより広い視野で社会を見るようになり、
社会の変化に対する感度が高まった。中⻑期事業戦略構想の策定にあたっては、グローバ
ル経営層間でのディスカッションを通して共通理解の醸成に多くの時間を割いた。 

 
・危機対応については、過去の感染症の経験を踏まえ、2013 年から感染症のパンデミック

に対するリスクマネジメント､クライシスマネジメントに基づく Business Continuity 
Plan（事業継続計画：BCP）を策定していた。その BCP システムと今回の新型コロナウ
イルス感染拡大によるグローバルの状況も踏まえ、2020 年 2 月、従業員の安全衛生管理
等をまず最優先で対応した。この BCP 体制があったお陰で、「誰が責任者であるか（チー
フ・リスク・オフィサー）」がクリアになっておりトップへの情報の伝達、初動対応がス
ムーズに行え、後手後手の対応にならなかったと感じている。グローバルな生産体制につ
いては日々のサプライチェーンマネジメントの体制が機能したことで、仕組みの有効性
が確認された。一方で、これまでは運営・オペレーションに焦点をあて、想定されるリス
クに現場や地域で対応する危機管理だったが、今後はガバナンスや戦略を含めて全社と
してリスクを機会に変えていく Enterprise Risk Management（全社的リスクマネジメン
ト：ERM）のアプローチの重要性を認識している。 

 
・サステナビリティが経営の中核に据えられたことで、従来変革が進まなかった部署でも変

革が進むようになった。トップが本腰を入れたときの動きの速さ、従業員の受け止め方の
違いは大きく、経営トップのマインドや事業戦略にサステナビリティを組み込まないと

144



1 
 

株式会社ブリヂストン 

ヒアリング⽇程︓2020 年 10 月 30 ⽇（⾦） 

 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・新型コロナウイルス感染拡大以前から包括的に取り組んでいたサステナビリティの経営
への統合が、一気に加速した。2020 年 3 月に新 Global CEO が就任し、ミッションをす
べての出発点とし、ビジョンを掲げて将来像を描きながら事業を考えることが重要であ
るとの認識の下、新しい中⻑期事業戦略構想についての議論が進められた。 

 
・具体的には、2020 年 7 月に「中⻑期事業戦略構想」を発表し、「2050 年にサステナブル

なソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」
というビジョンを掲げた。サステナビリティを経営の中核に位置付け、「モビリティ」「サ
ーキュラーエコノミー」「CO２削減」を中心領域として社会価値と顧客価値を両立しなが
ら､競争優位を獲得していくことを明確にした。 

 

 
https://www.bridgestone.co.jp/ir/library/strategy/pdf/JPN_Business_Strategy_Framework.pdf 
出所：株式会社ブリヂストン中⻑期事業構想（2020 年 7 月 28 日） 
 
 
・外部・社会環境の変化として、自動車業界は 100 年に 1 度と言われる大きな変革期を迎

2 
 

えていることは捉えてはいたが、今回の COVID-19 における、「想定が出来ない」「すぐ
に変化が起きる」といった点やグローバリゼーションの変化は、中⻑期事業戦略構想にお
ける社会環境への認識と経営や事業の戦略の方向性に大きな影響を与えた。「何が起きる
かわからない」という危機意識が、「フレキシブル」や「アジャイル」といったマネジメ
ントスタイルにつながった。サステナビリティも従来もちろん考慮していたが、今回の
COVID-19 でより意識が強くなった。事業では、マス交通からシェアリングやパーソナ
ルモビリティへ回帰する可能性も出てきた。 

 
・また「当社の強みはどこなのか」、「キャッシュをどこで生み出すか」という経営の本質的

な部分での議論が COVID-19 を契機としてより進んだ。コア事業でキャッシュを生み出
し、成⻑事業に資源を投下していく。そのためのコアコンピタンス・イネーブラーとして
「サステナビリティ」「DX/テクノロジー」「イノベーション」「HRX（ヒューマンリソー
ストランスフォーメーション）」を位置付けた。 

 
・新型コロナウイルス感染拡大の影響として、経営層のマインドセットが変化した。物事の

変化のスピードと一度変わり始めたときの変化の大きさを認識し、ゆったりしていると
乗り遅れてしまうという危機感が強まった。またより広い視野で社会を見るようになり、
社会の変化に対する感度が高まった。中⻑期事業戦略構想の策定にあたっては、グローバ
ル経営層間でのディスカッションを通して共通理解の醸成に多くの時間を割いた。 

 
・危機対応については、過去の感染症の経験を踏まえ、2013 年から感染症のパンデミック

に対するリスクマネジメント､クライシスマネジメントに基づく Business Continuity 
Plan（事業継続計画：BCP）を策定していた。その BCP システムと今回の新型コロナウ
イルス感染拡大によるグローバルの状況も踏まえ、2020 年 2 月、従業員の安全衛生管理
等をまず最優先で対応した。この BCP 体制があったお陰で、「誰が責任者であるか（チー
フ・リスク・オフィサー）」がクリアになっておりトップへの情報の伝達、初動対応がス
ムーズに行え、後手後手の対応にならなかったと感じている。グローバルな生産体制につ
いては日々のサプライチェーンマネジメントの体制が機能したことで、仕組みの有効性
が確認された。一方で、これまでは運営・オペレーションに焦点をあて、想定されるリス
クに現場や地域で対応する危機管理だったが、今後はガバナンスや戦略を含めて全社と
してリスクを機会に変えていく Enterprise Risk Management（全社的リスクマネジメン
ト：ERM）のアプローチの重要性を認識している。 

 
・サステナビリティが経営の中核に据えられたことで、従来変革が進まなかった部署でも変

革が進むようになった。トップが本腰を入れたときの動きの速さ、従業員の受け止め方の
違いは大きく、経営トップのマインドや事業戦略にサステナビリティを組み込まないと
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3 
 

実効性はあがらない。その原動力となるのは危機意識。一方で、従来の CSR は企業の社
会的責任ということで理解が進みやすかったが、サステナビリティは社会の話と自社の
話と両方に視点を置く必要があり、腹落ちして理解し行動に移せるよう社内の理解度を
高める必要がある。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・短期では従業員への影響が特に大きい。コロナ禍に際しては、トップ自らがグローバル全

従業員に対してメッセージを発信した。安全衛生の確保はもちろんのこと、従来から取り
組んでいた働き方変革が加速し、本社部門では業務の性格にもよるが、ほぼテレワークが
導入され、個々がいかに課題をクリアし付加価値（バリュー）を生み出すのかという観点
での見直しが進んだ。工場などの生産面においてはシフトや引継ぎを工夫し、ソーシャル
ディスタンスが保てるようにするなど安全衛生に配慮している。また WEB 会議でのコミ
ュニケーション頻度の向上や時間の有効活用等の多様な働き方が見られるようになった
ことで、多様な働き方についての議論も進み始めた。 

 
・中⻑期事業戦略の実行化を⽀える多様な⼈財の成⻑・活躍を促進し、組織能力を最大化す

べく、⼈事システム・組織の抜本的改革、⼈財採用・育成強化などの HRX（ヒューマン
リソース・トランスフォーメーション）が加速度的に動いている。また､オンラインも活
用しながらタウンホールミーティングを継続的に実施し、経営層自らの口で戦略を語り、
従業員の受け止めや課題を対話・ヒアリングしている。ビジョンを共有して各自が自律的
に付加価値（バリュー）を出すようなオペレーションに変わりつつある。 

 
（サプライチェーン） 
・CSR 活動が充実しているということは、ガバナンス面が整っているということ。ガバナ

ンスが整っていると、危機管理の即応性も早いと考えられる。サプライヤーに対して CSR
調達を実践することで、危機に強いサプライチェーンにつながると言えるのではないか。
また自社の決定で立場の弱い下請け企業に影響が及ばないように配慮しなければいけな
いと認識している。 

 
・バリューチェーン全体でみると、上流のゴム生産の部分でどのような社会面の問題が起き

ているか、普段でも自社の影響範囲の把握が難しい中で、新型コロナウイルス感染拡大の
影響についてはまだ充分には把握できていない。 

 
 

4 
 

（環境） 
・中⻑期では、環境面で欧州でのグリーンリカバリーの影響が大きくなることが想定され

る。すでに欧州の自動車メーカーは CO２削減により積極的になり、自社だけでなくサプ
ライチェーンを巻き込んだ議論に変わっている。何年までにカーボンニュートラル製品
を、という要求も従来からあったが、新型コロナウイルス感染拡大を契機としてその声が
より高まってきている。パリ協定の目標も、新型コロナウイルス感染拡大をきっかけとし
て 2℃では不十分で 1.5℃は当然という認識が広がっている印象がある。環境面について
の意識は、国内と温度差が大きい。TCFD については、経営層への理解、社内浸透につい
て時間をかけ世の中の動きを伝えていきながら進めていく。 

 
（ガバナンス） 
・ガバナンス面では、危機状況下ではビジョン、中⻑期戦略、ポリシー、ガイドラインとい

った立ち返る軸をグローバルではっきり持つことが重要。これに基づいて細かなオペレ
ーションは地域で判断して行動する。執行と監督の分離を全社でも地域別でも進め、さら
に地域間で⼈材を交差させることで多様な視点を確保している。 

 
（業界としての活動） 
・業界でのイニシアチブ（WBCSD（World Business Council for Sustainable Development）

のタイヤ産業プロジェクト、持続可能な天然ゴムのためのプラットフォーム等）について
は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、プロジェクトの打ち合わせや現地活動が
充分に出来ておらず、取組みのスケジュールが遅れているものの、やるべき課題について
は変更せず今後も継続して進めていく予定。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・欧州の投資家からはこれまでも気候変動、ガバナンスなどの質問が多かったが、最近国内

の投資家からも ESG に関するより本質的な質問やエンゲージメントが増えている。その
他のステークホルダーからも事業戦略にサステナビリティを組み込んだことでより期待
感が高まるとともに、結果（売上や利益等）に対する要望も高まっている。経営とサステ
ナビリティのより統合的な情報開示の重要性を更に感じている。 

 
・欧州ではサーキュラーエコノミー、再生可能エネルギー分野など政府と企業の連携が進ん

でいる。国内においても官⺠一体となりよりスピード感を持って取り組んでいく必要性
を感じている。 

 
以上 
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実効性はあがらない。その原動力となるのは危機意識。一方で、従来の CSR は企業の社
会的責任ということで理解が進みやすかったが、サステナビリティは社会の話と自社の
話と両方に視点を置く必要があり、腹落ちして理解し行動に移せるよう社内の理解度を
高める必要がある。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・短期では従業員への影響が特に大きい。コロナ禍に際しては、トップ自らがグローバル全

従業員に対してメッセージを発信した。安全衛生の確保はもちろんのこと、従来から取り
組んでいた働き方変革が加速し、本社部門では業務の性格にもよるが、ほぼテレワークが
導入され、個々がいかに課題をクリアし付加価値（バリュー）を生み出すのかという観点
での見直しが進んだ。工場などの生産面においてはシフトや引継ぎを工夫し、ソーシャル
ディスタンスが保てるようにするなど安全衛生に配慮している。また WEB 会議でのコミ
ュニケーション頻度の向上や時間の有効活用等の多様な働き方が見られるようになった
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３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
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他のステークホルダーからも事業戦略にサステナビリティを組み込んだことでより期待
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でいる。国内においても官⺠一体となりよりスピード感を持って取り組んでいく必要性
を感じている。 

 
以上 
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株式会社丸井グループ 

ヒアリング⽇程︓2020 年 11 月 9 ⽇（月） 
 

１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営
戦略等）への影響と対応について 

・丸井グループでは、新型コロナウイルス感染症の影響における 2020 年 4 月初旬の緊急事
態宣言を受け、お客様と社員の安全を確保するために約２ヶ月間全店舗を臨時休業（食品
フロアは営業）した。 

 
・業績への影響では、2020 年 3 月期決算において、主要 KPI（EPS・ROE・ROIC）が計画

に届かなかったものの、連結営業利益は 11 期連続増益することができた。小売セグメン
トの営業利益は 12％減少したものの、フィンテックセグメントの営業利益は 10％増とな
った 2021 年度 3 月期についても、新型コロナウイルス感染症の影響は継続しており、12
期ぶりの減益となる見通しである。 

 
・臨時休業期間中、お取引先さま（丸井の店舗に入居しているテナント）は大変困難な状況

に直面したことから、丸井グループとして「何ができるのか」、「何をなすべきか」を議論
した。このような時こそ丸井グループが掲げている「共創」の理念を実践し、パートナー
シップを強化していくという考えのもと、休業期間中の賃料の全額免除をはじめとする
施策を「新型コロナウイルスを乗り越えるためのパートナーシップ強化策」として実施し
た。この施策は短期的にはコストとなるが、中・⻑期的に見ると取引先は将来的な企業価
値向上の創造パートナーであるという考え方である。こうした考え方・施策は投資家のみ
なさまからもご理解いただけた。また、この施策により、社員の家族や友人、お客様から
も共感や激励の声を多くいただき、社員のモチベーションも向上したように感じる。 

 
・コロナ禍による今後の環境変化のキーワードは、「DX」と「サステナビリティ」だと考える。 

① DX の流れはこれからも加速し、EC 消費は今後もさらに拡大していく。「売らない店」
＝アフターデジタル時代のリアルのプラットフォームを小売の DX の中核と位置づけ、
オフラインとオンラインの融合をすすめ、リアル店舗が「体験の場」となるような店づ
くりを継続していく。また、成⻑性が見込め競争⼒を発揮できる OMO 型 EC の開発
や、DX 人材の育成にも取り組んでいく。 

② サステナビリティは世界的にも更に気運が高まり、日本政府も 2050 年温室効果ガス
排出実質ゼロを宣言するなど、動きが加速していくと想定される。丸井グループも
2019 年 2 月に発表したビジョン 2050 のもと、その１つの取り組みであるグリーンビ
ジネスを加速させていきたい。 

2 
 

・丸井グループが今後目指す方向性は、「小売×フィンテック×共創投資」という三位一体
の知識創造型のビジネスモデルである。「共創投資」によってスタートアップを含めた協
業先とオープンイノベーションを進めていく。共創投資は、スタートアップ企業等に対す
る成⻑⽀援型投資という側面と、本業（小売・フィンテック）とのシナジー効果を⽣む側
面の両面がある。今期、投資協業先ごとに執行役員をリーダーとして、メンバーに部課⻑
職やリーダー職がつく約 20 の共創チームの体制を整え、取り組みを推進している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.0101maruigroup.co.jp/ir/pdf/i_report/2020/i_report2020_a3.pdf  
出所：株式会社丸井グループ共創経営レポート 2020 
 
・丸井グループは、環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへの取り組みがビジネスと

一体となった未来志向の共創サステナビリティ経営をすすめている。この共創サステナ
ビリティ経営を⽀える１つが企業風土である。 
丸井グループの企業文化は、以下の４つの掛け合わせによって培われている。 
①１つの丸井グループであること。つまり、グループ一括採用、同一の人事・賃金体系、

１つの労働組合 
②グループ間での職種を変更した異動が行われること 
③研修や社内プロジェクトといった成⻑の場への参加が公募制で、「⼿挙げの文化」があ

ること 
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④「対話の文化」があること 
中でも「⼿挙げの文化」は、丸井グループの大きな特徴である。「⼿挙げの文化」は、
社員一人ひとりの自主性を促すことにより自律的な組織をつくることだ。自律的な組
織を基盤に事業を行うことで、イノベーション創出できる企業になっていくことが目
的である。 

このような企業文化になるには、実に 10 年以上の年月を要してきた。代表取締役社⻑の
⻘井の強いリーダーシップ、加えて経営メンバーによる様々な⽀援のもとで、少しずつ育
まれてきたものである。その取り組みはまだ途上であるが、着実に歩みをすすめ、21 世
紀にふさわしい企業に進化していきたい。 
私たちが目指す企業文化は、強制ではなく自主性を、やらされ感ではなく楽しさを、上意
下達のマネジメントから⽀援するマネジメントへ、本業と社会貢献ではなく本業を通じ
た社会課題解決へ、そして業績の向上から価値の創造へ、である。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・以前から働き方改革の一環としてテレワーク推進の計画があり、2020 年度には 40%程

度まで高める予定で、本社スタッフを中心に端末導入をすすめていた。緊急事態宣言
時、多くがテレワークに切り替え、2020 年 4 月期は約 70％のテレワーク率となった。
緊急事態宣言以降、テレワークが一気に浸透し、感染防止とともに新たな働き方が促進
されている。 
一方、コールセンター、カスタマーセンター、物流センターなど物理的にテレワークが
難しい職場もあり、そうした部門では、事務所の分散化、飛沫感染防止の徹底など、安
心して働ける職場環境の整備を行った。 

 
・テレワークで⽣産性を高め、成果を出していくことはとても重要なテーマだと考える。成

功事例を共有するなどの動きもでてきており、一人ひとり、またチームが、テレワークと
いう新しい働き方に適応していくとともに、リアルの場・オンラインの場を組み合わせな
がら、今後も様々な工夫を重ねていきたい。 
 

・臨時休業期間中、店舗スタッフは原則特別休暇となったが、雇用調整助成金を申請し、給与
については全額補償した。なお、営業再開後も、感染防止対策の徹底を各店舗で行っている。 

 
（環境） 
・気候変動については、COVID-19 の影響により国内外で関心がこれまで以上に高まって

おり、改めてしっかりと取り組まなければならないと感じている。 

4 
 

・丸井グループは、将来世代への責任として、気温上昇 1.5℃の世界を実現したいと考え
る。2030 年までに再⽣エネルギー化 100％を目指し、2020 年度は 15 店舗・5 施設に再
⽣可能エネルギーを導入。再エネ率は当初の目標通り 50％を予定している。今後も脱炭
素の取り組みを加速させたい。 
また、2020 年 9 月には、「みんな電⼒」との協業により、再⽣可能エネルギーをエポス 
カード会員におすすめする取り組みをスタートした。お客さまにサステナブルにつなが
る選択肢をご提案し、お客さまとの共創により、温室効果ガスの社会排出削減という社
会課題の解決をすすめていきたい。このような社会排出削減を社内指標として「「スコ
ープ４」とし、自社排出以上の削減に取り組んでいく。 

 
・資源循環についても取り組みを継続し、店舗のゴミ集積所をエコファクトリー化し、ゴ

ミ分別がしやすい環境整備をすすめている。 
また、従来のプラスチック製ショッピングバッグを 2020 年 7 月より紙製・有料化をした。
お客さまにマイバッグの持参へのご協⼒を伝え、全店で 8 割を超えるショッパー辞退率
となっている。 
今後もプラスチックごみの削減に取り組むとともに、アパレルを中心とした大量⽣産・大量
消費・大量廃棄といった社会課題に対しても、取り組みを検討していきたいと考えている。 

 
（地域コミュニティ） 
丸井グループでは、社員が自ら⼿を挙げ、参加するグループ公認のプロジェクトがある。
その１つのウェルネス経営推進プロジェクトが行った取り組みをご紹介したい。 
 
・「コロナ禍だからこそ、ウェルネスを通じて世の中のお役に立ちたい。しあわせを共に創

りたい。」という想いのもと、コロナ禍で発表や活躍の場を失った学⽣に対して、「ウェル
ネス・フェス 2020」と題し、社内外を巻き込んで取り組んだ。中学校・高校の文化祭や
お披露目会の展示を店舗で実施したことで、店舗で働く社員やテナントスタッフのみな
さんにとって、地域のことに目線が向き、考えるきっかけになったのではないかと思う。
今後も地域社会の中で商売をさせていただいている企業として、地域社会との関係性の
強化・地域への貢献につながる取り組みをすすめたい。 

 
（消費者課題） 
・今回のコロナをきっかけに、お客さまの消費に対する考え方や行動、価値観がますます変

化していくと考えている。 
たとえば、エポスカードを通じた寄付や、クラウドファンディングを通じたいわゆる応援
消費の取り扱いが伸びた。コロナ禍は、お客さまにとって、消費行動が変わるきっかけに
なっているということだと思う。 
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社員一人ひとりの自主性を促すことにより自律的な組織をつくることだ。自律的な組
織を基盤に事業を行うことで、イノベーション創出できる企業になっていくことが目
的である。 

このような企業文化になるには、実に 10 年以上の年月を要してきた。代表取締役社⻑の
⻘井の強いリーダーシップ、加えて経営メンバーによる様々な⽀援のもとで、少しずつ育
まれてきたものである。その取り組みはまだ途上であるが、着実に歩みをすすめ、21 世
紀にふさわしい企業に進化していきたい。 
私たちが目指す企業文化は、強制ではなく自主性を、やらされ感ではなく楽しさを、上意
下達のマネジメントから⽀援するマネジメントへ、本業と社会貢献ではなく本業を通じ
た社会課題解決へ、そして業績の向上から価値の創造へ、である。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・以前から働き方改革の一環としてテレワーク推進の計画があり、2020 年度には 40%程

度まで高める予定で、本社スタッフを中心に端末導入をすすめていた。緊急事態宣言
時、多くがテレワークに切り替え、2020 年 4 月期は約 70％のテレワーク率となった。
緊急事態宣言以降、テレワークが一気に浸透し、感染防止とともに新たな働き方が促進
されている。 
一方、コールセンター、カスタマーセンター、物流センターなど物理的にテレワークが
難しい職場もあり、そうした部門では、事務所の分散化、飛沫感染防止の徹底など、安
心して働ける職場環境の整備を行った。 

 
・テレワークで⽣産性を高め、成果を出していくことはとても重要なテーマだと考える。成

功事例を共有するなどの動きもでてきており、一人ひとり、またチームが、テレワークと
いう新しい働き方に適応していくとともに、リアルの場・オンラインの場を組み合わせな
がら、今後も様々な工夫を重ねていきたい。 
 

・臨時休業期間中、店舗スタッフは原則特別休暇となったが、雇用調整助成金を申請し、給与
については全額補償した。なお、営業再開後も、感染防止対策の徹底を各店舗で行っている。 

 
（環境） 
・気候変動については、COVID-19 の影響により国内外で関心がこれまで以上に高まって

おり、改めてしっかりと取り組まなければならないと感じている。 
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・丸井グループは、将来世代への責任として、気温上昇 1.5℃の世界を実現したいと考え
る。2030 年までに再⽣エネルギー化 100％を目指し、2020 年度は 15 店舗・5 施設に再
⽣可能エネルギーを導入。再エネ率は当初の目標通り 50％を予定している。今後も脱炭
素の取り組みを加速させたい。 
また、2020 年 9 月には、「みんな電⼒」との協業により、再⽣可能エネルギーをエポス 
カード会員におすすめする取り組みをスタートした。お客さまにサステナブルにつなが
る選択肢をご提案し、お客さまとの共創により、温室効果ガスの社会排出削減という社
会課題の解決をすすめていきたい。このような社会排出削減を社内指標として「「スコ
ープ４」とし、自社排出以上の削減に取り組んでいく。 

 
・資源循環についても取り組みを継続し、店舗のゴミ集積所をエコファクトリー化し、ゴ

ミ分別がしやすい環境整備をすすめている。 
また、従来のプラスチック製ショッピングバッグを 2020 年 7 月より紙製・有料化をした。
お客さまにマイバッグの持参へのご協⼒を伝え、全店で 8 割を超えるショッパー辞退率
となっている。 
今後もプラスチックごみの削減に取り組むとともに、アパレルを中心とした大量⽣産・大量
消費・大量廃棄といった社会課題に対しても、取り組みを検討していきたいと考えている。 

 
（地域コミュニティ） 
丸井グループでは、社員が自ら⼿を挙げ、参加するグループ公認のプロジェクトがある。
その１つのウェルネス経営推進プロジェクトが行った取り組みをご紹介したい。 
 
・「コロナ禍だからこそ、ウェルネスを通じて世の中のお役に立ちたい。しあわせを共に創

りたい。」という想いのもと、コロナ禍で発表や活躍の場を失った学⽣に対して、「ウェル
ネス・フェス 2020」と題し、社内外を巻き込んで取り組んだ。中学校・高校の文化祭や
お披露目会の展示を店舗で実施したことで、店舗で働く社員やテナントスタッフのみな
さんにとって、地域のことに目線が向き、考えるきっかけになったのではないかと思う。
今後も地域社会の中で商売をさせていただいている企業として、地域社会との関係性の
強化・地域への貢献につながる取り組みをすすめたい。 

 
（消費者課題） 
・今回のコロナをきっかけに、お客さまの消費に対する考え方や行動、価値観がますます変

化していくと考えている。 
たとえば、エポスカードを通じた寄付や、クラウドファンディングを通じたいわゆる応援
消費の取り扱いが伸びた。コロナ禍は、お客さまにとって、消費行動が変わるきっかけに
なっているということだと思う。 

151



5 
 

・また、DX やサステナビリティは一つのキーワードだと考えており、前述の再⽣可能エ
ネルギーという選択肢のご提案をはじめとする、様々な選択肢をご用意し、すべての人
がしあわせを感じられるインクルーシブで豊かな社会の実現に向け、お客さまのニーズ
をお聞きしながら、取り組んでいきたい。 

 
（情報開示） 
・丸井グループでは、これまでも積極的な情報開示に取り組んでいる。今回のコロナ禍では、

関連する取り組みをまとめた特設サイトを設けるなどの工夫もおこなった。積極的な開
示によって、投資家のみなさまとの対話につなげることができていると思う。一方で、サ
ステナビリティや ESG の取り組みに関して、なかなかお客様にお伝えできていないとい
う課題も感じている。お客さまとともに、社会課題解決に取り組んでいくために、お客さ
まに向けた発信や、お客さまとのエンゲージメントを高めていくといったことも、今後強
⼒にすすめていきたいと考えている。 

 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・丸井グループが考えるステークホルダーは、お客さま、株主・投資家、お取引先さま、社

員、地域・社会、将来世代の６ステークホルダーである。ステークホルダーのみなさまの
「利益」と「しあわせ」が重なり合う部分を調和させ拡大することこそが、みなさまから
の期待であり、真の企業価値であると考えている。⻑期的な視点に立つと、企業が危機に
直面した時になすべきことは、危機が過ぎ去るのを待つことでも、危機回避の方策を練る
ことでもなく、創業の原点に立ち返って企業の提供する価値の本質を見極め、価値変化を
ふまえてその再定義を行うことだと考える。 

 
・今回の新型コロナウイルス感染拡大は、依然として、社会に大きな影響を及ぼしている。

グリーンリカバリーや「Build Back Better」に向け、社会全体としてすすめていける
よう、企業としての責任を果たしていきたい。 

 
・雇用調整助成金をはじめ、国・自治体による様々な⽀援策が講じられた。今後、脱炭素化、

資源循環型社会など取り組むべき社会課題は多岐にわたる。たとえば、再⽣エネルギー導
入はどの企業にとってもコストネックになる。欧州の動き等も参考に社会課題の解決に
向け政府には一層のリーダーシップを発揮してもらいたい。 

 
 

以上 
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ヤマトホールディングス株式会社 

ヒアリング⽇程︓2020 年 12 月 17 ⽇（木） 
 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症の事業面での短期的影響については、当社グループでは、e コ

マース関連の荷物量が増加している反面、一部法人向け事業や国際物流の落ち込み等が
あり、業績にプラスとマイナスの両面でインパクトがある。このような状況の中、社会の
変化により⽣まれる新たな成⻑機会に目を向けることがより重要だと考えている。当社
の具体的な影響としては以下が挙げられる。 

 
・ダイヤモンド・プリンセス号の乗客が 2020 年 2 月に下船・帰宅する際に、当社は乗客手

荷物の荷受けを担当した。また武漢からの帰国者の荷受けにも対応した。いずれも前例の
ない事態のため、厚⽣労働省や国土交通省や現地と連携して、安全な荷受けを担保するた
めの必要な情報を入念に収集し、現場の社員等が安心して対応できるための体制を構築
した。例えば武漢から邦人が政府専用機で帰国したケースでは、千葉のホテルに 2 週間
待機しチェックアウトの後、荷物を 48 時間滞留させてから、当社が荷受けを行うなどの
運用を行った。 

 
・2020 年 3 月下旬以降は、緊急事態宣言の発令もあり、e コマース関連の荷物量が急増し

た。4 月は例年では標準的な荷物量の月だが、繁忙期のような忙しさが急に発⽣した。年
間計画の想定外であり、緊急的に人員を手配するなど業務に支障が出ないよう対応した。 

 
・COVID-19 の第 1 波では、ステイホームで在宅率が高まったため、これまでみられてい

た一定の不在率が改善されたため、荷物量は増える一方で配達の⽣産性がやや上がった。 
 
・大地震など広域大規模災害を想定した事業継続計画（BCP）はあり、また 2009 年の新型

インフルエンザの対応で感染症に対応したマニュアルも策定していたが、今回の
COVID-19 については想定外の規模であり、その範疇では収まらないものであった。コ
ロナ禍においても事業を継続していくために、2020 年 1 月下旬〜4 月中旬にかけて、厚
⽣労働省等の専門的な機関にアドバイスをもらいつつ、ダイヤモンド・プリンセス号や武
漢からの帰国者の荷受けでの経験も踏まえて、23 万人のグループ社員やパートナー企業
の社員が安全・安心な環境下で働けるための体制を構築していった。また安全性を高める
ための情報交換を業界内ですることもあった。 
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・BtoC 需要は継続して増加している。増加の背景としては、自分で取り寄せる e コマース
が増えたこと、また帰省や旅行ができないために、贈り物や取り寄せ需要が増えたことな
どが挙げられる。 

 
・従来は、玄関先で対面での受け渡しを前提としていたが、お客様と宅配ドライバー双方に

とっての安心感醸成のため、インターフォンでお客様の意向を確認した上で荷物を玄関
前に置いていく非対面の配達を導入した。また、ライフスタイルの多様化の中で、お客様
が欲しい時に、欲しい場所で荷物を受け取りたいというニーズにも対応している。自宅で
の非対面での受け取りの他に、コンビニ、オープン型宅配便ロッカーでの受け取りなど、
対応を進めている。 

 
・また EC 事業者の toC のニーズが非常に増えている。それに対応して、EC 事業者向け新

配送サービス「EAZY（イージー）」の提供を 2020 年 6 月に開始した。「EAZY」は、EC
利用者・EC 事業者・配送事業者の全てに対し、リアルタイムに配送に係るデジタル情報
を提供するものであり、非対面での受け取りニーズの多様化にも対応し、通常の対面受け
取り以外にお客様の多様な指定場所での受け取りにも対応する仕組みである。 

 
・当社は、2020 年 4 月に独立系ベンチャーキャピタル大手のグローバル・ブレイン株式会

社と共同で、CVC ファンド「KURONEKO Innovation Fund」を設立した。KURONEKO  
Innovation Fund は、「常に⻑期的視点で考え、スタートアップ企業へヤマトグループか
らのアセット提供を通じてともに成⻑する」という基本方針のもと、物流やサプライチェ
ーンに変革を起こしうる革新的な技術・ビジネスモデルを有する国内外のスタートアッ
プ企業に対して、投資を行っている。また、ヤマトグループが持つ経営資源のオープン化
を通じて、物流および関連市場における成⻑モデルの創出を目指している。 

 
・2020 年 1 月に経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」を発表した。同プランはコロ

ナ禍の影響による社会的変化にも対応した経営のアジェンダとして、グループが進むべ
き方向性を示している。 
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https://www.yamato-hd.co.jp/investors/library/annualreport/pdf/j_ir2020_00.pdf 
出所：ヤマトホールディングス株式会社 アニュアルレビュー2020 
 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
・当社グループでは、経営構造改革プラン「YAMATO NEXT100」の公表前からも、CSR

を推進してきたが、当社の考え方や活動を、よりステークホルダーとの関わりを意識した
ものに変えてゆく必要性を感じていた。ここ数年で、欧州を中心としてサステナビリティ
や ESG に関する考え方や評価基準もクリアになってきた状況変化もある。このため、こ
の経営構造改革プランは、当社のサステナビリティの考え方を更に強化し、取り組んだこ
とを正しく開示することを目的の一つとして、環境と社会面の課題を経営に統合するこ
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とを、改めて掲げたものである。 
 
（労働） 
・お客様に対して安全にサービスを提供する上で土台となるのは、社員とその家族であり、

彼らに安心感を持っていただくことを最大の目的として、必要な投資や物品配布を行な
った。各職場において感染予防徹底のための事項を決め、マスク着用や日に複数回の職場
の消毒などにも取り組んだ。国の特別定額給付金（国⺠一人 10 万円）の支給と同じ時期
に、当社からも、社員に対して感謝の思いを伝えるため、社員一人最大 5 万円の一時金を
支給した。 

 
・職場における感染拡大防止のため、密を作らない職場づくりを心掛けることとし、本社ス

タッフを中心に、在宅勤務を推進した。 
 
・今般の COVID-19 をきっかけに、従来型の対面でのコミュニケーションに加えて、リモ

ート形式でのコミュニケーションの機会が飛躍的に増えたことは、当社グループにとっ
て大きな変化である。当社には、日本全国で約 4,000 の営業所、約 70 のターミナルがあ
り、そこにいる現場責任者と経営幹部とのコミュニケーションがオンラインによりスム
ーズになったことで、現場の情報をよりタイムリーに把握できるようになった。このよう
な新たな仕組みの導入は、コミュニケーションの向上だけでなく、会議や移動に費やす時
間の削減など、⽣産性向上にも寄与している。After コロナの「ニューノーマル」を見据
えながら、最適な形でデジタルテクノロジーを活用し、⽣産性向上と働き方改革につなげ
ていきたい。 

 
（サプライチェーン） 
・特に e コマース系の荷物が増える中で、業界全体では個人の配送担い手が重要になって

きている。前提として、配達品質の維持・向上のために配達ドライバーは直接雇用という
方針を掲げている。その上で、荷物量の増加に対応する配達の委託先として、個人の配送
担い手を全国で組織化しており、COVID-19 の第１波で急増した荷物量に対応する上で
有効に機能した。現在も継続的に提携しており、こうした外部に委託した際の配達時の品
質向上にも取り組んでいる。 

 
（環境） 
・環境面では、「つなぐ、未来を届ける、グリーン物流」を⻑期ビジョンとして掲げ、「エネ

ルギー・気候」、「大気」、「資源循環・廃棄物」、「社会と企業のレジリエンス」をマテリア
リティとしている。特に資源循環については、COVID-19 発⽣以前からリターナブル資
材を BtoB 向けに開発するといった対応を進めている。荷物量の増加に伴う梱包資材の増
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加に対して、物流業者として働きかけをする点については、今後の課題として挙げられる。 
 
（消費者課題） 
・お客様の安心・安全に応えられるよう、先述した営業形態の変化という形で対応した。 
 
・再配達の問題に対しては、非対面で受け取るという顧客の意識変化は確実に起こってい

る。同時に事業者側としては、１回の配達でお客様に受け取っていただける選択肢をつく
っていくことが重要である。例えば受け取りを前日に通知し、時間帯を自分で変更できる
ようなサービスを導入しており、そのサービスを利用できるクロネコメンバーズの登録
者数も増加傾向にある。 

 
（地域コミュニティ） 
・自治体や集落の要望に沿う形で、社会福祉協議会と協働し、これまで高齢者の見守りを行

ってきたが、今後とも対応していく。 
 
 
３．ステークホルダーからの期待や要望等について 
・コロナ禍の第一波の最中において、エッセンシャルワーカーとして多忙をきわめていた配

送ドライバーが、配送先等で、まるで菌を媒介する者のように扱われ、暴言を浴びる等の
被害が一時期見られた。そうした際には、当社としても当然、従業員を守るための取り組
みを行うが、政府・行政の役割としては、消費者の⽣活を支える社会的インフラ業務に従
事する従業員に対しこの種の被害がないように、社会の啓発に取り組むことも重要では
ないかと考えている。 

 
 

以上 
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中空⿇奈氏 
BNP パリバ証券株式会社 
グローバルマーケット統括本部 副会⻑ 
チーフクレジットストラテジスト チーフ ESG ストラテジスト 
                               
                              ヒアリング日程︓2021 年 2 月 19 日（⾦） 
１．今回の新型コロナウイルス感染症発生で株式・債券市場、投資家の考え方がどのように変化              

したか  
・新型コロナウイルス感染症発生以前は、ESG を取り入れた経営が株価上昇に直接つなが

るか、⻑期の投資が ESG の観点でリターンを向上させるかという点について、腹落ちし
ている投資家は決して多くはなかった。S&P500 種指数（S&P 500）1などで、セクター
ごとに分析してみても、差はそれほどないのが実態だった。 

 
・コロナ禍の 2020 年２月頃からスプレッド（債券における利回りの格差）が全体的に一気

に拡大した。そのような中、グリーンボンド2は格付けによらず、ボラティリティ（価格
変動の度合い）が非常に低くかったことから、ESG 債3に期待感が持てるようになり、投
資家がサステナブルファイナンス（環境・社会課題解決の促進を金融面から誘導する手法
や活動）に活路を求めるようになってきている。COVID-19 が金融市場の構造変化を後
押ししたといえるのではないか。 

■グリーンボンドのパフォーマンス変動（ボラティリティ）が債券指数のそれと比べて安定していた事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 米国大型株の指標として広く認識された株価指数で、幅広い投資商品の基礎としての機能を果たす。代
表的な 500 銘柄で構成され、市場時価総額の約 80％を網羅。 
2 環境改善効果が見込まれるプロジェクトの資金調達のために発行される債券。 
3 グリーンボンドをはじめとした環境や社会、ガバナンスに関連する債券。 

出所：ブルームバーグ、BNP パリバ証券株式会社 

※緑の折れ線グラフが 
グリーンボンド 

出所︓ブルームバーグ、BNP パリバ証券
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・2020 年になりグリーンボンドだけでなくソーシャルボンド4の発行が急増した。量は少な
いが、重要業績評価指標（KPI）連動債5や、トランジションボンド6などさまざまなツー
ルが見えてきたこともあり、ソーシャルボンドを積極的に取り入れていく動きがでてき
た。 

■サステナブルボンド市場の概観 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・グリーンボンドは一般担保がついているわけでもなく、投資家保全が取り立ててなされて

いないため、無担保債と同じであるにも関わらずボラティリティが少なかった。この原因
については、解析や分析は明確にはできていない。通常、社会環境が不安定なときには、
格付けの低いところからリスクオフ（回避）になる傾向があるため、リスクの高いものか
ら売却され、結果的に AAA（トリプル A）格付けなど高格付けのものが安定的に流通す
ることになる。グリーンボンドは、全てが高格付けではないものの、プロジェクトに紐づ
いていること、また、社会に良いことをするプロジェクトのためとして資金が集められる
ため、仮に問題が起きたとしても、他の用途に使われる可能性が相対的に少ないことが安
心感に結びついたのではないか。 

 
4 社会（ソーシャル）課題に取り組むプロジェクトの資金調達のために発行される債券。 
5 サステナビリティ・リンク・ボンド ― 例えば重要業績評価指標（KPI）連動債や SDG 連動債など ― 
は、債券のクーポンに関する財務制限条項を通じて、構造的に発行体の気候や広範な SDG 目標の達成状
況に連動する債券。 
6 一般的に、二酸化炭素排出量等の観点からグリーンボンドの発行基準を満たさないものの、低炭素経済
社会等に移行（トランジション）するためのプロジェクトを資金使途とする債券。 

出所：ブルームバーグ、BNP パリバ証券株式会社（2021 年 2 月 21 日時点） 
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・さらに、欧州における金融サービス部門のディスクロージャー規制7が変化していること
も、ESG 投資拡大に影響している。これは COVID-19 だけに起因するものではないが、
この 1 年で相当程度後押しされてきた。これまで世の中の流れでやむをえず ESG 投資を
していた会社のなかでも、以前より積極的に ESG 投資に舵を切った会社も増えてきた。 

 
・グリーンボンドの懸念としては、グリーンウォッシュ（環境に配慮しているかのように見

せかける）などが出てきた場合のリスクなどが挙げられる。またソブリン債（各国政府や
政府機関が発行する債券）においては、先進国と後進国のグリーンボンドでレベル感が異
なる中、「いかにリスク管理をするのか」といった懸念事項もある。ESG スコアと信用力
との関連を証明していく必要がある。 

 
・セクターによる差異についてはまだ確認できていないが、コロナ禍では、格付けによらず、

すべての ESG 債は手堅い動きをした。スプレッドが大きくなり、グリミアム（グリーン
プレミアム）8がつけばつくほど、発行体にはグリーンボンドを出すインセンティブが増
える。非グリーンセクターや低格付けのほうにグリミアムが上乗せされるということが
わかってきた。  

 
・海外の投資家は COVID-19 以前でも、ESG 投資でリターンがでることには疑う余地はな

いという考えの人が大多数だった。ESG 投資をしないことによるリスクは高く、これか
ら先の収益も見込めないとい考えが浸透しており、目先のリターンが下がるからといっ
て ESG を考慮しない経営者はネガティブスクリーン9にかけるという状況だった。そのた
め、海外では COVID-19 の前後で、国内ほどの変化はなかったといえる。そのようなな
か、中国は例外で、中国ではコロナ下で、情報開示の義務付けなどグリーンボンドガイド
ラインが厳しくなったことから、ESG 投資に対する積極性が増した。 

 
・2020 年から欧州では以前にも増して ESG 投資の必要性は増しており、中央銀行の動きも

加速化している。ドイツ、フランス、ベルギーなどは中央銀行がガイドラインの中に ESG
投資の視点を取り入れてきており、政府サイドでも、グリーンリカバリーの予算をとるた
め、グリーンボンドを使用できるようになってきている。国としても本気で進めるという
宣言になっている。スウェーデンの国立中央銀行はカナダのアルバータ州やオーストラ

 
7 欧州の金融規制分野では、「金融サービス部門における持続可能性関連の開示に関する規則」という規
制が、2021 年 3 月 10 日から施行される。これは、金融商品を提供する業者およびフィナンシャル・アド
バイザーが一般の投資家に商品を販売する際に、対象の金融商品について、持続可能性に関する情報開示
を行うことを義務付ける規制である。 
8 グリーンボンドの発行時の金利が通常の債券よりも低くなること。 
9 社会的批判の多い産業に関する企業を投資対象から除外すること。 
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リアのクイーンズランド州の鉄鋼石や石炭に関わっている州債をネガティブスクリーン
にかけ、売却した。これらの動きは全て COVID-19 がきっかけではないと感じているが、
遠因としてはあったのではないだろうか。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症発生後の企業の取り組みや変化に関して何を感じているのか、またど 

のような点をより評価するようになっているのか   
・COVID-19 だけに起因するものではないかもしれないが、事業会社からの ESG やディス

クロージャー等に関する質問や相談が急増した。これは国内だけに限ったことではなく、
アジア地域、フランス、イギリスなど欧州地域においても同様の傾向が見られた。同じセ
クターのなかでも ESG の取り組みや情報開示に熱心に取り組んでいる企業とそうでない
企業の差異が開いている印象がある。ただ、その差が株価にきちんと反映されているかと
いうと明確な判断や説明ができていない状況である。しかしながら取り組まなければ投
資家からの評価は上がらないので最低限取り組まなければいけないという意識が大企業
に限らず、感じ始めているのが 2020 年だったのではないか。 

 
・投資家の変化については、外国人の投資家によるプレッシャーが大きいことを挙げたい。

ESG スコアだけを見ると、日本の企業は欧米の企業よりかなり低い。ブラックロックや
フィデリティ証券等も ESG 投資を強力に推進しており、ブラックロックのラリーフィン
クからの手紙10を受け取ると、日本のファンドマネジャーは焦りを感じ、企業に対しエン
ゲージを図らざるを得なくなっているとも言われている。投資家側の変化が事業会社の
変化にも影響を与えている状況かと思われる。 

 
・EU タクソノミー11が整備され、ある程度環境等の目標値が見えてきたこともあり、「それ

に即して対応していかなければ」という気運が日本企業のなかで高まったのではないか。 
 
・投資家によるソーシャルへの関心が高まった背景に、ソーシャルボンドがグリーンボンド

よりフィージビリティや柔軟性が高いということがある。コロナ債12もソーシャルボンド
だが、ワクチン開発の費用だけではなく、一時帰休などを余儀なくされた労働者の救済を
目的とした資金調達に活用してもよい。債券投資家にとって、COVID-19 を機に、ソー
シャルボンドに対するイメージが湧きやすくなったのがコロナ債である。グリーンボン
ドは非グリーンのセクターには使用できないが、ソーシャルボンドではそういった制限

 
10 https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/about-us/larry-fink-ceo-letter-2020 
11 投資家、金融機関、企業に透明性を提供し、EU 加盟国全体の基準を調和させ、環境的に持続可能な投
資を促進するために、「グリーン」な経済活動と投資を分類する枠組み。2020 年 6 月公表。 
12 新型コロナウイルス感染症流行を受けて医療物資の拡充などを目的とする債券。 
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はない。２、３年後はコロナ債という名称ではなくなっているかもしれないが、ソーシャ
ルボンドとしての枠組みは COVID-19 をきっかけに根付いてくるのではないか。 

 
・海外の事業会社が COVID-19 で変化したことの典型的な例ではダノンのケースがある。

ダノンは株主総会でグリーンについて一定のガイドラインをもって進めるという宣言を
し、それに対し、株主が満場一致で賛同した。欧州ではもともと浸透しつつあった ESG
の視点が、形になってきているといえる。 

 
・ユニリーバやダノンなどのサステナビリティ先進企業は NGO による ESG 評価ランキン

グが降下した場合、２〜3 カ月の間に降下した項目のリカバリーの手立てを行っている。
サステナビリティ先進企業がより良い評価を得るために経営を柔軟に迅速に変化させて
いっているということが言えるのではないだろうか。 

 
・「黙して語らず」という言葉が日本の美徳として捉えられることがある。敢えて「気候変

動を気にしています」、「地球環境を守ります」と言わなくても「地球を傷つけるつもりな
ど毛頭ない」ということにもつながっているのかもしれないが、現在は「言わないと（情
報開示をしないと）話にならない」状況となっていることを認識する必要がある。 

 
・サステナブルな取り組みをしていないと今後「お金（ファイナンス）」が回らない状態に

なってきている。欧州を中心に他国ではそれにいち早く気付いて取り組んでいるがその
変化に気付けていない日本企業もまだ多いのではないだろうか。それら危機感に気付き
日本企業でも動き始めている状況もあり、サステナブルファイナンスが企業の ESG の
取り組みに対する後押しとなっているのではないかと思われる。 

 
・一方、投資家サイドも意識の変化はみられるもののまだ太宗は「何をもって ESG 投資と

捉えられるのか」など明確に理解していない状況ではないだろうか。それでも、先進的
な投資家を中心に、様々な工夫をして ESG 投資に積極的に取り組む姿勢が見られ始め
た。このような ESG に対して先進に動いている投資家がどのような点について評価し
ているのか事業会社も注視してもらいたいし、投資家からももっと明確に伝えていかな
ければいけないと感じている。 

 
 
 

以上 
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GlaxoSmithKline（GSK） 

 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症ワクチンの開発に向けては、自社が保有する、1 回の接種にお

ける抗原量が抑えられ、ワクチンの生産数量を増やすことができるワクチンアジュバン
ト技術へのアクセスを提供し、世界中の企業や研究グループと協働している。 

 
・2020 年 4 月には、互いが持つ科学的専門知識、技術、能力を組み合わせることで、自社

の専門知識とリソースを補完し合う前例のないパートナーシップを、仏製薬大手 Sanofi
社と開始し、協働でのワクチン開発を進めている。その他にも田辺三菱製薬株式会社の子
会社であるカナダのバイオファーマ企業 Medicago 社や、中国を拠点とした Clover 
Biopharmaceuticals 社とも提携し、2021 年 1 月時点でいずれも臨床試験に進んでいる。 

 
・開発されたワクチンを世界中で使用できるようにするため、2021 年に 10 億回分のワク

チンアジュバントを生産する意向を発表し、英国、米国、カナダ、欧州の施設で増産に取
り組む。 

 
・2020 年 9 月には、ワクチンの研究開発における科学的プロセスを担保する共同声明に他

の製薬会社 8 社とともに署名した。 
 
・新型コロナウイルス感染症治療薬に関しては、Vir Biotechnology 社と共同で治療または

予防に活用できる薬の開発を進めるほか、市販および開発中の医薬品のパイプラインと
ポートフォリオの中で適応可能なものがないか再評価を進めている。 

 
・ニーズが高いコンシューマーヘルスケア製品を必要とする人々に届けるため、鎮痛剤や栄

養補助剤の増産に取り組んでいる。 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（人権） 
・ワクチンの価格とアクセスについては、COVID-19 が及ぼす世界の人口・保健システム

への甚大な影響を認識し、ビジネスモデルが持続できる価格設定のアプローチを踏まえ、
3 つの方針を掲げる。 
１）GSK のアジュバント、またはアジュバント添加ワクチンの一部を責任ある価格で政

府や機関に提供する。 
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２）世界の最貧国を含む全ての国々が GSK のアジュバントを利用できるよう、現地で
のニーズを判断できる世界的な機関にアジュバント、またはアジュバント添加ワ
クチンの一部を無償で寄付する。 

３）GSK は、今回のパンデミックの状況下において、ワクチンに関する協働から利益
を得ることはしない。短期的利益が得られた場合も、関連研究および⻑期的なパン
デミック対策支援に投資する。 

 
・またワクチンへの公平なアクセスを世界に提供する枠組みである ACT アクセラレーター

（Access to COVID-19 Tools Accelerator）への相当数のワクチン供給も予定し、2020 年
9 月には、COVID-19 ワクチンおよび治療薬の全世界における公平なアクセスを確保す
るための声明に署名した。 

 
（地域社会） 
・世界中の病院、保健当局、慈善団体など、最前線で働く医療従事者のニーズに応え、これ

までに 25 カ国で 50 万個以上のコンシューマーヘルスケア製品を寄付した。 
 
・日本では、気管支喘息治療薬の研究開発をリードしてきた GSK として、呼吸器疾患の患

者への貢献を目指し、公益財団法人日本呼吸器財団の新型コロナウイルス感染症関連研
究に 1,000 万円を寄付した。またその他に合計で 1,600 万円を医療現場や研究活動、
COVID-19 の影響を受けている人々をサポートするコミュニティ活動の支援のために寄
付している。 

 
・全世界で 2013 年からパートナーシップを組んでいる国際 NGO セーブ・ザ・チルドレン 

の日本支部の「新型コロナウイルス緊急支援」に協力し、全国の学童保育施設向けの衛生
管理講座において医師免許を有する社員がボランティア講師を務める。 

 
 
【参照】 
https://www.gsk.com/en-gb/media/resource-centre/our-contribution-to-the-fight-against-
2019-ncov/ 
https://jp.gsk.com/jp/media/covid-19/ 
 

165



 

1 
 

H＆M 

 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・2020 年 3 月中旬から 4 月末にかけて、米国、ドイツをはじめ全世界で新型コロナウイル

ス感染症の影響により約 8 割の店舗を一時的に閉鎖した。以降はそれぞれの地域の状況
を踏まえて順次運営を再開していった。 

 
・そうした状況の中で、従来の四半期報告とは別に、説明責任の観点から 2020 年 5 月 7 日

に財務速報を公表した。世界約 5,000 店舗のうち約 60％が依然閉鎖中であること、2020
年 3 月 1 日から 5 月 6 日までの期間の売上は前年同期比で 57％の減少であること、一方
でオンラインでの売り上げは 32％増となったことを報告した他、売上については主要国
別の数値を公表した。 

 
・次の 2020 年 6〜8 月期の売上は、ロックダウンの解除とともに回復し、前年同期比約 2

割減となった。売上の減少を踏まえた経営効率化のため、2021 年には不採算店舗 250 店
舗を閉鎖する計画を発表した。 

 
・COVID-19 への対応として、2020 年 3 月中旬に従業員、取引先、などステークホルダー

宛ての CEO メッセージを自社 WEB サイトにて公開。また自社のサプライチェーンやフ
ァストファッション製造のノウハウを生かし、医療従事者への防護具を生産し医療機関
に寄付した。またマスクやエプロン、手袋なども製造し、各国で社内外に提供した。 

 
・COVID-19 支援としては、H&M 財団を通じて WHO の要請により国連財団が設立した

COVID-19 連帯対応基金に 50 万 US ドルを寄付した他、後述の通りサプライチェーンに
おける様々な施策を実施した。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（サプライチェーン） 
・コロナ禍において、グローバルブランドによる注文の大量キャンセルが発生し、サプライ

ヤーが困窮する事態が生じる中、H&M ではサプライヤーへの契約履行を保証すると 2020
年 3 月末に表明した。 

 
・多くの女性が縫製産業に従事し、自社にとっても重要なサプライチェーンであるバングラ
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デシュにおいて、縫製産業で働く女性を対象にした⻑期の支援プログラムを H＆M 財団
を通じて 2020 年 7 月にスタートした。まずは COVID-19 による影響を受けた若年女性
と家族、コミュニティの緊急支援として NGO３団体に 130 万ドルを寄付し、また 100 万
人を対象に感染予防の啓発に取り組むことを表明した。今後は、アパレル産業の機械化と
デジタル化に伴う雇用消滅のリスクに対応するための能力開発と新規雇用創出を支援し
ていく。 

 
・COVID-19 の影響に共に取り組み、アパレル業界をよりレジリエンスな産業にすること

を目指し、ILO（国際労働機関）、IOE（国際労働組合連合）、ITUC（国際労働組合連合）、
インダストリオール・グローバルユニオン、雇用者団体、その他のブランドと連携し、世
界的な行動の呼びかけ（call to action）に参加した。 

 
・持続可能なサプライチェーンの構築に向けて、COVID-19 に関わらず様々な施策を進め 

る。業界全体での変革に向けて、自社のグローバルサプライチェーンを開放し、他社が利 
用できるようにするサービス Treadler を 2020 年 3 月に開始した。また中国の新疆ウイ 
グル自治区での強制労働疑惑を受け、同地区では今後、綿花を調達しない方針を明らかに 
した。 

 
（環境） 
・サーキュラーエコノミーを通じたより良い復興（Build Back Better）を目指し、2020 年 6 

月にエレン・マッカーサー財団への支援を表明した。2020 年 10 月には同財団、世界自然 
保護基金（WWF）、ボストンコンサルティンググループ、その他グローバル企業などと連 
携し、プラスチック汚染解決に向けた国連協定を求める企業宣言を行った。 

 
・サーキュラーなビジネスモデルを実現するため、持ち込まれた服を店頭で新たな服に再

生・販売するサービスの開始や、コットンを循環型にする業界横断のコンソーシアム
「New Cotton Project」への参加など、コロナ禍においても新しい取り組みに次々と着手
している。 

【参照】  
https://hmgroup.com/media/news.html#year=hmgroup:year/2020  
https://hmgroup.com/media/news/general-news-2020/HM-Foundation-backs-women-
garment-workers-in-Bangladesh.html 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/hm-assures-garment-suppliers-it-will-
pay-for-orders-per-agreed-payment-terms-while-other-retailers-cancel-orders-delay-payments-
during-pandemic/  
https://forbesjapan.com/articles/detail/36863/1/1/1 
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Unilever 

 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症への支援策として、2020 年 3 月 24 日時点でいち早く約 1 億

ユーロの拠出を表明した。消費者やシングルマザー支援団体などコミュニティへの石鹸、
消毒液などの寄付に加え、取引先やサプライヤーを対象としたキャッシュフロー支援を
実施した。さらに従業員に対してはフルタイム、パートタイムなどの雇用形態を問わず最
大 3 ヶ月まで収入を保障するなど、世界中のステークホルダーへの支援を実施した。 

 
・COVID-19 により衛生への関心が高まり、石鹸、消毒剤などの販売が拡大したことから

2020 年 7〜9 月期の業績は好調となった。一方で、消費者の外出の機会が減ったことか
ら、デオドラント製品など売上が減少となった製品もあった。 

 
・COVID-19 によるビジネス環境の変化への対応として、二元上場会社制を廃止。オラン

ダ法人を英国法人に統合した。 
 
・COVID-19 に対する自社の取り組みについて、全体像をまとめた短い動画の他、WEB サ

イトで月に 1 本程度継続して関連記事を発信。継続する危機に対して自社も継続的に取
り組んでいることを示している。 

 
・2010 年に発表したサステナビブルなビジネス戦略であるユニリーバ・サステナブル・リ

ビング・プラン（USLP）の最終年を迎え、10 年間の総括を発表した。パーパスに基づく
サステナブル・リビング・ブランドは他製品群と⽐べて大きく成⻑を続け、コスト削減は
10 億ユーロ以上にのぼり、約 90％の従業員が同社で働くことを誇りに思うと回答した。
一方でコロナ禍によって環境と社会的不平等の問題が可視化された社会状況を踏まえ、
USLP に続くものとして、新しい資本主義のモデルをつくることを目指し、パーパスを根
幹に据えた新たな指針「コンパス」を発表した。 

 
・Black Lives Matter に伴い高まる人種差別への関心に対しては、美白商品から fair という

表現を廃止した。また、「勇気をもつことは美しい」と題したコミュニケーションムービ
ーを発表し、美への固定観念を取り払い、一人ひとりが自分らしさに自信をもつことの大
切さを広めている。 

 
・また 2021 年の株主総会から、気候変動に関する計画を決議事項にすると発表した。株主
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に対する透明性を高め説明責任を積極的に果たしていくことを目指す。 
 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（環境） 
・「コンパス」に基づく新たな環境に関するコミットメントを 2020 年 6 月に発表した。気

候変動、自然環境の保護と再生（リジェネレイト）、次世代のための資源保全を重点分野
とし、2023 年までに森林破壊ゼロ、2030 年までに生分解可能な製品へ移行、2039 年ま
でにサプライチェーン全体で炭素のネットゼロエミッション達成、10 億ユーロの環境保
全基金や水資源管理プロジェクトの展開、環境再生農業に取り組む農家や生産者の支援
などを新たな目標として掲げる。 

 
・2025 年までに、使用するプラスチックの少なくとも 25%を再生プラスチックに切り替え

る目標について、2020 年時点では 10%を達成しており、次年度までに 20%の達成を目指
している。また、商品補充型販売のトライアル販売も開始している。 

 
・消費者の健康だけでなく、食品サプライチェーンにおける環境インパクト削減を目指し、 

植物由来の代替肉、乳製品について、2025 年から 2027 年までにグローバルで 10 億ユー
ロの売上を目標とする戦略 Future Foods を発表した。 

 
（地域社会） 
・2019 年に開始した、石鹸ブランド Lifebuoy の手洗い促進プログラムを強化し、17 の主

要な市場で 200 人の国際的なインフルエンサーと連携し、ソーシャルメディアを通した
衛生啓発を行うなど、コロナ禍においてもパーパスに沿ったキャンペーンを展開してい
る。 

 
・脆弱なコミュニティを支援するため、2020 年 3 月時点で 1 億ユーロ相当の製品を寄付す

ることを発表した。また世界経済フォーラムの支援プラットフォームや各種 NGO と連
携し、2020 年 12 月にはすべての寄付を完了した。 

 
【参照】 
https://www.unilever.com/news/covid-response/ 
https://www.unilever.com/news/press-releases/ 
https://www.unilever.com/sustainable-living/ten-years-on/ 
https://www.unilever.com/news/news-and-features/Feature-article/2020/the-unilever-
compass-our-next-game-changer-for-business.html 
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Walmart 

 
１．新型コロナウイルス感染症の経営（企業の存在意義、⻑期的ビジョン、企業運営の方針、経営

戦略等）への影響と対応について 
・新型コロナウイルス感染症の影響によるソーシャルディスタンス確保のため、ピックアッ

プ＆デリバリーサービスの提供を大幅に拡充した。増大する需要に対応するため、全世界
で大幅に新規雇用を確保し、操業を継続している。 

 
・最前線で働くアソシエイトを守り、安心して働き続けられる環境を作るために、身体面・

精神面・財政面での様々な支援策を導入した。 
 
・ウォルマートが展開する薬局では、COVID-19 ワクチンが利用できるように準備を進め、

2020 年 12 月には実際に接種を開始した。 
 
・2020 年９月にはリジェネレイティブ・カンパニーとなるための新たなサステナビリティ

に関する目標として、2040 年までにカーボン・オフセットを利用しない形でのゼロ・エ
ミッション達成と、2030 年までに最低 5,000 万エーカーの土地と 100 万平方マイルの海
洋の保全・修復に取り組むことを宣言した。 

 
 
２．新型コロナウイルス感染症の CSR 諸課題への影響と対応について 
（労働） 
・ウォルマートで働くアソシエイトが安心して働き、あるいは自宅で過ごすことができるよ

う、2020 年 4 月に COVID-19 に関する臨時休暇方針を発表し、以下の様々な施策を導
入。方針は 2020 年 12 月に 2021 年 7 月５⽇まで延⻑することを決定した。 

 
・身体面のウェルビーイングのため、自社の医療プランに加入しているアソシエイトに対し

て、従来有償であった医師へのリモート相談サービスを無料で利用できるようにした。さ
らに米国在住のアソシエイトに対しては、インフルエンザの予防注射を無料とした。 

 
・精神面のウェルビーイングのため、全アソシエイトはリモートでのカウンセリングを無料

で利用できる他、正確な情報を得て不安を解消するための COVID-19 対策の知識や子ど
ものケアに関するウェビナーを提供している。 

 
・財政面のウェルビーイングのため、2020 年 3 月 19 ⽇には時間単位で働くフルタイム・
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パートタイムのアソシエイトに対し、臨時ボーナスの支給と四半期ボーナスの前倒し支
給を実施した。臨時ボーナスは 2020 年 5 月、7 月にも実施し、総支給額は 11 億ドルに
のぼる。また給与の支払いを週単位とするオプションを提供している。さらに財務的に困
窮したアソシエイトに対しては、確定拠出年金（401k）から手数料や税負担なく引き出し
できる措置を 3 年間導入した他、保険料支払いを 1 年間猶予する措置も導入した。 

 
・1 年間で全世界において 50 万人以上のアソシエイトを新規に雇用した。雇用確保に向け

て、新規採用者を紹介したアソシエイトと採用者双方にボーナスを支払う制度を導入し
ている。 

 
（サプライチェーン） 
・サプライヤーへの支払いを迅速化するため、手続きの簡略化や提携金融機関の増強といっ

た措置を実施した。また、2020 年 4 月及び 5 月については、米国での出店テナントに対
し、家賃の減額や支払いを延期した。 

 
（消費者） 
・高齢者や障がい者、COVID-19 への感染リスクの高い職種の人々を対象に、優先的に買

い物ができる時間帯を設定した。 
 
・一部の食品や⽇用品については購入制限を実施し、消費者の生活必需品へのアクセスを確

保した。また移動が困難な人が他の住⺠に必要な買い物を頼めるアプリを提供し、コミュ
ニティ内での助け合いをサポートしている。 

 
（地域社会） 
・COVID-19 のドライブスルー検査の利用拡大に向けて、米国保健福祉省や保険会社と協

力をした。より多くの人が COVID-19 の検査を利用できる状況を目指し、約 600 の拠点
で検査場を設置している。政府のガイドラインに従って利用でき、費用は無償である。一
部のウォルマートの薬局でも検査が受けられる。検査場設置のための必要機材およびア
ソシエイトの時間はウォルマートが無償提供している。 

 
【参照】 
https://corporate.walmart.com/here-for-you 
https://corporate.walmart.com/media-library/document/u-s-covid-19-related-information-nov-
2020/_proxyDocument?id=00000175-d65a-d74b-a57d-fefe8d7f0000 
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